
再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課 ： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏 
 

事業名 一般国道４４号 尾幌
お ぼ ろ

糸魚沢
い と い ざ わ

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 
 自：北海道

ほ っ か い ど う

厚岸
あ っ け し

郡厚岸
あ っ け し

町
ちょう

尾幌
お ぼ ろ

 

 至：北海道
ほ っ か い ど う

厚岸
あ っ け し

郡厚岸
あ っ け し

町
ちょう

糸魚沢
い と い ざ わ

 
延長 ２４．７km 

事業概要  

国道４４号は、釧路市を起点とし、釧路町、厚岸町を経由して根室市に至る幹線道路である。 

尾幌糸魚沢道路は、津波浸水被害などの災害時の救急活動等においても機能する信頼性の高い道路ネット

ワークの構築、農産品の輸送能力向上による物流効率化や観光周遊性の向上を支援すること等を目的とした 

厚岸町尾幌から厚岸町糸魚沢に至る延長２４．７ｋｍの事業である。 

H３１年度事業化 
Ｒ－年度都市計画決定 

（Ｒ－年度変更） 
Ｒ３年度用地補償着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費 約１，０６９億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約１３％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量 ５，２００～１６，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

748/7,157億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

752/8,724億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

  1.2（0.9）  

5.0%（3.4%） 

事 業 費：.704/6,656億円 

維持管理費：.045/0,364億円 

更 新 費： －/0,136億円 

走行時間短縮便益：645/6,940億円 

走行経費減少便益：092/1,485億円 

交通事故減少便益：016/0,299億円 
令和６年 (

参
考) 

 1.6（1.3） 〔2%〕 

 1.9（1.6） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

1.01（1.02）.  

4.0%（4.1%） 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=0.9～1.10（±10％） 

(

参
考) 

 1.5（1.5） 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=0.9～1.10（±10％） 

 1.8（1.8） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=0.9～1.02（±20％） 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

① 災害時の輸送ルート強化 

  ・災害発生時における大規模な迂回の回避及び災害により被災した地域への救援物資等の輸送の確実

性向上が期待される。 

② 救急搬送の安定性向上 

  ・当該道路周辺地域から釧路市への救急搬送時間が短縮され、救急搬送の速達性・安定性向上が期待

される。 

③ 水産品の流通利便性向上 

  ・道内各地のみならず苫小牧港や釧路空港等から全国各地へ出荷される水産品の流通利便性向上が期

待される。 

④ 重要港湾釧路港の流通利便性向上 

  ・飼肥料や乳製品の釧路～根室間における安定的な輸送が可能となり、重要港湾釧路港の流通利便性

向上が期待される。 

⑤ 主要な観光地への移動利便性向上 

  ・釧路～根室間の移動利便性が向上し、釧根地域の更なる観光活性化が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

釧路市など１市１０町１村の首長等で構成される「北海道横断自動車道釧路地区早期建設促進期成会」等か

ら整備促進の要望を受けている。 

知事の意見： 

 「一般国道４４号 尾幌糸魚沢道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異議はありません。 

当該事業は、道央・十勝・釧路・根室圏の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や広域観光の振興、物流

の効率化、災害時の輸送ルート強化などが図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保

に寄与することから、早期供用をお願いいたします。 

なお、事業の実施にあたっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層の徹底したコスト縮

減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

 

 

 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

 

 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和元年 8月 北海道内国管理４空港特定運営事業等基本協定書締結 

・令和 2年 1月 北海道内７空港民間運営開始 

・令和 2年 3月 一般国道４４号 根室道路 全線開通 

・令和 6年度  北海道横断自動車道 阿寒ＩＣ～釧路西ＩＣ開通予定 

・令和 6年度  一般国道３８号 釧路新道 全線４車線開通予定 

 

 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和３年度に工事着工して、用地進捗率２０％、事業進捗率１３％となっている。 

 
 
 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

（令和６年３月末時点） 
施設の構造や工法の変更等  

引き続き、コスト縮減に取り組んでいく。 

 

 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、本別JCT～根室ＩＣを対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課 ： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏 
 

事業名 遠軽
えんがる

北見
き た み

道路（一般国道３３３号） 生田原
い く た は ら

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 
 自：北海道

ほ っ か い ど う

紋別
もんべつ

郡遠軽
えんがる

町
ちょう

生田原
い く た は ら

水穂
み ず ほ

 

 至：北海道
ほ っ か い ど う

紋別
もんべつ

郡遠軽
えんがる

町
ちょう

生田原
い く た は ら

旭野
あ さひの

 
延長 ５．７km 

事業概要  

遠軽北見道路は、北海道横断自動車道網走線と旭川・紋別自動車道を連絡する高規格道路である。 

生田原道路は、高規格道路ネットワークの拡充による、オホーツク圏と道央圏との連携強化を図り、地域間交

流の活性化、物流効率化等の支援を目的とした５．７ｋｍの事業である。 

Ｈ１９年度事業化 
Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 
Ｈ２０年度用地補償着手 Ｈ２１年度工事着手 

全体事業費 約１９６億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約７３％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量 ９，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

60/212億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

251/251億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

04.7% 

事 業 費：48/200億円 

維持管理費：12/012億円 

更 新 費：－/ －億円 

走行時間短縮便益：.213/.213億円 

走行経費減少便益：.029/.029億円 

交通事故減少便益：09.3/09.3億円 

令和６年 (

参
考) 

1.8 〔2%〕 

2.3 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.2  

17.2% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=3.8～4.7（±10％） 

(

参
考) 

5.7 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=3.9～4.6（±10％） 

6.7 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=4.1～4.3（±20％） 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

① 主要都市間の連絡性向上 

・主要都市間の更なる連絡性向上や地域間交流の活性化が期待される。 

② 農水産品物流ルートの安全性向上 

・広域交通と生活交通の機能分担が図られ、物流ルートの安全性向上が期待される。 

③ 救急搬送の安定性・速達性向上 

・走行安定性向上による患者への負担軽減や救急搬送時の速達性向上が期待される。 

④ 異常気象時の確実性向上 

・異常気象時における耐災害性が強化され、基幹道路の確実性向上が期待される。 

⑤ 周遊観光の活性化 

・遠紋地域から主要観光地への速達性が向上することでオホーツク圏の広域観光の活性化が 

期待される。 

⑥ 日常生活の利便性向上 

・地域住民の日常生活における利便性向上が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

北見市を始めとする１市２町の首長等で構成される「遠軽北見道路整備促進期成会」等から、早期整備の要望

を受けている。 

知事の意見： 

「遠軽北見道路（一般国道３３３号）  生田原道路」事業を「継続」とした「対応方針（原案）」案について、異議は

ありません。 

当該事業は、広域ネットワークの拡充による地域間交流の活性化や物流効率化の支援、救急搬送の安定性・

速達性向上が図られるなど、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、早

期供用をお願いいたします。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層の徹底したコスト縮

減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

［旭川・紋別自動車道］ 

・平成21年12月 旭川・紋別自動車道 白滝IC～旧白滝開通 

・平成22年 3月 旭川・紋別自動車道 上川天幕～浮島IC開通 

・平成29年 3月 旭川・紋別自動車道 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC開通 

・令和元年12月 旭川・紋別自動車道 遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC開通 

・令和 3年 4月 旭川・紋別自動車道 遠軽上湧別道路 新規事業化 

 

［北海道横断自動車道網走線］ 

・平成25年 3月 北海道横断自動車道網走線 北見西IC～北見東IC開通 

・平成27年11月 北海道横断自動車道網走線 訓子府IC～北見西IC開通 

・平成29年10月 北海道横断自動車道網走線 陸別小利別～訓子府IC開通 

・平成31年 4月 北海道横断自動車道網走線 端野高野道路 新規事業化 

・令和 6年 4月 北海道横断自動車道網走線 女満別空港網走道路（女満別空港～網走呼人） 新規事業化 

 

［その他］ 

・平成21年 3月 国道333号新佐呂間トンネル開通 

・平成21年10月 湧別町と上湧別町が「湧別町」となる 

・令和元年12月 道の駅「遠軽 森のオホーツク」が開業 

・令和 2年 1月 北海道７空港民間運営開始 

・令和 5年 6月 「北海道白滝遺跡群出土品」が国宝指定 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２１年度に工事着手して、用地進捗率８５％、事業進捗率７３％となっている。 

（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

 

施設の構造や工法の変更等  

引き続き、コスト縮減に取り組んでいく。 

 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

 

 

 

 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

 
 

生田原道路 

凡　　　例
供　　 用　　 中

事　　 業　　 中
再 評 価 区 間



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課 ： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏 
 

事業名 一般国道４５２号 盤
ばん

の沢
さ わ

道路・五稜
ご り ょ う

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 
 自：北海道

ほ っ か い ど う

芦別
あ しべつ

市黄金
こ が ね

町
ちょう

（盤
ばん

の沢
さ わ

道路起点） 

 至：北海道
ほ っ か い ど う

上川
かみかわ

郡美瑛
び え い

町
ちょう

字ルベシベ（五稜
ご り ょ う

道路終点） 
延長 １８．５km 

事業概要  

国道４５２号は、夕張市を起点とし、旭川市に至る幹線道路である。 

盤の沢道路・五稜道路は、芦別市と美瑛町間の通行不能区間の解消を図り、地域間交流の活性化及び物

流効率化等の支援を目的とした、芦別市黄金町から上川郡美瑛町字ルベシベに至る延長１８．５ｋｍの事業で

ある。 

Ｈ５年度事業化 
Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 
Ｈ６年度用地補償着手 Ｈ５年度工事着手 

全体事業費 

約６４５億円 

（盤の沢道路：約３２８億円） 

（五稜道路：約３１7億円） 

事業進捗率（令和6年3月末時点） 

供用済延長 ２．６km （盤の沢道路） 

（五稜道路） 

約６９％ 

約１９％ 

計画交通量 ４，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

352/684億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

451/451億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 0.70  

2.3% 

事 業 費：315/633億円 

維持管理費：036/052億円 

更 新 費： －/ －億円 

走行時間短縮便益：.416/.416億円 

走行経費減少便益：0.34/0.34億円 

交通事故減少便益：0.72/0.72億円 

令和６年 (

参
考) 

0.99 〔2%〕 

1.20 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.30  

5.6% 

交通量 B/C=0.6～0.7（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.80 〔2%〕 事業費 B/C=0.6～0.7（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 

2.20 〔1%〕 事業期間 B/C=0.6～0.7（±20％） 事業期間 B/C=1.3～1.3（±20％） 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

① 通行不能区間の解消 

・上川中部圏と中空知圏を結ぶ新たなルートが形成され、所要時間短縮が図られることによる移住

・定住促進や交流人口拡大などが期待される。 

② 拠点空港への利便性向上 

・旭川空港1時間到達圏市町村人口が更に１．３万人増加するなど、周辺市町村から旭川空港への利

便性向上が期待される。 

③ 新たな周遊ルートの形成を支援 

・芦別市と富良野・美瑛観光圏及び旭川空港を結ぶ新たな周遊ルートの形成を支援することで、芦

別市を含む周辺市町の観光入込客数増加が期待される。 

④ 災害時の緊急輸送ルートの強化 

・富良野市と高次医療機関等の交通拠点を結ぶネットワークが形成されるなど、災害時の緊急輸送ル

ートの強化が期待される。 

⑤ 物流効率化により地域産業を支援 

・工業団地と旭川空港とのアクセスが容易となるうえ、マスタープランの基本戦略である新規需要

の拡大と物流効率化が期待される。 

⑥ 合宿誘致による地域活性化の支援 

・新千歳空港や旭川空港からのアクセス利便性が向上することで、合宿受入増加や多様な交流人口増

加に伴う地域活性化が期待される。 

⑦ 救急搬送・通院の安定性向上 

・芦別市から旭川市の高次医療施設への新たな安定性の高い搬送ルートが確保され複数のネットワー

クが形成されるなど、救急搬送及び通院の安定性向上が期待される。 



⑧ 農産品の流通利便性向上 

・輸送時間が短縮され、余裕をもった出荷工程が組めるようになるなど、農産品の流通利便性向上が

期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

旭川市など６市２町の首長等で構成される「一般国道４５２号建設促進期成会」等より整備促進の

要望を受けている。 

知事の意見： 

 「一般国道４５２号 盤の沢道路・五稜道路」事業を「継続」とした「対応 方針（原案）」案につ

いて、異議はありません。 

当該事業は、通行不能区間の解消により、地域間交流の拡大及び物流の効率化、災害時の緊急輸送ル

ートの強化が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することか

ら、早期供用をお願いいたします。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層の徹底し

たコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努めるようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成19年 3月 一般国道38号 芦別バイパス開通 

・平成19年10月 北海道横断自動車道 トマムIC～十勝清水IC開通 

・平成20年11月 一般国道38号 赤平バイパス開通 

・平成21年10月 北海道横断自動車道 占冠IC～トマムIC開通 

・平成23年10月 北海道横断自動車道 夕張IC～占冠IC開通 

・平成30年 5月 道の駅びえい「白金ビルケ」オープン 

・平成30年 7月 富良野・美瑛観光圏整備実施計画認定 

・平成30年11月 旭川十勝道路 富良野道路開通 

 旭川空港国際ターミナル開業 

  ・令和 2年 1月 北海道7空港民間運営開始 

・令和 4年 3月 旭川十勝道路 旭川東神楽道路部分開通 

     北海道横断自動車道 トマムIC～十勝清水IC間暫定2車線区間における4車線化 

事業化 

・令和 6年 3月 北海道横断自動車道 追分町IC～夕張IC間暫定2車線区間における4車線化事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成５年度に工事着手して、盤の沢道路の用地進捗率７０％、事業進捗率６９％、五稜道路の用地進

捗率９５％、事業進捗率１９％となっている。 

（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

 

施設の構造や工法の変更等  

引き続き、コスト縮減に取り組んでいく。 

 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 

   

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 
下北
し も き た

半島
は ん と う

縦貫
じゅうかん

道路 むつ～七戸北 

（一般国道4号 野辺地
の へ じ

七戸
し ち の へ

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：青森

あ お も り

県上北
かみきた

郡野辺地町
の へ じ ま ち

一
い ち

ノ
の

渡
わたり

 

 至：青森
あ お も り

県上北
かみきた

郡七戸町
し ち の へ ま ち

後
うしろ

平
たいら

 
延長 ７．１km 

事業概要  

下北半島縦貫道路は、下北地域の中心都市であるむつ市を起点に、東北縦貫自動車道八戸線と接続する

高規格道路である。 

このうち、野辺地七戸道路は高規格道路ネットワークのミッシングリンクの解消を目的とした延長７．１ｋｍ、 

２車線の自動車専用道路である。 

令和４年度事業化 令和３年度都市計画決定 用地未着手 工事未着手 

全体事業費 約２９０億円 
事業進捗率 
（令和６年３月末時点） 

約１％ 供用済延長 －km 

計画交通量 １５，６００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

553/2,238億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,178/2,415億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 
１．１ 

（１．４） 
 

４．３% 

（６．４%） 

事 業 費：482/2,075億円 

維持管理費： 70/ 155億円 

更 新 費：0.86/ 8.7億円 

走行時間短縮便益：976/2,005億円 

走行経費減少便益：147/ 282億円 

交通事故減少便益： 55/ 129億円 
令和６年 (

参
考) 

１．５ 

（２．０） 
〔2%〕 

１．８ 

（２．５） 
〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 
２．１ 

（１．５） 
 

１１．１% 

（６．５%） 

交通量 B/C=0.96～1.2（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.5（±10％） 

(

参
考) 

２．９ 

（２．１） 
〔2%〕 

事業費 B/C=1.1～1.1（±10％） 事業費 B/C=2.0～2.3（±10％） 

３．５ 

（２．５） 
〔1%〕 

事業期間 B/C=1.04～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.3（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・新幹線駅へのアクセス向上 

むつ市内～七戸十和田駅間の所要時間 現況87分→整備後74分 ※下北半島縦貫道路全線整備時 

②国土・地域ネットワークの構築 

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成 

むつ市内～八戸市間の所要時間 現況128分→整備後115分 ※下北半島縦貫道路全線整備時 

③災害への備え 

・青森県地域防災計画（R5.2修正）において、「第一次緊急輸送道路」として位置づけ 

他9項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○青森県知事の意見 

令和6年6月25日付け国東整企画第40号で意見照会のあったことについて、事業の継続に異存はありません。 

野辺地七戸道路を含む下北半島縦貫道路は、東北縦貫自動車道八戸線と結ばれることで、下北・南部・青森

地方生活圏の地域間連携強化、下北地方の産業等の発展に大きく寄与するとともに、災害時、半島部の道路寸

断に備えるためのきわめて重要な路線であり、本県が目指す「青森新時代」の実現に必要不可欠な社会基盤で

あります。 

また、国が掲げる「国土強靱化」や「物流危機対策」を推し進めるためには、高規格道路網の整備が不可欠で

あることから、今後も着実に整備を進め、早期供用が図られるよう特段の御配慮をお願いします。 

○以下の団体等から、野辺地七戸道路の整備促進について要望あり 

・青森県、八戸市、下北半島振興促進連絡協議会 

事業評価監視委員会の意見  

対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和４年度新規事業化、用地進捗率０％、事業進捗率約１％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・令和４年度に事業化され、路線測量、地質調査に着手。令和５年度より道路設計に着手。 

・今後、道路設計完了後に、必要な手続きを経て用地買収に着手予定。 

・全線の開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 

施設の構造や工法の変更等  

新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

地域産業支援・物流支援、観光・地域交流支援、冬期の走行性向上のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

車線数
： 4車線
： 2車線

道路種別
： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例
： 市役所
： 役場
： R3センサス交通量
： 主要渋滞箇所

その他道路凡例

： 開通済
： 事業中

凡例



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道４号 盛岡南
もりおかみなみ

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
自：岩手

い わ て

県紫波
し わ

郡矢巾町
や は ば ちょ う

藤沢
ふ じ さ わ

 

至：岩手
い わ て

県盛岡
も り お か

市永井
な が い

 
延長 ７．４ km 

事業概要  

一般国道４号は、東京都中央区を起点に岩手県内を南北に縦断し青森県青森市に至る主要幹線道路である。

このうち盛岡南道路は、岩手県紫波郡矢巾町藤沢から盛岡市永井に至る延長７．４ｋｍの４車線道路である。 

令和４年度事業化 令和３年度都市計画決定 用地未着手 工事未着手 

全体事業費  約３８０億円 事業進捗率 
（令和６年３月末時点） 

  約１％ 供用済延長 ０ km 

計画交通量 ３７,９００ 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  303 / 307  億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  719 / 719 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.3  

  8.8 % 

事 業 費：272/276億円 
 維持管理費： 31/ 31億円 
更 新 費： -/  -億円 

走行時間短縮便益： 707/ 707億円 

走行経費減少便益：  12/  12億円 

交通事故減少便益：0.54/0.54億円 
令和6年 (

参
考) 

3.6 〔2%〕 

4.7 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.4  

  9.0 % 

交通量 B/C=1.9～2.9（±10％） 交通量 B/C=1.9～3.0（±10％） 

(

参
考) 

3.7 〔2%〕 事業費 B/C=2.2～2.6（±10％） 事業費 B/C=2.2～2.6（±10％） 

4.7 〔1%〕 事業期間 B/C=2.0～2.7（±20％） 事業期間 B/C=2.1～2.7（±20％） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減 

（渋滞損失時間：120.6万人時間/年、渋滞損失削減率：約6割削減） 

② 安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上 

（盛岡西BP南口交差点～岩手医科大学附属病院現況17分⇒将来9分） 

③ 災害への備え 

・岩手県地域防災計画において、国道4号および46号が緊急輸送道路（第1次路線）に指定 

他14項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○岩手県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。 

２ 盛岡南道路は、国道４号の慢性的な交通渋滞の緩和や周辺に集積している物流拠点への円滑な物流

の確保に加え、県内唯一の高度救命救急センターである岩手医科大学附属病院へのアクセス向上に

大きな効果が期待されることから、コスト縮減にも最大限に配慮しながら、事業の進捗を図るようお願い

します。 

 ○以下の団体等から、盛岡南道路の整備促進について要望あり 

  ・盛岡市、矢巾町、岩手県商工会議所連合会 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・令和４年度新規事業化、用地進捗率０％、事業進捗率約１％（令和６年３月末時点） 

 

 



事業の進捗順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・令和４年度に事業化され、路線測量、地質調査に着手。令和５年度より道路設計に着手。 

・今後、道路設計完了後に、必要な手続きを経て用地買収に着手予定。 

・全線の開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・交通の速達性・安全性の向上、地域産業の活性化の支援、救急医療活動の支援等のため、早期整備の

必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道４号 北上
きたかみ

花巻
は なま き

道路 

事

業 

区

分 

一般国道 
事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
自：岩手

い わ て

県北上
きたかみ

市村崎野
む ら さ き の

 

至：岩手
い わ て

県花巻
は なま き

市山
やま

の神
かみ

 
延長 ３．１ km 

事業概要  

一般国道４号は、東京都中央区を起点に岩手県内を南北に縦断し青森県青森市に至る主要幹線道路である。

このうち北上花巻道路は、岩手県北上市村崎野から花巻市山の神に至る延長３．１ｋｍの４車線道路である。 

令和２年度事業化 
R１年度都市計画決定 

（R１年度変更） 
令和３年度用地着手 令和３年度工事着手 

全体事業費  約８６億円 事業進捗率 
（令和６年３月末時点） 

  約２２％ 供用済延長 － km 

計画交通量 ２８,１００ 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  62 / 81  億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  119 / 119 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.5  

  6.7 % 

事 業 費： 51/ 71億円 
 維持管理費： 10/ 10億円 
更 新 費： -/  -億円 

走行時間短縮便益： 111/ 111億円 

走行経費減少便益： 6.2/ 6.2億円 

交通事故減少便益：0.99/0.99億円 
令和6年 (

参
考) 

2.1 〔2%〕 

2.6 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.9  

  8.7 % 

交通量 B/C=1.2～1.7（±10％） 交通量 B/C=1.6～2.2（±10％） 

(

参
考) 

2.7 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 事業費 B/C=1.8～2.1（±10％） 

3.2 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.6（±20％） 事業期間 B/C=1.8～2.0（±20％） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減 

（渋滞損失時間：25.1万人時間/年、渋滞損失削減率：約8割削減） 

② 安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス性向上 

（北上市村崎野～岩手医科大学附属病院現況47分⇒将来46分） 

③ 災害への備え 

・岩手県地域防災計画において、国道4号が緊急輸送道路（第1次路線）に指定 

他10項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○岩手県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。 

２ 一般国道４号北上花巻道路は、地域間の交流・連携や安全・安心な通行空間の確保、産業集積が進

む工業団地へのアクセス強化などの効果が期待されることから、早期完成に向け、コスト縮減にも最

大限に配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。 

○以下の団体等から、北上花巻道路の整備促進について要望あり 

  ・国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会、岩手県商工会議所連合会 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・令和２年度新規事業化、用地進捗率約３８％、事業進捗率約２２％（令和６年３月末時点） 



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・事業進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・材料規格の見直しにより、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・混雑の緩和、交通事故の減少、物流効率化による地域経済活動支援等のため、早期整備の必要性が高

い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 
三陸沿岸道路 宮古

み や こ

～八戸
はちのへ

 

（一般国道４５号（三陸沿岸道路）侍 浜
さむらいはま

～階上
はしかみ

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：青森県三戸

さんのへ

郡階上町
はしかみちょう

大字
おおあざ

道仏
どうぶつ

 

 至：岩手県久慈
く じ

市侍 浜 町
さむらいはまちょう

桑畑
くわはた

 
延長 ２３．０km 

事業概要  

三陸沿岸道路（宮古～八戸）は、岩手県宮古市から青森県八戸市に至る延長約１３２ｋｍの復興道路

である。 

侍浜～階上は、三陸沿岸道路の一部を形成し、青森県三戸郡階上町から岩手県久慈市を通過する延長

２３．０㎞、２車線の自動車専用道路である。 

    Ｈ２３年度事業化  Ｈ－年度都市計画決定   Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手 

全体事業費 約１，１７５億円 事業進捗率   約９９％ 供用済延長 ２３．０km 

計画交通量   ７，４００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

37/10,509億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

35/10,674億円 

基準 

年 （事業全体） （事業全体）   

 1.02（0.6）  
4.1% 

（1.6%） 

事 業 費： 36/9,567億円 

維持管理費：1.2/  816億円 

更 新 費： －/ 126億円 

走行時間短縮便益： 30/9,150億円 

走行経費減少便益：4.5/1,163億円 

交通事故減少便益：1.2/  361億円 

令和 

６年 

(

参
考) 

1.1（0.8） 〔2%〕 

1.2（0.98） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 0.95（0.95）  
3.8% 

（3.8%） 

交通量 B/C=0.9～1.1（±10％） 交通量 B/C=0.9～1.03（±10％） 

(

参
考) 

1.4（1.4） 〔2%〕 事業費 B/C=1.02～1.02（±10％） 事業費 B/C=0.9～1.1（±10％） 

1.8（1.8） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.02（±20％） 事業期間 B/C=0.9～1.01（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率 

（渋滞損失時間：23.7万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 

（洋野町～岩手県立久慈病院 現況：30分⇒整備後：25分） 

③災害への備え 

・岩手県地域防災計画において、当該路線が緊急輸送道路（第１次路線）に指定 

他５項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○岩手県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。 

２ 三陸沿岸道路は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や迅速な救命活動、物流の円 

滑化・効率化、観光振興に資するなど、本県の復興や地方創生に欠かすことのできない社会基盤で 

す。 

  ハーフインターチェンジのフルインターチェンジ化は、防災機能の強化や地域活性化等に資する 

ことから、コスト縮減にも配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。 

  本事業において検討されたコスト縮減対策等については、本県で実施する事業においても十分検 

討し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き御指導をお願いします。 

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり 

 ・宮古市、八戸・久慈自動車道整備利活用促進期成同盟会、岩手県商工会議所連合会 

 

 

 

 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約９９％（令和6年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・拡幅盛土の法面処理構造の見直しにより、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

災害時の信頼性の確保、医療支援等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び

2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

凡例

： 開通済

： 事業中

その他道路凡例

道路種別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例

： 市役所
：R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 
宮古
み や こ

盛岡
もりおか

横断道路 宮古～盛岡 

（一般国道106号 田鎖蟇目
たくさりひきめ

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：岩手県宮古

み や こ

市田鎖
たくさり

 

 至：岩手県宮古
み や こ

市蟇目
ひ き め

 
延長 ７．２km 

事業概要  

宮古盛岡横断道路は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る高規格道路である。 

田鎖蟇目道路は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市田鎖から宮古市蟇目に至る 

延長７．２ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。 

   Ｒ２年度事業化  Ｒ－年度都市計画決定    Ｒ４年度用地着手  Ｒ５年度工事着手 

全体事業費   約３００億円 事業進捗率   約６％ 供用済延長 －km 

計画交通量   １０，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

600/4,818億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

684/4,873億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.01（1.3）  
4.1% 

（5.4%） 

事業費：589/4,700億円 

維持管理費： 11/  69億円 

更新費：  0/  50億円 

走行時間短縮便益：605/4,456億円 

走行経費減少便益： 55/ 335億円 

交通事故減少便益： 24/  83億円 

令和 

６年 

(

参
考) 

1.4（1.9） 〔2%〕 

1.7（2.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.1（1.4）  
4.8% 

（6.1%） 

交通量 B/C=0.9～1.1（±10％）交通量 B/C=0.9～1.4（±10％）

(

参
考) 

1.7（2.1） 〔2%〕 事業費 B/C=1.00～1.02（±10％）事業費 B/C=1.04～1.3（±10％）

2.1（2.6） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.01～1.02（±20％） 事業期間 B/C=1.04～1.2（±20％）

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率 

（渋滞損失時間：12.1万人・時間／年、渋滞損失削減率：約10割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 

（宮古市～岩手医科大学附属病院 現況：94分⇒整備後：91分） 

③災害への備え 

・岩手県地域防災計画において、国道１０６号や宮古盛岡横断道路が緊急輸送道路（第１次路線）

に指定 

他１１項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○岩手県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。 

２ 一般国道106号田鎖蟇目道路は、自然災害に強い道路ネットワークの構築、宮古地区の救急医療

活動の支援、重要港湾宮古港へのアクセス向上による物流路線としての機能強化などの効果が

期待されることから、コスト縮減にも最大限に配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いし

ます。 

 ○以下の団体等から、田鎖蟇目道路の整備促進について要望あり 

  ・宮古市、岩手県商工会議所連合会 

 

 

 

 

 

 

 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和２年度新規事業化、用地進捗率約３９％、事業進捗率約６％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・災害時の信頼性の確保、医療支援、地域産業支援・物流支援等のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び

2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

凡例

： 開通済

： 事業中

： 調査中

その他道路凡例

道路種別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

□□□□

その他凡例

： 市役所
：R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 
宮古
み や こ

盛岡
もりおか

横断道路 宮古～盛岡 

（一般国道106号 箱石達曽部
は こ い し た つ そ べ

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：岩手県宮古

み や こ

市箱石
はこいし

 

 至：岩手県宮古
み や こ

市川内
かわうち

 
延長 ９．７km 

事業概要  

宮古盛岡横断道路は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る高規格道路である。 

箱石達曽部道路は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市箱石から宮古市川内に至る延長

 ９．７ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。 

   Ｒ３年度事業化  Ｒ－年度都市計画決定    Ｒ５年度用地着手  Ｒ－年度工事着手 

全体事業費   約４７０億円 事業進捗率   約１％ 供用済延長 －km 

計画交通量   ７，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

600/4,818億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

684/4,873億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）  

 1.01（0.9）  
4.1% 

（3.7%） 

事業費： 589/4,700億円 

維持管理費：  11/  69億円 

更新費：   0/  50億円 

走行時間短縮便益：605/4,456億円 

走行経費減少便益： 55/ 335億円 

交通事故減少便益： 24/  83億円 

令和 

６年 

(

参
考) 

1.4（1.4） 〔2%〕 

1.7（1.8） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.1（0.97）  
4.8% 

（3.8%） 

交通量B/C=0.9～1.1（±10％）交通量 B/C=0.9～1.4（±10％）

(

参
考) 

1.7（1.4） 〔2%〕 事業費B/C=1.00～1.02（±10％）事業費 B/C=1.04～1.3（±10％）

2.1（1.8） 〔1%〕 事業期間B/C=1.01～1.02（±20％） 事業期間 B/C=1.04～1.2（±20％）

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率 

（渋滞損失時間：11.9万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 

（宮古市～岩手医科大学附属病院 現況：94分⇒整備後：90分） 

③災害への備え 

・岩手県地域防災計画において、国道１０６号や宮古盛岡横断道路が緊急輸送道路（第１次路線）

に指定 

他１０項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○岩手県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。 

２ 一般国道106号箱石達曽部道路は、自然災害に強い道路ネットワークの構築、宮古地区の救急医

療活動の支援、重要港湾宮古港へのアクセス向上による物流路線としての機能強化などの効果が

期待されることから、コスト縮減にも最大限に配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いしま

す。 

 ○以下の団体等から、箱石達曽部道路の整備促進について要望あり 

  ・宮古市、岩手県商工会議所連合会 

 

 

 

 

 

 

 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和3年度新規事業化、用地進捗率約1％、事業進捗率約1％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・災害時の信頼性の確保、医療支援、地域産業支援・物流支援等のため、早期整備の必要性が高 

い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び

2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

凡例

： 開通済

： 事業中

： 調査中

その他道路凡例

道路種別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

□□□□

その他凡例

： 市役所
：R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 
日本海
に ほ ん か い

沿岸
えんがん

東北
と う ほ く

自動車道 酒田
さ か た

～由利
ゆ り

本荘
ほんじょう

 

（一般国道７号 遊佐
ゆ ざ

象潟
き さ か た

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：山形

やまがた

県飽海
あ く み

郡遊佐
ゆ ざ

町北目
き た め

 

 至：秋田
あ き た

県にかほ市象潟
き さ か た

町
ま ち

小滝
こ た き

 
延長 １７．９km 

事業概要  

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約322kmの高規格道路である。 

遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で、山形県飽海郡遊佐町北目から秋田

県にかほ市象潟町小滝に至る延長17.9㎞、２車線の自動車専用道路である。 

H２５年度事業化 H２４年度都市計画決定 H２７年度用地着手 H２８年度工事着手 

全体事業費 約１，０８３億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約６６％ 供用済延長 -km 

計画交通量 １１，０００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

438/5,167億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,046/7,620億円 
基準年 

事業全体(個別) （事業全体）   

 
１．５ 

(０．９) 
 

６．７% 

（３．５%） 

事 業 費： 339/ 4,440億円 

維持管理費：  90/  661億円 

更 新 費： 8.3/   66億円 

走行時間短縮便益： 753/ 6.412億円 

走行経費減少便益： 241/  949億円 

交通事故減少便益：  52/  259億円 
令和６年 (

参
考) 

１．８ 

（１．３） 
〔2%〕 

２．０ 

（１．６） 
〔1%〕 

残事業（個別） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 
２．４ 

（２．４） 
 

１３．２% 

（１３．２%） 

交通量 B/C=１．３～１．６ 

（±10％） 

交 通

量 

B/C=２．１～２．７ 

（±10％） 

(

参
考) 

３．１ 

（３．２） 
〔2%〕 

事業費 B/C=１．５～１．５ 

（±10％） 

事 業

費 

B/C=２．２～２．６ 

（±10％） 

３．５ 

（３．７） 
〔1%〕 

事業期間 B/C=１．５～１．５ 

（±20％） 

事業期間B/C=２．３～２．４ 

（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減 

（渋滞損失時間：13.7万人時間/年、渋滞損失削減率：約6割削減） 

②物流効率化の支援 

・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上 

（にかほ市～酒田港 現況43分⇒将来36分） 

③災害への備え 

・対象区間が秋田県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他11項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２ 遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を形成し、秋田・山形県境地域の第三次救急医療施 

設へのアクセス性向上、さらには災害時の代替路確保を図るとともに、高速ネットワークを形成し広域的な 

交流・連携が図られる極めて重要な路線です。 

    このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画 2028（改訂版）」において、

“広域道路ネットワークとしての高規格道路整備”の重要性を盛り込み、高規格道路の整備及び機能強化を

促進することとしております。 

    引き続き、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、通常予算に加え「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策」などに基づく別枠の予算を確保し、今回の大幅な増額により生じる県負担の軽減に資す

べく、本事業に対し上記予算の優先的な充当をお願いします。 

 

○秋田県知事の意見 

  国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。 

  本県では、国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネットワークの構築を重点戦略として位置づけてお

り、安全・安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシングリンクの解

消や暫定２車線区間の４車線化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道路の整備を推進して

おります。 

  当該路線は、日本海沿岸東北自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、産

業集積の促進や物流の効率化、観光周遊エリアの拡大など、暮らしと地域経済を支えるストック効果の発現

が期待されるほか、本県では３年連続で記録的な大雨による災害が発生しており、自然災害による脅威に対

応していくためにも、国道７号とのダブルネットワークの強化が重要であることから、早期の整備が必要であり

ます。 

  引き続き、（仮）小砂川 IC～象潟 IC 間については、令和７年度内の出来る限り早期の完成を図るとともに、

（仮）吹
ふ く

浦
ら

IC～（仮）小砂川 IC 間については、更なるコスト縮減に努め、出来る限り早期に開通見通しを公表し

ていただくようお願いいたします。 

 

○以下の団体等から、遊佐象潟道路の整備促進について要望あり 

・山形県、秋田県、秋田県議会、由利本荘市、由利本荘市議会、鶴岡市、鶴岡市議会、酒田市 

・東北日本海沿岸市町村議会協議会、日本海沿岸東北自動車道建設促進秋田県南部期成同盟会 

・本荘由利交通体系整備促進協議会、日本海沿岸東北自動車道山形・秋田県境区間建設促進期成同盟会 

・庄内開発協議会、庄内地区道路協議会、東北六県商工会議所連合会 

・秋田県議会建設振興議員連盟、秋田県建設業協会、秋田県議会建設委員会、山形県商工会議所連合会 

・東北中央自動車道建設促進秋田・山形・福島三県議会協議会 

・日本海沿岸東北自動車道建設促進青森・秋田・山形・新潟四県議会協議会 

 

 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２５年度新規事業化、事業進捗率約６６％（うち用地進捗率約９０％）（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・（仮）小砂川IC～象潟ICが令和７年度、遊佐鳥海IC～（仮）吹浦ICが令和８年度の供用を目指して事業を実

施中。 

施設の構造や工法の変更等  

・防草対策や水平排水材の見直し、管渠工のﾌﾟﾚキャスト化によりコスト縮減を図っている。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

・通行止め時の信頼性の確保、地域産業支援・雇用拡大支援等のため、早期整備の必要性が高い。 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 
東北
と う ほ く

中央
ちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 横堀
よ こ ぼ り

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：秋田

あ き た

県湯沢
ゆ ざ わ

市下院内
し も い ん な い

 

 至：秋田
あ き た

県湯沢
ゆ ざ わ

市桑崎
くわがさき

 
延長      ３．７km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

横堀道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、秋田県湯沢市下院内～秋田県湯沢市桑崎に至

る延長３．７km、２車線の自動車専用道路である。 

Ｈ２７年度事業化 
 － 年度都市計画決定 

（  － 年度変更） 
Ｈ２８年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手 

全体事業費    約２１５億円 
事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

  約８０％ 供用済延長 － km 

計画交通量       ７，０００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   687/ 8,072億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   760/ 8,505億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   
１．１   

（０．８）   

 ４．３ % 

（２．８%） 

事 業 費： 576/ 7,007億円 

維持管理費： 108/ 1,021億円 

更 新 費： 3.6/   44億円 

走行時間短縮便益： 639/6,825億円 

走行経費減少便益：  88/1,331億円 

交通事故減少便益：  33/ 349億円 令和６年 (

参
考) 

１．３ 

（１．１） 
〔2%〕 

１．５ 

（１．４） 
〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

１．１   

（５．３）   

 ４．６% 

（５４．５%） 

交通量 B/C=0.996～1.1 

（±10％） 

交通量 B/C=0.9～1.3（±10％） 

(

参
考) 

１．５ 

（６．０） 
〔2%〕 事業費 B/C=1.05～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.02～1.2（±10％） 

１．８ 

（６．４） 
〔1%〕 事業期間 B/C=1.05～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

  （渋滞損失時間：3.4万人･時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減） 

②物流効率化の支援 

 ・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上 

    (秋田県南地域から首都圏への特産品(さくらんぼ、しいたけ)出荷) 

③災害への備え 

 ・対象区間が秋田県地域防災計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他10項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○秋田県知事の意見 

国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。 

本県では、国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネットワークの構築を重点戦略として位置づ

けており、安全・安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシ

ングリンクの解消や暫定２車線区間の４車線化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道

路の整備を推進しております。 

当該路線は、東北中央自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、産業

集積の促進や物流の効率化、観光周遊エリアの拡大など、暮らしと地域経済を支えるストック効果の発

現が期待されるほか、本県では３年連続で記録的な大雨による災害が発生しており、自然災害による脅

威に対応していくためにも、国道１３号とのダブルネットワークの強化が重要であることから、早期の

整備が必要であります。 

引き続き、令和７年度内に出来る限り早期の完成を図っていただくようお願いいたします。 

 

○以下の団体等から、横堀道路の整備促進について要望あり 

 ・秋田県知事 

 ・東北中央自動車道建設促進秋田・山形・福島三県議会協議会 

 ・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

 ・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

 ・東北中央自動車道新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２７年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約８０％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・新技術の積極的な活用等により、コスト縮減に取り組む。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

・通行止め時の信頼性の確保、地域産業支援・物流支援、観光・地域交流支援等のため、早期整備の必要

性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

車
線
数

： 2車線

その他凡例
： 市役所
： 役場
： R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 
東北
と う ほ く

中央
ちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 真室川
ま む ろ が わ

雄勝
お が ち

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：山形

やまがた

県最上
も が み

郡真室川町
ま む ろ が わ ま ち

大字及位
の ぞ き

 

 至：秋田
あ き た

県湯沢
ゆ ざ わ

市上院内
かみいんない

 
延長    ７．２km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

真室川雄勝道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡真室川町大字及位～秋

田県湯沢市上院内に至る延長７．２km、２車線の自動車専用道路である。 

Ｈ２９年度事業化 
 - 年度都市計画決定 

（  - 年度変更） 
Ｒ元年度用地着手 Ｒ元年度工事着手 

全体事業費    約５１７億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

  約３３％ 供用済延長 － km 

計画交通量       ６，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   687/ 8,072億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   760/ 8,505億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   
１．１ 

（０．６） 

４．３% 

（１．８%） 

事 業 費： 576/ 7,007億円 

維持管理費： 108/ 1,021億円 

更 新 費： 3.6/   44億円 

走行時間短縮便益： 639/6,825億円 

走行経費減少便益：  88/1,331億円 

交通事故減少便益：  33/ 349億円 令和６年 (

参
考) 

１．３ 

（０．９） 
〔2%〕 

１．５ 

（１．２） 
〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

１．１ 

（０．９） 

４．６% 

（３．１%） 

交通量 B/C=0.996～1.1 

（±10％） 
交通量 B/C=0.9～1.3（±10％） 

(

参
考) 

１．５ 

（１．２） 
〔2%〕 事業費 B/C=1.05～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.02～1.2（±10％） 

１．８ 

（１．５） 
〔1%〕 事業期間 B/C=1.05～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

  （渋滞損失時間 ： 1.3万人・時間／年、渋滞損失削減率 ： 約10割削減） 

②物流効率化の支援 

 ・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上 

  （秋田県南地域から首都圏への特産品（さくらんぼ、しいたけ）出荷） 

③災害への備え 

 ・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画及び秋田県地域防災計画において、 

第１次緊急輸送道路に位置づけ                               他８項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２  真室川雄勝道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道自動車専用道路で、不定期に頻発する雪

崩・落雪予防作業による交通機能の低下や通行止め発生時の広域う回路を解消することで、雪に強い道

路ネットワーク構築が図られる極めて重要な路線です。このため、本県では、「第４次山形県総合発展

計画」や「山形県道路中期計画 2028（改訂版）」において、“広域道路ネットワークとしての高規格道路 

整備”の重要性を盛り込み、高規格道路の整備及び機能強化を促進することとしております。引き続き

、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、通常予算に加え「防災・減災、国土強靱化のための５か年 

加速化対策」などに基づく別枠の予算を確保し、今回の大幅な増額により生じる県負担の軽減に資すべ

く、本事業に対し上記予算の優先的な充当をお願いします。 

 

○秋田県知事の意見 

 国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。 

 本県では、国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネットワークの構築を重点戦略として位置づ

けており、安全・安心で、快適な質の高い幹線道路ネットワークの構築に向けて、高規格道路のミッシ

ングリンクの解消や暫定２車線区間の４車線化に取り組むとともに、企業立地や観光振興につながる道

路の整備を推進しております。 

 当該路線は、東北中央自動車道の山形・秋田県間の最後に残された区間を整備するものであり、産業

集積の促進や物流の効率化、観光周遊エリアの拡大など、暮らしと地域経済を支えるストック効果の発

現が期待されるほか、本県では３年連続で記録的な大雨による災害が発生しており、自然災害による脅

威に対応していくためにも、国道１３号とのダブルネットワークの強化が重要であることから、早期の

整備が必要であります。 

 引き続き、更なるコスト縮減に努め、出来る限り早期に開通見通しを公表していただくようお願いい

たします。 

 

○以下の団体等から、真室川雄勝道路の整備促進について要望あり 

・東北中央自動車道建設促進 秋田・山形・福島三県議会協議会   

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

・山形地区国道協議会、東北市議会議長会（山形県市議会議長会） 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２９年度新規事業化、用地進捗率約９９％、事業進捗率約３３％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・情報ボックスの土工部埋設方式の変更や防草対策の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・通行止め時の信頼性の確保、地域産業支援・物流支援、観光・地域交流支援等のため、早期整備の必要

性が高い。 

 
  



 
事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

車
線
数

： 2車線

その他凡例
： 市役所
： 役場
： R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 
東北
と う ほ く

中央
ちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 新庄
しんじょう

金山
かねやま

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：山形

やまがた

県新庄
しんじょう

市大字昭和
し ょ う わ

 

 至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字朴山
ほおやま

 
延長    ５．８km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

新庄金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県新庄市大字昭和～山形県最上郡

金山町大字朴山に至る延長５．８km、２車線の自動車専用道路である。 

Ｈ２７年度事業化 
 - 年度都市計画決定 

（ -  年度変更） 
Ｈ２９年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費    約３４４億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

  約５７％ 供用済延長 － km 

計画交通量       １２，０００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   687/ 8,072億円 

総便益  (残事業)/(事業全体) 

  760/ 8,505億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   
１．１ 

（０．８） 

４．３% 

（２．７%） 

事 業 費： 576/ 7,007億円 

維持管理費： 108/ 1,021億円 

更 新 費：  3.6/  44億円 

走行時間短縮便益： 639/6,825億円 

走行経費減少便益：  88/1,331億円 

交通事故減少便益：  33/ 349億円 令和６年 (

参
考) 

１．３ 

（１．１） 
〔2%〕 

１．５ 

（１．４） 
〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

１．１ 

（１．８） 

４．６% 

（９．２%） 

交通量 B/C=0.996～1.1 

（±10％） 

交通量 B/C=0.9～1.3（±10％） 

(

参
考) 

１．５ 

（２．４） 
〔2%〕 事業費 B/C=1.05～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.02～1.2（±10％） 

１．８ 

（２．８） 
〔1%〕 事業期間 B/C=1.05～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

  （渋滞損失時間 ： 10.1万人・時間／年、渋滞損失削減率 ： 約9割削減） 

②安全で安心できるくらしの確保 

 ・三次医療施設へのアクセス向上 

  （金山町～県立中央病院 現況 ： 63分⇒将来 ： 62分） 

③災害への備え 

 ・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他１０項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２  新庄金山道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道自動車専用道路で、不定期に頻発する運搬排

雪による交通機能の低下を解消することで、天候に左右されない日常生活の円滑な移動の確保等が 

図られる極めて重要な路線です。このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計

画 2028（改訂版）」において、“広域道路ネットワークとしての高規格道路整備”の重要性を盛り込み、高規格

道路の整備及び機能強化を促進することとしております。引き続き、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、通

常予算に加え「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」などに基づく別枠の予算を確保し、今回

の大幅な増額により生じる県負担の軽減に資すべく、本事業に対し上記予算の優先的な充当をお願いします。 

○以下の団体等から、新庄金山道路の整備促進について要望あり 

・東北中央自動車道建設促進 秋田・山形・福島三県議会協議会   

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

・山形地区国道協議会、東北市議会議長会（山形県市議会議長会） 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２７年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約５７％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・情報ボックスの土工部埋設方式の変更や防草対策の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・通行止め時の信頼性の確保、地域産業支援・物流支援、観光・地域交流支援等のため、早期整備の必要

性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

車
線
数

： 2車線

その他凡例
： 市役所
： 役場
： R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 
東北
と う ほ く

中央
ちゅうおう

自動車道 東根
ひがしね

～湯沢
ゆ ざ わ

 

（一般国道１３号 金山
かねやま

道路） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：山形

やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字朴山
ほおやま

 

 至：山形
やまがた

県最上
も が み

郡金山町
かねやままち

大字飛
と び

ノ
の

森
も り

 
延長    ３．５km 

事業概要  

東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市で

東北横断自動車道釜石秋田線に連結する高規格道路である。 

金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡金山町大字朴山～山形県最上郡

金山町大字飛ノ森に至る延長３．５km、２車線の自動車専用道路である。 

Ｈ３０年度事業化 
 - 年度都市計画決定 

（ - 年度変更） 
Ｒ元年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費    約２１５億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

  約２３％ 供用済延長 － km 

計画交通量       ７，０００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   687/ 8,072億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   760/ 8,505億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   
１．１ 

（０．９） 

４．３% 

（３．２%） 

事 業 費： 576/ 7,007億円 

維持管理費： 108/ 1,021億円 

更 新 費：  3.6/  44億円 

走行時間短縮便益： 639/6,825億円 

走行経費減少便益：  88/1,331億円 

交通事故減少便益：  33/ 349億円 令和６年 (

参
考) 

１．３ 

(１．３) 
〔2%〕 

１．５ 

(１．６) 
〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

１．１ 

（１．１） 

４．６% 

（４．６%） 

交通量 B/C=0.996～1.1 

（±10％） 
交通量 B/C=0.9～1.3（±10％） 

(

参
考) 

１．５ 

(１．６) 
〔2%〕 事業費 B/C=1.05～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.02～1.2（±10％） 

１．８ 

(１．９) 
〔1%〕 事業期間 B/C=1.05～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減及び削減率 

  （渋滞損失時間 ： 1.1万人・時間／年、渋滞損失削減率 ： 約10割削減） 

②物流効率化の支援 

 ・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上 

  （秋田県南地域から首都圏への特産品（さくらんぼ、しいたけ）出荷） 

③災害への備え 

 ・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ 

他８項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

○山形県知事の意見 

１「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２  金山道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道自動車専用道路で、冬期の交通規制や交通事故など

による交通機能の低下を解消することで、雪に強い道路ネットワーク構築が図られる極めて重要 

な路線です。このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画 2028（改訂版）」にお

いて、“広域道路ネットワークとしての高規格道路整備”の重要性を盛り込み、高規格道路の整備及び機能強化

を促進することとしております。引き続き、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、通常予算に加え「防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策」などに基づく別枠の予算を確保し、今回の大幅な増額により生じる県

負担の軽減に資すべく、本事業に対し上記予算の優先的な充当をお願いします。 

 

○以下の団体等から、金山道路の整備促進について要望あり 

・東北中央自動車道建設促進 秋田・山形・福島三県議会協議会   

・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会 

・秋田県南高規格幹線道路建設促進期成同盟会 

・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会 

・最上開発協議会 

・山形地区国道協議会、東北市議会議長会（山形県市議会議長会） 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成３０年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約２３％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・情報ボックスの土工部埋設方式の変更や防草対策の見直しを行い、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・通行止め時の信頼性の確保、地域産業支援・物流支援、観光・地域交流支援等のため、早期整備の必要性

が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 評価対象区間
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

車
線
数

： 2車線

その他凡例
： 市役所
： 役場
： R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏           
 

事業名 一般国道１１２号 山形
やまがた

中山
なかやま

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：山形

やまがた

県山形
やまがた

市西崎
に し ざ き

 

 至：山形
やまがた

県東村山
ひがしむらやま

郡中山町
なかやままち

大字達磨寺
だ る ま じ

 
延長 

 

７．４km 

事業概要  

一般国道１１２号は、山形県山形市を起点に山形県内陸部を横断し山形県酒田市に至る主要幹線道路で

ある。 

一般国道１１２号山形中山道路は、山形市西部における渋滞解消や交通安全の確保を目的とした延長 

７．４㎞の２車線道路である。 

 令和２年度事業化 
 Ｈ１０年度都市計画決定 

（Ｒ１年度変更） 
   R４年度用地着手    R５年度工事着手 

全体事業費    約２５０億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

  約５％ 供用済延長 -km 

計画交通量       ２０，２００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   229/247億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   518/518億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 ２．１  

９．８% 

事 業 費：   186/204億円 

維持管理費：    43/ 43億円 

更 新 費：    - / - 億円 

走行時間短縮便益：  494/494億円 

走行経費減少便益：   19/ 19億円 

交通事故減少便益：   5.5/5.5億円 

令和6年 (

参
考) 

２．９ 〔2%〕 

３．５ 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 ２．３  

１０．９% 

交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 交通量 B/C=2.0～2.6（±10％） 

(

参
考) 

３．１ 〔2%〕 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 事業費 B/C=2.1～2.5（±10％） 

３．７ 〔1%〕 事業期間 B/C=1.9～2.2（±20％） 事業期間 B/C=2.1～2.4（±20％） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減および削減率 

  （渋滞損失時間 ： 80.6万人・時間／年、渋滞損失削減率 ： 約6割削減） 

② 国土・地域ネットワークの構築 

・日常生活圏の中心都市へのアクセス性向上 

 （寒河江市～山形市 現況：36分⇒将来：26分） 

③ 安全で安心できる暮らしの確保 

・二次医療施設へのアクセス性向上 

（中山町～山形市立病院済生館 現況：25分⇒将来：18分） 

他５項目に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

〇山形県知事の意見 

１．「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。 

２．山形市周辺の一般国道 112 号は、山形市と共に生活圏を形成する近隣の寒河江市、山辺町、中山町

を結び、通勤・通学・買い物等の日常生活を支えるとともに、圏域内の経済活動においても非常に

重要な役割を担う道路です。 

本県では「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画 2028（改訂版）」において、広域

道路ネットワーク整備等の重要性を盛り込んでいるところでありますが、「山形中山道路」の整備に

より、地域連携を支える道路ネットワークが強化され、更には、交通の円滑化や交通安全の確保な

ど、大きな整備効果が期待されます。 

    引き続き、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、国土強靱化対策予算等を活用するなどし、事

業を推進していただくようお願いします。 

 

○以下の団体等から、山形中山道路の整備促進について要望あり 

 ・一般国道１１２号（山形市・寒河江市間）整備促進期成同盟会 

 ・山形地区国道協議会 

 ・東北市議会議長会（山形県市議会議長会） 

・中山町、山形市  

 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和２年度新規事業化、用地進捗率約２０％、事業進捗率約５％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・防草対策を見直し、コスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・混雑緩和、事故減少、救急医療支援のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏  
 

事業名 一般国道４９号 北好間
き た よ し ま

改良 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
 自：福島

ふ く し ま

県いわき市好間
よ し ま

町北好間
き た よ し ま

字清水
し み ず

 

 至：福島
ふ く し ま

県いわき市好間
よ し ま

町北好間
き た よ し ま

字猪ノ鼻
い の は な

 
延長 ２．２km 

事業概要  

一般国道４９号は、福島県いわき市から新潟県新潟市に至る延長約２４８ｋｍの主要幹線道路である。 

北好間改良は、福島県いわき市好間町北好間字清水から福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻に至る延

長２．２ｋｍの２車線道路である。 

Ｈ２３年度事業化 ― Ｈ２５年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費 約９０億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約６０％ 供用済延長 －km 

計画交通量  １１，０００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

53/92億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

102/102億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 １．１  

４．６％ 

事 業 費：44/82億円 

維持管理費：9.4/9.4億円 

更 新 費：―/―億円 

走行時間短縮便益：98/98億円 

走行経費減少便益：3.1/3.1億円 

交通事故減少便益：0.71/0.71億円 

令和６年 (

参
考) 

１．６ 〔2%〕 

２．０ 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 １．９  

９．１％ 

交通量 B/C=1.1～1.2（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.0（±10％） 

(

参
考) 

２．６ 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.8～2.1（±10％） 

３．１ 〔1%〕 事業期間 B/C=1.03～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.8～2.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

  ・現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 

   （渋滞損失時間：８．１万人・時間/年、渋滞損失削減率：約７割削減） 

②都市の再生 

  ・広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路を形成 

   （広域道路整備計画（福島県）において広域道路（地域形成型）の位置づけあり） 

③災害への備え 

  ・福島県防災会議により福島県地域防災計画における緊急輸送道路一次確保路線に位置づけ 

他９項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

○福島県知事の意見 

国の対応方針（原案）については、異議ありません。 

なお、本県の地方創生を支援するため、コスト縮減を図りながら、早期完成に努めてください。 

○以下の団体等から、北好間改良の整備促進について要望あり 

 ・一般国道６号・４９号いわき地区改築工事促進期成同盟会、福島県浜通り地区国道協議会 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成２３年度新規事業化、用地進捗率約87％、事業進捗率約60％（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業進捗に係る問題はない。 

施設の構造や工法の変更等  

・法面工の見直しによるコスト縮減を図っている。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

混雑緩和、事故減少、救急医療支援のため、早期整備の必要性が高い。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

：開通済
：事業中 ：評価対象区間

：高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

その他道路凡例凡 例

道路種別

車線数
：4車線
：2車線

その他凡例

：市役所

：役 場

：R3センサス交通量



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道6号 千代田
ち よ だ

石岡
い し お か

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：茨城県かすみがうら市市川

いちかわ

 

 至：茨城県石岡
い し お か

市東大橋
ひがしおおはし

 
延長 5.8km 

事業概要  

一般国道6号は首都圏から太平洋沿岸部を縦貫し、茨城県南地域及び県北地域の都市間の連携を図る幹線

道路である。 

千代田石岡バイパスは、国道6号の交通混雑の緩和や沿道環境の向上とともに、百里飛行場連絡道路の一

部として、茨城空港へのアクセス機能向上に大きく寄与するものである。 

H10年度事業化 H8年度都市計画決定 H15年度用地着手 H16年度工事着手 

全体事業費    約427億円 事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 

約77％ 供用済延長 － 

計画交通量  13,800～17,700台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  122 / 597億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

695 / 695億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

4.5% 

事 業 費： 85 / 560億円 

維持管理費： 37 / 37億円 

 

走行時間短縮便益： 667 / 667億円 

走行経費減少便益： 21/ 21億円 

交通事故減少便益： 7.2 / 7.2億円 

令和6年 (

参
考) 

1.9 〔2%〕 

2.4 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 5.7  

 22.2% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=5.2～6.1（±10％） 

(

参
考) 

7.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.3（±10％） 事業費 B/C=5.3～6.1（±10％） 

8.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.4（±20％） 事業期間 B/C=5.3～6.2（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通渋滞の緩和 

・並行する国道6号現道の恋瀬橋北交差点、山王台交差点、旭台一丁目交差点は主要渋滞箇所に特定されて

おり、特に山王台交差点周辺では速度低下が顕著。千代田石岡バイパスの整備により、交通の円滑化が図ら

れ、交通渋滞の緩和が見込まれる。 

（２）安全性向上 

・千代田石岡バイパスの整備により、交通の円滑化が図られ、交通事故の減少が見込まれる。 

（３）茨城空港へのアクセス機能の強化 

・千代田石岡バイパスの整備により、常磐自動車道千代田石岡ICから茨城空港へのアクセス機能が向上し、茨

城空港への所要時間短縮による更なる利用者数の増加や、隣接する茨城空港テクノパークの物流機能の強

化・企業活動の活性化が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

・茨城県知事の意見： 

一般国道6号千代田石岡バイパスは、石岡市内の交通渋滞の緩和、安全性の確保とともに、常磐自動車道千

代田石岡ＩＣから茨城空港へのアクセス向上など、物流機能の強化や企業活動の活性化が期待されることなど

から、本事業の必要性は高く、事業を継続することは妥当と考える。 

なお、早期完成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

2010年3月に茨城空港が開港し、空港を核とした地域産業振興が期待されている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成10年度に事業化、平成15年度から用地に着手し、平成16年度より工事着手。 

・用地進捗率は約99％（令和6年3月末時点）。 

・用地取得、改良工、橋梁上部工等を推進中。 



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・引き続き、用地取得、改良工、橋梁上部工等を推進し、早期開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・混合廃棄物含有土処理、物価・労務費上昇により事業費増加。 

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道50号 協和
き ょ う わ

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：茨城県筑西

ち く せ い

市横塚
よ こ つ か

 

 至：茨城県桜川
さくらがわ

市長方
お さ が た

 
延長 6.3km 

事業概要  

一般国道50号は、群馬県前橋市から茨城県水戸市に至る首都圏北部の主要幹線道路である。 

協和バイパスは、筑西市及び桜川市内の交通混雑緩和と交通安全の確保及び物流生産性向上を目的とし

た茨城県筑西市横塚から茨城県桜川市長方までの延長6.3㎞のバイパス事業である。 

R2年度事業化 H22年度都市計画決定 R4年度用地着手 工事未着手 

全体事業費    約350億円 事業進捗率(令和6年3月末時点) 約2％ 供用済延長 － 

計画交通量  29,100～35,500台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  437 / 2,245億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,066 / 3,093億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4（1.5）  
4.9% 

（6.7%） 

事 業 費： 356 / 2,102億円 

維持管理費：  72 / 134億円 

更 新 費：  10 / 10億円 

走行時間短縮便益： 948 / 2,362億円 

走行経費減少便益： 92 / 473億円 

交通事故減少便益： 26 / 257億円 

令和6年 (

参
考) 

2.0（2.2） 〔2%〕 

2.5（2.7） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.4（1.5）  
   11.8% 

（6.9%） 

交通量 B/C=1.3～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.3～2.6（±10％） 

(

参
考) 

3.3（2.2） 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.8（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

3.8（2.7） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.3～2.7（±20％） 

事業の効果等  

（１）中心市街地の混雑緩和 

・協和バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、生活交通と通過交通の棲み分けが進み、交通混

雑の緩和に寄与する。 

・通過交通の排除に伴い、中心市街地へのアクセシビリティが向上する。 

（２）高速道路へのアクセス性向上 

・4車線化整備の推進により、交通の円滑化が図られ、高速道路へのアクセス性向上が見込まれる。 

（３）安全性向上 

・協和バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、交通事故の減少に寄与する。 

（４）地域振興の支援 

・沿線地域には、製造品出荷額の県内1位を誇る産業や、県内上位の出荷額を誇る農産品が多く存在する。 

・バイパスの整備により、製造品や農産物の効率的な出荷を支援し、物流生産性の向上に寄与する。 

（５）医療機関へのアクセス性向上 

・国道50号沿線には、地域医療の中核を担う茨城県西部メディカルセンター（災害拠点病院）が立地する。 

・4車線化整備の推進により、救急医療施設への搬送時間が短縮される。 

関係する地方公共団体等の意見  

・茨城県知事の意見： 

一般国道50号協和バイパスは、交通混雑の緩和、交通事故の減少、緊急医療施設へのアクセス向上や北

関東道と連携したネットワーク形成による地域振興の支援などの観点から、本事業の必要性は高く、事業を継

続することは妥当と考える。 

なお、早期完成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和5年度に結城バイパスが全線開通した。 

  



事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和2年4月に事業化。 

・現在は用地買収を推進中。 

・用地進捗率は約1％（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・引き続き、用地買収を推進し、早期開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、結城バイパス～桜川筑西ＩＣ関連（延伸）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益

分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道50号 下館
し も だ て

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：茨城県筑西

ち く せ い

市布川
ぬのがわ

 

 至：茨城県筑西
ち く せ い

市横塚
よ こ つ か

 
延長 10.6km 

事業概要  

一般国道50号は、群馬県前橋市から茨城県水戸市に至る首都圏北部の主要幹線道路である。 

下館バイパスは、中心市街地の混雑緩和と、それに伴う中心市街地へのアクセシビリティ強化や安全性向

上を目的に進めている、茨城県筑西市布川～茨城県筑西市横塚までの延長10.6kmのバイパス事業である。 

S61年度事業化 S58年度都市計画決定 H1年度用地着手 H2年度工事着手 

全体事業費    約465億円 事業進捗率(令和6年3月末時点) 約87％ 供用済延長 7.6km 
（暫定） 

計画交通量  25,400～39,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  437 / 2,245億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,066 / 3,093億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4（1.3）  
4.9% 

（4.6%） 

事 業 費： 356 / 2,102億円 

維持管理費：  72 / 134億円 

更 新 費：  10 / 10億円 

走行時間短縮便益： 948 / 2,362億円 

走行経費減少便益： 92 / 473億円 

交通事故減少便益： 26 / 257億円 

令和6年 (

参
考) 

2.0（2.0） 〔2%〕 

2.5（2.6） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（残事業） （残事業） 

 2.4（7.6）  
11.8% 

（32.4%） 

交通量 B/C=1.3～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.3～2.6（±10％） 

(

参
考) 

3.3（9.0） 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.8（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

3.8（9.7） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.3～2.7（±20％） 

事業の効果等  

（１）中心市街地の混雑緩和 

・下館バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、生活交通と通過交通の棲み分けが進み、交通

混雑の緩和に寄与する。 

・通過交通の排除に伴い、中心市街地へのアクセシビリティが向上する。 

（２）高速道路へのアクセス性向上 

・4車線化整備の推進により、交通の円滑化が図られ、高速道路へのアクセス性向上が見込まれる。 

（３）安全性向上 

・下館バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、交通事故の減少に寄与する。 

（４）地域振興の支援 

・沿線地域には、製造品出荷額の県内1位を誇る産業や、県内上位の出荷額を誇る農産品が多く存在する。 

・バイパスの整備により、製造品や農産物の効率的な出荷を支援し、物流生産性の向上に寄与する。 

（５）地域の賑わい創出 

・バイパスの整備に合わせて道の駅グランテラス筑西が開業し、新たなスポットとして人気を集めており、筑

西市の観光客入込数が増加し、新たな観光拠点づくり、交流人口の拡大といった地域の活性化、賑わいの

創出に貢献する。 

（６）医療機関へのアクセス性向上 

・国道50号沿線には、地域医療の中核を担う茨城県西部メディカルセンター（災害拠点病院）が立地する。 

・バイパス等の整備により、救急医療施設への搬送時間が短縮される。 

関係する地方公共団体等の意見  

・茨城県知事の意見： 

一般国道50号下館バイパスは、交通混雑の緩和、交通事故の減少、緊急医療施設へのアクセス向上や北

関東道と連携したネットワーク形成による地域振興の支援などの観点から、本事業の必要性は高く、事業を継

続することは妥当と考える。 

なお、早期完成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

  



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・北関東自動車道が全線開通（平成23年3月）され、更には、下館地区中心部においてシビックコア事業 

（約2.4ha、合同庁舎・美術館・事務所等の整備）が推進され市街地の活性化が進められた。 

・平成30年10月に茨城県西部メディカルセンターが開院した。 

・令和2年度に協和バイパスが新規事業化した。 

・令和5年度に結城バイパスが全線開通した。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成26年度までにバイパス区間が暫定2/4車線で開通済。 

・用地買収、橋梁上下部工等を推進中。 

・用地進捗率は約97％（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・引き続き、用地買収、橋梁上下部工等を推進し、早期開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、結城バイパス～桜川筑西ＩＣ関連（延伸）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益

分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道50号 結城
ゆ う き

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：茨城県結城

ゆ う き

市小田林
お だ ば や し

 

 至：茨城県筑西
ち く せ い

市布川
ぬのがわ

 
延長 7.7km 

事業概要  

一般国道50号は、群馬県前橋市から茨城県水戸市に至る首都圏北部の主要幹線道路である。 

結城バイパスは、中心市街地の混雑緩和、高速道路へのアクセス向上、安全性向上を目的に計画され、茨城

県結城市小田林～茨城県筑西市布川までの延長7.7kmのバイパス事業である。 

S54年度事業化 S53年度都市計画決定 S55年度用地着手 S55年度工事着手 

全体事業費    約364億円 事業進捗率(令和6年3月末時点) 約95％ 供用済延長 7.7km 

計画交通量  27,500～38,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  437 / 2,245億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,066 / 3,093億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4（1.8）  
4.9% 

（5.4%） 

事 業 費： 356 / 2,102億円 

維持管理費：  72 / 134億円 

更 新 費：  10 / 10億円 

走行時間短縮便益： 948 / 2,362億円 

走行経費減少便益： 92 / 473億円 

交通事故減少便益： 26 / 257億円 

令和6年 (

参
考) 

2.0（2.6） 〔2%〕 

2.5（3.2） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（残事業） （残事業） 

 2.4（-）  
11.8% 

（-） 

交通量 B/C=1.3～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.3～2.6（±10％） 

(

参
考) 

3.3（-） 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.8（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

3.8（-） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.3～2.7（±20％） 

事業の効果等  

（１）混雑緩和 

・結城バイパスの暫定2車線整備区間は朝夕に速度低下がみられたが、4車線化整備により、主要渋滞箇所・

下川島交差点での渋滞が大幅に減少した。4車線化区間で旅行速度が最大24km/h向上、旅行時間が約3～5

割短縮した。 

（２）安全性向上 

・結城バイパスの整備により、現道の交通転換が図られ、交通事故の減少に寄与する。 

（３）中心市街地へのアクセシビリティ向上 

・結城バイパスの整備により、現道の交通転換が図られ、通過交通の排除に伴う中心市街地へのアクセシビリ

ティ向上に寄与する。 

（４）地域振興の支援 

・沿線地域には、製造品出荷額の県内1位を誇る産業や、県内上位の農産出荷額を誇る農産品が多く存在す

るため、結城バイパスの整備により、高速道路や東西移動の所要時間短縮が図られ、物流生産性の向上、工

業振興、雇用創出の増加が期待される。 

（５）医療機関へのアクセス性向上 

・国道50号沿線には、地域医療の中核を担う茨城県西部メディカルセンター（災害拠点病院）が立地してお り、

結城バイパス等の整備により、救急医療施設への搬送時間が短縮され、沿線地域の30分カバー人口が4割

増加し、救急医療活動を支援する。 

関係する地方公共団体等の意見  

・茨城県知事の意見： 

一般国道50号結城バイパスは、交通混雑の緩和、交通事故の減少、緊急医療施設へのアクセス向上や北関

東道と連携したネットワーク形成による地域振興の支援などの観点から、本事業の必要性は高く、事業を継続す

ることは妥当と考える。 

なお、早期完成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・北関東自動車道が全線開通（平成23年3月）し、平成30年10月に茨城県西部メディカルセンター（災害拠点病

院）が開院した。 

・令和2年度に協和バイパスが新規事業化した。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和5年度までに4/4車線で開通済。 

・用地進捗率は100％（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・旧橋の撤去に一定程度の時間を要しているところ。 

施設の構造や工法の変更等  

・旧橋撤去に関わる関係機関協議の結果、仮設工の変更、橋脚撤去工の変更が必要となったこと、物価・労務

 費上昇により事業費増加。 

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 
 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、結城バイパス～桜川筑西ＩＣ関連（延伸）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益

分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健            
 

事業名 東
ひがし

関東
か ん と う

自動
じ ど う

車
し ゃ

道
ど う

水戸
み と

線
せん

（
い た こ

潮来～
ほ こ た

鉾田） 
事業 

区分 
高速自動車国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路（株） 

起終点 
自：茨城県潮来

い た こ

市延方
のぶかた

 

 至：茨城県鉾田
ほ こ た

市飯名
い い な

 
延長 30.9km 

事業概要  

東関東自動車道水戸線は、埼玉県三郷市を起点として千葉県を経て茨城県水戸市に至る延長約143kmの

高規格道路であり、現在までに、112kmを供用中である。 

潮来IC～鉾田IC間（30.9km）は、平成20年10月に都市計画決定され、第4回国土開発幹線自動車道建設会

議（平成21年4月）を経て、整備計画が決定された。 

   H21年度事業化 H20年度都市計画決定    H21年度用地着手    H27年度工事着手 

全体事業費 約2,100億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点) 

約73％ 供用済延長 － 

計画交通量   12,600～12,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

503/8,722億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,583/28,439億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 3.3(0.6)  
13.6% 

(1.9%) 

事 業 費：342/7,252億円 

維持管理費：161/1,240億円 

更 新 費：0/230億円 

走行時間短縮便益：2,105/23,673億円 

走行経費減少便益：394/3,944億円 

交通事故減少便益：85/822億円 

令和6年 (

参
考) 

3.6(0.9) 〔2%〕 

3.9(1.2) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 5.1(2.9)  
30.9 

(17.5)% 

交通量 B/C=2.9～3.6（±10％） 交通量 B/C=4.6～5.6（±10％） 

(

参
考) 

6.4(3.7) 〔2%〕 事業費 B/C=3.2～3.3（±10％） 事業費 B/C=4.8～5.5（±10％） 

7.2(4.1) 〔1%〕 事業期間 B/C=3.3～3.3（±20％） 事業期間 B/C=5.0～5.2（±20％） 

事業の効果等  

①高速ネットワークの形成 
・当該路線の開通により、首都圏・北関東・東関東を結ぶ広域な高速ネットワークが形成され、１）国際バルク
戦略港湾（穀物）等や空港の拠点アクセス向上、２）災害時のリダンダンシー確保、３）地域振興の支援が期
待。 

②拠点アクセスの向上（①鹿島港へのアクセス向上による物流効率化） 
・当該路線の開通により高速ネットワークが形成され、輸送時間短縮による物流の効率化が期待。 

③拠点アクセスの向上（②成田国際空港へのアクセス向上による農業・輸出販路開拓の支援） 
・当該路線の開通により成田国際空港への迅速かつ荷痛みが少ない安定的な輸送が確保され、地域の一次 
産業の持続的な成長・活性化に寄与。 

④拠点アクセスの向上（③茨城空港へのアクセス向上による首都圏空港の需要分担の支援） 
・当該路線の開通により、茨城空港へのアクセスが向上し、所要時間の短縮や時間信頼性の確保が図られ、 
羽田空港や成田国際空港の航空需要のさらなる分担が期待。 

⑤リダンダンシーの確保（①事故・災害時の代替路としての機能） 
・当該路線の開通により、常磐道が通行止めになった場合でも高速ネットワークの代替路を形成し、緊急輸送 
道路の強化が期待。 

⑥リダンダンシーの確保（②救急医療サービスの充実・向上の支援） 
・当該路線の開通により、直近以外の病院までの搬送時間が短縮され搬送病院の選択肢が拡大し、地域の 
医療サービスの充実を支援。 

⑦地域振興の支援（①インバウンド・県内周遊観光促進の支援） 
・当該路線の開通によるアクセス性・観光周遊性の向上により、県内外、海外からの更なる誘客が期待。 

⑧地域振興の支援（②地域振興施設による地域活性化） 
・行方市は、行方 PA（仮称）と併設して地域振興施設を整備する方針。近隣住民や一般道の利用者に加え 
て、行方 PA（仮称）から高速道路利用者も利用が可能となることから地域活性化が期待。 

⑨地域振興の支援（③移住・定住促進の支援） 
・東関道沿線市は具体的な移住・定住支援策を推進。当該路線の開通により、広域交通ネットワークが形 
成されることで、沿線地域への移住・定住促進が期待。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

茨城県知事の意見：  

徹底したコスト縮減と、有料道路事業の更なる活用による地方負担の軽減をお願いいたします。 
さらに、早期に開通時期を具体化し明示するとともに、一日も早い全線開通に向けた整備推進をお願いいたし

ます。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成21年度：茨城空港北IC～茨城町JCT間 延長8.8km 2/4車線開通。 

・平成29年度：鉾田IC～茨城空港北IC間 延長8.8km 2/4車線開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率は約97％(令和6年3月末時点） 。 

・用地の明け渡しが順調な場合、全線開通は令和8年度の見通し。 

 なお、北浦ＩＣ（仮称）～鉾田ＩＣ間は前倒しで令和8年度半ばの開通を目指す。 

・工事においては、今回の増額内容も含めて引き続き精査を行い、コスト縮減に努めながら事業を実施。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・令和8年度の全線開通を目指し、用地取得、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・労務費・材料単価の上昇、湧水対策工等の追加、路床材の購入土への変更等、発生土の運搬距離の変更、
行方 PA（仮称）付近における本線構造の変更、剛性防護柵のプレキャスト材への変更、供用中 IC 施工時の
交通規制工の変更、維持管理・安全性向上に伴う対策の追加により事業費増加。 

・下層路盤をセメント安定処理から製鋼スラグへ変更することで、コスト縮減を実施。 
・鉾田 IC 付近の剛性防護柵を新設から既設の再利用に切り替えることで、コスト縮減を実施。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、大栄JCT～茨城町JCTを対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 

 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健          
 

事業名 
一般国道468号  

首都圏
し ゅ と け ん

中央
ちゅうおう

連絡
れ ん ら く

自動
じ ど う

車道
し ゃ ど う

（川島
か わ じ ま

～大栄
たいえい

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路（株） 

起終点 
 自：埼玉県比企

ひ き

郡川島
か わ じ ま

町 

 至：千葉県成田
な り た

市吉岡
き ち お か

 
延長 111.9km 

事業概要  

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径およそ40km～60kmの位置に計画されている延長約 

300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネットワークの一部を形成し、東京都中心部への交通の適切

な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線である。 

川島～大栄区間は、その一部を形成し、ネットワークの形成、産業活性化の支援、災害時の代替路の確保を

目的とした、延長111.9kmの自動車専用道路である。 

H3年度事業化 H6年度都市計画決定 H9年度用地着手 H11年度工事着手 

全体事業費 約13,312億円事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約87％供用済延長 111.9km

(うち暫定2車線

74.6㎞)

計画交通量 22,200～54,100台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)

1,745/21,281億円

総便益 (残事業)/(事業全体) 

8,762/34,659億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.6  

5.7% 

事 業 費：1,023/19,980億円 

維持管理費：722/1,301億円 

 

走行時間短縮便益：8,587/32,114億円 

走行経費減少便益：104/2,141億円 

交通事故減少便益：71/404億円 

令和6年 (

参
考) 

2.4 〔2%〕 

3.1 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 5.0  

34.9% 

交通量 B/C=1.6～1.8（±10％） 交通量 B/C=4.5～6.7（±10％） 

(

参
考) 

6.1 〔2%〕 事業費 B/C=1.6～1.6（±10％） 事業費 B/C=4.7～5.3（±10％） 

6.7 〔1%〕 事業期間 B/C=1.6～1.7（±20％） 事業期間 B/C=4.9～5.1（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・4車線化により、交通集中による渋滞が解消。 

②企業活動・地域づくり支援 

・大型物流施設等の立地や生産性の向上が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

茨城県知事の意見： 

圏央道は、県内への企業誘致や観光誘客、港湾・空港の利用促進など、様々な分野で本県の発展に大きく

寄与しており、本事業の必要性は高く、事業継続は妥当と考える。 

圏央道の4車線化について2026年度までの全線供用目標のとおり、早期完成に向けて、事業推進を図るよう

お願いしたい。 

埼玉県知事の意見： 

圏央道は、交通の円滑化や沿線地域の活性化はもとより、災害時の緊急輸送道路としての役割を担い、首

都圏の国際競争力の強化や国土強靭化を図るためにも、極めて重要な道路です。 

圏央道の沿線では、多くの企業の立地が進み、物流の効率化による生産性の向上が期待されるなど、大きな

ストック効果が現れています。 

本県の区間は令和7年春に4車線化供用開始と伺っておりますが、一日も早い全線4車線化を強く希望しま

す。 

全線4車線化については、令和8年度に全線供用するという予定に従い、早期に整備を進めるようお願いしま

す。 

千葉県知事の意見： 

圏央道は、アクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田国際空港などの拠点間を環状につなぎ、広



域道路ネットワークを形成するとともに、沿線地域においては、観光施設への入込客数の増加や、物流施設等

の立地の進展など、経済に好循環をもたらすストック効果が現れている。 

4車線化事業区間である県境・大栄間については、速度低下や安全性の低下、大規模災害時等における交

通遮断などの課題もあることから、早期整備が必要である。 

内回りの神崎パーキングエリア（仮称）については、昨年度に続き、供用が遅れるとの見通しが示された。軟

弱地盤上の困難な工事であり、やむを得ないものと思慮するものの、道の駅「発酵の里こうざき」と連携した整

備も進められており、地元の期待も大きく、1日も早い供用を期待する。 

ついては、供用中の圏央道の安全な交通を確保しつつ、工程管理をしっかり行い、これ以上遅れることがな

いように、新たな供用目標に向け、4車線化工事とともに、着実に事業を推進していただきたい。 

事業費については、県の負担増とならないよう有料道路事業を活用するとともに、引き続き、コスト縮減を図り

ながら、効率的に事業を実施されたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線では、既に多くの工業団地の整備により企業が集積したことに加え、IC周辺に大型物流倉庫の建設や企

業立地が進行中。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率は約99％（令和6年3月末時点）。 

・平成27年10月までに、川島IC～久喜白岡JCT間19.7km開通済み（完成4車線）。 

・平成29年2月までに、久喜白岡JCT～大栄JCT間92.2km開通済み（暫定2車線）。 

・令和5年3月までに、久喜白岡JCT～幸手IC、境古河IC～坂東IC間17.6㎞開通済み（完成4車線）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

残る2車線について本線工事の進捗を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・神崎ＰＡ（仮称）における軟弱地盤対策の追加、函渠工の見直し、調整池の追加、物価・労務費上昇等によ

り事業費増加。 

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性・重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道4号 矢板
や い た

拡幅
か く ふ く

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：栃木県矢板

や い た

市片岡
かたおか

 

 至：栃木県矢板
や い た

市針生
は り う

 
延長 6.5km 

事業概要  

一般国道4号は、日本橋を起点とし、宇都宮、郡山、福島、仙台、盛岡を経て青森市に至る主要幹線道路で

ある。 

矢板拡幅は、国道4号の交通渋滞の緩和と交通安全の確保、地域産業の支援、災害時・緊急時の速達性・

代替性の確保を目的とした栃木県矢板市片岡から矢板市針生までの延長6.5km、4車線の現道拡幅事業であ

る。 

H27年度事業化 
S39年度都市計画決定 

S47年度都市計画変更 
R2年度用地着手 R5年度工事着手 

全体事業費 約218億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約11％ 供用済延長 － 

計画交通量 35,000～39,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 567 / 876 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,869 / 1,869 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.1（2.7）  
7.8% 

（11.6%） 

事 業 費： 488 / 797 億円 

維持管理費：  79 / 79  億円 

 

走行時間短縮便益：1,621/1,621億円 

走行経費減少便益： 215 / 215億円 

交通事故減少便益：  33 / 33 億円 

令和6年 (

参
考) 

3.2（3.9） 〔2%〕 

4.0（4.7） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.3（3.2）  
14.0% 

（14.7%） 

交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 交通量 B/C=3.0～3.6（±10％） 

(

参
考) 

4.7（4.4） 〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.3（±10％） 事業費 B/C=3.0～3.6（±10％） 

5.6（5.3） 〔1%〕 事業期間 B/C=2.0～2.2（±20％） 事業期間 B/C=3.1～3.4（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通渋滞の緩和 

・矢板拡幅区間には、中交差点など2カ所が主要渋滞箇所に特定され、矢板拡幅の整備により、交通円滑化

が図られ、交通渋滞緩和が見込まれる。 

（２）地域産業の支援 

・事業の沿線地域には、2,000億円以上の製造品出荷額等を誇り、地域の中核団地である野崎工業団地が

立地。 

・事業の沿線3市の設備投資額は、平成18年からの累計で1,000億円以上にのぼり、その伸び率は全国平均

の約3倍。 

・一体整備により、周辺道路の渋滞緩和による高速道路のICへのアクセス向上などによる、さらなる地域発

展が期待。 

（３）中核医療施設へのアクセス向上 

・3事業の一体整備により、沿線地域の中核医療施設へのアクセスが向上し、病院からの30分圏域人口が

約4万人、30分圏域面積が約77k㎡増加し、地域医療を支える道路として期待。 

（４）災害時・緊急時の速達性・代替性の確保 

・令和6年2月5～6日の大雪時、東北自動車道宇都宮IC～須賀川IC間が通行止めとなり、並行区間である国

道4号土屋の大型車交通量は平時（前週同時刻）の約2倍に増加。 

・国道4号の3事業は重要物流道路として、災害時・緊急時における重要な物流ルートの速達性・代替性確保

に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

・栃木県知事の意見 

一般国道4号は、本県の発展を支える重要な広域幹線道路であり、重要物流道路にも指定されていることか

ら、これまでも機能強化や渋滞対策、防災減災、国土強靱化の推進を要望してきたところです。 

つきましては、矢板拡幅の早期完成に向け、事業を継続していただけるようお願いします。 

なお、事業の推進にあたっては、引き続き徹底したコスト削減に努めていただきますようお願いします。 

 



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成31年度に隣接する矢板大田原バイパスが新規事業化された。 

・令和4年3月、西那須野道路と交差する国道400号三島工区（L=0.6km）が4車線供用開始。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和39年度に都市計画決定し、平成27年度に事業化、令和2年度に用地着手、令和5年度に工事着手。 

・用地進捗率は約65％（令和6年3月末時点）。 

・引き続き用地取得及び工事を推進し、早期開通に向けて事業促進を図る。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・橋梁部切り回しに伴う協議・調整に時間を要しているが、引き続き用地買収、工事の促進を図る。また、今

後の進捗に応じて、物価･労務費上昇を精査する。 

施設の構造や工法の変更等  

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、矢板拡幅～西那須野道路を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道4号 矢板
や い た

大田原
お お た わ ら

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：栃木県矢板

や い た

市針生
は り う

 

 至：栃木県那
な

須
す

塩
し お

原
ば ら

市三区
さ ん く

町
ちょう

 
延長 7.9km 

事業概要  

一般国道4号は、日本橋を起点とし、宇都宮、郡山、福島、仙台、盛岡を経て青森市に至る主要幹線道路で

ある。 

矢板大田原バイパスは、国道4号の交通渋滞の緩和と交通安全の確保、地域産業の支援、災害時・緊急時

の速達性・代替性の確保を目的とした栃木県矢板市針生から那須塩原市三区町までの延長7.9km、4車線の

バイパス事業である。 

H31年度事業化 
S42年度都市計画決定 

H30年度都市計画変更 
R5年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約400億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約3％ 供用済延長 － 

計画交通量 31,600～43,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 567 / 876 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,869 / 1,869 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.1（2.2）  
7.8% 

（9.2%） 

事 業 費： 488 / 797 億円 

維持管理費：  79 / 79  億円 

 

走行時間短縮便益：1,621/1,621億円 

走行経費減少便益： 215 / 215億円 

交通事故減少便益：  33 / 33 億円 

令和6年 (

参
考) 

3.2（3.2） 〔2%〕 

4.0（4.0） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.3（2.3）  
14.0% 

（9.7%） 

交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 交通量 B/C=3.0～3.6（±10％） 

(

参
考) 

4.7（3.4） 〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.3（±10％） 事業費 B/C=3.0～3.6（±10％） 

5.6（4.1） 〔1%〕 事業期間 B/C=2.0～2.2（±20％） 事業期間 B/C=3.1～3.4（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通渋滞の緩和 

・矢板大田原バイパス区間の現道は複数の主要渋滞箇所に特定され、矢板大田原バイパスの整備により、

交通円滑化が図られ、交通渋滞緩和が見込まれる。 

（２）地域産業の支援 

・事業の沿線地域には、2,000億円以上の製造品出荷額等を誇り、地域の中核団地である野崎工業団地が

立地。 

・事業の沿線3市の設備投資額は、平成18年からの累計で1,000億円以上にのぼり、その伸び率は全国平均

の約3倍。 

・一体整備により、周辺道路の渋滞緩和による高速道路のICへのアクセス向上などによる、さらなる地域発

展が期待。 

（３）中核医療施設へのアクセス向上 

・3事業の一体整備により、沿線地域の中核医療施設へのアクセスが向上し、病院からの30分圏域人口が

約4万人、30分圏域面積が約77k㎡増加し、地域医療を支える道路として期待。 

（４）災害時・緊急時の速達性・代替性の確保 

・令和6年2月5～6日の大雪時、東北自動車道宇都宮IC～須賀川IC間が通行止めとなり、並行区間である国

道4号土屋の大型車交通量は平時（前週同時刻）の約2倍に増加。 

・国道4号の3事業は重要物流道路として、災害時・緊急時における重要な物流ルートの速達性・代替性確保

に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

・栃木県知事の意見 

一般国道4号は、本県の発展を支える重要な広域幹線道路であり、重要物流道路にも指定されていることか

ら、これまでも機能強化や渋滞対策、防災減災、国土強靱化の推進を要望してきたところです。 

つきましては、矢板大田原バイパスの早期完成に向け、事業を継続していただけるようお願いします。 

なお、事業の推進にあたっては、引き続き徹底したコスト削減に努めていただきますようお願いします。 

  



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和4年3月、西那須野道路と交差する国道400号三島工区（L=0.6km）が4車線供用開始。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和42年度に都市計画決定し、平成31年度に事業化。 

・令和6年3月に設計説明会を実施し、用地取得に着手。 

・用地進捗率は0％（令和6年3月末時点）。 

・引き続き調査設計及び用地取得を推進し、早期開通に向けて事業促進を図る。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・令和5年度より用地買収を開始。鉄道、河川との協議・調整に時間を要しているが、引き続き調査設計、用 

地買収の促進を図る。また、今後の進捗に応じて、物価･労務費上昇を精査する。 

施設の構造や工法の変更等  

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、矢板拡幅～西那須野道路を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道4号 西那須野
に し な す の

道路
ど う ろ

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：栃木県那

な

須
す

塩
し お

原
ば ら

市三区
さ ん く

町
ちょう

 

 至：栃木県那
な

須
す

塩
し お

原
ば ら

市西富山
に し と み や ま

 
延長 4.6km 

事業概要  

一般国道4号は、日本橋を起点とし、宇都宮、郡山、福島、仙台、盛岡を経て青森市に至る主要幹線道路で

ある。 

西那須野道路は、国道4号の交通渋滞の緩和と交通安全の確保、地域産業の支援、災害時・緊急時の速達

性・代替性の確保を目的とした栃木県那須塩原市三区町から那須塩原市西富山までの延長4.6kmのバイパス

及び現道拡幅事業である。 

H18年度事業化 
S42年度都市計画決定 

S63年度都市計画変更 
H20年度用地着手 H29年度工事着手 

全体事業費 約245億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約95％ 供用済延長 － 

計画交通量 20,600～32,700台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 567 / 876 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,869 / 1,869 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.1（1.6）  
7.8% 

（5.8%） 

事 業 費： 488 / 797 億円 

維持管理費：  79 / 79  億円 

 

走行時間短縮便益：1,621/1,621億円 

走行経費減少便益： 215 / 215億円 

交通事故減少便益：  33 / 33 億円 

令和6年 (

参
考) 

3.2（2.6） 〔2%〕 

4.0（3.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.3（9.3）  
14.0% 

（30.4%） 

交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 交通量 B/C=3.0～3.6（±10％） 

(

参
考) 

4.7（11.8）〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.3（±10％） 事業費 B/C=3.0～3.6（±10％） 

5.6（13.2）〔1%〕 事業期間 B/C=2.0～2.2（±20％） 事業期間 B/C=3.1～3.4（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通渋滞の緩和 

・西那須野道路に並行する一般国道4号（現道）区間は、主要渋滞箇所に特定されており、特に三島（北）交

差点周辺での速度低下が顕著。 

・西那須野道路の整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和が見込まれる。 

（２）地域産業の支援 

・事業の沿線地域には、2,000億円以上の製造品出荷額等を誇り、地域の中核団地である野崎工業団地が

立地。 

・事業の沿線3市の設備投資額は、平成18年からの累計で1,000億円以上にのぼり、その伸び率は全国平均

の約3倍。 

・一体整備により、周辺道路の渋滞緩和による高速道路のICへのアクセス向上などによる、さらなる地域発

展が期待。 

（３）中核医療施設へのアクセス向上 

・3事業の一体整備により、沿線地域の中核医療施設へのアクセスが向上し、病院からの30分圏域人口が

約4万人、30分圏域面積が約77k㎡増加し、地域医療を支える道路として期待。 

（４）災害時・緊急時の速達性・代替性の確保 

・令和6年2月5～6日の大雪時、東北自動車道宇都宮IC～須賀川IC間が通行止めとなり、並行区間である国

道4号土屋の大型車交通量は平時（前週同時刻）の約2倍に増加。 

・国道4号の3事業は重要物流道路として、災害時・緊急時における重要な物流ルートの速達性・代替性確保

に寄与。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

・栃木県知事の意見 

一般国道4号の当該区間は渋滞が恒常的で交通事故も多く、沿線の企業や住民、及び道路利用者にとって

本事業によるこれらの課題解決は長年の悲願となっています。 

しかしながら、現時点では開通予定時期は示されておらず、更に事業費の大幅な増加による開通の遅れが

懸念されますので、コスト削減の徹底を図ると共に、早期完成をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成31年度に隣接する矢板大田原バイパスが新規事業化された。 

・令和4年3月、西那須野道路と交差する国道400号三島工区（L=0.6km）が4車線供用開始。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和42年度に都市計画決定し、平成18年度に事業化、平成20年度に用地着手、平成29年度に工事着手。 

・用地進捗率は100％（令和6年3月末時点）。 

・平成29年度より工事着手し、改良工事、電線共同溝工事、歩道橋工事を実施中。 

・引き続き工事を推進し、早期開通に向けて事業促進を図る。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・引き続き、工事の促進を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・用地補償費の増加、既設用水路の付け替え部分の増加、地元協議による歩道橋の追加等、労務費・材料

単価の上昇により事業費増加。 

・歩車道ブロックを一般的なブロックから防草タイプのブロックに見直すことで維持管理費を低減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、矢板拡幅～西那須野道路を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道17号 高松
たかまつ

立体
り っ た い

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：群馬県高崎

た か さ き

市宮元
み や も と

町
ちょう

 

 至：群馬県高崎
た か さ き

市並榎
な み え

町
ま ち

 
延長 1.6km 

事業概要  

一般国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延

長約370kmの主要幹線道路である。 

高松立体は、国道17号の高崎市中心市街地付近の混雑緩和および歩道整備による利便性・安全性の向

上を目的とした延長1.6kmの現道拡幅事業である。 

H11年度事業化 
H12年度都市計画決定 

H16年度都市計画変更 
H12年度用地着手 H12年度工事着手 

全体事業費  約146億円 事業進捗率（令和6年3月末時点） 約99％ 供用済延長 1.4km 

計画交通量 45,000～55,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)

21/273億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

25/311億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1  

4.4% 

事 業 費：20/259億円 

維持管理費：0.62/14億円 

走行時間短縮便益：22/275億円 

走行経費減少便益：2.0/31億円 

交通事故減少便益：0.53/4.8億円 

令和6年 (

参
考) 

1.8 〔2%〕 

2.4 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.2  

4.9% 

交通量 B/C=1.03～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 

(

参
考) 

1.7 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.1～1.3（±10％） 

2.2 〔1%〕 事業期間 B/C=1.04～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.3（±20％） 

事業の効果等  

①車道部・歩行部の安全性・利便性向上 
・現道拡幅区間の先行整備により、車線絞り込み解消区間の急ブレーキ発生件数が約 5 割減少。 

（整備前：24 回/万台 → 整備後：12 回/万台） 
・歩道の幅員を 2.0m から 3.5m に拡幅。歩道の拡幅により、歩道利用者の安全性と利便性が向上。 

②県内の基幹となる地域間交通の定時性向上 
・高崎市～前橋市間の交通量は（約46,000台/日）であり、国道17号が主要な地域間交通を担っている。 
・現道拡幅区間の先行整備により、車線の絞り込みが解消され、前橋市から高崎市への移動における旅行

速度のばらつきが23km/h短縮（35km/h → 12km/h）し、定時性が向上。 
③救急医療アクセスの向上 

・現道拡幅区間の先行整備により、沿線地域の第3次医療施設へのアクセスが向上。 
・八幡町地区から高崎総合医療センターへの搬送時間が約2分短縮されたことにより、救命率が約2割向上。 
・残区間の整備により、更なるアクセス性の向上に期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

・群馬県知事の意見：  
高松立体は、国道 18 号や国道 354 号からの合流部の渋滞解消や交通事故対策、歩行者・自転車の利

便性・安全性を確保する上で、重要な事業である。 
令和 5 年 3 月に先行供用を開始した現道拡幅区間では、国道 17 号本線の混雑緩和など一定の効果が

図られたが、その影響により、国道 18 号から本線への合流部で渋滞が顕著となっているため、早期の全線
開通をお願いしたい。 

また、事業実施にあたっては、用地取得の難航箇所を早期に解決し、工期短縮及びコスト縮減に努め、
効率的、効果的に事業を推進されたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国立病院機構高崎総合医療センターは、平成21年度に新病棟が完成し、平成23年度に災害拠点病院の指

定を受けた。 

・平成25年度に関越自動車道 高崎玉村スマートICが新規設置、平成26年度に国道354号東毛広域幹線道路

が全線開通するなど道路網が変化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率は約92％（令和6年3月末時点）。 

・平成11年度に立体部事業化後、平成19年度に立体部完成（延長1.1km）。 

・平成16年度に現道拡幅区間事業化後、令和4年度に現道拡幅区間の先行整備完成（延長0.3km）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・残区間の一部で地権者から同意を得られず用地買収に向けた調整に時間を要しているが、早期開通に向け

て引き続き、調査設計、用地買収の促進を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

・工法変更等による増加、労務費・材料単価の上昇に伴う増加により事業費増加。 

・補強土壁の基礎部分を置換工に変更することで、補強土壁を支持層まで根入れする必要が無くなり、コストを

縮減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道17号 渋川西
し ぶ か わ に し

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：群馬県渋

し ぶ

川
かわ

市中
なか

村
む ら

 

 至：群馬県渋
し ぶ

川
かわ

市金井
か な い

 
延長  2.8km 

事業概要  

一般国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至

る延長約370kmの主要幹線道路である。 

渋川西バイパスは、群馬県と長野県を結ぶ地域高規格道路「上信自動車道」の一部を形成し、渋川市

内の交通渋滞の緩和と渋川・吾妻地域の連携及び活性化の支援を目的とした延長5.0kmのバイパス事業

であり、そのうち2.8kmについて事業を実施している。 

H16年度事業化 
H22年度都市計画決定 

（バイパス区間） 

H25年度用地着手 

（バイパス区間） 

H29年度工事着手 

（バイパス区間） 

全体事業費 約258億円 事業進捗率（令和6年3月末時点）約91％ 供用済延長 0.9km 

計画交通量 18,100～27,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

26/312億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

356/406億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3  

5.3% 

事 業 費： 12/295億円 

維持管理費： 14/ 17億円 

走行時間短縮便益：298/335億円 

走行経費減少便益： 48/ 58億円 

交通事故減少便益：9.9/ 13億円 

令和6年 (

参
考) 

1.9 〔2%〕 

2.4 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 13.7  

147.5% 

交通量 B/C=1.3～1.4（±10％） 交通量 B/C=12.4～15.1（±10％） 

(

参
考) 

15.6 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.3（±10％） 事業費 B/C=13.1～14.4（±10％） 

16.6 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=13.4～13.7（±20％） 

事業の効果等  

① 交通渋滞の緩和 

・国道 17 号下郷交差点～吾妻新橋南交差点付近の速度低下により、渋川市内の交通混雑が発生。 

・平成 25 年度の現道拡幅区間の開通により、並行する国道 17 号の旅行速度が約 10 ㎞/h 向上、渋滞損

失時間が約 70 千人時間/年削減され、渋川市内の交通混雑の緩和に寄与。 

・今後、バイパス区間及び上信自動車道の整備により、交通の円滑化が図られ、更なる交通混雑緩和が

見込まれる。 

② 安全性・信頼性の向上 

・国道 144 号、国道 145 号、国道 353 号及び周辺道路は、災害時に脆弱な道路であり、多数の通行規制

が発生。 

・上信自動車道の整備により東吾妻町役場から群馬大学医学部附属病院（第 3 次救急医療施設）の所要

時間が約 14 分短縮。 

・渋川西バイパスは、上信自動車道の一翼を担い、吾妻地域の安全性・信頼性の向上に寄与。 

③ 地域の活性化 

・群馬県はキャベツの主生産地（収穫量 全国 1 位）であり、嬬恋村産の主な出荷先は、東北・関東方

面が約 6 割を占める。 

・国道 144 号・145 号及び国道 353 号では、線形不良箇所が多数存在し、ドライバーの負荷が懸念。 

・渋川西バイパスを含めた上信自動車道の整備により輸送時間短縮と安定輸送が図れ、地域の産業活動

に寄与。 

④ 観光活性化 

・草津温泉・伊香保温泉･四万温泉･万座温泉の観光入込客数は、群馬県内主要温泉地全体の約 7 割。 

・草津町の年間観光入込客数は約 300 万人（令和 4 年）。 

・渋川西バイパスを含めた上信自動車道の整備により、渋川伊香保ICから草津温泉までの所要時間が約

28分短縮され、観光活性化に期待。 



関係する地方公共団体等の意見  

・群馬県知事の意見： 

本事業は、本県の渋川・吾妻地域の連携強化や活性化に大きく寄与する上信自動車道の一部（起点区

間）を担うとともに、国道 17 号の交通渋滞の緩和や道路交通の安全性向上等を図るうえで重要な事業

であり、国が公表している令和 7年度の完成に向けて着実な事業推進を図られたい。 

なお、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道 17 号鯉沢バイパスにおいては、平成 20 年 7 月に渋川市東町関下～渋川市白井間が 4車線開通。 

渋川市白井～渋川市上白井間が暫定 2 車線開通。 

・国道 17 号前橋渋川バイパスにおいては、バイパス区間が平成 22 年 3 月に暫定 2車線開通。うち現道

拡幅区間は平成 24 年 3 月に 4 車線開通。 

・国道353号金井バイパス・川島バイパス・祖母島～箱島バイパスが令和2年6月に開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率は 100%（令和 6 年 3月末時点）。 

・平成 16 年度に事業化後、平成 25 年 12 月に現道拡幅区間の渋川市中村～渋川市石原間 延長 0.9km

（4/4）開通。 

・バイパス区間は、令和 2 年度に用地取得が完了し、順次工事を実施中。 

・切土区間である渋川市入沢地先では、令和元年より、函渠工を実施中。また、盛土区間である渋川市

金井地先にて、令和3年度より、函渠工及び盛土工を実施中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・バイパス区間(延長1.9km)は、令和7年度の開通に向けて、改良工及び函渠工、舗装工を推進している

ところ。 

施設の構造や工法の変更等  

・改良工の増工及び物価・労務費上昇により事業費の増加。 

・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を

踏まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担  当  課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道17号 本庄
ほんじょう

道路
ど う ろ

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：埼玉県本庄

ほんじょう

市沼和田
ぬ ま わ だ

 

 至：群馬県高崎
た か さ き

市新町
し ん ま ち

 
延長 7.0km 

事業概要  

一般国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延長約

370kmの主要幹線道路である。 

本庄道路は、国道17号現道の交通混雑緩和を目的として本庄市街地の北部に計画された延長13.1kmのバイパ

スである。このうち延長7.0kmは、群馬・埼玉県境付近に位置する老朽橋(S9架橋)の架替による防災震災対策、

国道17号現道の混雑緩和、安全性向上及び物流の円滑化を図るため事業中である。 

H15年度事業化 H20年度都市計画決定 H24年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費 約452億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約69％ 供用済延長 1.4km 

計画交通量 26,800～35,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

388/707億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,021/991億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4(1.4)  
5.5% 

(5.4%) 

事 業 費： 341/655億円 

維持管理費： 47/52億円 

 

走行時間短縮便益：981/953億円 

走行経費減少便益：31/27億円 

交通事故減少便益：9/10億円 

令和６年 (

参
考) 

2.2(2.3) 〔2%〕 

2.8(3.0) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.6(4.4)  
10.7% 

(15.0%) 

交通量 B/C=1.3～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.4～2.9（±10％） 

(

参
考) 

3.8(6.3) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.4～2.9（±10％） 

4.7(7.6) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.4～2.8（±20％） 

事業の効果等  

（１）周辺地域の開発支援 

 ・本庄道路は、本庄地方拠点都市地域開発や本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業と連携し沿道まちづくり

を支援。 

 ・本庄道路の整備により、土地区画整理事業や大型物流施設、大規模店舗などの開発支援、地域経済の発

展に寄与。 

（２）円滑な物流活動の支援 

 ・国道17号現道は、周辺に工業団地が多く立地し、沿線自治体は製造品出荷額が多い地域が集中し、沿線

の深谷市や上里町、群馬県間の東西需要が存在。 

 ・本庄道路の整備により、幹線ネットワークが強化され、円滑な物流活動に寄与することが期待。 

（３）道路ネットワーク機能の強化 

 ・本庄道路は、緊急輸送道路である国道17号現道の代替路線を形成。 

 ・老朽橋である神流川橋（S9架橋）架替により災害時の物資輸送等のネットワークを強化。 

 ・本庄道路の整備により、災害時の輸送・移動ルートを構成し、埼玉県や首都圏の防災力の強化に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

 ・埼玉県知事の意見： 

本庄道路は、首都圏と上信越方面を結ぶ国土の大動脈である国道１７号のバイパスとして、地域の幹線

道路ネットワークを形成する非常に重要な道路です。 

国道１７号現道では、慢性的な交通渋滞が発生しており、本庄道路の整備により交通混雑の解消と交通

事故の減少を図るためにも早期全線開通に向けて更なる事業推進をお願いします。 

また、幹線道路の機能を十分発揮させるためにも、深谷バイパスの暫定２車線区間の４車線化整備をお

願いします。 

引き続き、コスト縮減に十分留意し、事業推進に努めていただきたい。 

 ・群馬県知事の意見： 



本事業は、国道17号の交通渋滞の緩和や災害時の交通機能の確保等を図るうえで重要な事業である。 

令和4年12月に神流川橋が暫定2車線で開通したものの、渋滞解消には至っていないため、早期の全線

開通に向けて事業推進を図られたい。 

計画区間西側（群馬県側）の現道区間は、上り線が片側１車線であることに加え、上下線ともに慢性的な

渋滞が発生するとともに、交差する県市道においても、その影響が及んでいるため、本事業区間の延伸など

、効果的な対策を講じることをお願いしたい。 

コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 ・平成20年度に都市計画決定。 

 ・平成26年度にユネスコ世界文化遺産に登録された田島弥平旧宅などが存在している。 

 ・平成27年度に関越自動車道、上里SICが供用開始。 

 ・令和4年度に本庄道路（Ⅱ期）が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・用地進捗率は約99％（令和6年3月末時点）。 

 ・令和4年12月に神流川橋架替区間が暫定２車線開通。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・地質調査の結果、液状化対策として地盤改良（深層混合）を追加したため工事に時間を要している。 

 ・早期完成を目指し、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・横断函渠（2箇所）追加に伴う増加、地盤改良の追加に伴う増加、パイプラインの付替えに伴う増加、護岸工

の仮設工法変更に伴う増加、労務費・材料単価の上昇に伴う増加により事業費増加。 

 ・排水構造物の見直しによるコスト縮減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、本庄道路～本庄道路（Ⅱ期）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担  当  課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道17号 本庄
ほんじょう

道路
ど う ろ

（Ⅱ期） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：埼玉県深谷

ふ か や

市岡
おか

 

 至：埼玉県本庄
ほんじょう

市沼和田
ぬ ま わ だ

 
延長 6.1km 

事業概要  

一般国道17号は東京都中央区を起点として、さいたま市、前橋市等の主要都市を通過し、新潟市に至る延長約

370kmの主要幹線道路である。 

本庄道路は、国道17号現道の交通混雑緩和を目的として本庄市街地の北部に計画された延長13.1kmのバイパ

スである。このうち延長6.1kmは、並行する国道17号現道の混雑緩和、安全性向上及び物流の円滑化を図るため

事業中である。 

R4年度事業化 H20年度都市計画決定 用地未着手 工事未着手 

全体事業費 約300億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約1％ 供用済延長 － 

計画交通量 18,300～37,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

388/707億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,021/991億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4(2.7)  
5.5% 

(11.3%) 

事 業 費： 341/655億円 

維持管理費： 47/52億円 

 

走行時間短縮便益：981/953億円 

走行経費減少便益：31/27億円 

交通事故減少便益：9/10億円 

令和６年 (

参
考) 

2.2(4.0) 〔2%〕 

2.8(4.9) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.6(2.8)  
10.7% 

(11.7%) 

交通量 B/C=1.3～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.4～2.9（±10％） 

(

参
考) 

3.8(4.0) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.4～2.9（±10％） 

4.7(5.0) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.4～2.8（±20％） 

事業の効果等  

（１）周辺地域の開発支援 

 ・本庄道路（Ⅱ期）は、本庄地方拠点都市地域開発や本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業と連携し沿道ま

ちづくりを支援。 

 ・本庄道路（Ⅱ期）の整備により、土地区画整理事業や大型物流施設、大規模店舗などの開発支援、地域経

済の発展に寄与。 

（２）円滑な物流活動の支援 

 ・国道17号現道は、周辺に工業団地が多く立地し、沿線自治体は製造品出荷額が多い地域が集中し、沿線

の深谷市や上里町、群馬県間の東西需要が存在。 

 ・本庄道路（Ⅱ期）の整備により、幹線ネットワークが強化され、円滑な物流活動に寄与することが期待。 

（３）道路ネットワーク機能の強化 

 ・本庄道路は、緊急輸送道路である国道17号現道の代替路線を形成。 

 ・本庄道路（Ⅱ期）の整備により、災害時の輸送・移動ルートを構成し、埼玉県や首都圏の防災力の強化に寄

与。 

関係する地方公共団体等の意見  

 ・埼玉県知事の意見： 

本庄道路は、首都圏と上信越方面を結ぶ国土の大動脈である国道１７号のバイパスとして、地域の幹線

道路ネットワークを形成する非常に重要な道路です。 

国道１７号現道では、慢性的な交通渋滞が発生しており、本庄道路の整備により交通混雑の解消と交通

事故の減少を図るためにも早期全線開通に向けて更なる事業推進をお願いします。 

また、幹線道路の機能を十分発揮させるためにも、深谷バイパスの暫定２車線区間の４車線化整備をお

願いします。 

引き続き、コスト縮減に十分留意し、事業推進に努めていただきたい。 

  



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

  地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に変化が見られない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・平成20年度に都市計画決定。 

 ・令和４年度事業化し、調査・設計を実施。 

 ・用地進捗率は0％（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・調査設計や用地取得に向けた道路設計の関係機関協議が完了次第、用地着手を予定。 

 ・今後の進捗に応じて物価・労務費上昇の影響を精査。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、本庄道路～本庄道路（Ⅱ期）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担  当  課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健          

事業名 一般国道4号 東
ひがし

埼玉
さ い た ま

道路
ど う ろ

（八潮
や し お

～松伏
ま つ ぶ し

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

東日本高速道路（株） 

起終点 
 自：埼玉県八潮

や し お

市八條
はちじょう

 

 至：埼玉県北葛飾
き た か つ し か

郡松伏
ま つ ぶ し

町田島
た じ ま

 
延長 9.5km 

事業概要  

一般国道4号東埼玉道路（八潮～松伏）は、埼玉県東部地域の交通混雑緩和や地域振興を支援する規格の

高い道路ネットワークの強化、災害時の代替路確保を目的とした埼玉県八潮市八條から埼玉県北葛飾郡松伏

町までの延長9.5㎞の道路事業である。 

R2年度事業化 S63年度都市計画決定 R4年度用地着手 R4年度工事着手 

全体事業費 約2,130億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約4％ 供用済延長 － 

計画交通量 20,500～40,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1,556/1,642円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,213/2,213億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3  

5.7% 

事 業 費：1,447/1,533億円 

維持管理費：109/109億円 

 

走行時間短縮便益：2,166/2,166億円 

走行経費減少便益：29/29億円 

交通事故減少便益：18/18億円 

令和６年 (

参
考) 

2.0 〔2%〕 

2.5 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.4  

6.1% 

交通量 B/C=1.2～1.5（±10％） 交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 

(

参
考) 

2.1 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.5（±10％） 事業費 B/C=1.3～1.6（±10％） 

2.6 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.4（±20％） 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通混雑の緩和および交通事故の減少 

 ・国道4号現道には、「首都圏渋滞ボトルネック対策協議会」により主要渋滞箇所と特定された交差点が多数

存在しており、特に神明町交差点や新善町交差点での速度低下が顕著。 

 ・国道4号現道の事故類型別事故発生状況は、車両相互の追突事故が約6割。 

 ・東埼玉道路（八潮～松伏）の整備により、現道の交通の転換が図られ、交通渋滞緩和及び交通事故の減少

に期待。 

（２）周辺地域の開発に寄与 

 ・東埼玉道路沿線では、土地区画整理事業や大型物流施設、大規模店舗が立地し、新規産業団地について

も整備中。 

 ・東埼玉道路の整備は、開発事業を支援するとともに、地域経済の活性化に寄与。 

 ・沿線に立地する企業等からも整備への期待の声。 

（３）物流の効率化による生産性の向上 

 ・東埼玉道路が整備されることで、円滑な物流を確保でき、千葉県湾岸地区方面との行き来や、春日部・五霞

方面への行き来のアクセス性が向上することで、産業活動の生産性が向上。 

 ・また、東埼玉道路が整備されることで、高速道路ICへ15分以内に到着できる地域が拡大することで物流の

効率化による生産性の向上に寄与。 

（４）道路ネットワーク強化による災害時の支援 

 ・近年の豪雨や台風では、国道4号において冠水による通行止めが発生し、長時間に渡って緊急車両やトラッ

クが通行不可となった。 

 ・東埼玉道路専用部が整備されることで、浸水が想定される区間を避ける道路ネットワークとして機能し災害

時の支援活動や物資輸送に役立つ。 

関係する地方公共団体等の意見  

 ・埼玉県知事の意見： 

東埼玉道路は、東北道や常磐道を補完し、国道４号の渋滞緩和や地域の活性化、災害時の緊急輸送道

路としての役割を担う、非常に重要な道路です。 



自動車専用部の整備については、引き続きコスト縮減に十分留意するとともに、地元の６市１町が検討し

ているＢＲＴなど新たな交通システムの導入に支障が生じないよう配慮し、早期に整備を進めるようお願いし

ます。 

また、未事業化となっている松伏町田島から春日部市下柳までの早期事業化、国道１６号から圏央道まで

の区間における計画の具体化について、特段の御配慮をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 ・令和2年度、草加柿木フーズサイトが完成、 令和3年12月より団地内施設稼働開始。 

 ・令和4年9月、外環八潮スマートインターチェンジ（仮称）が事業化。 

 ・令和4年9月、松伏・田島地区産業団地が完成、今後順稼働開始予定。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・昭和63年度に都市計画決定、令和2年度に事業化。 

 ・令和4年度に用地・工事着手。 

 ・用地進捗率は約51％（令和6年3月末時点）。 

 ・工事については橋梁下部工事に向けた現道切り回し工事を実施中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・軟弱地盤層への対応のため、盛土から橋梁構造に変更したことにより時間を要しているが、早期完成を目

指し、用地取得・調査設計・工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・交差条件の変更による増加、軟弱地盤層の確認による増加、液状化層の確認による増加により、事業費増

加。 

 ・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担  当  課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道464号 北
き た

千葉
ち ば

道路
ど う ろ

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 
 

千葉県 

起終点 
 自：千葉県印西

いんざい

市若萩
わかはぎ

 

 至：千葉県成田
な り た

市押畑
お し は た

 延長 

9.8km 
 

直轄：5.6km 

県  ：4.2km 

事業概要  

一般国道464号は、千葉県市川市を起点に成田市に至る延長約43kmの主要幹線道路である。 

北千葉道路は、県西地域と成田国際空港との道路ネットワークの機能強化・アクセス向上、緊急輸送道路ネ

ットワークの強化、成田市内の安全性向上を目的とした延長9.8kmのバイパス事業である。 

H17年度事業化 H17年度都市計画決定 H17年度用地着手 H17年度工事着手 

全体事業費 約974億円 

直轄：534億円 

県  ：440億円 

事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約87％ 供用済延長 9.8km 

計画交通量 29,200～35,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

123/1,477億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

392/2,036億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4  

5.0% 

事 業 費： 111/1,464億円 

維持管理費：  11/  13億円 

 

走行時間短縮便益： 364/1,801億円 

走行経費減少便益：  23/ 199億円 

交通事故減少便益： 4.5/  35億円 

令和６年 (

参
考) 

2.2 〔2%〕 

2.8 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.2  

14.6% 

交通量 B/C=1.2～1.5（±10％） 交通量 B/C=2.9～3.5（±10％） 

(

参
考) 

4.5 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.4（±10％） 事業費 B/C=2.9～3.5（±10％） 

5.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.4（±20％） 事業期間 B/C=3.1～3.3（±20％） 

事業の効果等  

（１）道路ネットワークの機能強化・アクセス向上 

 ・北千葉道路の整備により、東西方向の道路ネットワークが強化され、成田国際空港へのアクセス性が向上。 

（２）緊急輸送道路ネットワークの強化 

 ・「千葉県地域防災計画」において指定されている緊急輸送道路の一次路線のうち、千葉県北西部の東西を 

  結ぶ路線は国道464号及び並行する国道356号、国道296号となるが各路線とも2車線であり、いずれも緊急 

  輸送道路として脆弱。 

 ・東日本大震災等の大規模災害を踏まえ、円滑な支援物資の供給のため、多重化による代替性を確保する 

  など災害に強い道路ネットワークの整備が必要。北千葉道路の整備により、災害に強いネットワークを構築。 

（３）安全性の向上 

 ・北千葉道路の開通（一部暫定2車線）により、並行する現道等で死傷事故件数が2割減少し、安全性の向 

  上に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

 ・千葉県知事の意見： 

一般国道464号北千葉道路は、機能強化が進められる成田国際空港と外環道を最短で結び、国際競争

力の強化や災害時における緊急輸送道路として機能するとともに、沿線地域における慢性的な交通渋滞な

どの課題を解決する、大変重要な道路である。 

このため、県としては、国施工区間や県施工区間の事業の推進とともに、未事業化区間の地籍調査等に

より事業の実施環境を整えるなど、北千葉道路の早期全線開通に向け沿線市とともに取り組んでいる。 

ついては、本評価の対象区間の早期完成に向け事業を推進し、コスト縮減を図るなど、効率的な事業推進

に努められたい。 

  



事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

平成22年に鉄道事業（成田スカイアクセス）が開業。 

令和3年度に北千葉道路（市川・松戸）が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・平成17年度に事業化。 

 ・用地進捗率は100％（令和6年3月末時点）。 

 ・平成31年3月に全線暫定（2車）開通済み。 

 ・機能補償道路等の整備を実施中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・今後、暫定供用の交通状況および隣接事業の進捗状況を鑑みながら、全線４車線整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担  当  課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道357号 湾岸
わんがん

千葉
ち ば

地区
ち く

改良
かいりょう

（蘇
そ

我
が

地区
ち く

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：千葉県千葉

ち ば

市中央
ちゅうおう

区塩田町
し お た ち ょ う

 

 至：千葉県千葉
ち ば

市中央
ちゅうおう

区問屋町
と ん や ち ょ う

 
延長 5.0km 

事業概要  

一般国道357号東京湾岸道路は、千葉県を起点に東京・川崎・横浜の臨海部を経て横須賀に至る主要幹線

道路である。 

湾岸千葉地区改良（蘇我地区）は、地域高規格道路である千葉中環状道路の一部を形成し、蘇我副都心周

辺の交通渋滞の緩和、交通安全の確保、道路ネットワーク機能の強化を目的とした延長5.0kmの事業である。 

H29年度事業化 S44年度都市計画決定 R4年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約265億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約8％ 供用済延長 － 

計画交通量 52,500～70,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

208/234億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

516/516億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.2  

9.5% 

事 業 費： 191/217億円 

維持管理費：  17/ 17億円 

 

走行時間短縮便益： 494/494億円 

走行経費減少便益：  19/ 19億円 

交通事故減少便益： 2.8/ 2.8億円 

令和６年 (

参
考) 

3.2 〔2%〕 

4.1 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.5  

11.2% 

交通量 B/C=2.0～2.4（±10％） 交通量 B/C=2.2～2.7（±10％） 

(

参
考) 

3.6 〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.4（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

4.5 〔1%〕 事業期間 B/C=2.1～2.3（±20％） 事業期間 B/C=2.4～2.6（±20％） 

事業の効果等  

（１）交通渋滞の緩和・交通安全の確保 

 ・国道357号のポートアリーナ前交差点、稲荷交差点、蘇我陸橋南交差点等は主要渋滞箇所に特定されてお 

  り、速度低下が発生。 

 ・国道357号の事故類型別事故発生状況は、車両相互の追突事故が約7割。 

 ・湾岸千葉地区改良（蘇我地区）の整備により、交通渋滞の緩和や交通事故の減少が見込まれる。 

（２）道路ネットワーク機能の強化 

 ・湾岸千葉地区改良（蘇我地区）は、地域高規格道路である千葉中環状道路の一部を形成し、千葉都市圏の

環状道路計画の一端を担う。 

（３）千葉港の産業活動の支援 

 ・千葉港は首都圏の原油の5割を出荷。また、完成自動車取扱量は全国2位。 

 ・湾岸千葉地区改良（蘇我地区）は、円滑な物流を確保し、首都圏へのエネルギー供給支援、物流効率化に 

  寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

 ・千葉市長の意見： 

一般国道357号は、千葉市において「幕張新都心」「千葉都心」「蘇我副都心」の三都心を結ぶ重要な幹線

道路であり、沿道には、国際拠点港湾「千葉港」や広域防災拠点の「蘇我スポーツ公園」などが立地し、産業

・防災の面において不可欠な幹線道路である。 

事業区間については、主要渋滞箇所が連坦し、物流の効率化や緊急活動等を阻害していることから、供

用した千葉地区に続き整備されることにより、輸送時間の短縮による生産性の向上や定時性の確保が期待

される。 

このため、必要な予算を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。 

さらに、事業推進にあたっては、より一層のコスト縮減を図るなど、効率的な事業推進に努めて頂きたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

社会情勢等について大きな変化は見られない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 ・平成29年度に事業化。 

 ・用地進捗率は約1％（令和6年3月末時点）。 

 ・令和4年度より、用地取得に着手。用地取得と併せて、道路設計を実施中。 

 ・今後の進捗に応じて物価・労務費上昇の影響を精査。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 ・用地取得に向けて、用地測量・物件調査等を実施中。 

 ・引き続き、用地の取得を推進するとともに、早期開通に向け事業促進を図る。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道52号 上石
かみいし

田
だ

改良
かいりょう

 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：山梨県甲府

こ う ふ

市富竹
と み た け

一丁目 

 至：山梨県甲府
こ う ふ

市 寿 町
ことぶきちょう

 
延長 1.0km 

事業概要  

一般国道52号は、静岡県静岡市から山梨県甲府市に至る幹線道路である。 

上石田改良は、甲府市内を流れる荒川や貢川に架かる橋の架け替えや4車線化による交通円滑化、拡幅・

線形改良と歩道設置による交通安全の確保、定時性の向上、防災拠点等へのアクセス性向上を目的とした、

甲府市富竹一丁目から甲府市寿町までの延長1.0kmの4車線の拡幅事業である。 

H8年度事業化 
S21年度都市計画決定 

S43年度都市計画変更 
H16年度用地着手 H17年度工事着手 

全体事業費 143億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約99％ 供用済延長 0.75km 

計画交通量 24,500～31,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

5.9/257億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

185/286億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1  

4.3% 

事 業 費： 4.2/ 249億円 

維持管理費： 1.7/ 8.2億円 

 

走行時間短縮便益： 164/ 264億円 

走行経費減少便益： 19/ 22億円 

交通事故減少便益： 2.5/ 0.22億円 

令和6年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 31.2  

96.3% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=31.0～38.5（±10％） 

(

参
考) 

40.3 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.1（±10％） 事業費 B/C=29.2～33.6（±10％） 

46.1 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.1（±20％） 事業期間 B/C=30.2～31.2（±20％） 

事業の効果等  

① 交通渋滞の緩和・交通事故の減少 

・国道52号（現道）には、主要渋滞箇所が存在しており、貢川橋西詰交差点、貢川交番前交差点、貢川交差点

などで速度低下が顕著で、車両事故の約5割が追突事故となっている。 

・残る1工区の整備により、交通が4車線区間に転換し、交通渋滞の緩和、交通事故の減少が見込まれる。 

② 定時性の向上 

・国道52号（現道）は、甲府駅～韮崎駅方面を結ぶ路線バスが利用しており、定時性の確保が望まれる。 

・現道上には主要渋滞箇所が3箇所あり、2工区開通前は混雑時と非混雑時で所要時間の差が約2分発生。 

・2工区の開通後、混雑時と非混雑時の所要時間の差が減少し、定時性が向上。 

・残る1工区の開通により、現道区間における更なる定時性の向上が期待。 

③ 防災拠点等へのアクセス性の向上 

・曽根丘陵断層帯を震源とする大地震において、甲府市上石田は震度6弱～震度7の想定。 

・国道52号（現道）は第一次緊急輸送道路や代替・補完路（重要物流道路から防災拠点等へのルート）に指

定。 

・荒川橋の架替えにより耐震性が向上し、地震時の甲府昭和ICから市内中心部へのアクセス性が向上。 

・残る1工区の4車線道路の整備により、市内中心部から西側の指定避難所へのアクセス性向上が見込まれ

る。 

④ 交通安全の確保 

・歩行空間が狭小な現道に対し、 4車線化区間は歩道や自転車通行帯の設置により、歩行者や自転車の

安全でスムーズな通行を実現。 

・2工区の現道区間は、2工区の開通後に歩行者・自転車の事故件数が減少。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

・山梨県知事の意見：  

一般国道52号は甲府都市圏の重要な幹線道路であり、上石田改良の整備は、交通渋滞の緩和による定

時性の向上、安全な通行の確保、防災拠点へのアクセス性向上などが期待される、地域の発展に欠かせな

い重要な事業である。 

すでに、2工区（荒川橋から甲府南アルプス線（通称アルプス通り））は供用されているが、残る1工区が未

整備であるため、依然、国道52号（現道）の貢川交番前交差点を中心に渋滞が慢性的に発生している状況

である。 

このため、事業効果を最大限に発揮すべく、早期に残る1工区の供用に向け取り組んでいただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・甲府市内では、国道52号に接続する都市計画道路和戸町竜王線（中央四丁目工区）が令和4年12月に開

通。 

・国道52号上石田改良と接続する（主）中央南アルプス線につながる新山梨環状道路（桜井～塚原）が令和

6年度に新規事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和21年度に都市計画決定、昭和43年度に都市計画変更、平成8年度に事業化、平成16年度に用地着手、

平成17年度に工事着手。 

・2工区（荒川橋～アルプス通）の0.75ｋｍは平成26年4月に4車線開通。 

・用地進捗率は約96％（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・現況交通を確保しながらの拡幅工事を実施する計画となったため、切り回し等に時間を要した。 

・引き続き、用地取得、工事の促進を図り、早期の全線開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・施工計画（施工ステップ）の変更及び切り回し費用に伴う増額、労務費・材料単価の上昇により、事業費が

増加。 

・暗渠タイプの街渠縦断管から、路面に連続的な集水スリットがある「都市型側溝」へ見直しすることで、コス

ト縮減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道18号 坂城
さ か き

更埴
こうしょく

バイパス（坂城町
さ か き ま ち

区間） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：長野県埴科

は に し な

郡坂城町
さ か き ま ち

南 条
みなみじょう

 

 至：長野県埴科
は に し な

郡坂城町
さ か き ま ち

上五明
か み ご み ょ う

 
延長 3.8km 

事業概要  

一般国道18号は、群馬県高崎市から新潟県上越市へ至る延長約194kmの主要幹線道路である。 

坂城更埴バイパス（坂城町区間）は、交通渋滞の緩和、交通事故の減少及び救急医療施設へのアクセス性

向上を目的とした、埴科郡坂城町南条から同町上五明までの延長3.8km、4車線のバイパス事業である。 

H23年度事業化 S60年度都市計画決定 H25年度用地着手 H29年度工事着手 

全体事業費 約120億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約53％ 供用済延長 － 

計画交通量 13,200～23,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

99/351億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

478/478億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4(2.1)  
5.3% 

(7.7%) 

事 業 費： 71/323億円 

維持管理費： 28/28億円 

 

走行時間短縮便益：417/417億円 

走行経費減少便益：45/ 45億円 

交通事故減少便益：17/ 17億円 

令和6年 (

参
考) 

2.1(3.2) 〔2%〕 

2.7(4.1) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.8(4.6)  
21.1% 

(19.3%) 

交通量 B/C=1.0～1.7（±10％） 交通量 B/C=3.7～5.9（±10％） 

(

参
考) 

6.5(6.2) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.4（±10％） 事業費 B/C=4.5～5.2（±10％） 

7.6(7.4) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=4.5～4.9（±20％） 

事業の効果等  

① 安全性の向上 

・国道18号現道を利用する車両のうち、千曲市・坂城町に発着しない通過交通が約6割を占める。 

・坂城更埴バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、交通混雑の緩和、交通事故減少に期待。 

②沿線地域の開発・発展等の支援（物流） 

・坂城更埴バイパス沿線には、工業団地が概成、造成中となっており、千曲市、坂城町に立地する企業の業

種別売上のうち約8割を占める製造業の出荷額も増加傾向。工業団地の中には、バイパスの整備効果を期

待し立地を決定した企業も存在。 

・坂城更埴バイパスの整備により、沿線工業団地から高速道路へのアクセス性が強化され、工業振興、雇用

創出の増加に期待。 

③観光活性化の支援 

・坂城更埴バイパス沿線には、戸倉上山田温泉などの温泉施設、上田城跡やおばすて田毎の月など多数の

観光地が存在しており、コロナ禍前の観光客数は年間約140～160万人で推移、近年は回復傾向。 

・坂城更埴バイパスの整備により、点在する観光地が結ばれ、観光周遊の促進、観光活性化を支援。 

④迅速な救急医療活動の支援 

・千曲市および坂城町では、主要渋滞箇所が多数存在し、救急搬送に支障をきたしている。 

・坂城更埴バイパスの整備により、救命救急医療施設である篠ノ井総合病院から30分到達圏域が広がり、

救急医療施設へのアクセス性が向上し、迅速な救急医療活動を支援。 

⑤沿線地域の防災力向上への寄与 

・国道18号現道は、洪水浸水想定区域を通過しており、河川氾濫の際、影響を受けるおそれがあり、災害時

の円滑な移動が懸念。 

・坂城更埴バイパスの整備により国道18号現道の代替路が形成されることで、沿線地域の防災力が向上。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

・長野県知事の意見： 

一般国道18号は、本県及び国土の骨格となる重要な道路であり、「坂城更埴バイパス（坂城町区間）」は、

地域における交通の安全・円滑化、高規格幹線道路へのアクセス性向上、観光の活性化に必要不可欠な事

業です。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要望します。 

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和5年9月、上信越自動車道 (仮称)屋代スマートインターチェンジが事業化。 

・令和6年3月、主要地方道 坂城インター線(坂城町中之条工区 L=0.4km)が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和60年度都市計画決定、平成23年度事業化、平成25年度より用地取得着手、平成29年度より工事着

手。 

・用地進捗率は約87%（令和6年3月末時点）。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・用地移転に時間を要しているが、引き続き早期完成を目指し、用地取得、工事を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・労務費・材料単価の上昇に伴い、事業費増加。 

・防草タイプのブロックを配置し、除草作業の省略を図ることで、維持管理費を低減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、坂城更埴バイパス（坂城町区間）～坂城更埴バイパス（延伸）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象に

した場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課   

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道18号 坂城
さ か き

更埴
こうしょく

バイパス（延伸） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：長野県千曲

ち く ま

市稲荷山
い な り や ま

 

 至：長野県長野
な が の

市篠
し の

ノ
の

井
い

塩崎
し お ざ き

 
延長 2.6km 

事業概要  

一般国道18号は、群馬県高崎市から新潟県上越市へ至る延長約194kmの主要幹線道路である。 

坂城更埴バイパス（延伸）は、交通渋滞の緩和、交通事故の減少及び救急医療施設へのアクセス性向上を

目的とした、千曲市稲荷山から長野市篠ノ井塩崎までの延長2.6km、暫定2車線のバイパス事業である。 

H20年度事業化 S60年度都市計画決定 H22年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費 約186億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約83％ 供用済延長 － 

計画交通量 10,100～12,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

99/351億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

478/478億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4(0.9)  
5.3% 

(3.4%) 

事 業 費： 71/323億円 

維持管理費：  28/28億円 

 

走行時間短縮便益：417/417億円 

走行経費減少便益：45/ 45億円 

交通事故減少便益：17/ 17億円 

令和6年 (

参
考) 

2.1(1.3) 〔2%〕 

2.7(1.7) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.8(4.8)  
21.1% 

(22.5%) 

交通量 B/C=1.0～1.7（±10％） 交通量 B/C=3.7～5.9（±10％） 

(

参
考) 

6.5(6.4) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.4（±10％） 事業費 B/C=4.5～5.2（±10％） 

7.6(7.3) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.5（±20％） 事業期間 B/C=4.5～4.9（±20％） 

事業の効果等  

① 安全性の向上 

・国道18号現道を利用する車両のうち、千曲市・坂城町に発着しない通過交通が約6割を占める。 

・坂城更埴バイパスの整備により、現道の交通の転換が図られ、交通混雑の緩和、交通事故減少に期待。 

②沿線地域の開発・発展等の支援（物流） 

・坂城更埴バイパス沿線には、工業団地が概成、造成中となっており、千曲市、坂城町に立地する企業の業

種別売上のうち約8割を占める製造業の出荷額も増加傾向。工業団地の中には、バイパスの整備効果を期

待し立地を決定した企業も存在。 

・坂城更埴バイパスの整備により、沿線工業団地から高速道路へのアクセス性が強化され、工業振興、雇用

創出の増加に期待。 

③観光活性化の支援 

・坂城更埴バイパス沿線には、戸倉上山田温泉などの温泉施設、上田城跡やおばすて田毎の月など多数の

観光地が存在しており、コロナ禍前の観光客数は年間約140～160万人で推移、近年は回復傾向。 

・坂城更埴バイパスの整備により、点在する観光地が結ばれ、観光周遊の促進、観光活性化を支援。 

④迅速な救急医療活動の支援 

・千曲市および坂城町では、主要渋滞箇所が多数存在し、救急搬送に支障をきたしている。 

・坂城更埴バイパスの整備により、救命救急医療施設である篠ノ井総合病院から30分到達圏域が広がり、

救急医療施設へのアクセス性が向上し、迅速な救急医療活動を支援。 

⑤沿線地域の防災力向上への寄与 

・国道18号現道は、洪水浸水想定区域を通過しており、河川氾濫の際、影響を受けるおそれがあり、災害時

の円滑な移動が懸念。 

・坂城更埴バイパスの整備により国道18号現道の代替路が形成されることで、沿線地域の防災力が向上。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

・長野県知事の意見： 

一般国道18号は、本県及び国土の骨格となる重要な道路であり、「坂城更埴バイパス（延伸）」は、地域にお

ける交通の安全・円滑化、高規格幹線道路へのアクセス性向上、観光の活性化に必要不可欠な事業です。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要望します。 

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和5年9月、上信越自動車道 (仮称)屋代スマートインターチェンジが事業化。 

・令和6年3月、主要地方道 坂城インター線(坂城町中之条工区 L=0.4km)が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和60年度都市計画決定、平成20年度事業化、平成22年度より用地取得着手、平成26年度より工事着手。 

・用地進捗率は約99%（令和6年3月末時点）。 

・平成30年11月に稲荷山トンネル（延長174m）貫通、令和6年度に稲荷山トンネル舗装完成。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・埋蔵文化財調査において多くの遺構・遺物が出土したことにより調査に時間を要しているが、引き続き早期

完成を目指し、用地取得、工事を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・埋蔵文化財調査費用の増加、労務費・材料単価の上昇に伴い、事業費増加。 

・既存水路の付け替えを計画していたが、協議の結果流下方向を見直し、付替延長を短縮。 

・防草タイプのブロックを配置し、除草作業の省略を図ることで、維持管理費を低減。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、坂城更埴バイパス（坂城町区間）～坂城更埴バイパス（延伸）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象に

した場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏     
 

事業名 一般国道158号 奈川
な が わ

渡
ど

改良 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

起終点 
 自：長野県松本

ま つ も と

市奈川
な が わ

 

 至：長野県松本
ま つ も と

市安曇
あ づ み

 
延長 2.2km 

事業概要  

一般国道158号は、福井県福井市から長野県松本市へ至る延長約250kmの幹線道路である。 

奈川渡改良は、防災危険箇所の回避や線形不良箇所、大型車すれ違い困難箇所の解消を目的とした、松

本市奈川から同市安曇までの延長2.2km、2車線の道路事業である。 

H23年度事業化 H - 年度都市計画決定 H24年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費 約211億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約65％ 供用済延長 － 

計画交通量 9,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

76/225億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

141/141億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 0.6  

2.1% 

事 業 費： 67/215億円 

維持管理費： 9.4/ 9.4億円 

 

走行時間短縮便益：112/112億円 

走行経費減少便益： 25/ 25億円 

交通事故減少便益： 3.9/ 3.9億円 

令和6年 (

参
考) 

0.98 〔2%〕 

1.3 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.9  

8.1% 

交通量 B/C=0.5～0.6（±10％） 交通量 B/C=1.5～1.9（±10％） 

(

参
考) 

2.7 〔2%〕 事業費 B/C=0.6～0.6（±10％） 事業費 B/C=1.7～2.0（±10％） 

3.2 〔1%〕 事業期間 B/C=0.6～0.7（±20％） 事業期間 B/C=1.7～2.0（±20％） 

事業の効果等  

①防災危険箇所の回避、大型車すれ違い困難箇所の解消、線形不良箇所の解消 

・国道158号の奈川渡改良並行区間には、防災危険箇所が11箇所、大型車のすれ違いが困難なトンネルが

4箇所存在。 

・線形不良箇所が多数存在し、これらの箇所で急ブレーキをかける車両が多い。また、トンネルの出入口付

近ではすれ違い停車時の追突事故が発生するなど、交通事故の危険性が高い状況。 

・奈川渡改良の整備により、国道158号現道に複数ある防災危険箇所や大型車すれ違い困難箇所、線形不

良箇所を回避し、安全性・走行性が向上。 

②災害時の機能確保 

・国道158号現道では自然災害や交通事故などにより通行止めが発生すると大幅な迂回が必要。 

・奈川渡改良の整備により、長野県と岐阜県を結ぶ主要幹線道路での防災危険箇所の回避が図られ、通行

止めによる大幅な迂回リスクが低減し、当該地域で重要な支援拠点への結びつきの改善に寄与。 

③救急医療の支援 

・国道158号現道の通行止め時には、高山市側の消防署へ応援を要請している。 

・奈川渡改良の整備により、通行止め発生リスクが低減され、松本西部地域から松本市街地への救急搬送

等、救急医療活動を支援。 

④観光産業の活性化 

・松本市西部地域（旧安曇村、旧奈川村）には、県内有数の観光地である上高地等、複数の観光地が位置

しており、これらの観光地の利用者数は松本市全体の約4割を占めるなど、観光面における需要が高い。 

また、当該区間は休日に交通量が大きく増加しており、観光シーズンの休日交通量は平日の約1.6倍。 

・奈川渡改良の整備により、上高地等の松本市西部地域へのアクセスルートの安全性・走行性・輸送の円滑

性が向上し、観光産業の活性化を支援。 

⑤費用便益分析に含まれない効果 

・災害時等における通行止めの回避による効果、救急救命率向上による効果、休日交通を考慮した効果に

加えて、冬期交通を考慮した効果も確認。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

・長野県知事の意見： 

一般国道158号は、本県及び国土の骨格を形成し、災害時等における広域的な代替迂回路としても機能

する重要な道路です。 

また、「特別名勝・特別天然記念物」である上高地をはじめ、県内有数の観光地が数多く存在するこの地

域への唯一のアクセス道路でもあることから、県内だけでなく、他県からの観光客も数多く利用しています。 

その一方で、急峻な山岳地帯を通過するため、幅員狭小で、すれ違いが困難なトンネルが数多くあり、観

光シーズンには慢性的に交通渋滞が発生し、交通事故も多数発生しています。 

「奈川渡改良」は、防災危険箇所や大型車すれ違い困難箇所等の回避・解消、災害時等における救急医

療の支援、観光の活性化に必要不可欠な事業です。 

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保と早期完成に向けた事業の推進を強く要望します。 

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

事業の継続を了承する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

地元情勢の変化等事業を巡る社会経済情勢等に変化が見られない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成23年度に事業化（権限代行）、平成24年度より用地取得着手、平成26年度より工事着手。 

・用地進捗率は100%（令和6年3月末時点）。 

・令和5年5月に大白川大橋の架設が完了。令和6年3月に新入山トンネルの工事を契約し、掘進準備中。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・関係機関との調整による交通規制の制約を考慮したトンネル線形の見直しと、観光シーズンの施工制約に

伴う施工計画の見直しが必要となり、新入山トンネルの施工に時間を要する見込み。 

・引き続き新入山トンネルの設計・工事の促進を図り、早期完成を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・トンネルの線形見直しに伴い、奈川渡1号トンネル施工方法検討委員会での審議等を受け、関係機関との

協議の結果、以下について変更する必要が生じたことにより事業費増加。 

①線形見直しに伴うトンネル延長の増加及び掘削断面積増加等に伴う補助工法の変更 

②トンネル断面形状が段階的に変化することに伴う覆工打設方法の変更 

③施工時における通行車両の安全性確保のためのプロテクターの変更 

・トンネル内の照明灯を高性能LED照明に変更することにより、従来のLED照明より灯具の設置数量の低減

を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道8号 栄
さかえ

拡幅 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
自：新潟県三条

さんじょう

市一
ひ と

ツ
つ

屋敷
や し き

新田
し ん で ん

 

至：新潟県三条
さんじょう

市千
せん

把
ば

野
の

新田
し ん で ん

 
延長 3.2km 

事業概要  

・一般国道8号栄拡幅の整備により、主要渋滞箇所が解消し、円滑な交通ネットワークを形成するとともに、現道

の死傷事故が減少することで国道8号及び沿線地域の安全性向上を図る。 

また、物流拠点間の速達性が向上し、地域産業の支援に寄与するものである。 

R4年度事業化 H15年度都市計画決定 用地未着手    - 年度工事着手 

全体事業費 150億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約1％ 供用済延長 - km 

計画交通量 28,000～36,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

141/142億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

212/212億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.5  

   6.7% 

事 業 費：117/118億円 

維持管理費： 24/ 24億円 

走行時間短縮便益： 181/181億円 

走行経費減少便益：  29/ 29億円 

交通事故減少便益：  2.4/ 2.4億円 
令和6年 (

参
考) 

2.1 〔2%〕 

2.5 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.5  

   6.8% 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=1.4～1.7（±10％） 

(

参
考) 

2.1 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 

2.5 〔1%〕 事業期間 B/C=1.4～1.5（±20％） 事業期間 B/C=1.5～1.6（±20％） 

事業の効果等  

①走行時間の短縮 

・事業区間は2車線のため交通容量が不足し、主要渋滞箇所が4箇所存在 

・4車線化により交通容量が拡大し、区間全体の旅行速度が向上 

（整備なし33km/h→整備あり46km/h 13km/h向上） 

②冬期交通の確保 

・路肩の堆雪により、沿道施設へ流入する際に後続車の通り抜けができず長い滞留が発生 

・4車線化により、冬期交通の円滑化及び交通混雑緩和が期待 

③交通事故の減少 

・交通混雑や沿道施設への出入りに起因する事故が多発し、事故危険区間が2箇所存在 

・4車線化により、走行速度の異なる車両が分離され、交通事故の減少が期待 

（整備なし12件/年→整備あり9件/年3件/年削減） 

④地域産業の活性化 

・沿線に新たな工業団地が分譲中であり、国道8号の交通量が増加と更なる混雑悪化が懸念 

・4車線化により、工業団地や北陸自動車道栄スマートICへのアクセスが向上し、沿線地域の産業活性化が期待 

関係する地方公共団体等の意見  

【新潟県知事】 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。 

本事業は、地域経済の発展や産業振興に寄与することに加え、災害に強い幹線道路ネットワーク形成のための

道路整備として、本県にとって重要な事業と認識しております。 

今後もコスト縮減に努めつつ、着実な整備をお願いします。併せて、本県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担

適正化計画に基づき、毎年度における投資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事業の実施に当

たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担金の平準化などをお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり、事業継続することが妥当。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業を巡る社会経済情勢等の変化が見られない 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率0%、事業進捗率約1%（令和6年3月末時点） 

・残事業の内容：調査設計、用地買収、改良工事 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・地元との設計協議を推進し、完了した地区より用地測量を行い、用地買収・工事に着手する予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・施工にあたっては、新技術や建設発生土の有効活用等により、コスト縮減を図る 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業の進捗見込からも、引き続き

事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

広域図 位置図 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道116号吉田
よ し だ

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備

局 

起終点 
自：新潟県 燕

つばめ

市熊
くまの

森
も り

 

至：新潟県新潟
にいがた

市西蒲
に しかん

区高橋
たかはし

 
延長 11.5km 

事業概要  

・一般国道8号栄拡幅の整備により、主要渋滞箇所が解消し、円滑な交通ネットワークを形成するとともに、現道

の死傷事故が減少することで国道8号及び沿線地域の安全性向上を図る。 

また、物流拠点間の速達性が向上し、地域産業の支援に寄与するものである。 

R2年度事業化 R元年度都市計画決定 R4年度用地着手    - 年度工事着手 

全体事業費 350億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約2％ 供用済延長 - km 

計画交通量 16,700～32,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

364/371億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  504/504億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4  

   6.3% 

事 業 費：276/283億円 

維持管理費： 88/ 88億円 

走行時間短縮便益：378/378億円 

走行経費減少便益： 93/ 93億円 

交通事故減少便益： 33/ 33億円 

令和6年 (

参
考) 

1.8 〔2%〕 

2.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.4  

   6.5% 

交通量 B/C=1.2～1.5（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.5（±10％） 

(

参
考) 

1.9 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 

2.2 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.4（±20％） 事業期間 B/C=1.4～1.4（±20％） 

事業の効果等  

①渋滞の緩和 

・吉田バイパスの整備により、現道市街地部の渋滞が 緩和され、走行速度が向上。 

 （整備なし:30km/h→整備あり:41km/h 11km/h向上） 

・またバイパスを利用することで、市街地部の通過時間が短縮。 

 （整備なし:22分→整備あり:13分 9分短縮） 

②事故の減少 

・現道部では渋滞に起因した追突事故が多く発生。 

・現道部の渋滞緩和および通過交通がバイパスを利用することで、事故が約１割減少。 

③物流支援・地域産業の活性化 

・当該地域には多くの工業団地が立地し、約６割が国道１１６号を利用。 

・吉田バイパスの整備により、物流の効率化が向上し、地域産業を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

【新潟県知事】 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。 

本事業は、地域経済の発展や産業振興に寄与することに加え、災害に強い幹線道路ネットワーク形成のための

道路整備として、本県にとって重要な事業と認識しております。 

今後もコスト縮減に努めつつ、着実な整備をお願いします。併せて、本県は、厳しい財政状況のもと、公債費負

担適正化計画に基づき、毎年度における投資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事業の実施に

当たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担金の平準化などをお願いします。 

【新潟市長】 

国道116号吉田バイパスは、本市と県央地域との交流・連携の促進や混雑の緩和、防災機能の強化、そして企

業活動の支援など多様な効果が期待されます。 

事業継続にあたっては、全体事業費の抑制のため、更なるコスト縮減に努め、早期供用に向けて速やかな事業

執行をお願いいたします。 



事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり、事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業を巡る社会経済情勢等の変化が見られない 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率約1%、事業進捗率約2%（令和6年3月末時点） 

・残事業の内容：調査設計、用地買収、改良工事 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・事業の早期完成に向けて、用地取得を促進し、早期工事着手を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

・周辺の大規模事業での発生土の有効活用によりコスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業の進捗見込からも、引き続き事

業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

広域図 位置図 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 
一般国道8号 

海側
うみがわ

幹線
かんせん

（今
いま

町
ま ち

～鞍
く ら

月
つ き

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
 今

いま

町
ま ち

～福
ふ く

久
ひ さ

地区：石川県金沢
かなざわ

市今
いま

町
ま ち

～石川県金沢
かなざわ

市千木
せ ぎ

町
ま ち

 

 大河端
お こ ば た

～鞍
く ら

月
つ き

地区：石川県金沢
かなざわ

市大河端
お こ ば た

西
に し

～石川県金沢
かなざわ

市鞍
く ら

月
つ き

 
延長 5.6km 

事業概要  

・一般国道8号海側幹線（今町～鞍月）の整備により、渋滞が緩和され、円滑な交通ネットワークを形成するととも

に、市街地通過交通が海側幹線へ転換し、現道の死傷事故が減少することで、国道8号及び沿線地域の安全性

向上を図る。 

また、金沢港へのアクセス性が向上し、物流の効率化支援に寄与するものである 

R2年度事業化 
H9年度都市計画決定 

（H24年度変更） 
R4年度用地着手    - 年度工事着手 

全体事業費 650億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約1％ 供用済延長 - km 

計画交通量 52,600～82,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   1,682/2,269億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  3,697/4,199億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.9(1.6)  

 7.3% (7.3%) 

事 業 費：1,481/2,057億円 

維持管理費： 190/ 201億円 

更 新 費：  11/  11億円 

走行時間短縮便益：2,952/3,365億円 

走行経費減少便益： 553/ 625億円 

交通事故減少便益： 192/ 208億円 
令和6年 (

参
考) 

2.8(2.3) 〔2%〕 

3.5(2.9) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.2(1.6)  

 9.6% (7.5%) 

交通量 B/C=1.6～2.0（±10％） 交通量 B/C=2.0～2.4（±10％） 

(

参
考) 

3.2(2.4) 〔2%〕 事業費 B/C=1.7～2.0（±10％） 事業費 B/C=2.0～2.4（±10％） 

3.9(2.9) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.8～2.0（±20％） 事業期間 B/C=2.1～2.3（±20％） 

事業の効果等  

① 渋滞の緩和、円滑化 

・海側幹線の本線整備により、今町～乾東間の渋滞が緩和され、海側幹線経由で17.8分、国道8号経由で6.3分

短縮。 

② 事故の減少 

・渋滞緩和により国道8号今町～乾東間の安全性が向上し、年間約101件の死傷事故削減が期待。 

③ 地域産業の支援 

・金沢港から工業団地までの所要時間が海側幹線経由で8分短縮し、物流の効率化を支援。その他円滑な観光

周遊や、救命活動の支援に寄与。 

関係する地方公共団体等の意見  

【石川県知事】 

金沢外環状道路は、国道8号や北陸自動車道と連携して広域交流を促進するとともに、金沢都市圏の外郭を形

成し、交通円滑化を図る重要な路線である。 

このうち海側幹線（今町～鞍月）の事業区間については、並行する国道8号を含めた金沢市街地の渋滞解消や、

日本海側の貨物・クルーズ・賑わいの拠点港である金沢港及び県庁周辺の駅西副都心へのアクセス向上など、

高い効果が期待される。 

また、沿道住民や関連市町からも早期整備を強く求める声が上がっている。 

したがって、事業を継続し、早期の事業効果発現に向け、コスト縮減に努めながら着実に整備を進めていただき

たい。 

事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり、事業継続することが妥当。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業を巡る社会経済情勢等の変化が見られない 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率約1%、事業進捗率約1%（令和6年3月末時点） 

・残事業の内容：調査設計、用地買収、改良工事、橋梁工事等 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・金沢市今町～金沢市鞍月間の調査設計を推進する他、金沢市福久地区他において用地買収を推進するとと

もに早期供用に向けて事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後実施する詳細設計において最適な構造形式の選定や、発生残土の有効活用などを行いコスト縮減を図

る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業の進捗見込からも、引き続き

事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

（※B/Cの値は、○○JCT～○○JCTを対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。） 

広域図 位置図 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道159号 七尾
な な お

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
自：石川県七尾

な な お

市川
かわ

原町
ら ま ち

 

至：石川県七尾
な な お

市下町
し も ま ち

 
延長 4.3km 

事業概要  

・一般国道159号七尾バイパスの整備により、交通混雑の解消、交通事故の低減、高規格道路「能越自動車道」

を構成する七尾氷見道路へのアクセス向上などを目的とした道路事業である。 

H12年度事業化 H11年度都市計画決定 H12年度用地着手    H21年度工事着手 

全体事業費 240億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約53％ 供用済延長 2.7km 

(暫定2車線) 

計画交通量 13,100～23,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

116/358億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

 172/309億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 0.9  

   3.2% 

事 業 費：  88/296億円 

維持管理費：  28/ 62億円 

走行時間短縮便益： 163/281億円 

走行経費減少便益：  8.3/ 24億円 

交通事故減少便益： 0.53/3.8億円 

令和6年 (

参
考) 

1.1 〔2%〕 

1.3 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.5  

   6.9% 

交通量 B/C=0.8～0.9（±10％） 交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 

(

参
考) 

2.0 〔2%〕 事業費 B/C=0.8～0.9（±10％） 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 

2.5 〔1%〕 事業期間 B/C=0.9～0.9（±20％） 事業期間 B/C=1.5～1.5（±20％） 

事業の効果等  

① 渋滞の緩和、円滑化 

・七尾バイパスの整備により、現道拡幅区間の交通容量が拡大し、所要時間が約3分短縮。 

② 事故の減少 

・七尾バイパスの整備により、渋滞が緩和され、年間2.1件の死傷事故削減が期待。 

③ 災害に強いネットワークの向上 

・七尾バイパスの整備により、災害時においても能越自動車道及びのと里山海道と連携して、金沢と奥能登を結

ぶアクセスルートとして第1次緊急輸送道路ネットワークが強化。 

④ 重要港湾七尾港へのアクセス向上 

・七尾バイパスの整備により道路幅員が確保され、LPG搬送の大型車などの円滑な走行や安全性を確保。 

関係する地方公共団体等の意見  

【石川県知事】 

国道１５９号は、七尾市を起点として、中能登地域の主要都市を通過し、金沢市に至る幹線道路であり、このうち

七尾バイパスは、能越自動車道と一体となって広域交流を拡大するとともに、中心市街地や物流拠点となる七尾

港へのアクセス機能の向上を図る上でも重要な路線である。 

北陸新幹線県内全線開業や能越自動車道 七尾氷見道路の全線供用による交通量増加に伴い、川原町から古

府町間で新たな交通混雑が発生していることからも、早期の４車線整備が必要である。このため、七尾バイパス

については、引き続き事業を継続するとともに、コスト縮減に努めつつ着実に整備を進め、早期完成を図っていた

だきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり、事業継続することが妥当。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和4年度 のと里山海道（柳田IC～上棚矢駄IC間）の4車線化が完成。 

・令和5年度 のと里山海道（上棚矢駄IC～徳田大津JCT間）の4車線化に着手。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率約51%、事業進捗率約53%（令和6年3月末時点） 

・残事業の内容：調査設計、用地買収、改良工事等 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・現道拡幅部の測量や設計等を進め、地元協議を引き続き継続し、早期に用地買収、工事着手することにより、

地震被災地の支援につなげる。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後実施する詳細設計において課題解決に向け効率的な施工となるよう検討、コスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業の進捗見込からも、引き続き事

業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

広域図 位置図 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏        
 

事業名 一般国道159号 金沢
かなざわ

東部
と う ぶ

環状
かんじょう

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 
自：石川県金沢

かなざわ

市今
いま

町
ま ち

 

至：石川県金沢
かなざわ

市鈴
すず

見
み

台
だい

 
延長 9.4km 

事業概要  

・一般国道159号金沢東部環状道路は、地域高規格道路「金沢外環状道路」の一部を構成し、金沢市中心部の

交通渋滞緩和、広域的な幹線道路ネットワークの形成、中心部における通過交通の排除などを目的とした延長9.4

㎞の道路事業である。 

S62年度事業化 S60年度都市計画決定 S63年度用地着手    H3年度工事着手 

全体事業費 1,295億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約94％ 供用済延長 7.3km 

計画交通量 25,700～48,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   78/2,803億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

 568/10,655億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 3.8  

   7.8% 

事 業 費：  57/2,689億円 

維持管理費：  21/  114億円 

走行時間短縮便益： 553/9,754億円 

走行経費減少便益：  12/ 785億円 

交通事故減少便益：  2.4/ 116億円 
令和6年 (

参
考) 

5.4 〔2%〕 

6.7 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 7.3  

   29.5% 

交通量 B/C=3.5～4.1（±10％） 交通量 B/C=6.6～8.1（±10％） 

(

参
考) 

9.5 〔2%〕 事業費 B/C=3.8～3.8（±10％） 事業費 B/C=6.8～7.8（±10％） 

10.8 〔1%〕 事業期間 B/C=3.8～3.8（±20％） 事業期間 B/C=7.1～7.5（±20％） 

事業の効果等  

① 渋滞の緩和、円滑化 

・金沢東部環状道路の残事業区間の整備により、円滑な走行環境が確保され、事業区間の走行時間が約5.4

分短縮。 

② 事故の減少 

・金沢東部環状道路の全線整備により並行道路の交通混雑が緩和し、年間約22.5件の死傷事故削減が期待。 

③ 主要観光地へのアクセス向上、地域産業への支援 

・主要観光地へのアクセス向上や、物流効率化による地域経済活動の支援が期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

【石川県知事】 

国道159号金沢東部環状道路は、金沢外環状道路山側幹線の一部を構成する極めて重要な幹線道路であり、平

成18年の山側幹線全線開通により、中心市街地の渋滞が大幅に緩和されるとともに、沿道には商業施設の集積

が進むなど大きな効果が現れている。 

 また、平成24年の鈴見台～東長江間及び平成29年の東長江～神谷内町間、令和5年8月の神谷内～月浦間の

4車線供用により、当該区間の渋滞が大きく改善されたところである。 

 一方で、残る梅田町～月浦町間の2車線区間については、未だ慢性的な交通混雑や交通事故が発生している

ことから、金沢都市圏全体の交通の円滑化を図るとともに、北陸新幹線県内全線開業効果を持続・発展させてい

くためにも、早期の4車線化が必要である。 

このため、金沢東部環状道路については、引き続き事業を継続するとともに、コスト縮減に努めつつ着実に整備

を進め、残る区間の早期4車線化を図っていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり、事業継続することが妥当。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道8号海側幹線(今町～鞍月間)が令和2年度に事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率100%、事業進捗率約94%（令和6年3月末時点） 

・残事業の内容：改良工事、トンネル工事等 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・金沢市月浦町～梅田町間（2.1km）の早期4車線開通を目指して、今年度より森本トンネル（Ⅱ期線）のトンネ

ル工事に着手し、事業を推進予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後実施するトンネル工事の発生残土の有効活用などを行いコスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業の進捗見込からも、引き続き

事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

広域図 位置図 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４７４号 

 三遠
さ ん え ん

南信
な ん し ん

自動車道 飯
いい

喬
だか

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：長野県飯田

い い だ

市山本
や ま も と

 

 至：長野県下伊那
し も い な

郡喬木
た か ぎ

村氏乗
う じ の り

 
延長   ２２．１km 

事業概要  

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約１００kmの高

規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道飯喬道路は、長野県飯田市山本から下伊那郡喬木村氏乗に

至る延長２２．１kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医

療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的に計画された道路である。 

Ｈ４年度事業化 都市計画決定対象外 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手 

全体事業費  １，７２６億円 事業進捗率 

（令和６年３月末時点） 

  約８７％ 

 

供用済延長 １４．６km 

計画交通量       ８，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1,275/8,716億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,830/10,840億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2（1.1）  
4.8％ 

（4.2％） 

事 業 費：1,060/8,172億円 

維持管理費： 190/444 億円 

更 新 費：  24/100 億円 

走行時間短縮便益：3,575/10,222億円 

走行経費減少便益： 224/563  億円 

交通事故減少便益：  31/55   億円 
令和６年 (

参
考) 

1.8（1.7） 〔2%〕 

2.2（2.3） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.0（2.3）  
15.9％ 

（11.1％） 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=2.7～3.3（±10％） 

(

参
考) 

4.0（3.1） 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=2.8～3.3（±10％） 

4.6（3.6） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=2.9～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・利便性の向上が期待できるバス路線(信南交通)が存在する。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートを構成する。 

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

・アクセスが向上する主要な観光地（天龍峡・天竜川下り等）が存在する。 

④安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（飯田市立病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・長野県地域防災計画（R5.2）に第一次緊急輸送路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

⑧他のプロジェクトとの関係 

・他機関との連携プログラム（南信州リニア未来ビジョン）に位置づけられている。 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

三遠南信道路建設促進期成同盟会、三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会等より三遠南信自動車

道の早期全線開通の要望を受けている。 

長野県知事の意見： 

・対応方針（原案）に対して異存ありません。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道（飯喬道路）は、広域ネットワークの構築や災害に強い道路機能の確保、

また救急医療活動の支援など、地域活性化に寄与する極めて重要な高規格道路です。 

・残る３工区においても着実に工事が進められており、沿線地域では早期開通への期待が一層高まっていま

す。引き続き事業を推進し、一日も早い開通をお願いします。 

・なお、事業の実施にあたっては、安全に配慮しつつ、効率的な事業推進、一層のコスト縮減に努められるよう

お願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・下伊那地域のうち、唯一、旧上村・旧南信濃村は、飯田市中心部までの所要時間が６０分以上必要である。 

・旧上村と旧南信濃村は、通行不能区間や雨量等事前通行規制区間に囲まれ、規制発生時には飯田市中心

部へのアクセスが困難である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８７％、用地取得率は１００％。（令和６年３月末時点） 

・飯田山本ＩＣ～天龍峡ＩＣ間（延長７．２ｋｍ）は、平成２０年度に暫定２車線供用。 

・天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ間（延長４．０ｋｍ）は、令和元年度に２車線供用。 

・龍江ＩＣ～飯田上久堅・喬木富田ＩＣ間（延長３．４ｋｍ）は、平成２９年度に２車線供用。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・飯田上久堅・喬木富田ＩＣ～喬木ＩＣ間（延長７．５ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・トンネル発生土の重金属対策においては吸着層工法を採用しており、吸着材については費用対効果が最も

得られる材料に見直しを行い、コスト縮減を図った。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、飯田山本IC～浜松いなさJCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 

三遠南信自動車道

高速道路

調査中区間

一般国道

主要地方道

一般県道

県境

市町村境

凡例

完成開通 未開通

暫定２
車線開通 未開通

○○○○○○○○

完成２
車線開通

(○○ＩＣ) は仮称



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４７４号 

 三遠
さ ん え ん

南信
な ん し ん

自動車道 青
あお

崩
くずれ

峠
とうげ

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：長野県飯田

い い だ

市南信濃
みなみしなの

八重
や え

河内
ご う ち

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区水窪
み さ く ぼ

町
ちょう

奥
お く

領家
り ょ う け

 
延長   ５．９km 

事業概要  

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約１００kmの高

規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道青崩峠道路は、長野県飯田市南信濃八重河内から静岡県浜

松市天竜区水窪町奥領家に至る延長５．９kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害に強い

道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的に計画された道路である。 

Ｓ５８年度事業化 都市計画決定対象外 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手 

全体事業費    ７７２億円 事業進捗率 

（令和６年３月末時点） 

  約７３％ 

 

供用済延長 ０．０km 

計画交通量       ３，２００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1,275/8,716億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,830/10,840億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2（1.5）  
4.8％ 

（5.8％） 

事 業 費：1,060/8,172億円 

維持管理費： 190/444 億円 

更 新 費：  24/100 億円 

走行時間短縮便益：3,575/10,222億円 

走行経費減少便益： 224/563  億円 

交通事故減少便益：  31/55   億円 
令和６年 (

参
考) 

1.8（2.3） 〔2%〕 

2.2（2.9） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.0（9.0）  
15.9％ 

（37.2％） 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=2.7～3.3（±10％） 

(

参
考) 

4.0（12.1） 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=2.8～3.3（±10％） 

4.6（14.2） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=2.9～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートを構成する。 

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。 

③個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

・アクセスが向上する主要な観光地（遠山温泉郷等）が存在する。 

④安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（飯田市立病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

⑧他のプロジェクトとの関係 

・他機関との連携プログラム（南信州リニア未来ビジョン）に位置づけられている。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

三遠南信道路建設促進期成同盟会、三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会等より三遠南信自動車

道の早期全線開通の要望を受けている。 



長野県知事の意見： 

・対応方針（原案）に対して異存ありません。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道（青崩峠道路）は、広域ネットワークの構築や災害に強い道路機能の確

保、また救急医療活動の支援など、地域活性化に寄与する極めて重要な高規格道路です。 

・昨年５月には、青崩峠トンネル（仮称）が貫通し、沿線地域では早期開通への期待が一層高まっています。引

き続き事業を推進し、一日も早い開通をお願いします。 

・なお、事業の実施にあたっては、本県が進めている関連事業（小嵐バイパス）と調整を図るとともに、安全に配

慮しつつ、効率的な事業推進、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 

浜松市長の意見： 

・「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性

化において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高い道路ネットワークを構築す

る重要な道路である。 

・現在、佐久間道路・三遠道路の東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間が令和７年度開通予定、静岡・長野県境の難所である

青崩峠道路においては、青崩峠トンネル（仮称）が昨年貫通、水窪佐久間道路においては工事着手に向けた

調査設計・用地取得を推進されており、全線開通に向けた地元の期待が高まっている。 

・本道路の更なる整備促進とストック効果の早期実現を目指すとともに、青崩峠道路については開通見通しの

早期公表をお願いしたい。なお、事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努

められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道１５２号の長野県と静岡県境は通行不能区間となっているため、越県するには狭隘で脆弱な市道を利用
する必要がある。 

・下伊那地域は事前通行規制区間が多く存在し、平成２２年７月豪雨では通行止めにより旧上村・旧南信濃村
が一時孤立している。 

・平成２２年７月豪雨災害時のような通行止めが発生した場合、救急医療施設へのアクセスが絶たれ、救命救
急が困難な状況となる。 

・遠山郷周辺と静岡県を結ぶ国道１５２号は通行不能区間であるため、観光交流・地域間交流に支障をきたし

ている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約７３％、用地取得率は１００％。（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・小嵐ＩＣ（仮称）～水窪北ＩＣ（仮称）間（延長５．９ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、飯田山本IC～浜松いなさJCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４７４号 

 三遠
さ ん え ん

南信
な ん し ん

自動車道 水窪
み さ く ぼ

佐久間
さ く ま

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：静岡県浜松

はままつ

市天竜
てんりゅう

区水窪
み さ く ぼ

町
ちょう

奥
お く

領家
り ょ う け

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市天竜
てんりゅう

区佐久間
さ く ま

町
ちょう

川合
か わ い

 
延長    １４．０km 

事業概要  

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約１００kmの高

規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道水窪佐久間道路は、静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家から

静岡県浜松市天竜区佐久間町川合に至る延長１４.０㎞の自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、

災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的に計画された道路である

。 

Ｈ３１年度事業化 都市計画決定対象外 R４年度用地着手 工事未着手 

全体事業費    ９００億円 事業進捗率 

（令和６年３月末時点） 

  約３％ 

 

供用済延長 ０．０km 

計画交通量       ７，９００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1,275/8,716億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,830/10,840億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2（1.6）  
4.8％ 

（7.1％） 

事 業 費：1,060/8,172億円 

維持管理費： 190/444 億円 

更 新 費：  24/100 億円 

走行時間短縮便益：3,575/10,222億円 

走行経費減少便益： 224/563  億円 

交通事故減少便益：  31/55   億円 
令和６年 (

参
考) 

1.8（2.3） 〔2%〕 

2.2（2.8） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.0（1.7）  
15.9％ 

（7.5％） 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=2.7～3.3（±10％） 

(

参
考) 

4.0（2.4） 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=2.8～3.3（±10％） 

4.6（2.9） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=2.9～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる。 

・第一種空港（中部国際空港）、第二種空港（富士山静岡空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（御前崎港、三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートが構成される。 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

⑤安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（聖隷三方原病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

三遠南信道路建設促進期成同盟会、三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会等より三遠南信自動車

道の早期全線開通の要望を受けている。 

浜松市長の意見： 

・「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性

化において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高い道路ネットワークを構築す

る重要な道路である。 

・現在、佐久間道路・三遠道路の東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間が令和７年度開通予定、静岡・長野県境の難所である

青崩峠道路においては、青崩峠トンネル（仮称）が昨年貫通、水窪佐久間道路においては工事着手に向けた

調査設計・用地取得を推進されており、全線開通に向けた地元の期待が高まっている。 

・本道路の更なる整備促進とストック効果の早期実現を目指すとともに、青崩峠道路については開通見通しの

早期公表をお願いしたい。なお、事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努

められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・浜松市天竜区佐久間町・水窪町では事前通行規制区間や災害等による通行止めが多く発生しており、道路

ネットワークが脆弱な地域である。 

・浜松市天竜区水窪町は、三次救急医療まで６０分以上を要する高次医療サービスの空白地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約３％、用地取得率は約４９％。（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・水窪ＩＣ（仮称）～佐久間川合ＩＣ間（延長１４．０ｋｍ）について早期供用を目指して整備を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、飯田山本IC～浜松いなさJCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４７４号 

 三遠
さ ん え ん

南信
な ん し ん

自動車道 佐久間
さ く ま

道路・三
さ ん

遠
えん

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：静岡県浜松

はままつ

市天竜
てんりゅう

区佐久間
さ く ま

町
ちょう

川合
か わ い

 

 至：静岡県浜松
はままつ

市浜名
は ま な

区引佐
い な さ

町
ちょう

東黒田
ひ が し く ろ だ

 
延長    ２７．９km 

事業概要  

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約１００kmの高

規格道路である。 

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道佐久間道路・三遠道路は静岡県浜松市天竜区佐久間町川合

から静岡県浜松市浜名区引佐町東黒田に至る延長２７．９kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構

築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的に計画された道路で

ある。 

Ｈ５年度事業化 都市計画決定対象外 Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１５年度工事着手 

全体事業費   ２，０２５億円 事業進捗率 

（令和６年３月末時点） 

  約９７％ 

 

供用済延長 ２０．８km 

計画交通量       ９，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1,275/8,716億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,830/10,840億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2（1.1）  
 4.8％ 

（4.2％） 

事 業 費：1,060/8,172億円 

維持管理費： 190/444 億円 

更 新 費：  24/100 億円 

走行時間短縮便益：3,575/10,222億円 

走行経費減少便益： 224/563  億円 

交通事故減少便益：  31/55   億円 
令和６年 (

参
考) 

1.8（1.6） 〔2%〕 

2.2（1.9） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.0（6.1）  
 15.9％ 

（39.3％） 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=2.7～3.3（±10％） 

(

参
考) 

4.0（7.7） 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=2.8～3.3（±10％） 

4.6（8.7） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=2.9～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる。 

・第一種空港（中部国際空港）、第二種空港（富士山静岡空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（御前崎港、三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・新たに拠点都市間を高規格道路で連絡するルートが構成される。 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（第２次三遠南信地域連携ビジョン）を支援する。 

⑤安全で安心できる暮らしの確保 

・三次医療施設（聖隷三方原病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥安全な生活環境の確保 

・並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少に

より当該区間の安全性の向上が期待される。 

⑦災害への備え 

・静岡県地域防災計画（R5.2）等に第一次緊急輸送路として位置付けられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

・並行区間等の事前通行規制区間の代替路線を形成する。 

 



⑧地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

三遠南信道路建設促進期成同盟会、三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会等より三遠南信自動車

道の早期全線開通の要望を受けている。 

愛知県知事の意見： 

・「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道は、中央自動車道から新東名高速道路や東名高速道路を連絡すること

で、広域的な交流ネットワーク形成に資するとともに、医療機関への到達時間を短縮させる搬送路として、ま

た災害時には緊急輸送道路としての役割を果たす重要な高規格道路である。 

・２０２５年度の開通が予定されている東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間の完成は、奥三河の山間地域から太平洋側の都

市部へのアクセス性を格段に向上させ、地域の安心安全・活性化につながることから、一日も早い開通に向

けて整備促進をお願いしたい。 

・なお、事業実施にあたっては、安全に配慮しつつ、一層のコスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努

められたい。 

浜松市長の意見： 

・「対応方針（原案）」案に対し異議はない。 

・一般国道４７４号三遠南信自動車道は、三遠南信地域を結ぶ地域連携の基軸であり広域交流や物流の活性

化において重要な役割を果たすほか、災害時には「命の道」として、信頼性の高い道路ネットワークを構築す

る重要な道路である。 

・現在、佐久間道路・三遠道路の東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間が令和７年度開通予定、静岡・長野県境の難所である

青崩峠道路においては、青崩峠トンネル（仮称）が昨年貫通、水窪佐久間道路においては工事着手に向けた

調査設計・用地取得を推進されており、全線開通に向けた地元の期待が高まっている。 

・本道路の更なる整備促進とストック効果の早期実現を目指すとともに、青崩峠道路については開通見通しの

早期公表をお願いしたい。なお、事業実施に当たっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業促進に努

められるようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・奥三河・北遠地域は高速道路ネットワークが未形成で、ＩＣアクセスの３０分カバー圏域外である。 

・北遠地域の道路は山岳部という地形のため、防災面で脆弱なネットワークである。 

・県境付近では高齢化の進展等により、救急出動件数が増加傾向にあり、土砂災害等による通行止めで円滑

な救急活動に支障がある。 

・三遠南信自動車道の開通後、南信州と東三河・遠州地域との企業マッチングの割合や企業立地が増加して

いる。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約９７％、用地取得率は１００％。（令和６年３月末時点） 

・鳳来峡ＩＣ～浜松いなさ北ＩＣ間（延長１３．４ｋｍ）は、平成２３年度に２車線供用。 

・浜松いなさ北ＩＣ～浜松いなさＪＣＴ間（延長０．５ｋｍ）は、平成２４年度に２車線供用。 

・佐久間川合ＩＣ～東栄ＩＣ間（延長６．９ｋｍ）は、平成３０年度に２車線供用。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・東栄ＩＣ～鳳来峡ＩＣ間（Ｌ＝７．１ｋｍ）は、令和７年度の供用を予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・橋梁上部工事では、視覚的にイメージしやすいBIM/CIMモデルを活用し、仮組立時に取合いが確認できない

付属物に対しての整合照査や、既設構造物との設置手順のシミュレーション等を実施することで、施工性を向

上させ、作業時間の短縮を図っている。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

 



対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、飯田山本IC～浜松いなさJCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 

佐久間道路・三遠道路    



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏         
 

事業名 一般国道１９号 瑞浪
みずなみ

恵那
え な

道路（瑞浪
みずなみ

～恵那
え な

武並
たけなみ

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：岐阜県瑞浪

みずなみ

市土岐
と き

町 

 至：岐阜県恵那
え な

市武並
たけなみ

町 
延長    ８．２km 

事業概要  

一般国道１９号瑞浪恵那道路（瑞浪～恵那武並）は、岐阜県瑞浪市土岐町から恵那市武並町に至る延長 

８．２kmの道路である。 

本道路は、一般国道１９号の交通の安全性と物流の安定性の確保により、沿線地域における生活・産業活

動を支援するとともに、速達性・定時性の確保等により、リニア開業を見据えた広域観光連携や、円滑な企業

活動、新たな企業立地の進展による民間投資の促進、新たな雇用の創出等を支援することを目的に整備を進

めている。 

Ｈ２７年度事業化 Ｈ２６年度都市計画決定 Ｈ２８年度用地着手 Ｈ２９年度工事着手 

全体事業費    ３１１億円 事業進捗率 

（令和６年３月時点） 

  約６１％ 

 

供用済延長 ０．０km 

計画交通量       １９，９００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  313/540億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

768/768億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4（1.2）  
5.7％ 

（4.7％） 

事 業 費：  244/ 471億円 

維持管理費：   70/  70億円 

更 新 費：    0/   0億円 

走行時間短縮便益：  701/ 701億円 

走行経費減少便益：   58/  58億円 

交通事故減少便益：  8.3/  8.3億円 

令和６年 (

参
考) 

2.2（1.8） 〔2%〕 

2.8（2.2） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.5（2.6）  
10.5％ 

（11.8％） 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=2.2～2.7（±10％） 

(

参
考) 

3.4（3.5） 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

4.1（4.0） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.8（±20％） 事業期間 B/C=2.2～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・リニア岐阜県駅(仮称)の東西アクセス軸を強化する路線である。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・主要な観光地（恵那峡等）へのアクセス向上が期待される。 

④災害への備え 

・第一次緊急輸送道路の中央自動車道と現道の代替路線を形成する。 

⑤地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑥生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

⑦他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・他機関との連携プログラム（第2次岐阜県リニア中央新幹線活用戦略）に位置づけられている。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・瑞浪恵那道路整備促進協議会が早期整備を要望。 

 

 

 



岐阜県知事の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。 

・一般国道１９号瑞浪恵那道路は、第２次岐阜県リニア中央新幹線活用戦略において、リニア岐阜県駅への

アクセス道路として第一次整備計画道路に位置付けられており、リニア中央新幹線の開業効果を最大限波

及させるために、重要な道路となることから、引き続き早期供用に向けた事業の推進をお願いします。 

・事業費については、最新技術の活用などによる徹底したコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・瑞浪恵那道路沿線に新たな工業団地（恵那西工業団地）が開発され令和５年１２月完成。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・瑞浪～恵那武並の事業進捗率は約６１％、用地取得率は約９３％。（令和６年３月末） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・周辺環境の変化等を踏まえ、早期開通を目指し整備を実施していく。 

施設の構造や工法の変更等  

・跨道橋の設計について、構造形式の比較検討を行い、箱型函渠構造に変更することによってコスト縮減を図

る。 

・３次元モデルを活用して施工ステップを可視化することによって、施工時のイメージの視覚化・共有化により

対外説明や施工計画等の作業性が向上し、作業時間の短縮を図る。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

（※B/Cの値は、瑞浪市土岐町～恵那市長島町を対象とした場合、（）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結

果。） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏         
 

事業名 一般国道１９号 瑞浪
みずなみ

恵那
え な

道路（恵那
え な

工区） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：岐阜県恵那

え な

市武並
たけなみ

町 

 至：岐阜県恵那
え な

市長島
お さ し ま

町 
延長    ４．３km 

事業概要  

一般国道１９号瑞浪恵那道路（恵那工区）は、岐阜県恵那市武並町から恵那市長島町に至る延長４．３kmの

道路である。 

本道路は、一般国道１９号の交通の安全性と物流の安定性の確保により、沿線地域における生活・産業活

動を支援するとともに、速達性・定時性の確保等により、リニア開業を見据えた広域観光連携や、円滑な企業

活動、新たな企業立地の進展による民間投資の促進、新たな雇用の創出等を支援することを目的に整備を進

めている。 

Ｈ３０年度事業化 Ｈ２６年度都市計画決定 Ｒ２年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費    ２３８億円 事業進捗率 

（令和６年３月時点） 

  約２１％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量       ２２，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  313/540億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

768/768億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4（1.6）  
5.7％ 

（6.6％） 

事 業 費：  244/ 471億円 

維持管理費：   70/  70億円 

更 新 費：    0/   0億円 

走行時間短縮便益：  701/ 701億円 

走行経費減少便益：   58/  58億円 

交通事故減少便益：  8.3/  8.3億円 
令和６年 (

参
考) 

2.2（2.4） 〔2%〕 

2.8（3.0） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.5（2.0）  
10.5％ 

（8.8％） 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=2.2～2.7（±10％） 

(

参
考) 

3.4（2.9） 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.3～2.7（±10％） 

4.1（3.5） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.8（±20％） 事業期間 B/C=2.2～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・リニア岐阜県駅(仮称)の東西アクセス軸を強化する路線である。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・主要な観光地（恵那峡等）へのアクセス向上が期待される。 

④災害への備え 

・第一次緊急輸送道路の中央自動車道と現道の代替路線を形成する。 

⑤地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑥生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

⑦他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・他機関との連携プログラム（第2次岐阜県リニア中央新幹線活用戦略）に位置づけられている。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・瑞浪恵那道路整備促進協議会が早期整備を要望。 

 

 

 



岐阜県知事の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。 

・一般国道１９号瑞浪恵那道路は、第２次岐阜県リニア中央新幹線活用戦略において、リニア岐阜県駅への

アクセス道路として第一次整備計画道路に位置付けられており、リニア中央新幹線の開業効果を最大限波

及させるために、重要な道路となることから、引き続き早期供用に向けた事業の推進をお願いします。 

・事業費については、最新技術の活用などによる徹底したコスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・瑞浪恵那道路沿線に新たな工業団地（恵那西工業団地）が開発され令和５年１２月完成。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・恵那工区の事業進捗率は約２１％、用地取得率は約７９％。（令和６年３月末） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・周辺環境の変化等を踏まえ、早期開通を目指し整備を実施していく。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデルを活用して施工ステップを可視化することによって、施工時のイメージの視覚化・共有化により

対外説明や施工計画等の作業性が向上し、作業時間の短縮を図る。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

（※B/Cの値は、瑞浪市土岐町～瑞浪市長島町を対象とした場合、（）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用分析効果。） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏         
 

事業名 一般国道１号 浜松
はままつ

バイパス（長鶴
ながつる

～中
なか

田
た

島
じ ま

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県浜松

はままつ

市中央
ちゅうおう

区長
なが

鶴
つる

町
ちょう

 

至：静岡県浜松
はままつ

市中央
ちゅうおう

区中
なか

田
た

島
じ ま

町
ちょう

 
延長    ６．４km 

事業概要  

一般国道１号浜松バイパスは静岡県磐田市小立野と浜松市中央区篠原町を結ぶ延長18.3kmの主要幹線

道路である。 

本事業は、浜松市中央区長鶴町から浜松市中央区中田島町に至る延長6.4kmの区間について、産業活性

化支援、地域交通の円滑化、交通安全の確保を目的に計画された事業である。 

Ｒ４年度事業化 Ｒ３年度都市計画決定 用地取得不要 工事未着手 

全体事業費    ６４０億円 事業進捗率 

（令和６年３月末時点） 

  約１％ 

 

供用済延長 ０．０km 

計画交通量       ５３，９００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

490/493億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,389/1,389億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 ２．８  

   11.3% 

事 業 費：  460/ 463億円 

維持管理費：   30/  30億円 

更 新 費：    0/   0億円 

走行時間短縮便益：1,168/1,168億円 

走行経費減少便益： 205/ 205億円 

交通事故減少便益：  15/  15億円 
令和６年 (

参
考) 

４．２ 〔2%〕 

５．１ 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 ２．８  

   11.4% 

交通量 B/C=2.5～3.1（±10％） 交通量 B/C=2.5～3.1（±10％） 

(

参
考) 

４．２ 〔2%〕 事業費 B/C=2.6～3.1（±10％） 事業費 B/C=2.6～3.1（±10％） 

５．２ 〔1%〕 事業期間 B/C=2.6～3.0（±20％） 事業期間 B/C=2.6～3.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（遠鉄バス）が存在する。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・一般広域道路「浜松環状道路」の一部として環状道路を形成する。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・「浜松環状道路」の一部として一般広域道路に位置づけられている。 

⑤個性ある地域の形成 

・主要な観光地（中田島砂丘）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路(国道152号、257号 北島交差点～篠原IC)が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられ

る区間の代替路線を形成する。 

⑦地球環境の保全 

・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・並行区間等における自動車からのNO2排出量の削減が見込まれる。 

・並行区間等における自動車からのSPM排出量の削減が見込まれる。 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・国道1号浜松バイパス道路整備促進期成同盟会が事業促進を要望。 

浜松市長の意見： 

・「対応方針（原案）」案に対し異議はありません。  

・一般国道1号浜松バイパスは、東西の地域を連絡するとともに本市の環状機能を担う重要な道路です。  

令和4 年度に新規事業化された国道１号浜松バイパス（長鶴～中田島）では、立体化や現道拡幅が計画さ

れており、物流の速達性向上による産業活性化支援や渋滞緩和による地域交通の円滑化、交通事故の削

減など、大きな整備効果が期待されます。引き続き、地域一丸となって協力していくため、早期工事着手を図

るようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・浜松市は輸送機器関連製造業をはじめ、製造業の盛んな地域であり、浜松バイパス沿線には、運輸業事業

所が多く立地しており、周辺では西鴨江台地に工業用地が新たに計画されている。 

・製造業では、物流の２０２４年問題に伴い輸送力の確保が課題となっており、渋滞解消による所要時間短縮、 

定時性向上による物流の効率化が求められている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約１％、用地取得は不要。（令和６年３月末） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・令和４年度より事業着手しており、早期の工事着手に向けて調査・設計を推進していく。 

施設の構造や工法の変更等  

・橋梁予備設計時に支間長を見直すことにより、上部工を軽量化。橋梁全体のコスト縮減を検討。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

凡 例

浜松バイパス（長鶴～中田島）

高速道路

一般国道

主要地方道等

市区町村境

人口集中地区（DID）

主要渋滞箇所

主要渋滞区間

静岡県
し ず お か

一般国道1号 浜松バイパス（長鶴～中田島）
（立体化＋現道拡幅）

はままつ ながつる な か た じ ま

拡大図



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道１号 

東駿河
ひがしするが

湾
わん

環状
かんじょう

道路（沼津
ぬ ま づ

岡宮
おかのみや

～愛
あし

鷹
たか

） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県沼津

ぬ ま づ

市岡 宮
おかのみや

 

至：静岡県沼津
ぬ ま づ

市東椎路
ひがししいじ

 
延長 

２．６km 

事業概要  
「東駿河湾環状道路（函南塚本～沼津岡宮）」と連続する一般国道1号東駿河湾環状道路（沼津岡宮～

愛鷹）は、静岡県沼津市岡宮～静岡県沼津市東椎路までの延長2.6kmの自動車専用道路である。 
沼津都市圏における現道1号や周辺の道路にまで及ぶ慢性的な渋滞の緩和、災害に強い緊急輸送ネット

ワークの構築を主な目的に計画された道路である。本道路の整備により、安心安全な道路ネットワーク
づくりや地域相互の広域的な連携強化を推進し、活気ある一体的な圏域作りを支援する。 

Ｈ２７年度事業化 Ｓ６２年度都市計画決定 Ｒ１年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 ３１４億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点） 

約１８％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量  １６，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

200/248億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

323/323億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3  

５．３% 

事 業 費：185/233億円 

維持管理費： 15/ 15億円 

更 新 費：  0/  0億円 

走行時間短縮便益：270/270億円 

走行経費減少便益：  40/40億円 

交通事故減少便益：  14/14億円 
令和６年 (

参
考) 

2.0 〔2%〕 

2.6 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.6  

６．９% 

交通量 B/C=1.2 ～1.4（±10％） 交通量 B/C=1.5～1.8（±10％） 

(

参
考) 

2.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.2 ～1.4（±10％） 事業費 B/C=1.5～1.8（±10％） 

3.0 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2 ～1.4（±20％） 事業期間 B/C=1.5～1.7（±20％） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
・現道等に当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線(富士急シティバス)が存在する。 
②個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト（ららぽーと沼津）へのアクセスを支援する。 
・主要な観光地（沼津市、三島市）へのアクセス向上が見込まれる。 
③安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療施設（沼津市立病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
④災害への備え 
・東駿河湾環状道路（沼津岡宮～愛鷹）と並行する国道1号が第一次緊急輸送道路となっている。 
・第1次緊急輸送路の３路線（東名高速道路、新東名高速道路、国道１号）の代替路線として機能する。 
⑤地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑥生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 
・現道等における騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間の改善が見込まれる。 
⑦他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 
・沼津市道路整備プログラム（都市計画道路 東駿河湾環状道路）に位置づけあり。 
 
 
 
 
 

  



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見： 
・東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会が早期整備を要望。 
静岡県知事の意見： 
対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 
本事業は、沼津・三島都市圏において、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路と一体となって道路ネッ

トワークを形成することにより、国道１号とその周辺道路の慢性的な渋滞緩和のほか、災害時の救援活
動の支援、観光・物流産業の活性化など、多くのストック効果が期待できる大変重要な事業です。 
今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底に努め、事業を

推進するようお願いします。 
また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成28年3月19日に東名高速道路の愛鷹パーキングエリアにスマートインターチェンジが設置される。 
・平成29年3月18日に新東名高速道路の駿河湾沼津サービスエリアにスマートインターチェンジが設置さ
れる。 
・平成31年1月26日に伊豆縦貫自動車道（天城北道路）が暫定2車線で開通。 
・令和3年4月10日に新東名高速道路の新御殿場ICから御殿場JCT間が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約１８%、用地取得率は約７２%。 （令和６年３月末時点） 

・沼津市岡宮地区にて用地買収を推進。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・沼津岡宮～愛鷹間（延長2.6km）は早期開通に向けて整備を進めていく。 

 

施設の構造や工法の変更等  

・橋梁工事では、BIM/CIMモデルを活用していくことで、過密鉄筋箇所の加工や組み立て手順等が容易に

確認でき作業性が向上し、作業時間の短縮を図る。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 一般国道１３９号 富士
ふ じ

改良
かいりょう

 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：静岡県富士

ふ じ

市鮫島
さ め じ ま

 

 至：静岡県富士
ふ じ

市青島
あ お し ま

 
延長    １．６km 

事業概要  

一般国道１３９号富士改良は、静岡県富士市鮫島から同市青島に至る延長１．６ｋｍの道路であり、富士市

内の南北軸を形成する国道１３９号を国道１号と接続させることで、南北幹線の強化、及び富士市街部の交通

渋滞の緩和や交通安全の確保、物流効率化の支援を目的に計画された道路である。 

Ｈ５年度事業化 Ｈ４年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手 

全体事業費    ２４０億円 事業進捗率 

（令和6年3月時点） 

  約８２％ 

 

供用済延長 ０．８km 

計画交通量       ２４，４００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  ７６/３０５億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

２１６/３５９億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 １．２  

   4.6% 

事 業 費：  71/ 291億円 

維持管理費：  4.8/ 14億円 

更 新 費：   0/   0億円 

走行時間短縮便益： 189/  314億円 

走行経費減少便益：  26/   43億円 

交通事故減少便益：  2.2/  2.6億円 
令和６年 (

参
考) 

１．９ 〔2%〕 

２．４ 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 ２．９  

   11.8% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=2.6～3.1（±10％） 

(

参
考) 

４．２ 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=2.6～3.2（±10％） 

５．２ 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=2.7～2.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・現道等に当該路線の整備により、利便性の向上が期待できるバス路線（富士市バス等）が存在する。 

・新幹線駅（新富士駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（田子の浦港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・主要な観光地（富士山）へのアクセス向上が期待される。 

④災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。 

⑤地球環境の保全 

・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。 

⑥生活環境の改善・保全 

・現道等における自動車からのNO2排出量の削減が見込まれる。 

・現道等における自動車からのSPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

富士市、一般広域道路富士富士宮道路建設促進期成同盟会等により、一般国道１３９号富士過料の全線供 

用の要望を受けている。 

 

 

 

 

 



知事の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について、異存ありません。 

・本事業は、富士市内の南北軸を形成する国道１３９号と国道１号を接続することで、交通渋滞の緩和や交通 

安全の確保を図るとともに、重要港湾である田子の浦港へのアクセス向上による物流の効率化など様々な効 

果が期待され、多くのストック効果が期待できる大変重要な事業です。 

・今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努

め、事業を推進するようお願いします。 

また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・富士改良区間と並行する（都）田子浦伝法線は富士市街部の南北路線で唯一の４車線道路であり、夕ピーク

時を中心に20km/h未満の速度低下が引き続き発生。 

・富士改良区間と並行する（都）田子浦伝法線・（県）富士停車場線及び国道１３９号現道では、４年間で２４１件

もの死傷事故が発生。 

・田子の浦港は富士市南部に位置する重要港湾であり、静岡県内では清水港に次ぐ取扱貨物量を誇る。 

・田子の浦港を含む富士市臨海部生産拠点の発着交通のうち約８割が富士市・富士宮市方面であり、富士市・

富士宮市方面との結びつきが強い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８２％、用地取得率は１００％。（令和５年度末時点） 

・平成２０年度に国道１号～（都）前田宮下線間（Ｌ＝０．１㎞）開通済み。 

・平成２７年度に（都）津田蓼原線～（県）富士由比線間（Ｌ＝０．７㎞）開通済み。 

・（都）前田宮下線から（都）津田蓼原線間（Ｌ＝０．８ｋｍ）について、調査、工事を推進。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・（都）前田宮下線から（都）津田蓼原線間（Ｌ＝０．８ｋｍ）について、早期開通を目指し調査、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・富士改良では、BIM/CIMによる設計やICTによる工事を実施。 

・設計時の3D図面による鉄筋干渉チェックにより、現場施工時における修正設計などの手戻りを防止。 

・地盤改良工においてGNSSアンテナの位置情報から方位と座標を取得し、所定の位置に誘導することで作業

時間を削減。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
  

事業名 
一般国道１号 

い ず じ ゅ う か ん じ ど う し ゃ ど う

伊豆縦貫自動車道 

  
ひ が し す る が わ ん か ん じ ょ う ど う ろ

東駿河湾環状道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：静岡県沼津

ぬ ま づ

市岡 宮
おかのみや

   

 至：静岡県田方
た が た

郡函南
かんなみ

町平井
ひ ら い

 
延長 

１５．０km 

事業概要  

一般国道１号東駿河湾環状道路は、静岡県沼津市岡宮を起点とし、田方郡函南町平井に至る延長１５．０ｋｍ

の自動車専用道路で、伊豆縦貫自動車道と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 

伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と接続して伊豆地域へ高速サービスの提供及び

都市圏における交通渋滞の緩和を図り、観光資源に恵まれた伊豆地域の活性化に寄与する。また、災害時の緊

急輸送路の機能強化や、医療活動の支援など、地域の安全安心にとって重要な役割を果たす。 

Ｓ６３年度事業化 Ｓ６２年度、H６年度 都市計画決定 Ｈ１年度用地着手 H７年度工事着手 

全体事業費 ２，５２０億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点） 

約９２％ 供用済延長 １３．１km 

計画交通量  ３８，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

2,258/9,035億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,893/10,950億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2 (1.3)  

4.8% (5.0%) 

事 業 費：2,126/8,517億円 

維持管理費：   131/398億円 

更 新 費：  0.83/120億円 

走行時間短縮便益：2,593/9,578億円 

走行経費減少便益： 253/1,087億円 

交通事故減少便益：    47/285億円 

令和６年 (

参
考) 

1.7 (1.7) 〔2%〕 

2.1 (2.0) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.3 (5.3)  

5.6% (19.1%) 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.9 (7.5) 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 

2.3 (9.0) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.4（±20％） 

事業の効果等  

➀円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・並行区間等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の混雑時旅行速度が改善する。 
・利便性の向上が期待できるバス路線(東海バス、伊豆箱根バス）が存在する。 
・新幹線駅（ＪＲ三島駅）へのアクセス向上が見込まれる。 
➁物流効率化の支援 
・農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 
➂都市の再生 
・都市再生プロジェクト（函南町第2期都市再生整備計画）を支援する。 
・市街地再開発（沼津駅周辺総合整備事業、三島駅南口（東街区・西街区）再開発事業）と連携する。 
➃国土・地域ネットワークの構築 
・当該路線が新たに拠点都市間（沼津市、三島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する。 
・日常活動圏中心都市（沼津IC～下田市）へのアクセス向上が見込まれる。 
➄個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト、（富士山麓先端健康産業集積（ファルマバレー）構想）を支援する。 
・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 
➅安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
➆安全な生活環境の確保 
・並行区間等に死傷事故率が５００件／億台キロ以上である区間【国道1号（塚原新田交差点、谷田交差点等）】
において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待で
きる。 
➇災害への備え 
・第１次緊急輸送道路（静岡県緊急輸送路：静岡県交通基盤部）として位置づけられている。 
➈地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 



➉生活環境の改善・保全 
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・伊豆縦貫自動車道路建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道路建設推進期成同盟会、東駿河湾環状道

路整備促進期成同盟会等より伊豆縦貫自動車道の早期整備の要望を受けている。 
静岡県知事の意見： 
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・伊豆縦貫自動車道は新東名、東名から、伊豆半島南部までを結ぶ高規格道路であり、日常生活や観光、産

業活動の交通手段を自動車に大きく依存している伊豆地域において、「経済の好循環」、「災害時の救援活

動等の支援」、「救急搬送等の医療活動の支援」など、様々な効果が期待され、伊豆地域全体の発展と安全

・安心に寄与する重要な事業です。 

・今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努

め、事業を推進するようにお願いします。 

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県や関係者と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・伊豆半島の玄関口にある主要観光施設では、入り込み客数が増加。伊豆半島の中・南部では令和２年
度にコロナウイルスによる入込客数の減少があったが以降は令和５年にかけて回復傾向。 

・伊豆の国市の「韮山反射炉」が平成２７年７月に世界遺産登録。 
・伊豆市の「伊豆ベロドローム」において、２０２０年東京オリンピック、パラリンピックの競技開催地

に決定。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約９２%、用地取得率は約８８%に至っている。 （令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・大場・函南IC～函南IC（仮称）間(延長１．９km)は、周辺道路の整備状況や関係機関との調整状況を踏まえつ

つ、調査設計を実施。 

施設の構造や工法の変更等  

・舗装工事では、ＩＣＴ建設機械を活用し、３次元計測技術を用いて、丁張設置省略や出来形検査帳票の自動作

成により出来形管理の省力化・省人化を図っている。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 
 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※Ｂ/Ｃの値は、沼津岡宮ＩＣ～下田ＩＣ（仮称）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 

 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４１４号 

いずじゅうかんじどうしゃどう

伊豆縦貫自動車道 

  天城峠
あまぎとうげ

道路（月ケ瀬
つ き が せ

～茅野
か や の

） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県伊豆

い ず

市矢
や

熊
ぐま

   

至：静岡県伊豆
い ず

市湯ヶ島
ゆ が し ま

 
延長 

５．７km 

事業概要  

一般国道４１４号の天城峠道路（月ケ瀬～茅野）は、静岡県伊豆市矢熊を起点とし、伊豆市湯ケ島に至る延長

５．７ｋｍの自動車専用道路で、伊豆縦貫自動車道と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 

伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と接続して伊豆地域へ高速サービスの提供及び

都市圏における交通渋滞の緩和を図り、観光資源に恵まれた伊豆地域の活性化に寄与する。また、災害時の緊

急輸送路の機能強化や、医療活動の支援など、地域の安全安心にとって重要な役割を果たす。 

Ｒ５年度事業化 Ｒ４年度都市計画決定 用地未着手 工事未着手 

全体事業費 ９００億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点） 

約１％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量  ８，７００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

2,258/9,035億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,893/10,950億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2 (0.6)  

4.8% (2.2%) 

事 業 費：2,126/8,517億円 

維持管理費：   131/398億円 

更 新 費：  0.83/120億円 

走行時間短縮便益：2,593/9,578億円 

走行経費減少便益： 253/1,087億円 

交通事故減少便益：    47/285億円 

令和６年 (

参
考) 

1.7 (1.1) 〔2%〕 

2.1 (1.4) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.3 (0.6)  

5.6% (2.2%) 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.9 (1.1) 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 

2.3 (1.4) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.4（±20％） 

事業の効果等  
➀円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（東海バス）が存在する又
は新たなバス路線が期待できる。 

➁物流効率化の支援 
・農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 
➂都市の再生 
・沿道まちづくり計画（第2次伊豆市総合計画「交通利便を生かしたくらしやすいまち」）と連携する。 
➃国土・地域ネットワークの構築 
・日常活動圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 
➄個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト（富士山麓先端健康産業集積（ファルマバレー）構想）を支援する。 
・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 
➅安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
➆災害への備え 
・天城峠道路（月ヶ瀬～茅野）と並行する、国道４１４号が第１次緊急輸送路（静岡県緊急輸送路 

：静岡県交通基盤部）として位置付けられている。 
・第１次緊急輸送路の国道４１４号の代替路線を形成する。 
・並行区間等の特殊通行規制区間（事前通行規制区間：河津町梨本～伊豆市杉本）を回避する。 
➇地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 
➈生活環境の改善・保全 
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。  

  



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・伊豆縦貫自動車道路建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道 

「天城峠道路」及びアクセス道路網建設促進期成同盟会等より伊豆縦貫自動車道の早期整備の要望を受け

ている。 
静岡県知事の意見： 
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・伊豆縦貫自動車道は新東名、東名から、伊豆半島南部までを結ぶ高規格道路であり、日常生活や観光、産

業活動の交通手段を自動車に大きく依存している伊豆地域において、「経済の好循環」、「災害時の救援活

動等の支援」、「救急搬送等の医療活動の支援」など、様々な効果が期待され、伊豆地域全体の発展と安全

・安心に寄与する重要な事業です。 

・今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努

め、事業を推進するようにお願いします。 

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県や関係者と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・伊豆半島の中・南部では令和２年度にコロナウイルスによる入込客数の減少があったが、新規採択時の

令和４年度以降、伊豆半島の中・南部地域の入込客数は令和５年にかけて回復傾向。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約１%、用地取得率は０%に至っている。 （令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・月ヶ瀬IC～茅野IC（仮称）間（延長：5.7km）について、早期の工事着手に向けて、用地買収及び調査設計を

推進していく。 

施設の構造や工法の変更等  

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※Ｂ/Ｃの値は、沼津岡宮ＩＣ～下田ＩＣ（仮称）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 

 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４１４号 

伊豆縦貫
いずじゅうかん

自動車道 河津下田
か わ づ し も だ

道路（Ⅱ期） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県賀茂郡

か も ぐ ん

河津町
かわづちょう

梨本
なしもと

  

至：静岡県下田市
し も だ し

箕作
みつくり

 
延長 

６．８km 

事業概要  
一般国道４１４号河津下田道路（Ⅱ期）は、静岡県賀茂郡河津町梨本を起点とし、下田市箕作に至る延長６．８

ｋｍの自動車専用道路で、伊豆縦貫自動車道と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 
伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と接続して伊豆地域へ高速サービスの提供及び

都市圏における交通渋滞の緩和を図り、観光資源に恵まれた伊豆地域の活性化に寄与する。また、災害時の緊

急輸送路の機能強化や、医療活動の支援など、地域の安全安心にとって重要な役割を果たす。 

Ｈ２４年度事業化 R4年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手 

全体事業費 ６４５億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点） 

約８９％ 供用済延長 ３．０km 

計画交通量  ９，５００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

2,258/9,035億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,893/10,950億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2 (0.8)  

4.8%（2.9%） 

事 業 費：2,126/8,517億円 

維持管理費：   131/398億円 

更 新 費：  0.83/120億円 

走行時間短縮便益：2,593/9,578億円 

走行経費減少便益： 253/1,087億円 

交通事故減少便益：    47/285億円 

令和６年 (

参
考) 

1.7 (1.1) 〔2%〕 

2.1 (1.4) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.3 (1.9)  

5.6%(8.8%) 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.9 (2.7) 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 

2.3 (3.2) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.4（±20％） 

事業の効果等  
➀円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（東海バス）が存在する又
は新たなバス路線が期待できる。 

➁物流効率化の支援 
・農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 
➂都市の再生  
・沿道まちづくり計画（下田市立地適正化計画）と連携する。 
➃国土・地域ネットワークの構築 
・日常活動圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 
➄個性ある地域の形成 
・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 
➅安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
➆災害への備え 
・河津下田道路（Ⅱ期）と並行する国道４１４号が、第１次緊急輸送道路（静岡県緊急輸送路：静岡県

交通基盤部）として位置づけられている。 
・第１次緊急輸送路の国道４１４号の代替路線を形成する。 
・並行区間等の特殊通行規制区間（夏季大型車通行規制区間：河津町峰地内(7/20～8/20)）を解消する。 
➇地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 
➈生活環境の改善・保全 
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・伊豆縦貫自動車道路建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道 

「河津下田道路」及びアクセス道路建設促進期成同盟会等より伊豆縦貫自動車道の早期整備の要望を受け

ている。 
静岡県知事の意見： 
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・伊豆縦貫自動車道は新東名、東名から、伊豆半島南部までを結ぶ高規格道路であり、日常生活や観光、産

業活動の交通手段を自動車に大きく依存している伊豆地域において、「経済の好循環」、「災害時の救援活

動等の支援」、「救急搬送等の医療活動の支援」など、様々な効果が期待され、伊豆地域全体の発展と安全

・安心に寄与する重要な事業です。 

・今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努

め、事業を推進するようにお願いします。 

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県や関係者と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・伊豆半島の中・南部では令和２年度にコロナウイルスによる入込客数の減少があったが以降は令和５
年にかけて回復傾向。 

・伊豆半島の南部の国道４１４号には、夏季大型車通行規制区間や線形が著しく悪い区間が存在。 
・下田市には、第二次救急医療施設へ１５分以内で到達できていない地区が存在。 
・国道１３５号は、南海トラフ巨大地震による津波浸水区域を通過し、複数箇所で浸水が想定。 
・国道４１４号は、隘路や線形不良区間（夏季大型車規制区間）が存在し、災害時には緊急輸送道路として機能

は脆弱。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約８９%、用地取得率は約９８%に至っている。 （令和６年３月末時点） 

・河津七滝IC～河津逆川IC間のL=3.0kmについて、令和５年３月に開通。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・河津逆川IC～下田北（仮称）間のL=3.8kmについて、調査、用地買収及び工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・３Ｄプリンタを用いて構造物（集水桝）を作成している。３Ｄプリンタを活用することで、熟練工が不要となり設置

までの時間も短縮されることから、作業の効率化を図っている。 

・また、舗装工事では、ＩＣＴ建設機械を活用し、３次元計測技術を用いて、丁張設置省略や出来形検査帳票の

自動作成により出来形管理の省力化・省人化を図っている。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※Ｂ/Ｃの値は、沼津岡宮ＩＣ～下田ＩＣ（仮称）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 

 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４１４号 

伊豆縦貫
いずじゅうかん

自動車道 河津下田
か わ づ し も だ

道路（Ⅰ期） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
自：静岡県

し も だ し

下田市
み つ く り

箕作  

至：静岡県
し も だ し

下田市
ろ く ち ょ う め

六丁目 
延長 

５．７km 

事業概要  

一般国道４１４号河津下田道路（Ⅰ期）は、静岡県下田市箕作を起点とし、下田市六丁目に至る延長５．７ｋｍ
の自動車専用道路で、伊豆縦貫自動車道と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 

伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と接続して伊豆地域へ高速サービスの提供及び
都市圏における交通渋滞の緩和を図り、観光資源に恵まれた伊豆地域の活性化に寄与する。また、災害時の緊
急輸送路の機能強化や、医療活動の支援など、地域の安全安心にとって重要な役割を果たす。 

Ｈ１０年度事業化 Ｈ２６年度、Ｒ４年度都市計画決定 Ｈ２８年度用地着手 Ｒ３年度工事着手 

全体事業費 ５１３億円 事業進捗率 
(令和6年3月末時点） 

約３８％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量  ９，７００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

2,258/9,035億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,893/10,950億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2 (0.8)  

4.8%(3.1%) 

事 業 費：2,126/8,517億円 

維持管理費：   131/398億円 

更 新 費：  0.83/120億円 

走行時間短縮便益：2,593/9,578億円 

走行経費減少便益： 253/1,087億円 

交通事故減少便益：  47 / 285億円 

令和６年 (

参
考) 

1.7 (1.3) 〔2%〕 

2.1 (1.8) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.3 (1.1)  

5.6%(4.5%) 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.9 (1.8) 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 

2.3 (2.4) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.4（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（東海バス）が存在する又
は新たなバス路線が期待できる。 

②物流効率化の支援 
・農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 
③都市の再生 
・沿道まちづくり計画（下田市立地適正化計画）と連携する。 
④国土・地域ネットワークの構築 
・日常活動圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 
⑤個性ある地域の形成 
・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 
⑥安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
⑦災害への備え 
・河津下田道路（Ⅰ期）と並行する国道４１４号が、第１次緊急輸送道路（静岡県緊急輸送路：静岡県

交通基盤部）として位置づけられている。 
・第１次緊急輸送路の国道４１４号の代替路線を形成する。 
⑧地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 
⑨生活環境の改善・保全 
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・伊豆縦貫自動車道路建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道 

「河津下田道路」及びアクセス道路建設促進期成同盟会等より伊豆縦貫自動車道の早期整備の要望を受け

ている。 
静岡県知事の意見： 
・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・伊豆縦貫自動車道は新東名、東名から、伊豆半島南部までを結ぶ高規格道路であり、日常生活や観光、産

業活動の交通手段を自動車に大きく依存している伊豆地域において、「経済の好循環」、「災害時の救援活

動等の支援」、「救急搬送等の医療活動の支援」など、様々な効果が期待され、伊豆地域全体の発展と安全

・安心に寄与する重要な事業です。 

・今後も、事業効果の早期発現が図られるよう、必要な予算の確保やコスト縮減の徹底、安全な工事施工に努

め、事業を推進するようにお願いします。 

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県や関係者と十分な調整をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・伊豆半島の中・南部では令和２年度にコロナウイルスによる入込客数の減少があったが以降は令和５年

にかけて回復傾向。 

・夏期観光期には観光客が増え、主要渋滞箇所である中島橋交差点等で顕著な渋滞が発生。（中島橋交差点；

最大渋滞長２．７ｋｍ） 

・下田市には、第二次救急医療施設へ１５分以内で到達できていない地区が存在。 

・国道４１４号は浸水が想定されており、地域唯一の広域防災拠点への物資搬入や防災拠点から各市町への物

資搬送が懸念。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約３８%、用地取得率は約６６%に至っている。 （令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・下田市箕作から下田市六丁目（延長５．７ｋｍ）は、早期開通に向けて用地買収及び工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・３Ｄプリンタを用いて構造物（集水桝）を作成している。３Ｄプリンタを活用することで、熟練工が不要となり設置

までの時間も短縮されることから、作業の効率化を図っている。 

・また、舗装工事では、ＩＣＴ建設機械を活用し、３次元計測技術を用いて、丁張設置省略や出来形検査帳票の

自動作成により出来形管理の省力化・省人化を図っている。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※Ｂ/Ｃの値は、沼津岡宮ＩＣ～下田ＩＣ（仮称）を対象とした場合、（ ）書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 一般国道３０２号 名古屋
な ご や

環状2号線  
事業

区分
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

中部地方整備局

起終点
 自：愛知県名古屋

な ご や

市中川
なかがわ

区富田町
と み た ち ょ う

 

 至：愛知県名古屋
な ご や

市中川
なかがわ

区富田町
と み た ち ょ う

 
延長   ５８．６km

事業概要  

一般国道３０２号名古屋環状2号線は、愛知県名古屋市中川区富田町を起終点とする延長５８．６ｋｍ（海上部

除く）の道路である。 

本事業は、環状道路及びその内側地域での交通渋滞の緩和を図るとともに、物流効率化の支援等を目的に

計画された道路である。 

S４６年度事業化 S５７年度都市計画決定 S４６年度用地着手 S４８年度工事着手 

全体事業費   ５，９０２億円 
事業進捗率 
（令和6年3月末時点）

約９７ ％ 供用済延長 ５８．６km

計画交通量 ３５，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析

B/C EIRR 総費用 (残事業)/(事業全体)

   285/20,230億円

総便益 (残事業)/(事業全体)

1,713/46,552億円
基準年

（事業全体） （事業全体）

2.3 

   6.3% 

事 業 費：231 / 19,468億円 

維持管理費： 54 /   762億円 

更 新 費：  0 /     0億円 

走行時間短縮便益： 1,574 /42,653億円

走行経費減少便益：   126 / 3,566億円

交通事故減少便益：    13 /  333億円
令和6年(

参
考)

2.8 〔2%〕

3.1 〔1%〕

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析

（事業全体） （残事業） 

6.0 

   18.3% 

交通量 B/C=2.1～2.5（±10％） 交通量 B/C=5.4～6.6（±10％）

(

参
考)

8.5 〔2%〕 事業費 B/C=2.3～2.3（±10％） 事業費 B/C=5.6～6.5（±10％）

10.1 〔1%〕 事業期間 B/C=2.3～2.3（±20％） 事業期間 B/C=5.6～6.5（±20％）

事業の効果等 

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道（甚目寺６号、新清洲７号、喜多山２号）の除却

が見込まれる。 

・バス路線の利便性向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・国際拠点港湾（名古屋港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日 大都市圏における環状道路体系の整備）を支援する。

・広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路（広域道路）を形成する。 

・区画整理（茶屋新田土地区画整理事業）と連携する。 

④個性ある地域の形成 

・主要な観光地（農業文化園・戸田川緑地）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤無電柱化による美しい町並みの形成 

・一般国道302号全線が無電柱化の対象となっている。 

⑥災害への備え 

・愛知県地域防災計画における、第１次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路（名古屋第二環状自動車道）が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線

を形成する。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 



関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた主な意見等： 

愛知県国道協会より早期の４車線化の要望を受けている。 

愛知県知事の意見 

 「対応方針（原案）」に対して、異議はありません。 

 名古屋環状2号線は、国際物流・交流拠点である名古屋港への重要なアクセス道路であり、全線開通した専

用部と合わせ、一般部である国道３０２号の完成によって、名古屋都市圏の環状道路としての機能が最大限に

発揮される。そのため、一般国道３０２号の１日も早い全線４車線化に向け、さらに整備を推進すること。 

 また、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

名古屋市長の意見 

 １ 「対応方針（原案）」に対して、異議はありません。 

 ２ 当該道路は、名古屋圏の環状道路を形成し、名古屋都心部に集中する交通を適切に分散導入する重要

   な道路であるため、一日も早い４車線化をお願いします。 

 ３ 事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見 

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・令和３年５月に近畿自動車道伊勢線（名古屋西JCT～飛島JCT）が開通し、名二環が全線開通。 

・名二環の全線開通の影響もあり、都市圏の高速道路、直轄国道に占める走行台キロの環状道路の利用割合

が約４４％に増加。（令和３年全国道路・街路交通情勢調査） 

・国道３０２号沿線市区町村の人口が令和２年国勢調査で計２１４万人に増加し、市街地が拡大。 

・国道２４７号西知多道路（東海JCT）が平成２８年度に新規事業化。 

・国道２４７号西知多道路（長浦～日長）が令和３年度に新規事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約９７％。用地取得率は１００％。（令和６年３月時点） 

・春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山（延長５．０ｋｍ）は、名鉄瀬戸線の立体化に向けた工事を推進。 

・あま市甚目寺～清須市一場（延長５．２ｋｍ）は、名鉄本線、名鉄津島線の立体化に向けた関係機関協議を推

進。 

・海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野（延長４．２ｋｍ）は、改良工、舗装工の工事を推進。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山（延長５．０ｋｍ）は、ボトルネックとなる１箇所の踏切の立体化を進

めるとともに４車線化整備を進めていく。 

・あま市甚目寺～清須市一場（延長５．２ｋｍ）は、ボトルネックとなる２箇所の踏切の立体化を進めるとともに４車

線化整備を進めていく。 

・海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野（延長４．２ｋｍ）は、４車線化整備を進めていく。 

施設の構造や工法の変更等 

・302号東北部の擁壁工事では、基礎工が不要となる工法への変更により、作業日数短縮や床掘工のコスト縮

減を図っている。 

・橋梁上部工事では、視覚的にイメージしやすいBIM/CIMモデルを活用し、仮組立時に取合いが確認できない

付属物に対しての整合照査や、既設構造物との設置手順のシミュレーション等を実施することで、施工性を向

上させ、作業時間を短縮している。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 



事業概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４２号（近畿

き ん き

自動車
じ ど う し ゃ

道
ど う

紀勢
き せ い

線
せん

） 

熊野
く ま の

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：三重県熊野

く ま の

市大泊町
おおどまりちょう

 

 至：三重県熊野
く ま の

市久生屋
く し や

町
ちょう

 
延長 ６．７km 

事業概要  

一般国道４２号熊野道路は、三重県熊野市大泊町から熊野市久生屋町に至る延長６．７ｋｍの自動車専用

道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 

並行する一般国道４２号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救

急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整

備を進めている。 

Ｈ２６年度事業化 都市計画決定対象外 Ｈ２８年度用地着手 Ｒ１年度工事着手 

全体事業費 ４３８億円 事業進捗率（令和6年３月末時点） 約５３％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量 ６，８００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,079/57,869億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

8,037/357,443億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 6.2（0.7）  

27.3% 

事 業 費：2,639/46,191億円 

維持管理費： 436/ 9,006億円 

更 新 費：   3.9/ 2,672億円 

走行時間短縮便益：7,404/323,196億円 

走行経費減少便益： 534/ 29,582億円 

交通事故減少便益： 100/  4,664億円 
令和6年 (

参
考) 

6.9（1.1） 〔2%〕 

7.5（1.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.6（1.5）  

11.5% 

交通量 B/C=5.6～6.8（±10％） 交通量 B/C=2.3～2.9（±10％） 

(

参
考) 

3.7（2.2） 〔2%〕 事業費 B/C=6.2～6.2（±10％） 事業費 B/C=2.4～2.9（±10％） 

4.5（2.7） 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.5～2.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。（三重交通：熊野新宮線等） 

②物流効率化の支援 

・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり。 

④個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（おわせSEAモデル）を支援する。 

・主要な観光地（世界遺産熊野古道）へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療機関（伊勢赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する。 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間（立石南～熊野大泊IC交差点間）の代

替路線を形成する。 

・高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）として位置づけられている。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

 



⑨他のプロジェクトとの関係 

・関連する大規模道路事業（近畿自動車道紀勢線）と一体的に整備する必要あり。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

熊野尾鷲道路建設促進既成同盟会、近畿自動車道紀勢線（熊野市～新宮市間）建設促進既成同盟会等より

近畿自動車道紀勢線の全線早期完成の要望を受けている。 

三重県知事の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・一般国道４２号熊野道路は、広域的な交流・連携の促進を支えるとともに、近年頻発化・激甚化する台風・豪

雨災害や、発生が危惧される南海トラフ地震による津波発生時において、現道（国道４２号）とのダブルネット

ワークを形成し、災害時の救助・救急、医療活動を支える「命の道」となる重要な道路です。 

・特に、第二次救急医療機関である尾鷲総合病院への搬送時間短縮により救急医療活動を支える極めて重

要な道路となります。 

・今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、一日も早く供用されることを求めます。 

・なお、事業実施にあたっては、全体事業費が大幅に増となっていることから、最新の技術の活用も含め徹底

したコスト縮減に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。 

・平成２８年度は、「熊野トレイルランニングレース」が世界選手権代表選考大会に指定されたことで東海・近畿

地域からの参加者が増加傾向。 

・また、平成３１年度には紀勢線が全線事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約５３％、用地取得率は１００％。（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・平成２６年度より事業着手しており、早期開通に向けて用地買収および工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・地盤改良工では、ＩＣＴ地盤改良工に取り組み、地盤改良機械の位置や施工状況を活用し、改良箇所、改良

範囲に関わる施工履歴データを活用することにより施工管理、出来高、出来形管理の効率化を図る。 

・今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、松原JCT～勢和多気JCTを対象とした場合、（）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担当課： 道路局 国道・技術課 

担当課長名： 西川 昌宏      
 

事業名 
一般国道４２号（近畿

き ん き

自動車
じ ど う し ゃ

道
ど う

紀勢
き せ い

線
せん

） 

紀宝
き ほ う

熊野
く ま の

道路 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 
 自：三重県熊野

く ま の

市久生屋
く し や

町
ちょう

 

 至：三重県南牟婁郡
み な み む ろ ぐ ん

紀宝町
き ほ う ち ょ う

神内
こうのうち

 
延長 １５．６km 

事業概要  

一般国道４２号紀宝熊野道路は、熊野市久生屋町から南牟婁郡紀宝町神内に至る延長１５．６ｋｍの自動車

専用道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 

並行する一般国道４２号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救

急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整

備を進めている。 

Ｈ３１年度事業化 都市計画決定対象外 令和２年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 ８４９億円 事業進捗率（令和6年３月末時点） 約４％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量 ９，３００台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,079/57,869億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

8,037/357,443億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 6.2（0.7）  

27.3% 

事 業 費：2,639/46,191億円 

維持管理費： 436/ 9,006億円 

更 新 費：   3.9/ 2,672億円 

走行時間短縮便益：7,404/323,196億円 

走行経費減少便益： 534/ 29,582億円 

交通事故減少便益： 100/  4,664億円 
令和6年 (

参
考) 

6.9（1.1） 〔2%〕 

7.5（1.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.6（0.8）  

11.5% 

交通量 B/C=5.6～6.8（±10％） 交通量 B/C=2.3～2.9（±10％） 

(

参
考) 

3.7（1.2） 〔2%〕 事業費 B/C=6.2～6.2（±10％） 事業費 B/C=2.4～2.9（±10％） 

4.5（1.4） 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.5～2.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。（三重交通：熊野新宮線等） 

②物流効率化の支援 

・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり。 

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡するルートを構成する。 

・日常都市圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（おわせSEAモデル）を支援する。 

・主要な観光地（世界遺産熊野古道）へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（伊勢赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間（立石南～熊野大泊IC交差点間）の代

替路線を形成する。 

・高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 



⑨他のプロジェクトとの関係 

・関連する大規模道路事業（近畿自動車道紀勢線）と一体的に整備する必要あり。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

熊野尾鷲道路建設促進既成同盟会、近畿自動車道紀勢線（熊野市～新宮市間）建設促進既成同盟会等より

近畿自動車道紀勢線の全線早期完成の要望を受けている。 

三重県知事の意見： 

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

・一般国道４２号紀宝熊野道路は、広域的な交流・連携の促進を支えるとともに、近年頻発化・激甚化する台

風・豪雨災害や、発生が危惧される南海トラフ地震による津波発生時において、現道（国道４２号）とのダブ

ルネットワークを形成し、災害時の救助・救急、医療活動を支える「命の道」となる重要な道路です。 

・特に、第二次救急医療機関である紀南病院への搬送時間短縮により救急医療活動を支える極めて重要な

道路となります。 

・また、当県としても、円滑な事業環境の確保のため、近畿道紀勢線推進プロジェクトチームを設置し、用地取

得や事業調整に取り組んでいるところです。 

・今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、一日も早く供用されることを求めます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。 

・また、平成３１年度には紀勢線が全線事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗は約４％、用地取得率は約１５％。（令和６年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・平成３１年度より事業着手しており、早期開通に向けて調査設計及び用地買収を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、松原JCT～勢和多気JCTを対象とした場合、（）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道８号 野洲栗東バイパス 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
 自：滋賀県野洲

や す

市小篠原
こ し の は ら

 

 至：滋賀県栗東
り っ と う

市手
て

原
はら

 
延長 4.7km 

事業概要  

一般国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、京都府京都市に至る延長約600kmの幹線道路であり、沿道地

域の産業・経済・生活活動を支える重要な役割を担っている。 

一般国道８号の野洲市から栗東市までの区間は、沿道に工場、店舗、住宅等が連坦しており、地域の経済

と日常生活を支える幹線道路として広く利用されている。 

野洲栗東バイパスは、名神高速道路栗東ICへの円滑なアクセスを可能とし、国道８号の交通混雑の緩和、

交通安全の確保、地域活性化の支援及び救急救命活動の支援を目的とした延長4.7kmの道路である。 

S57年度事業化 
H12年度都市計画決定 

（H-年度変更） 
H25年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費  973億円 事業進捗率 47％ 供用済延長 -km 

計画交通量    37,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   396/990億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  1,432/1,432億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4  

   5.7% 

事 業 費：  353/947億円 

維持管理費：   43/ 43億円 

更 新 費：     -   億円 

走行時間短縮便益：1,319/1,319億円 

走行経費減少便益： 100 / 100億円 

交通事故減少便益：  13 / 13億円 
令和６年 (

参
考) 

2.3 〔2%〕 

2.9 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.6  

   13.7% 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=3.3～4.0（±10％） 

(

参
考) 

5.2 〔2%〕 事業費 B/C=1.4～1.5（±10％） 事業費 B/C=3.3～4.0（±10％） 

6.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.4～1.5（±20％） 事業期間 B/C=3.6～3.8（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・国道８号の交通量は交通容量の約１．８倍となっており、慢性的な渋滞が発生。 

・野洲栗東バイパスの整備により、交通の分散が図られ渋滞の緩和による所要時間の短縮や定時性の確保

を期待。 

②交通安全の確保 

・野洲栗東バイパスと並行する国道８号では、県内の直轄国道の平均値よりも死傷事故率が高く、渋滞に起

因すると想定される追突事故が７３％を占める。 

・渋滞を避ける車両の生活道路へ進入するなど地域の安全確保に課題。 

・野洲栗東バイパスの整備により交通混雑が緩和し交通安全性の向上を期待。 

③地域活性化の支援 

・国道８号の沿線地域は製造・物流・商業施設が多く立地し、野洲駅南口では再開発が計画されるなど、活

気あふれる地域。 

・野洲栗東バイパスの整備により、道路の速達性や定時性が向上し、地域経済の更なる発展への寄与を期

待。 

④救急救命活動の支援 

・野洲栗東バイパスの周辺には第三次救命救急指定病院である済生会滋賀県病院があり、沿線地域の救

急医療の中核を担っている。 

・野洲栗東バイパスの整備により、搬送時間の短縮、救急救命活動の支援につながることを期待。 

 

 

 

 
 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・令和6年8月、大津湖南地域幹線道路整備促進協議会（昭和57年4月設立、野洲市、大津市、草津市、守山

市、栗東市、湖南市の各首長）から国土交通省や財務省等に、整備促進の要望を受けている。 

・令和6年8月、国道8号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会（平成24年2月設立、栗東市、野洲市、守山

市の各首長）から国土交通省や財務省等に、整備促進の要望を受けている。 

 

滋賀県知事の意見 

「対応方針（原案）」のとおり「事業継続」で異論はありません。 

なお、当該区間は、人口増が続くエリアを沿線に抱えていることから、慢性的な交通渋滞が発生しており、 

企業活動を阻害するとともに、交通事故の多発や渋滞を避ける車両の生活道路への進入による地域の安全 

性の低下等、地域住民の生活にも深刻な問題が生じています。 

 これらの課題を改善し、地域の更なる発展のためにも地域の住民、企業は早期完成を強く望んでおり、一日

も早く事業効果が発現するよう更なる整備推進をお願いします。 

 また、事業実施にあたっては、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減をお願いします。 

 本県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道 8 号野洲栗東バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲 

において、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

野洲栗東バイパス沿線は多数の工業団地、企業が立地しており、沿線の人口及び自動車保有台数は、増

加傾向にあり、事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等に当初計画から大きな変

化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和57年度事業化、用地取進捗率約97％、事業進捗率約47％(令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                   【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道２４号 寺田
て ら だ

拡幅 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
 自：京都府城陽

じょうよう

市寺田
て ら だ

 

 至：京都府城陽
じょうよう

市富野
と の

 
延長    2.1km 

事業概要  

一般国道２４号は、京都市下京区を起点に京都府を南北に縦断し、和歌山県和歌山市に至る延長約１４０ｋｍ

の主要幹線道路である。 

寺田拡幅は、城陽市内における一般国道２４号の交通渋滞の緩和、交通事故の減少を目的としており、新名

神高速道路と一体的に整備することで周辺開発の支援に寄与する全長２．１ｋｍの道路である。 

H25年度事業化 
H3年度都市計画決定 

（H28年度変更） 
H27年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費    195億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

  約79％ 供用済延長 -km 

計画交通量 22,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

   41/216億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   251/251億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

   4.7% 

事 業 費：  30/205億円 

維持管理費：   11/ 11億円 

更 新 費：    0/  0億円 

走行時間短縮便益：  244/244億円 

走行経費減少便益：   4.3/ 4.3億円 

交通事故減少便益：   2.1/ 2.1億円 
令和６年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 6.1  

   34.4% 

交通量 B/C=1.04～1.3（±10％） 交通量 B/C=5.5～6.7（±10％） 

(

参
考) 

7.8 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=5.7～6.6（±10％） 

8.9 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.2（±20％） 事業期間 B/C=6.1～6.1（±20％） 

事業の効果等  

① 交通渋滞の緩和 

・事業区間の交通量は約２万４百台、交通容量は約1.2倍で交通混雑が発生。 

・東行きは夕方、西行きは朝に特に混雑が発生しており、消防本部前交差点周辺で旅行速度が２０km/h以下へ

低下。 

・寺田拡幅の整備により、交通容量が拡大され交通混雑の緩和に期待。 

② 交通安全の確保 

・事業区間では京都府の一般国道の平均値よりも死傷事故率が高く、渋滞に起因すると想定される追突事故が

約５割を占める。 

・寺田拡幅の整備により交通混雑が緩和し、交通安全性の向上に期待。 

③ 周辺開発の支援 

・事業区間周辺では、市街地整備や大型商業施設・大型物流施設の立地が進行中。 

・都市計画道路と一体となって整備することにより、整備が進む東部丘陵地へのアクセス機能が向上し、企業立

地の促進、新たな雇用の創出などに期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和5年11月に京都府道路協会から、国道24号「寺田拡幅」の計画的かつ着実な整備推進の要望を受けて

いる。 

・令和6年6月に京都府知事から、国道24号「寺田拡幅」の整備推進の要望を受けている。 

京都府知事の意見： 

一般国道24号寺田拡幅には、周辺地域の渋滞緩和、交通事故の減少やアクセス機能の向上による企業

立地の促進が期待されております。 

当該事業を継続するに際しましては、関連事業との緊密な工程調整のうえ、早期の開通を図られるととも

に、より一層のコスト縮減に努められるようお願いします。 



事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道24号寺田拡幅」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、 

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

寺田拡幅の沿線地域の人口は減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向であり、沿線地域の自動車保有台数

に大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成25年度事業化、用地取進捗率約100％、事業進捗率約79％(令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健         
 

事業名 一般国道２号 神戸
こ う べ

西
にし

バイパス 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 近畿地方整備局 

 

西日本高速道路株式会社 

起終点 
 自：兵庫県神戸市垂水

た る み

区名谷町
みょうだにちょう

 

 至：兵庫県明石市大久保町
お お く ぼ ち ょ う

 
延長 12.5km 

事業概要  

神戸西バイパスは、神戸市垂水区から明石市を結ぶ延長約12.5kmの高規格道路であり、交通混雑が著しい

神戸西部地域において、第二神明道路のバイパスとして計画された道路である。 

第二神明道路と東西の広域交通を分担し、日常生活や経済活動を支える重要な路線であり、神戸淡路鳴門

自動車道へのアクセス道路としても機能。 

   S63年度事業化 
  S62年度都市計画決定 

（R4年度変更） 
   H元年度用地着手  H3年度工事着手 

全体事業費 2,250億円 事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 

 71％ 供用済延長 専用部 5.6km 

一般部 5.4km 

計画交通量       31,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

  594/4,731億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  4,759/6,799億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4  

   4.9% 

事 業 費： 438 /4,468億円 

維持管理費： 156/262億円 

更 新 費：    -   億円 

走行時間短縮便益：4,396/6,273億円 

走行経費減少便益： 328/475億円 

交通事故減少便益：  35/51億円 

令和６年 (

参
考) 

2.2 〔2%〕 

2.8 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 8.0  

   38.2% 

交通量 B/C=1.29～1.6（±10％） 交通量 B/C=7.2～8.8（±10％） 

(

参
考) 

10.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.5～1.5（±10％） 事業費 B/C=9.5～11.6（±10％） 

11.9 〔1%〕 事業期間 B/C=1.4～1.6（±20％） 事業期間 B/C=10.2～10.7（±20％） 

事業の効果等  

① 交通混雑の緩和 

・神戸西バイパス整備済区間と並行する第二神明道路では部分供用（H10）により交通混雑が緩和され、渋

滞回数が大幅に減少。 

・一方、未整備区間と並行する第二神明道路では交通容量を超過した交通が発生しており、年間で353回の

渋滞(令和3年)が発生。 

・神戸西バイパスの整備により、第二神明道路の渋滞回数が減少し、走行性の向上に期待。 

②交通安全の確保 

・神戸西バイパス未整備区間と並行する第二神明道路は、整備済区間に並行する第二神明道路と比べ死

傷事故率が高く、交通混雑に起因すると考えられる追突事故が約９割を占め、交通安全面に課題。 

・神戸西バイパスの整備により、第二神明道路の交通混雑が緩和され、事故の減少を期待。 

また、第二神明道路が通行止め時の迂回路として寄与することにも期待。 

③物流の効率化支援 

・兵庫県の製造品出荷額等は全国４位と高く、その約９割が阪神・播磨地区から出荷。 

・阪神・播磨地区には、臨海部に出荷額が高いエリアが集中し、第二神明道路を走行する大型車の発着地

は、阪神（兵庫）地区と播磨地区の臨海部で約７割を占める。 

・神戸西バイパスの整備により、東西方向の物流の効率化を期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・「令和7年度国家予算に対する提案・要望」で神戸市より、神戸西バイパスの事業促進の要望を受けて 

いる。 

・過去にも令和4年7月、令和5年7月、令和6年7月に上記の要望を受けている。 

・令和6年7月に関西高速道路ネットワーク推進協議会から、国土交通省、財務省に対し、早期整備の 

要望を受けている。 



・令和6年10月に関西高速道路ネットワーク推進協議会から、国土交通省、自民党、公明党、財務省に 

対し、早期整備の要望を受けている。 

・令和6年12月に大阪湾岸道路西伸部整備推進神戸市会議員連盟から、国土交通省、国会議員連盟 

等に対し、早期整備等の要望を受けている。 

・令和6年12月に阪神湾岸地域高速道路網整備促進国会議員連盟（※大阪湾岸道路西神部整備促進 

国会議員連盟・平成27年5月設立を改組）から、国土交通省に対し、予算確保、早期整備等の要望を 

受けている。 

神戸市長の意見： 

⼀般国道2号神戸西バイパスは、第二神明道路や国道2号の慢性的な渋滞を解消し、播磨から神戸・大阪

までのネットワークが構築されることによる、物流機能の強化、市民生活の向上などに資する効果の高い事

業です。更には災害時及び第二神明道路の大規模更新工事の通行規制時における代替路の確保など、本

市の重要施策である広域交通結節機能の強化にも寄与する必要不可欠な路線です。 

神戸西バイパスの早期共用のためには、「第二神明道路と一体的な料金体系を導入し、残りの事業は有料

道路事業者が実施する」と平成30年に決定いただいた事業スキームのとおり、自動車専用部については、引

き続き有料道路事業を活用し、事業を継続することが必要と考えます。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道2号神戸西バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に 

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

神戸西バイパス周辺地域の人口は横ばいであるが、世帯数・自動車保有数は増加傾向を示す。 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和63年度事業化、用地取得率：約99％、事業進捗率：約71％（令和6年3月末時点） 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                             【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健               
 

事業名 
一般国道２号 大阪

おおさか

湾岸
わんがん

道路西伸部
せ い し ん ぶ

 

（六甲
ろ っ こ う

アイランド北
きた

～駒
こま

江
え

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 近畿地方整備局 

阪神高速道路株式会社 

起終点 
 自：兵庫県神戸

こ う べ

市東
ひがし

灘
なだ

区向洋町
こうようちょう

東
ひがし

 

 至：兵庫県神戸
こ う べ

市長田
な が た

区西尻池
にししりいけ

町
ちょう

 
延長   14.5km 

事業概要  

大阪湾岸道路は、神戸
こ う べ

淡路
あ わ じ

鳴門
な る と

自動車道の垂水
た る み

JCTから関西国際空港線のりんくうJCTに至る延長約80㎞ 

の高規格道路であり、その内、一般国道２号大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）は、兵庫県 

神戸
こ う べ

市東
ひがし

灘
なだ

区から長田
な が た

区に至る延長14.5㎞の高規格道路である。 

H28年度事業化（公共事業） 

H29年度事業化（有料道路事業） 
H20年度都市計画決定 H30年度用地着手 H30年度工事着手 

全体事業費 約6,740億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約11％ 供用済延長 - km 

計画交通量   約48,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

5,561/76,155億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

6,778/220,281億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.9(0.8)  

12.6%(3.1) 

事 業 費：5,178/64,572億円 

維持管理費： 382/ 9,040億円 

更 新 費：   -/ 2,542億円 

走行時間短縮便益：6,322/201,334億円 

走行経費減少便益： 413/17,002億円 

交通事故減少便益：  43/ 1,945億円 

令和６年度 (

参
考) 

3.2(1.2） 〔2%〕 

3.4(1.5) 〔1%〕 

（残事業）  

 

（事業全体） （残事業） 

 1.2(1.005)  

5.2%(4.0) 

交通量 B/C=2.6～3.2（±10％） 交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 

(

参
考) 

1.8(1.5） 〔2%〕 事業費 B/C=2.9～2.9（±10％） 事業費 B/C=1.1～1.3（±10％） 

2.2(1.8） 〔1%〕 事業期間 B/C=2.9～2.9（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 

事業の効果等  

① 渋滞の緩和・定時性の確保・物流の効率化 

・阪神高速３号神戸線は全国都市高速道路の中で渋滞による損失時間が最も多い路線。 

・大阪湾岸道路西伸部の整備により、取扱貨物量が増加している国際コンテナ戦略港湾阪神港等の 

物流拠点への定時性が確保されるなど、物流の効率化が期待。 

② 沿道環境の改善 

・周辺道路においては、主要渋滞箇所が広範囲に点在し、また、阪神高速３号神戸線は慢性的な渋滞 

が発生。渋滞による速度低下はNOxやSPMなど沿道環境に影響を与える。 

・大阪湾岸道路西伸部の整備により、大阪湾岸道路へ交通が転換することで混雑緩和により、更なる 

沿道環境の改善が期待。 

③ 代替路の確保 

・阪神高速3号神戸線は、建設から５０年以上が経過しており、構造物の長寿命化に向けた更新事業 

による通行規制を実施。さらに、交通事故が多発する区間で通行規制になることも多い。 

・大阪湾岸道路西伸部の整備により、代替路の確保が可能となり、更新事業や交通事故等による阪神 

高速3号神戸線通行規制時の一般道への交通集中が緩和。 

④ 災害時の交通確保 

・大阪湾岸道路西伸部の整備により、高潮や津波の影響を受けない道路ネットワークが構築されることで、災

害時の交通確保が可能となり、陸・海・空の防災拠点が機能を発揮。 

・具体的には、ポートアイランドにある３次救急医療機関や、災害時の物流輸送拠点となる神戸空港・六甲 

アイランド埠頭などへのアクセスが確保され、災害時の円滑な人命救助や復旧に貢献。 

関係する地方公共団体等の意見  

・令和6年7月に関西経済連合会会長が会長を務める「関西高速道路ネットワーク推進協議会」より、 国土 

交通省、財務省に対し早期整備の要望を受けている。 

令和6年10月にも、同協議会より、国土交通省、自民党、公明党、財務省に対し、早期整備等の要望を 



受けている。 

・令和6年12月に兵庫県選出の国会議員による「阪神湾岸地域高速道路網整備促進国会議員連盟」より、 

国土交通省等に対し予算確保、早期整備等の要望を受けている。  

・令和6年12月に兵庫県議会議員による「阪神湾岸地域高速道路網（大阪湾岸道路西神部・名神湾岸連絡 

線）整備促進県議会議員連盟」より、国土交通省、国会議員連盟等に対し早期整備等の要望を受けている。 

・令和6年12月に神戸市会議員による「大阪湾岸道路西神部整備推進神戸市会議員連盟」より、国土交通 

省、国会議員連盟等に対し早期整備等の要望を受けている。 

神戸市長の意見 

一般国道２号大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）は、大阪湾ベイエリアにおける環状道路を 

形成し、阪神高速3 号神戸線の慢性的な渋滞の緩和や国際コンテナ戦略港湾阪神港の機能強化、関西3 

空港へのアクセス改善、更には災害時及び阪神高速３号線の大規模更新工事の通行規制時における代替 

路の確保など、本市の重要施策である広域交通結節機能の強化にも寄与する路線であり、早期の全線供用

が必要不可欠と考えます。よって、「対応方針（原案）」のとおり事業の継続をお願いいたします。 

また、資材価格や労務費の高騰、軟弱地盤対策による⾧大橋基礎の大型化などを踏まえた、今回の事業

費の増加は、やむを得ないものと考えますが、引き続き更なるコスト縮減を図り地方負担の軽減への配慮を 

お願いいたします。 

なお、財政上の制約や今後の物価高騰などの社会経済情勢を踏まえると、まとまった資金を短期間に調達

し早期の整備が期待できる有料道路事業を基本とした、その最大限活用の検討をお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道２号大阪湾岸道路西神部（六甲アイランド北～駒栄）」の再評価は、当委員会に 

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」する 

ことが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

大阪湾岸道路西伸部周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微増傾向ではあるものの、事業採択

時からの社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成28年度に事業化、用地進捗率約28％、事業進捗率約11％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

新港・灘浜航路部は、今後の詳細設計により、耐風・耐震対策の見直しを行う予定である。 

ポートアイランド以西は、今後、海上部長大橋の基本構造を検討するとともに、地質調査や風洞実験を実施し

、その結果を踏まえた構造物の耐震対策・耐風対策の検討を行う予定である。 

施設の構造や工法の変更等  

コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                         【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課 

担当課長名：西川 昌宏、松本 健           
 

事業名 一般国道４３号 名神
めいしん

湾岸
わんがん

連絡
れんらく

線
せん

 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 近畿地方整備局 

阪神高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

起終点 
 自：兵庫

ひょうご

県西宮
にしのみや

市今津
い ま づ

水波
みずなみ

町
ちょう

 

至：兵庫
ひょうご

県西宮
にしのみや

市西宮
にしのみや

浜
はま

二丁目
に ち ょ う め

 
延長    2.7km 

事業概要  

一般国道４３号名神湾岸連絡線は、名神高速道路、阪神高速３号神戸線(大阪方面)及び阪神高速５号湾岸 

線を連絡し阪神高速３号神戸線と国道４３号に集中している交通を阪神高速５号湾岸線に分散させることによ

り、周辺地域の交通渋滞の解消や交通安全、沿道環境の改善を図るとともに、名神高速道路と阪神港をスム

ーズに連絡し、物流ネットワークの形成を図るものである。 

R3年度事業化（公共事業） 

R6年度事業化（有料道路事業） 

令和2年度都市計画決定 

 

年度用地未着手 

 

工事未着手 

 

全体事業費 1,050億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約0.5％ 供用済延長 - km 

計画交通量   17,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

5,561/76,155億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

6,778/220,281億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 2.9(1.3)  

12.6%(5.7) 

事 業 費：5,178/64,572億円 

維持管理費： 382/ 9,040億円 

更 新 費：   0/ 2,542億円 

走行時間短縮便益：6,322/201,334億円 

走行経費減少便益： 413/17,002億円 

交通事故減少便益：   43/1,945億円 

令和６年 (

参
考) 

3.2(1.9） 〔2%〕 

3.4(2.3) 〔1%〕 

（残事業）  

 

（事業全体） 感度分析 

 1.2(1.3)  

5.2%(5.8) 

交通量 B/C=2.6～3.2（±10％） 交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 

(

参
考) 

1.8(1.9） 〔2%〕 事業費 B/C=2.9～2.9（±10％） 事業費 B/C=1.1～1.3（±10％） 

2.2(2.3） 〔1%〕 事業期間 B/C=2.9～2.9（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 

事業の効果等  

①  渋滞の緩和・定時性の確保・物流の効率化 

・阪神高速３号神戸線は全国都市高速道路の中で渋滞による損失時間が最も多い路線。 

・名神湾岸連絡線の整備により、国際コンテナ戦略港湾阪神港等の物流拠点への定時性が確保されるなど

、物流の効率化が期待。 

② 沿道環境の改善 

・周辺道路においては、主要渋滞箇所が広範囲に点在し、また、阪神高速３号神戸線は慢性的な渋滞 

が発生。渋滞による速度低下はNOｘやSPMなど沿道環境に影響を与える。 

・名神湾岸連絡線の整備により、大阪湾岸道路へ交通が転換することで、混雑緩和により、更なる沿道環境 

の改善が期待。 

③ 代替路の確保 

・阪神高速3号神戸線は、建設から５０年以上が経過しており、構造物の長寿命化に向けた更新事業 

による通行規制を実施。さらに、交通事故が多発する区間で通行規制になることも多い。 

・名神湾岸連絡線の整備により、代替路の確保が可能となり、更新事業や交通事故等による阪神高速３号 

線通行規制時の一般道への交通集中が緩和。 

④ 災害時の交通確保 

・名神湾岸連絡線の整備により、高潮や津波の影響を受けない道路ネットワークが構築されることで、 

災害時の交通確保が可能となり、陸・海・空の広域防災拠点が機能を発揮。 

・具体的には、ポートアイランドにある3次救急医療機関や、災害時の物流輸送拠点となる神戸空港・六甲ア

イランド埠頭などへのアクセスが確保され、災害時の円滑な人命救助や復旧に貢献。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和6年7月に関西経済連合会会長が会長を務める「関西高速道路ネットワーク推進協議会」より、 国土 

交通省、財務省に対し早期整備の要望を受けている。 



令和6年10月にも、同協議会より、国土交通省、自民党、公明党、財務省に対し、早期整備等の要望を 

受けている。 

・令和6年12月に兵庫県選出の国会議員による「阪神湾岸地域高速道路網整備促進国会議員連盟」より、 

国土交通省等に対し予算確保、早期整備等の要望を受けている。  

・令和6年12月に兵庫県議会議員による「阪神湾岸地域高速道路網（大阪湾岸道路西神部・名神湾岸連絡 

線）整備促進県議会議員連盟」より、国土交通省、国会議員連盟等に対し早期整備等の要望を受けている 

・令和6年12月に神戸市会議員による「大阪湾岸道路西神部整備推進神戸市会議員連盟」より、国土交通 

省、国会議員連盟等に対し早期整備等の要望を受けている。 

兵庫県知事の意見： 

一般国道43 号名神湾岸連絡線は、大阪湾岸道路西伸部と一体となって大阪湾ベイエリアの高速道路 

ネットワークを形成する重要な高規格道路である。 

当該道路は、阪神高速３号神戸線等の渋滞緩和や沿道環境の改善、阪神港等の物流拠点、国際化を控 

える神戸空港への交通アクセスの強化に資することから、事業継続の対応方針（原案）に異論はない。 

 事業継続にあたっては、地元関係者への事業進捗に応じた丁寧な説明に努められたい。 

 引き続き、大阪湾岸道路西伸部の早期全線開通とともに、これに遅れることのない開通に向けた必要な 

予算確保等、事業の更なる推進をお願いする。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道43号名神湾岸連絡線」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に 

おいて、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は横ばい傾向にあるが、世帯数および自動車保有台数は増加傾向にあり、自動車への 

依存が高い傾向は当初計画時点と大きな変更はなく事業採択の際の前提となっている需要の見込みや 

地元情勢の変化等に大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和3年度新規事業化、用地進捗率0％、事業進捗率約0.5％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】             【事業概要図】 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

名神湾岸連絡線 
めいしんわんがんれんらくせん 

兵庫県 
ひょうご 

E1

E26

E28

E93

E94

E2

大阪湾岸道路西伸部

（六甲アイランド北～駒栄）

大阪湾岸道路 延長 約80km

めいしんわんがんれんらくせん

延長 2.7km
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※ 垂水 JCT～りんくう JCT間：名神湾岸連絡線の事業評価を一体

対象路線

E71
高規格幹線道路・その他有料道路
事業中の高規格幹線道路・その他有料道路
阪神高速道路
事業中の阪神高速道路
大阪湾岸道路西伸部（都市計画決定済）
大阪湾岸道路西伸部（事業中)



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道２８号 洲本
す も と

バイパス 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
自：兵庫県洲本

す も と

市炬
たけの

口
くち

 

至：兵庫県洲本
す も と

市納
おさめ

 
延長   6.0km 

事業概要  

一般国道28号は、神戸市を起点として徳島市に至る約195kmの幹線道路で、淡路島内の経済、産業活

動を支援するほか地域の生活道路として大きな役割を担っている。 

洲本バイパスは、神戸淡路鳴門自動車道洲本ICへのアクセス道路としての役割を担うとともに、洲本

市内の国道28号の交通混雑の緩和、交通安全の確保及び災害時の代替路の確保等を目的とした延長6.0k

mのバイパスである。 

S60年度事業化 

 

S57年度都市計画決定 

（S-年度変更） 

S63年度用地着手 

 

H元年度工事着手 

 

全体事業費    505億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

  約78％ 供用済延長 3.6km 

計画交通量    11,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   94/975億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)  

   202/922億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 0.95  

   3.9% 

事 業 費：   83/945億円 

維持管理費：   12/ 31億円 

更 新 費：     ー 

走行時間短縮便益：   183/878億円 

走行経費減少便益：    17/ 40億円 

交通事故減少便益：    2.7/3.8億円 
令和6年 (

参
考) 

1.4 〔2%〕 

1.8 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1  

   11.1% 

交通量 B/C=0.9～1.04（±10％） 交通量 B/C=1.9～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9 〔2%〕 事業費 B/C=0.9～0.95（±10％） 事業費 B/C=2.0～2.3（±10％） 

3.4 〔1%〕 事業期間 B/C=0.9～0.95（±20％） 事業期間 B/C=2.1～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

 ・洲本バイパス未開通区間と並行する国道28号は、交通容量の約1.4倍。 

 ・洲本バイパス開通済区間では、旧国道28号の交通量が約4割減少。 

・残る区間の整備により交通の転換が図られ、交通混雑の緩和に期待。 

②交通安全の確保 

 ・洲本バイパス開通済区間の死傷事故件数は、旧国道28号区間34件からバイパス区間3件に減少し、

  旧国道28号区間も8件に減少。 

・未開通区間に並行する国道28号の死傷事故件数は年間約9件発生しており、残る区間の整備により

  交通の転換が図られ、国道28号の安全性の向上に期待。 

③災害時の代替路の確保 

 ・未開通区間の国道28号の一部が、南海トラフ巨大地震時の津波浸水想定範囲に位置。 

・洲本バイパスの計画高さは想定津波高さよりも高く、災害時の避難路及び緊急輸送路として機能。 

④地域医療の支援 

 ・洲本インター前交差点から淡路島唯一の三次救急医療施設までの到着時間は、開通前の約16分から

現況で約13分に短縮されており、全線開通するとさらに約11分に短縮。 

・重症救急患者に対応する三次救急医療施設へのアクセス向上に期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

 ・令和5年8月に近畿国道協議会から、予算確保および早期完成の要望を受けている。 

・令和6年7月に兵庫南東部国道連絡会から、早期完成の要望を受けている。 

 ・令和6年11月に洲本市から、国土交通省に予算確保および事業促進の要望を受けている。 

 



兵庫県知事の意見： 

一般国道28号は、淡路島を南北に通過し、高速道路のICや淡路3市の中心市街地をつなぐ幹線道路であ

る。事業中の洲本バイパスは交通混雑の緩和、交通安全の確保、災害時の代替路の確保など重要な役割

を担っている。 

洲本バイパス6.0kmのうち、洲本ICと洲本市街地を直結する西側3.6kmは供用済みであるが、東側2.4kmが

未供用となっている。このため、未供用区間と並行する現国道では交通量が交通容量を超過し、青雲橋北

詰交差点や新潮橋北詰交差点で交通混雑が発生している。本バイパスの整備により通過交通を排除し、交

通混雑の緩和や交通の安全性向上を図る必要がある。 

令和6年4月に島内最長となる潮トンネルが貫通し、地元の開通への期待はますます高まっている。引き続

き、早期の全線供用に向けて取り組んでいただきたい。なお、事業の実施にあたっては、資材価格が高騰し

ている状況ではあるものの、より一層のコスト縮減に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道28号洲本バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

洲本バイパス周辺地域の人口、世帯数は減少傾向にあるが、地域を訪れる観光客数は増加傾向。 

国道28号の交通量は減少傾向であったが、近年は横ばいであり、依然として交通容量を超過している状況

や、広域的な交通が7割を占める状況に変化はない。 

洲本バイパス周辺地域では、企業の進出が進んでおり、工場立地件数が増加傾向であり、有効求人倍率は

高い水準で推移している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和60年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約78％(令和6年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指します。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                     【概要図】 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道175号 西脇
にしわき

北
きた

バイパス 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
 自：兵庫県西脇

にしわき

市下戸
し も と

田
だ

 

 至：兵庫県西脇
にしわき

市黒田庄町大伏
くろだしょうちょうおおふし

 
延長   5.2km 

事業概要  

東播丹波連絡道路は、東播地域と丹波地域の連携を強化するとともに、山陽自動車道、中国縦貫自動車道、

北近畿豊岡自動車道と一体となって広域ネットワークを形成する延長約30kmの高規格道路である。 

国道175号西脇北バイパスは、東播丹波連絡道路の一部を形成し、西脇市域と東播地域及び丹波地域への

アクセス性の向上、西脇市域における国道175号の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目的とした道路で

ある。 

H9年度事業化 H10年度都市計画決定 

（H13年度変更） 

H12年度用地着手 H18年度工事着手 

全体事業費 551億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

  約68％ 供用済延長 2.1km 

計画交通量 17,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

   169/741億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   712/751億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.01  

   4.0% 

事 業 費：  126/692億円 

維持管理費：   43/ 49億円 

更 新 費：     ー 

走行時間短縮便益：  675/713億円 

走行経費減少便益：   29/ 30億円 

交通事故減少便益：  7.8/ 7.8億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5 〔2%〕 

2.0 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.2  

   20.4% 

交通量 B/C=0.91～1.1（±10％） 交通量 B/C=3.8～4.6（±10％） 

(

参
考) 

5.5 〔2%〕 事業費 B/C=0.996～1.03（±10％） 事業費 B/C=3.9～4.5（±10％） 

6.3 〔1%〕 事業期間 B/C=0.97～1.05（±20％） 事業期間 B/C=4.1～4.3（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・主要渋滞箇所である上戸田南交差点等において、朝夕の通勤時間帯に、交通混雑が発生。 

・西脇北バイパスの整備により交通の転換が図られ、交通混雑の緩和に期待。 

②交通安全の確保 

・開通済区間に並行する国道175号では、開通後の死傷事故件数が約4割減。 

・未開通区間に並行する国道175号では、年平均5.5件の死傷事故が発生。また、交通混雑が主な原因と考

えられる追突事故が約7割を占める。 

・西脇北バイパスの整備により交通混雑が緩和し、国道175号の安全性の向上に期待。 

③地域のアクセス改善 

・西脇市は北播磨医療圏と丹波医療圏が連携した広域な医療圏に位置し、当該圏域では救急搬送の約8割

が国道175号沿線の病院へ搬送。 

・平成29年には西脇市北部の救急医療体制の強化を図るため、西脇北バイパス整備区間に西脇消防署西

脇北出張所が設置。 

・西脇北バイパスの整備により、広域な医療圏での救急医療活動への支援に期待。 

④地域の防災性向上 

  ・国道175号は緊急輸送道路に指定されており、災害時の避難・救援など重要な役割を担う。 

・西脇市では過去に4回の浸水被害が発生している他、西脇北バイパスの並行区間には防災点検箇所が3

箇所存在。 

・西脇北バイパスの整備により、地域の防災性向上に期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・令和6年7月に西脇北バイパス整備促進協議会から一般国道175号西脇北バイパスの早期整備の要望を



受けている。 

・令和6年8月に一般国道175号整備促進期成同盟会から一般国道175号西脇北バイパスの早期整備の要

望を受けている。 

兵庫県知事の意見： 

一般国道175号西脇北バイパスは、中国自動車道滝野社ＩＣと北近畿豊岡自動車道氷上ＩＣを連絡する地

域高規格道路「東播丹波連絡道路」の一部を形成する重要な道路である。 

当該区間の国道175号の現道は、交通量が交通容量を超過し、特に朝夕の通勤時間帯には上戸田南交

差点等で交通混雑が目立つなど、交通混雑の緩和や安全性の向上を図る西脇北バイパスの早期全線供用

が待ち望まれている。 

西脇北バイパス5.2kmのうち、西脇市寺内～大伏間2.1kmは令和2年3月に供用済みであるものの、西脇市

下戸田～寺内間3.1kmは未供用となっている。このため、既に公表済みの本バイパスの令和8年春の全線供

用に向けて引き続き取り組んでいただきたい。 

なお、事業の実施にあたっては、資材価格が高騰している状況ではあるものの、より一層のコスト縮減に

努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道175号西脇北バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

西脇北バイパス周辺地域の人口は減少傾向にあるものの、世帯数は増加しており、1世帯あたりの自動車

保有台数は県平均の約2倍と、車への依存が高い。 

国道175号の交通量は横ばいであり依然として交通容量を超過している状況であり、広域的な交通が約6割

を占める状況に変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成9年度事業化、用地取進捗率約100％、事業進捗率約68％(令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、令和8年春頃の全線2車線による開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業の実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                     【概要図】 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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令和2年3月開通

【令和8年春開通予定（2/4）】
延長3.1km



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏              
 

事業名 一般国道４２号 冷水拡幅 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
 自：和歌山県海南市冷水 

 至：和歌山県海南市藤白 
延長 1.1km 

事業概要  

一般国道42号は浜松市を起点とし、伊勢市、海南市等を経て和歌山市に至る主要幹線道路であり、紀伊半島

の太平洋沿岸を結ぶ広域的な幹線道路としての役割を担い、地域の社会経済活動や日常生活の基盤としての

役割を果たしている。冷水拡幅・有田海南道路は、交通混雑の緩和、交通安全の確保及び災害時における交通

の確保等を目的とした道路である。 

H19年度事業化 

 

H19年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

 H21年度用地着手 

 

 H23年度工事着手 

 

全体事業費  61億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

98％ 供用済延長 0.7km 

計画交通量  18,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   265/882億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   953/1,023億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2(1.3)  

4.7%(5.0%) 

事 業 費：  239/845億円 

維持管理費：   26/34億円 

更 新 費：    0/2.6億円 

走行時間短縮便益：   884/945億円 

走行経費減少便益：    60/67億円 

交通事故減少便益：    9.6/11億円 

令和６年 (

参
考) 

1.8(1.8) 〔2%〕 

2.3(2.2) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.6(9.6)  

15.0%(242.8%) 

交通量 B/C=1.04～1.3（±10％） 交通量 B/C=3.3～4.0(±10％） 

(

参
考) 

5.1(9.9) 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=3.3～4.0（±10％） 

6.2(10.0) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=3.5～3.7（±20％） 

事業の効果等  

① ①交通混雑の緩和  
・国道42号は有田市街地と海南市街地を結ぶ幹線道路であり、通勤時間帯を中心に渋滞が発生。 
・事業中区間の交通量は交通容量の約1.6倍となっており、交通容量が不足。 
・冷水拡幅・有田海南道路が整備されることにより、国道42号の交通混雑が緩和し、移動所要時間の短縮 
が期待。 
②交通安全の確保 
・事業区間と並行する国道42号の死傷事故は、渋滞に起因すると想定される追突事故が約7割。 
・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、交通安全の向上が期待。 

② ③災害時における交通の確保 
・事業区間と並行する国道42号は南海トラフ巨大地震に伴う津波による浸水が想定されている。 
・令和5年6月の大雨で国道42号が冠水し、10時間以上の通行不能になり、広域的な迂回が発生。 
・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、災害時における避難路の確保及び緊急輸送道路としてネットワ 
ークを形成。 
④救急医療の支援 
・有田市の救急搬送のうち、和歌山市・海南市への搬送が5割以上を占めている。 
・国道42号を利用した場合は、所要時間にばらつきがみられ定時性の確保が課題。 
・冷水拡幅・有田海南道路の整備により所要時間が安定することで時間信頼性が向上し、平均所要時間 
も短くなるため、救急搬送時にも利用しやすくなることが期待。 
⑤地域振興の支援 
・道の駅「海南サクアス」が令和5年9月2日に開業。周辺地域の特産品が販売されている。 
・県外からたくさんの来訪者が訪れ、道の駅での食事や買い物、周辺観光を楽しんでいる。 
・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、道の駅へのアクセス性が向上し、道の駅を拠点とした周遊観 
光の促進や特産品の販路拡大による更なる地域活性化が期待。 
 
 

しみず 

しみず かいなん 

かいなん ふじしろ 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 
・令和6年6月に国道42号・有田海南間整備促進協議会より、早期整備の要望を受けている。 
和歌山県知事の意見： 
国道42号冷水拡幅及び有田海南道路は、多発する交通事故や渋滞といった交通課題を解決するため、南

海トラフ地震や激甚化・頻発化する豪雨災害への備えとして、さらに、観光振興や特産品の販路拡大など
地域活性化を図るうえで、必要不可欠な道路であること、また、昨今の物価上昇、想定より脆弱な地質等
を踏まえると、今回の事業費の見直しに伴うコストの増加は、やむを得ないものと考えますので、対応方
針（原案）のとおり、事業継続が妥当と判断します。 
なお、今後の事業実施にあたっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、開通時期を公表し

、一日も早い全線開通をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号冷水拡幅」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、お
おむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。  

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の沿線地域の人口は減少傾向であるが、世帯数は横ばい、世帯あたりの自動車保有台数は約2台と多

い状況に変化はなく、内内交通と内外交通が約9割を占める状況にも大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成19年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率98％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すると、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                       【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道４２号 有田
あ り だ

海南
かいなん

道路 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 
 自：和歌山県有田

あ り だ

市野
の

 

 至：和歌山県海南
かいなん

市冷水
し み ず

 
延長    9.4km 

事業概要  

一般国道42号は浜松市を起点とし、伊勢市、海南市等を経て和歌山市に至る主要幹線道路であり、紀伊半島の

太平洋沿岸を結ぶ広域的な幹線道路としての役割を担い、地域の社会経済活動や日常生活の基盤としての役割

を果たしている。冷水拡幅・有田海南道路は、交通混雑の緩和、交通安全の確保及び災害時における交通の確保

等を目的とした事業である。 

H20年度事業化 

 

H19年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H23年度用地着手 

 

H28年度工事着手 

 

全体事業費    784億円 事業進捗率 

 (令和6年3月末時点) 

  55％ 供用済延長 0.2km 

計画交通量 11,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   265/882億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   953/1,023億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 1.2(1.2)  

4.7%(4.8%) 

事 業 費：  239/845億円 

維持管理費：   26/34億円 

更 新 費：    0/2.6億円 

走行時間短縮便益：   884/945億円 

走行経費減少便益：    60/67億円 

交通事故減少便益：    9.6/11億円 
令和６年 (

参
考) 

1.8(1.9) 〔2%〕 

2.3(2.4) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） 感度分析 

 3.6(3.6)  

 15.0%(14.6%) 

交通量 B/C=1.04～1.3（±10％） 交通量 B/C=3.3～4.0(±10％） 

(

参
考) 

5.1(5.1) 〔2%〕 事業費 B/C=1.1～1.2（±10％） 事業費 B/C=3.3～4.0（±10％） 

6.2(6.2) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=3.5～3.7（±20％） 

事業の効果等  

➀交通混雑の緩和 

・国道42号は有田市街地と海南市街地を結ぶ幹線道路であり、通勤時間帯を中心に渋滞が発生。 

・事業中区間の交通量は交通容量の約1.6倍となっており、交通容量が不足。 
・冷水拡幅・有田海南道路が整備されることにより、国道42号の交通混雑が緩和し、移動所要時間の短縮 
が期待。 

➁交通安全の確保 

・国道42号では高さ3.8mを超える特殊車両の通行が困難なトンネルが5か所存在し、過去には特殊車両の積荷

が接触する事故が発生。 

・事業区間と並行する国道42号の死傷事故は、渋滞に起因すると想定される追突事故が約7割を占めており、

特に黒田交差点～小南交差点間の死傷事故率は県内平均の約1.7倍。 

・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、特殊車両の通行に対応したトンネル断面の確保及び交通安全の向上

が期待。 

➂災害時における交通の確保 

・事業区間と並行する国道42号は南海トラフ巨大地震に伴う津波による浸水が想定されている。 

・令和5年6月の大雨で国道42号が冠水し、10時間以上の通行不能になり、広域的な迂回が発生。 

・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、災害時における避難路の確保及び緊急輸送路としてのネットワーク

を形成。 

➃救急医療の支援 

・有田市の救急搬送のうち、和歌山市・海南市への搬送が5割以上を占めている。 

・国道42号を利用した場合は、所要時間にばらつきがみられ定時性の確保が課題。 

・冷水拡幅・有田海南道路の整備により所要時間が安定することで時間信頼性が向上し、平均所要時間も短く 

なるため、救急搬送時にも利用しやすくなることが期待。 

➄地域振興の支援 

・道の駅「海南サクアス」が令和5年9月2日に開業。周辺地域の特産品が販売されている。 



・県外からたくさんの来訪者が訪れ、道の駅での食事や買い物、周辺観光を楽しんでいる。 

・冷水拡幅・有田海南道路の整備により、道の駅へのアクセス性が向上し、道の駅を拠点とした周遊観光の促

進や特産品の賄賂拡大による更なる地域活性化が期待。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 
・令和6年6月に国道42号・有田海南間整備促進協議会より、早期整備の要望を受けている。 
和歌山県知事の意見： 

  国道42号冷水拡幅及び有田海南道路は、多発する交通事故や渋滞といった交通課題を解決するため、南海トラ

フ地震や激甚化・頻発化する豪雨災害への備えとして、さらに、観光振興や特産品の販路拡大など地域活性化を

図るうえで、必要不可欠な道路あること、また、昨今の物価上昇、想定より脆弱な地質等を踏まえると、今回の事業

費の見直しに伴うコストの増加は、やむを得ないものと考えますので、対応方針(原案)のとおり、事業継続が妥当と

判断します。 

  なお、今後の事業実施にあたっては、できる限りコスト縮減に努めて頂くとともに、開通時期を公表し、一日も早い

全線開通をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号有田海南道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

事業の沿線地域の人口は減少傾向であるが、世帯数は横ばい、世帯あたりの自動車保有台数は約2台と多い状

況に変化はなく、内内交通と内外交通が約9割を占める状況にも大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成20年度事業化、用地進捗率99％、事業進捗率55％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】                    【概略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

 

（
終
）
和
歌
山
県
有
田
市
野 

あ
り
だ 

 
 
 

の 

（
終
起
）
和
歌
山
県
海
南
市
冷
水 

か
い
な
ん 

 
 
 

し
み
ず 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道４２号 すさみ串本
く し も と

道路 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
 自：和歌山県東牟婁郡

ひ が し む ろ ぐ ん

串本町
くしもとちょう

サンゴ台
だい

 

至：和歌山県西牟婁郡
に し む ろ ぐ ん

すさみ町
ちょう

江
え

住
すみ

 
延長    19.2km 

事業概要  

一般国道42号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長521kmの主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道42号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島を一周する高規格

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的とし

た自動車専用道路である。 

H26年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H29年度用地着手 H29年度工事着手 

全体事業費    2,160億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

58％ 供用済延長 - km 

計画交通量  6,100台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 3,748/ 58,079億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,784/ 357,190億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 6.2(0.5)  

27.3（0.5%） 

事 業 費：3,342/46,436億円 

維持管理費： 402/8,971億円 

更 新 費： 3.9/2,672億円 

走行時間短縮便益：7,180/ 322,973億円 

走行経費減少便益：511/ 29,560億円 

交通事故減少便益：  93/ 4,657億円 

令和６年 (

参
考) 

6.9(0.7) 〔2%〕 

7.5(0.8) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 

 

（事業全体） （残事業） 

 2.1(1.8)  

9.1（8.5%） 

交通量 B/C=5.5～6.8（±10％） 交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 

(

参
考) 

3.0(2.4) 〔2%〕 事業費 B/C=6.1～6.2（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.7(2.8) 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.3（±20％） 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路に並行する国道42号の約８割、 

新宮道路・新宮紀宝道路に並行する県道紀宝川瀬線の約４割の区間が浸水すると予測。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊急 

輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支援。 

②救急医療活動の支援 

・南和歌山医療センター（田辺市）は、和歌山県南部で唯一の三次救急医療機関であり、すさみ串本道路、 

串本太地道路の整備により、南和歌山医療センターの60分圏域人口カバー率が74％から98％まで拡大。 

・災害時においても広域的な救急活動支援を期待。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完成に 

むけた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に、高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)

から、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

・令和6年7月に熊野川河口に橋を架ける会(新宮市、紀宝町の各首長、熊野川河口大橋建設促進議員連盟

の議員、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を受け

ている。 



・令和6年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県議会議長、御坊市以南沿線自

治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそ

れに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、御浜町、

新宮市、田辺市、那智勝浦町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年11月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、 

すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路の早期完成を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

 

和歌山県知事の意見：一般国道４２号すさみ串本道路・串本太地道路・新宮道路・新宮紀宝道路 

半島地域の発展や切迫する南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への備えなど、安全・安心の前提とな

る「半島防災」の観点から、紀伊半島を一周する近畿自動車道紀勢線等の整備が急務であること、また昨今の

資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、事業費の増加は、やむを得ないものと考えますので、

対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断します。 

 なお、今後の事業実施に当たっては、コスト縮減に努めて頂き、「すさみ串本道路」の工事工程管理の徹底

による１日も早い開通と、「串本太地道路」「新宮道路」の早期開通をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号すさみ串本道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に 

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

すさみ串本道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成26年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約58％(令和6年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地盤のひび割れへの対策工法として基礎構造の変更を行うなどの対応が必要 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】          【概要図】 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道４２号 串本
く し も と

太地
た い じ

道路 

事

業 

区

分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
自：和歌山県東牟婁郡

ひがしむろぐん

那智勝浦町
なちかつうらちょう

八尺
や た

鏡野
が の

 

至：和歌山県東牟婁郡
ひがしむろぐん

串本町鬮
くしもとちょうくじ

野川
の か わ

 
延長    18.4km 

事業概要  

一般国道42号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長521kmの主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道42号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島を一周する高規格

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的とし

た自動車専用道路である。 

H30年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

R2年度用地着手 R3年度工事着手 

全体事業費 1,030億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

  約7％ 供用済延長 - km 

計画交通量  7,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 3,748/ 58,079億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,784/ 357,190億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 6.2(0.7)  

 27.3（2.2%） 

事 業 費：3,342/46,436億円 

維持管理費： 402/8,971億円 

更 新 費： 3.9/2,672億円 

走行時間短縮便益：7,180/ 322,973億円 

走行経費減少便益：511/ 29,560億円 

交通事故減少便益：  93/ 4,657億円 

令和６年 (

参
考) 

6.9(1.04) 〔2%〕 

7.5(1.3) 〔1%〕 

（残事業）  

 

（事業全体）  

 2.1(0.8)  

  9.1（2.7%） 

交通量 B/C=5.5～6.8（±10％） 交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 

(

参
考) 

3.0(1.1) 〔2%〕 事業費 B/C=6.1～6.2（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.7(1.4) 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.3（±20％） 

事業の効果等  

① 災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路に並行する国道42号の約８割、 

新宮道路・新宮紀宝道路に並行する県道紀宝川瀬線の約４割の区間が浸水すると予測。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊急 

輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支援。 

②救急医療活動の支援 

・南和歌山医療センター（田辺市）は、和歌山県南部で唯一の三次救急医療機関であり、すさみ串本道路、 

串本太地道路の整備により、南和歌山医療センターの60分圏域人口カバー率が74％から98％まで拡大。 

・災害時においても広域的な救急活動支援を期待。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完 

成にむけた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)か

ら、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

・令和6年7月に熊野川河口に橋を架ける会(新宮市、紀宝町の各首長、熊野川河口大橋建設促進議員連盟



の議員、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を受け

ている。 

・令和6年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県議会議長、御坊市以南沿線自

治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそ

れに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、御浜町、

新宮市、田辺市、那智勝浦町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年11月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、 

すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路の早期完成を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

 

和歌山県知事の意見：一般国道４２号すさみ串本道路・串本太地道路・新宮道路・新宮紀宝道路 

半島地域の発展や切迫する南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への備えなど、安全・安心の前提とな

る「半島防災」の観点から、紀伊半島を一周する近畿自動車道紀勢線等の整備が急務であること、また昨今の

資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、事業費の増加は、やむを得ないものと考えますので、

対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断します。 

 なお、今後の事業実施に当たっては、コスト縮減に努めて頂き、「すさみ串本道路」の工事工程管理の徹底

による１日も早い開通と、「串本太地道路」「新宮道路」の早期開通をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号串本太地道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に 

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

串本太地道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの 

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成30年度事業化、用地進捗率約83％、事業進捗率約7％(令和6年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】          【概要図】 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

串本太地道路
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道４２号 新宮
しん ぐ う

道路 
事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
自：和歌山県新宮市

しんぐうし

あけぼの 

至：和歌山県新宮市
しんぐうし

三輪崎
み わ さ き

 
延長    4.8km 

事業概要  

一般国道42号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長521kmの主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道42号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島を一周する高規格

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的とし

た自動車専用道路である。 

H31年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

R4年度用地着手 工事未着手 

全体事業費    335億円 事業進捗率   4％ 供用済延長 - km 

計画交通量  9,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 3,748/ 58,079億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,784/ 357,190億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 6.2(0.7)  

 27.3（1.9%） 

事 業 費：3,342/46,436億円 

維持管理費： 402/8,971億円 

更 新 費： 3.9/2,672億円 

走行時間短縮便益：7,180/ 322,973億円 

走行経費減少便益：511/ 29,560億円 

交通事故減少便益：  93/ 4,657億円 

令和６年 (

参
考) 

6.9(0.98) 〔2%〕 

7.5(1.2) 〔1%〕 

（残事業）  

 

（事業全体）  

 2.1(0.7)  

 9.1（2.1%） 

交通量 B/C=5.5～6.8（±10％） 交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 

(

参
考) 

3.0(1.03) 〔2%〕 事業費 B/C=6.1～6.2（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.7(1.3) 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.3（±20％） 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路に並行する国道42号の約８割、 

新宮道路・新宮紀宝道路に並行する県道紀宝川瀬線の約４割の区間が浸水すると予測。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊急 

輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支援。 

②救急医療活動の支援 

・新宮道路と新宮紀宝道路の整備による時間短縮により、地域医療の核である新宮市立医療センターと 

紀南病院（三重県御浜町）とで実施されている県境を越えた地域医療連携サービスがさらに向上。  

・災害時においても広域的な救急活動支援を期待。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完 

成にむけた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)か

ら、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

・令和6年7月に熊野川河口に橋を架ける会(新宮市、紀宝町の各首長、熊野川河口大橋建設促進議員連盟

の議員、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を受け

ている。 

・令和6年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県議会議長、御坊市以南沿線自



治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそ

れに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、御浜町、

新宮市、田辺市、那智勝浦町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年11月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、 

すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路の早期完成を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

 

和歌山県知事の意見：一般国道４２号すさみ串本道路・串本太地道路・新宮道路・新宮紀宝道路 

半島地域の発展や切迫する南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への備えなど、安全・安心の前提とな

る「半島防災」の観点から、紀伊半島を一周する近畿自動車道紀勢線等の整備が急務であること、また昨今の

資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、事業費の増加は、やむを得ないものと考えますので、

対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断します。 

 なお、今後の事業実施に当たっては、コスト縮減に努めて頂き、「すさみ串本道路」の工事工程管理の徹底

による１日も早い開通と、「串本太地道路」「新宮道路」の早期開通をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号新宮道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、 

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

新宮道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの 

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成31年度事業化、用地進捗率約7％、事業進捗率約4％(令和6年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

【位置図】           【概要図】 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道４２号 新宮
しん ぐ う

紀宝
き ほ う

道路 

事

業 

区

分 

 

一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 
近畿地方整備局 

起終点 
自：三重県南牟婁郡

みなみむろぐん

紀宝町
きほうちょう

神内
こうのうち

 

至：和歌山県新宮市
しんぐうし

あけぼの 
延長    2.4km 

事業概要  

一般国道42号は静岡県浜松市を起点とし、和歌山県和歌山市に至る総延長521kmの主要幹線道路であり、

和歌山県の紀伊半島沿岸部をつなぐ唯一の国道として、産業、経済、生活を支える重要な役割を担っている。 

一般国道42号すさみ串本道路、串本太地道路、新宮道路及び新宮紀宝道路は、紀伊半島を一周する高規格

道路として、南海トラフ地震等の災害時の交通確保、救急医療活動の支援及び広域周遊観光の支援を目的とし

た自動車専用道路である。 

H25年度事業化 

 

H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

H29年度用地着手 

 

H29年度工事着手 

 

全体事業費     500億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約91％ 供用済延長 2.4 km 

計画交通量       15,100台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

 3,748/ 58,079億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,784/ 357,190億円 

基準年 

 （事業全体） （事業全体）   

 6.2(1.2)  

27.3（5.2%） 

事 業 費：3,342/46,436億円 

維持管理費： 402/8,971億円 

更 新 費： 3.9/2,672億円 

走行時間短縮便益：7,180/ 322,973億円 

走行経費減少便益：511/ 29,560億円 

交通事故減少便益：  93/ 4,657億円 

令和６年 (

参
考) 

6.9(1.8) 〔2%〕 

7.5(2.2) 〔1%〕 

（残事業）  

 

（事業全体）  

 2.1(22.6)  
9.1 

（82845.1%） 

交通量 B/C=5.5～6.8（±10％） 交通量 B/C=1.9～2.3（±10％） 

(

参
考) 

3.0(25.9) 〔2%〕 事業費 B/C=6.1～6.2（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.7(27.7) 〔1%〕 事業期間 B/C=6.2～6.2（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.3（±20％） 

事業の効果等  

①災害時の交通確保 

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路、串本太地道路に並行する国道42号の約８割、新宮 

道路・新宮紀宝道路に並行する県道紀宝川瀬線の約４割の区間が浸水すると予測。 

・近畿自動車道紀勢線は津波に対して十分な高さを確保した計画路線であり、大規模災害時における緊急 

輸送道路や一時的な避難場所として活用するために避難路を設置することで、地域の避難活動を支援。 

②救急医療活動の支援 

・新宮道路と新宮紀宝道路の整備による時間短縮により、地域医療の核である新宮市立医療センターと紀南 

病院（三重県御浜町）とで実施されている県境を越えた地域医療連携サービスがさらに向上。  

・災害時においても広域的な救急活動支援を期待。 

③広域周遊観光の支援 

・近畿自動車道紀勢線の整備により、沿線市町の観光客数が大きく増加。 

・未整備区間を整備することにより、和歌山県・三重県の豊富な観光資源を活かした広域周遊観光を支援。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等: 

・令和4年12月に近畿自動車道紀勢線 すさみ・那智勝浦間 建設促進協議会(串本町、すさみ町、太地町、

古座川町、那智勝浦町の各首長、議会議長、他)から、すさみ串本道路、串本太地道路の早期完 

成にむけた事業促進等の要望を受けている。 

・令和4年10月に高速道路をつなぐ建設促進那智勝浦協議会(那智勝浦町内の民間団体など関係24団体)か

ら、串本太地道路の一日も早く完成させるよう要望を受けている。 

・令和6年7月に熊野川河口に橋を架ける会(新宮市、紀宝町の各首長、熊野川河口大橋建設促進議員連盟



の議員、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそれに必要な予算確保等の要望を受け

ている。 

・令和6年7月に高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事、和歌山県議会議長、御坊市以南沿線自

治体首長及び議長、他)から、総会での決議を踏まえ、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及びそ

れに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年10月に近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進期成同盟会(紀宝町、熊野市、御浜町、

新宮市、田辺市、那智勝浦町、北山村の各首長、他)から、事業中区間の早期工事着手と早期完成等及

びそれに必要な予算確保等の要望を受けている。 

・令和6年11月に近畿自動車道紀勢線建設促進協議会(和歌山県知事、三重県知事、他)から、すさみ串本

道路、串本太地道路、新宮道路の早期完成を目指しての整備加速等の要望を受けている。 

和歌山県知事の意見：一般国道４２号すさみ串本道路・串本太地道路・新宮道路・新宮紀宝道路 

半島地域の発展や切迫する南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への備えなど、安全・安心の前提とな

る「半島防災」の観点から、紀伊半島を一周する近畿自動車道紀勢線等の整備が急務であること、また昨今の

資材価格や労務費の高騰、厳しい地質条件等を踏まえ、事業費の増加は、やむを得ないものと考えますので、

対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と判断します。 

 なお、今後の事業実施に当たっては、コスト縮減に努めて頂き、「すさみ串本道路」の工事工程管理の徹底

による１日も早い開通と、「串本太地道路」「新宮道路」の早期開通をお願いします。 

三重県知事の意見：一般国同４２号新宮紀宝道路 

一般国道４２号新宮紀宝道路は、広域的な交流・連携の促進を支えるとともに、近年頻発化・激甚化する台風

・豪雨災害や、発生が危惧される南海トラフ地震による津波発生時において、現道（国道４２号）とのダブルネット

ワークを形成し、災害時の救助・救急、医療活動を支える「命の道」となる重要な道路です。 

特に、紀南病院（三重県御浜町）から新宮市立医療センターまでの搬送時間短縮により救急医療活動を支え

る極めて重要な道路となります。今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、紀伊半島一周高速道路の

早期実現に向けた事業の確実な推進をお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、「一般国道42号新宮紀宝道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に 

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

新宮紀宝道路周辺地域の人口、世帯数及び自動車保有台数は微減傾向にあるものの、事業採択時からの

社会経済情勢の大きな変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成25年度事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約91％(令和6年3月末時点) 

令和6年12月7日 新宮紀宝道路全線開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

事業実施にあたり、新技術・新工法の採用等によりコスト縮減に努める。 

施設の構造や工法の変更等  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

対応方針  

対応方針決定の理由  

－ 

事業概要図 【位置図】              【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

新宮紀宝道路
2.4ｋ ｍ



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           
 

事業名 一般国道９号 北条
ほうじょう

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：鳥取

と っ と り

県東伯
と う は く

郡湯
ゆ

梨
り

浜
はま

町
ちょう

はわい長瀬
な が せ

 

 至：鳥取
と っ と り

県東伯
と う は く

郡琴
こ と

浦町
うらちょう

槻下
つきのした

 
延長 １３．５km 

事業概要  

一般国道９号は京都府京都市から山口県下関市に至る総延長約770㎞の主要幹線道路である。 

北条
ほうじょう

道路は、湯
ゆ

梨
り

浜
はま

町
ちょう

はわい長瀬
な が せ

から琴
こ と

浦町
うらちょう

槻下
つきのした

に至る延長13.5kmの道路である。 

事業目的は、道路の適正な機能分担による安全性の向上、観光地の活性化や企業進出の促進、救急医療ア

クセスの強化である。 

Ｈ２９年度事業化 Ｈ２８年度都市計画決定 Ｒ２年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手 

全体事業費 約843億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約55％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量   19,400 ～ 27,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   444/8,185億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  598/18,012億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.2 (0.7)   

9.0% (2.3%) 

事 業 費： 388/7,256億円 

維持管理費：  56/ 818億円 

更 新 費：   -/ 111億円 

走行時間短縮便益：409/14,615億円 

走行経費減少便益：147/ 2,773億円 

交通事故減少便益： 42/  623億円 

令和6年 (

参
考) 

2.7 (1.1) 〔2%〕 

3.0 (1.3) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.3 (1.3)   

5.9% (5.7%) 

交通量 B/C=1.9～2.5（±10％） 交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 

(

参
考) 

1.9 (1.8) 〔2%〕 事業費 B/C=2.2～2.2（±10％） 事業費 B/C=1.2～1.5（±10％） 

2.3 (2.2) 〔1%〕 事業期間 B/C=2.2～2.2（±20％） 事業期間 B/C=1.3～1.4（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失の削減が期待される 

・琴浦町から倉吉駅（特急停車駅）へのアクセス向上が期待される 

・湯梨浜町から米子鬼太郎空港（共用空港）へのアクセス向上が期待される 

②物流効率化の支援 

・湯梨浜町から境港（重要港湾）までのアクセス向上が期待される 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ 

・隣接した日常活動圏中心都市間（鳥取市～米子市間）を最短時間で連絡する路線を構成する 

・日常活動圏中心都市（倉吉市）へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・主要な観光地（白壁土蔵群）へのアクセス向上が期待される【R5観光入込客数：44万人（白壁土蔵群）】 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次救急医療機関（鳥取県立中央病院、鳥取大学医学部附属病院）へのアクセス向上が期待される 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線を形成 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が期待される 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯｘ排出量の削減が期待される 

・ＳＰＭ排出量の削減が期待される 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・大規模事業（一般国道313号（北条倉吉道路（延伸））と一体的に整備する必要がある 

・「鳥取県の将来ビジョン（令和2年10月）」「第2次北栄町まちづくりビジョン（令和2年9月、R5.3改訂）」「第4次



湯梨浜町総合計画（令和3年3月）」に位置づけられている 

関係する地方公共団体等の意見  

「一般国道9号 北条道路」の意見「継続」という対応方針（原案）について異存ありません。 

事業費の増加は、事前に予見不可能な内容で、道路の安全性や強靱性確保の観点からやむを得ないもの

と考えます。 

またこの度、令和８年度の全線供用から、はわいIC～北条IC（仮称）の部分供用に見直しとなりましたが、引

き続きコスト縮減と安全確保を図りつつ、一日も早い供用開始にご尽力いただきますようお願いします。 

あわせて、北条IC（仮称）～大栄東伯IC を含めた全線開通が大幅に遅延することがないよう工程精査をお

願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されている
か審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 
・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であ

ると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

H31年4月に湯梨浜地区交差点立体化区間が完成。 

H31年4月に琴の浦ICが開通。 

R元年5月に鳥取西道路が全線開通。 

R元年度に北条道路に接続が予定されている国道179号はわいバイパス、（主）倉吉由良線が事業化。 

R7年3月30日に鳥取県立美術館が開業予定 

R7年4月に道の駅「ほうじょう」がリニューアルオープン予定 

R9年に青山剛昌ふるさと館がリニューアル予定 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 55%、用地の進捗率は約 91％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期全線開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、鳥取IC～米子JCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           
 

事業名 一般国道９号 三
み

隅
すみ

･益
ます

田
だ

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：島

しま

根
ね

県浜田
は ま だ

市三隅町
みすみちょう

 

 至：島
しま

根
ね

県益田
ま す だ

市遠
とお

田
だ

町
ちょう

 
延長 １５．２km 

事業概要  

一般国道９号は、京都
き ょ う と

市から下関
しものせき

市までを結ぶ延長約７７０ｋｍの主要幹線道路である。三隅･益田道路は、島根

県浜田
は ま だ

市三隅町
みすみちょう

と益田
ま す だ

市遠田町
と お だ ち ょ う

を結ぶ延長１５．２ｋｍの自動車専用道路である。事業目的は、緊急輸送道路の確

保、第三次救急医療機関へのアクセス向上、広域観光ルートの形成を図ることである。 

Ｈ２４年度事業化 Ｈ２２年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２７年度工事着手 

全体事業費 約1,028億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約80％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量       17,300 ～ 18,800 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   2,461/8,820億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,695/11,223億円 
基準年 

（事業全体）  （事業全体）   

 1.3 (1.5)  

 5.8% (6.3%) 

事 業 費：2,155/8,052億円 

維持管理費：305/764億円 

更 新 費：1.2/5.1億円 

走行時間短縮便益：2,958/9,055億円 

走行経費減少便益：596/1,720億円 

交通事故減少便益：141/448億円 

令和5年 (

参
考) 

－ 〔2%〕 

－ 〔1%〕 

（残事業）  （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.5 (6.8)  

 7.0% (38.5%) 

交通量 B/C=1.1～1.5（±10％） 交通量 B/C=1.3～1.7（±10％） 

(

参
考) 

－ 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 

－ 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.3（±20％） 事業期間 B/C=1.4～1.6（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失の削減が期待される 
・一般国道 9号の混雑時旅行速度が 20km/h 未満である区間の旅行速度の改善が期待される 
・バス路線（大阪線、浜田益田線、土田線）の利便性向上が期待される 
・浜田市から益田駅（特急停車駅）へのアクセス向上が期待される 
・浜田市から萩・石見空港（第三種空港）へのアクセス向上が期待される 
②物流効率化の支援 
・益田市から浜田港（重要港湾）までのアクセス向上が期待される 
③国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけられている 
・隣接した日常活動圏中心都市間（益田市～浜田市間）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される 
④個性ある地域の形成 
・萩･石見空港から石見海浜公園（R4 観光入込み客数 53 万人/年）等へのアクセス向上が期待される 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次救急医療機関（浜田医療センター）へのアクセス向上が期待される 
⑥災害への備え 
・第１次緊急輸送路道路である国道９号の代替路を形成する 
・並行する現道の要防災対策箇所が回避される（3箇所） 
⑦地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が期待される 
⑧生活環境の改善・保全 
・ＮＯｘ排出量の削減が期待される 
・ＳＰＭ排出量の削減が期待される 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・大規模事業（一般国道 9号浜田・三隅道路、一般国道 9号益田道路）と一体的に整備する必要がある 
・「島根創生計画（R2.3）」、「第 2次浜田市総合振興計画後期基本計画（R4.3）」「第 6次益田市総合振興計

画（R3.3）」に位置づけられている 



関係する地方公共団体等の意見  

対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号三隅・益田道路は、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、国道９
号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線であり、既に公表されてい
る令和７年度の確実な開通を図って頂きたい。また、その他の事業中区間につきましても事業促進を円滑に行
い、早期に山陰道の全線開通を図って頂きたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審
議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると

意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通 
H28 年度に福光・浅利道路が事業化 
H28 年度に浜田・三隅道路が全線開通 
H29 年度に朝山・大田道路が全線開通 
H30 年度に多伎・朝山道路が全線開通 
H30 年度に一般県道浅利渡津線が全線開通 
R2  年度に益田西道路が新規事業化 
R3  年度に益田・田万川道路が新規事業化 
R3  年度に大井・萩道路が新規事業化 
R5  年度に三隅・長門道路が新規事業化 
R5  年度に益田道路（久城～高津）が新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和6年3月末時点で、事業全体の進捗率は約80％、用地の進捗率は約100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

現在、令和7年度の開通を目指して工事を推進している。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、浜田JCT～小月JCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           
 

事業名 一般国道191号（山陰自動車道）益田西
ま す だ に し

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：島

しま

根
ね

県益田
ま す だ

市戸田
と だ

町 

 至：島
しま

根
ね

県益田
ま す だ

市飯田
い い だ

町 
延長 ９．１km 

事業概要  
一般国道191号は、山口県下関市から萩市、島根県益田市を経由し、広島県広島市に至る約291kmの主要幹線道

路である。 
一般国道191号益田西道路は、一般国道191号の益田市戸田町から益田市飯田町に至る延長9.1kmの自動車専用

道路であり、災害時に強い道路ネットワークの確保、安全性・走行性の向上、企業活動の支援、周辺地域の観光活性

化支援、地域医療の支援を目的とした事業である。 

R２年度事業化 － R４年度用地着手 工事未着手 

全体事業費    約330億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約７％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量       10,500 ～ 14,800 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   2,297/9,265億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

3,831/11,805億円 
基準年 

（事業全体）  （事業全体）   

 1.3 (1.3)  

 5.9% (5.8%) 

事 業 費：1,999/8,500億円 

維持管理費：284/712億円 

更 新 費：13/ 53億円 

走行時間短縮便益：3,064/9,531億円 

走行経費減少便益：621/1,806億円 

交通事故減少便益：147/468億円 

令和6年 (

参
考) 

1.6 (1.9) 〔2%〕 

1.9 (2.3) 〔1%〕 

（残事業）  （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.7 (1.4)  

 8.1% (6.5%) 

交通量 B/C=1.1～1.5（±10％） 交通量 B/C=1.5～1.9（±10％） 

(

参
考) 

2.3 (2.0) 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=1.5～1.8（±10％） 

2.8 (2.4) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.3（±20％） 事業期間 B/C=1.6～1.7（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失の削減が期待される 
・バス路線（石見空港線、小浜江崎線、蟠竜湖線）の利便性向上が期待される 
・萩市から益田駅（特急停車駅）へのアクセス向上が期待される 

②物流効率化の支援 
・萩市から浜田港（重要港湾）までのアクセス向上が期待される 

③国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけられている 
・隣接した日常活動圏中心都市間（萩市須佐～益田市間）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される 

④個性ある地域の形成 
・益田市から松陰神社（R4 観光入込み客数 31 万人/年）等へのアクセス向上が期待される 

⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次救急医療機関（浜田医療センター）へのアクセス向上が期待される 

⑥災害への備え 
・第1次緊急輸送路道路である国道191号の代替路を形成する 
・並行する現道の要防災対策箇所が回避される（1箇所） 

⑦地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が期待される 

⑧生活環境の改善・保全 
・ＮＯｘ排出量の削減が期待される 
・ＳＰＭ排出量の削減が期待される 

⑨他のプロジェクトとの関係 
・大規模事業（一般国道 191 号益田・田万川道路、一般国道 9号益田道路）と一体的に整備する必要がある 
・「島根創生計画（R2.3）」、「第6次益田市総合振興計画（R3.3）」に位置づけられている 
 



関係する地方公共団体等の意見  

対応方針（原案）については妥当である。 
一般国道１９１号益田西道路は、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、国道１

９１号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線であることから早期完
成を図って頂きたい。 

また、その他の事業中区間につきましても事業促進を円滑に行い、早期に山陰道の全線開通を図って頂きた
い。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審
議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 
・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると
意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

R3年度に益田・田万川道路が新規事業化 
R5年度に益田道路（久城～高津）が新規事業化 
R5年度に静間・仁摩道路、大田・静間道路が開通 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和6年3月末時点で、事業全体の進捗率は約７％、用地の進捗率は約２８％である。 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

現在、用地買収、調査・設計を行っており、早期開通を目指して事業を推進している。 
 

施設の構造や工法の変更等  

技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 
 

 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 
 

事業概要図  

 

 
 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

※B/Cの値は、浜田JCT～小月JCTを対象とした場合、（  ）書きの値は事業化区間にした場合の費用便益分析結果。 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 一般国道２号 岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

立体
り っ た い

（Ⅰ期） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
古新田
こ し ん で ん

～無津
む づ

地区：岡山
おかやま

県岡山
おかやま

市 南
みなみ

区古新田
こ し ん で ん

～岡山
おかやま

県都窪
つ く ぼ

郡早島町
はやしまちょう

早島
は や し ま

 

加須
か す

山
やま

地区：岡山
おかやま

県倉敷
く ら し き

市加須山
か す や ま

～岡山
おかやま

県倉敷
く ら し き

市二日市
ふ つ か い ち

 
延長  ６．４ km 

事業概要  

一般国道2号は、大阪
おおさか

府大阪
おおさか

市から福岡
ふくおか

県北九州
きたきゅうしゅう

市に至る延長約680kmの主要幹線道路である。 

岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

立体（Ⅰ期）は、岡山
おかやま

県岡山
おかやま

市 南
みなみ

区古新田
こ し ん で ん

から都窪
つ く ぼ

郡早島町
はやしまちょう

早島
はやしま

及び倉敷
く ら し き

市加須
か す

山
やま

から同市二日市
ふ つ か い ち

の延べ延長6.4kmの道路である。事業目的は、岡山
おかやま

市～倉敷
く ら し き

市間における交通の円滑化及び交通安全の確保、産

業の活性化等である。 

R４年度事業化 
R３年度都市計画決定 

（R６年度変更） 
Ｒ６年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約６２２億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約１％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量      68,600 ～ 77,800 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

460   /  464 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,007 / 1,007 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.2  

 8.9 % 

事 業 費： 437/ 441 億円 

維持管理費： 23/ 23 億円 

更 新 費： －/ － 億円 

走行時間短縮便益： 745 / 745 億円 

走行経費減少便益： 226 / 226 億円 

交通事故減少便益：  37 / 37  億円 

 Ｒ６ 年 (

参
考) 

3.3 〔2%〕 

4.1 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.2  

  9.0 % 

交通量 B/C=2.0～2.4（±10％） 交通量 B/C=2.0～2.4（±10％） 

(

参
考) 

3.3 〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.4（±10％） 事業費 B/C=2.0～2.4（±10％） 

4.1 〔1%〕 事業期間 B/C=2.0～2.4（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.4（±20％） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 

・ 渋滞損失時間の削減が期待される。 

・ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・ 早島町
はやしまちょう

～岡山
おかやま

駅へのアクセス向上が期待される。 

・ 倉敷
く ら し き

市～岡山
おかやま

空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・ 岡山
おかやま

市から水島
みずしま

港（国際拠点港湾）へのアクセス向上が期待される。 

➂国土・地域ネットワークの構築 

・ 高規格道路「岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

道路」の一部として位置づけられている。 

・ 日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡するルートを構成する（倉敷
く ら し き

市～岡山
おかやま

市） 

・ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる（早島町
はやしまちょう

～岡山
おかやま

市）。 

➃個性ある地域の形成 

・ 後
こ う

楽園
らくえん

・岡山
おかやま

城周辺（R5観光入込客数：約173万人/年）へのアクセス向上が期待される。 

➄安全で安心できる暮らしの確保 

・ 岡山
おかやま

市北
きた

区高松
たかまつ

地区～岡山
おかやま

大学病院（第三次救急医療施設）へのアクセス向上が期待される。 

➅災害への備え 

・ 岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画の第一次緊急輸送道路に指定されている。 

・ 第一次緊急輸送道路である山陽自動車道が通行止めになった場合、その代替路を形成する。 

➆地球環境の保全 

・ CO2排出量の削減が期待される。 

➇生活環境の改善・保全 

・ NOX排出量の削減が期待される。 

・ SPM排出量の削減が期待される。 



➈他プロジェクトとの関係 

・ 一般国道180号岡山
おかやま

環状南道路（H21年度事業化）、岡山
おかやま

西
にし

バイパス（R2年度事業化）と一体的に整備。 

・ 第3次晴れの国おかやま生き活きプラン（R3.3）において「企業誘致・投資促進プログラム」の重点施策「交通基盤整備」に位置

づけ 

・ 岡山市第6次総合計画後期中期計画（R3.6）において「人と環境にやさしい交通ネットワークの構築」の重点施策「道路ネットワ

ークの充実・強化」に位置づけ 

・ 倉敷市第7次総合計画(R3.3）において「各地域・地区の中心部の利便性が向上するまちづくりを推進する」ための基本方針に

位置づけ 

・ 第5次早島町総合計画（R4.3）において「総合的な交通体系の形成」を図る施策に位置づけ 

関係する地方公共団体等の意見  

岡山
おかやま

県知事の意見：対応方針（原案）は妥当である。 

本路線は、高規格道路「岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

道路」の一部を構成する。国道2号の渋滞緩和は、物流の効率化や生産性の向上、さらには

新たな企業立地に直結するため、非常に重要である。特に当該区間は、慢性的な渋滞により、定時性や安全性、企業活動の生

産性が著しく低下している。当該区間の整備により、慢性的な渋滞や交通事故等の問題が解消し、日常生活の利便性向上や産

業の支援及び災害時にも機能することから、早期整備は地元の悲願であり、当該区間の早期整備を強く望む。なお、事業の実施

にあたっては、一層のコスト縮減に取り組んでいただきたい。 

岡山
おかやま

市長の意見：対応方針（原案）に異議ありません。 

一般国道2号 岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

立体（Ⅰ期）は、古新田
こ し ん で ん

交差点～無津
む づ

交差点を立体化することにより、国道2号の渋滞緩和、物流の効

率化による産業振興に大きく寄与する重要な道路であるため、早期開通に向けた着実な整備を要望します。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次

のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した

。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・ 令和4年4月に岡山
おかやま

環状道路の一部を形成する岡山
おかやま

市道藤田
ふ じ た

浦安南町
うらやすみなみまち

線が開通、令和5年2月に国道2号大樋
お お ひ

橋
ばし

西
にし

交差点

の立体化が完成。 

・ 周辺地域においては、事業化以降に物流施設が相次いで立地・稼働。 

・ 倉敷
く ら し き

市が推進する道路事業が国道2号に接続。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 1%、用地の進捗率は 0％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
現在、道路設計、用地買収を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  
今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる 

事業概要図  

 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 一般国道２号 玉島
た ま し ま

・笠岡
かさおか

道路（Ⅱ期） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：岡山

おかやま

県浅口
あ さ く ち

市金光町
こんこうちょう

佐方
さ が た

 

 至：岡山
おかやま

県笠岡
かさおか

市西
に し

大島
お お し ま

新田
し ん で ん

 
延長  ９．４ km 

事業概要  

一般国道２号は、大阪
お おさ か

府大阪
お おさ か

市北
き た

区を起点とし、福岡
ふ く お か

県北九州
きたきゅうしゅう

市門司
も じ

区に至る延長約680kmの主要幹線道

路である。 

 玉島
た ま し ま

・笠岡
かさおか

道路（Ⅱ期）は、岡山
おかやま

県南西部に位置し、岡山県浅口
あ さ く ち

市金光町
こんこうちょう

佐方
さ が た

から笠岡
かさおか

市西
に し

大島
お お し ま

新田
し ん で ん

を結

ぶ延長9.4kmの高規格道路である。事業目的は、岡山
おかやま

県西部地域の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、

周辺地域の連携強化等である。 

Ｈ２０年度事業化 Ｈ１２年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手 

全体事業費 約７４３億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約６２％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量      49,500 ～ 57,800 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

280/778億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

2,976 / 2,976 億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 3.8  

 11.4 % 

事 業 費：  228/726億円 

維持管理費：    52/52億円 

更 新 費：    －/－億円 

走行時間短縮便益：2,543/2,543億円 

走行経費減少便益：   354/354億円 

交通事故減少便益：     79/79億円 

 Ｒ６ 年 (

参
考) 

5.8 〔2%〕 

7.3 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 10.6  

  49.5 % 

交通量 B/C=2.7～4.8（±10％） 交通量 B/C=7.4～13.2（±10％） 

(

参
考) 

14.3 〔2%〕 事業費 B/C=3.7～3.9（±10％） 事業費 B/C=9.8～11.6（±10％） 

16.8 〔1%〕 事業期間 B/C=3.6～4.1（±20％） 事業期間 B/C=10.1～11.2（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・ 渋滞損失時間の削減が期待される。 

・ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・ 笠岡
かさおか

市～岡山
おかやま

空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・ 笠岡
かさおか

市から水島
みずしま

港（国際拠点港湾）へのアクセス向上が期待される。 

・ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・ 高規格道路「倉敷
く ら し き

福山
ふく や ま

道路」の一部として位置づけられている。 

・ 里庄町
さとしょうちょう

から倉敷
く ら し き

市（日常生活圏中心都市）へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・ 浅口
あ さ く ち

市工業団地造成整備事業の支援が期待される。 

・ 倉敷
く ら し き

美観地区（R5観光入込客数：約309万人/年）へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・ 倉敷
く ら し き

中央病院（三次医療施設）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・ 岡山
おかやま

県地域防災計画における第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

・ 第一次緊急輸送道路である山陽自動車道、一般国道２号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 

・ CO2排出量の削減が期待される。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ NOX排出量の削減が期待される。 



・ SPM排出量の削減が期待される。 

⑨他プロジェクトとの関係 

・ 一般国道2号笠岡バイパスと一体的に整備。 

・ 第３次晴れの国おかやま生き活きプラン（R3.3）において「企業誘致・投資促進プログラム」の重点施策「交通基盤

整備」に位置づけ 

・ 第２次浅口
あ さ く ち

市総合計画（H29.3）において広域・地域間交流を担う道路網として位置づけ 

・ 第７次笠岡市総合計画後期基本計画（R4.4）において、企業誘致の推進と雇用促進、道路ネットワーク及び港湾・

漁港の整備を図る道路として位置づけ 

関係する地方公共団体等の意見  
玉島・笠岡道路（Ⅱ期）は、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、３市１町（倉敷市、浅口市、笠岡

市、里庄町）から構成される「国道２号玉島笠岡間整備促進協議会」より、早期整備の要望を受けている。 

岡山県知事の意見：一般国道２号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）について、継続するとの対応方針（原案）は妥当である。 

本路線は、広島県東部と岡山県西部を連絡する高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成する。国道２号の渋滞緩和は、物

流の効率化や生産性の向上、さらには新たな企業立地に直結するため、非常に重要である。県西部では、令和２年３月の倉敷立

体の完成により、渋滞が大きく緩和したところであり、平成27年３月に供用した玉島・笠岡道路（Ⅰ期）の整備効果を最大限発揮さ

せるためにも、本区間の早期供用が重要である。 

県としてもアクセス道路の整備を着実に進めているところであり、玉島・笠岡道路の令和８年度の確実な開通を強く望む。なお、

事業費の増加はやむを得ないものと考えるが、一層のコスト縮減に取り組むとともに、当面の暫定２車線での供用に向けて効率

的に事業を進めていただきたい。また、県施行のアクセス道路が地元の希望する時期に確実に開通できるよう県との連携に万全

を期していただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次

のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した

。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
周辺開発の増進に伴い、慢性的な渋滞や交通事故が多発している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 62%、用地の進捗率は 100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
暫定供用を目指して工事を推進している。 

施設の構造や工法の変更等  
今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  
以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 一般国道２号 笠岡
かさおか

バイパス 

事

業 

区

分 

一般国道 
事業 

主体 
国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：岡山

おかやま

県笠岡
かさおか

市西
に し

大島
お お し ま

新田
し ん で ん

 

 至：岡山
おかやま

県笠岡
かさおか

市茂
も

平
び ら

 
延長  ７．６ km 

事業概要  

一般国道２号は、大阪
お おさ か

府大阪
お おさ か

市北
き た

区を起点とし、福岡
ふ く お か

県北九州
きたきゅうしゅう

市門司
も じ

区に至る延長約680kmの主要幹線道

路である。 

笠岡
かさおか

バイパスは、岡山
おかやま

県南西部に位置し、岡山
おかやま

県笠岡
かさおか

市西
に し

大島
お お し ま

新田
し ん で ん

から笠岡
かさおか

市茂
も

平
び ら

を結ぶ延長7.6kmの高

規格道路である。事業目的は、岡山
おかやま

県西部地域の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、周辺地域の連携強

化等である。 

S６３年度事業化 S６３年度都市計画決定 Ｈ２年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手 

全体事業費 約５９５億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約７９％ 供用済延長 ４．９km 

計画交通量      49,400 ～ 56,800 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

124 / 815 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

  1,538 /2,024億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.5  

 7.1 % 

事 業 費： 98/768 億円 

維持管理費：  26/47 億円 

更 新 費：  －/－ 億円 

走行時間短縮便益：1,334/1,792億円 

走行経費減少便益：   148/176億円 

交通事故減少便益：     56/56億円 

 Ｒ６ 年 (

参
考) 

3.8 〔2%〕 

4.9 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 12.4  

 35.4 % 

交通量 B/C=1.8～3.2（±10％） 交通量 B/C=10.9～15.3（±10％） 

(

参
考) 

16.9 〔2%〕 事業費 B/C=2.5～2.5（±10％） 事業費 B/C=11.5～13.4（±10％） 

19.8 〔1%〕 事業期間 B/C=2.3～2.6（±20％） 事業期間 B/C=11.7～13.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・ 渋滞損失時間の削減が期待される。 

・ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・ 国道２号を利用するバス路線の利便性向上が期待できる。 

・ 里庄町
さとしょうちょう

から福山
ふく や ま

駅（新幹線駅）へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・ 福山
ふく や ま

市から水島
みずしま

港（国際拠点港湾）へのアクセス向上が期待される。 

・ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・ 高規格道路「倉敷
く ら し き

福山
ふく や ま

道路」の一部として位置づけられている。 

④個性ある地域の形成 

・ 笠岡
かさおか

市笠岡
かさおか

湾
わん

干拓地域バイオマスタウン構想の支援が期待される。 

・ 倉敷
く ら し き

美観地区（R5観光入込客数：約309万人/年）、笠岡
かさおか

・笠岡
かさおか

諸島（R5観光入込客数：約103万人/年）へのアクセ

ス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・ 福山
ふく や ま

市民病院（三次医療施設）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・ 岡山
おかやま

県地域防災計画における第一次緊急輸送道路に位置づけられている。 

・ 第一次緊急輸送道路である山陽
さ ん よ う

自動車道、一般国道２号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 



・ CO2排出量の削減が期待される。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ NOX排出量の削減が期待される。 

・ SPM排出量の削減が期待される。 

⑨他プロジェクトとの関係 

・ 一般国道2号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）と一体的に整備。 

・ 第３次晴れの国おかやま生き活きプラン（R3.3）において「企業誘致・投資促進プログラム」の重点施策「交通基盤

整備」に位置づけ 

・ 第７次笠岡
かさおか

市総合計画後期基本計画（R4.4）において、企業誘致の推進と雇用促進、道路ネットワーク及び港湾・

漁港の整備を図る道路として位置づけ 

関係する地方公共団体等の意見  
笠岡バイパスは、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、３市１町（倉敷市、浅口市、笠岡市、里庄町）から構成され

る「国道２号玉島笠岡間整備促進協議会」より、早期整備の要望を受けている。 

岡山県知事の意見：一般国道２号 笠岡バイパスについて、継続するとの対応方針（原案）は妥当である。 

本路線は、広島県東部と岡山県西部を連絡する高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成する。国道２号の渋滞緩和は、物流の効率化や生

産性の向上、さらには新たな企業立地に直結するため、非常に重要である。アクセス道路について、県は整備を終え、笠岡市が全力で整備に取

り組んでいる。 

沿線に立地している企業の生産性の向上のためにも、開通見通しを公表している笠岡東IC(仮称)～新笠岡港東IC(仮称)間の令和７年度の確

実な開通と、残る区間の１日も早い開通を強く望む。なお、事業費の増加はやむを得ないものと考えるが、一層のコスト縮減に取り組むとともに、

当面の暫定２車線での供用に向けて効率的に事業を進めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次のとおり意見の

取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

笠岡
かさおか

湾沿岸部工業地帯の産業振興や笠岡
かさおか

湾干拓地域のバイオマスタウン構想等により、沿線地域において更な

る交通需要が見込まれる。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和6年3月末時点で、事業全体の進捗率は約79％、用地の進捗率は約100％である。現在までに、「笠岡
かさおか

市西
に し

大島
おおしま

新田
しんでん

～笠岡
かさおか

市入江
い り え

（L=0.4km）」及び「笠岡
かさおか

市カブト南 町
みなみまち

～笠岡
かさおか

市港 町
みなとちょう

（L=2.9km）」及び「笠岡
かさおか

市港 町
みなとちょう

～笠岡
かさおか

市鋼管
こ う か ん

町
ちょう

（L=1.6km）」間の側道部が供用済みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

暫定供用を目指して工事を推進している。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 一般国道１８０号 岡山
おかやま

環状南道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：岡山県岡山

おかやま

市 南
みなみ

区藤田
ふ じ た

 

 至：岡山県岡山
おかやま

市 南
みなみ

区古新田
こ し ん で ん

 
延長  ２．９ km 

事業概要  

一般国道180号は、岡山県岡山
おかやま

市北区から鳥取県米子
よ な ご

市に至る延長約180kmの主要幹線道路である。 

 岡山
おかやま

環状南道路は、高規格道路「岡山環状道路（岡山市街地の外周延長約40km）」の一部を構成する岡

山市南区藤田から岡山市南区古新田に至る延長2.9kmの道路である。事業目的は、岡山
おかやま

市都市部で発生して

いる交通混雑の緩和、交通安全の確保、物流ネットワークの形成等である。 

Ｈ２１年度事業化 Ｈ２０年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手 

全体事業費 約４４４億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約８７％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量      23,700 ～ 89,600 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

82   /  460 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,038 / 1,038億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.3  

 8.7 % 

事 業 費： 59/ 437 億円 

維持管理費： 24/ 24  億円 

更 新 費： 0/ 0    億円 

走行時間短縮便益： 920 / 920 億円 

走行経費減少便益： 102 / 102 億円 

交通事故減少便益： 16 / 16   億円 

 Ｒ５ 年 (

参
考) 

－ 〔2%〕 

－ 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 12.6  

 86.2 % 

交通量 B/C=2.2～2.3（±10％） 交通量 B/C=12.1～12.6（±10％） 

(

参
考) 

－ 〔2%〕 事業費 B/C=2.2～2.3（±10％） 事業費 B/C=11.7～13.5（±10％） 

－ 〔1%〕 事業期間 B/C=2.2～2.4（±20％） 事業期間 B/C=12.2～13.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・ 渋滞損失時間の削減が期待される。 

・ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・ 国道３０号を利用するバス路線の利便性向上が期待できる。 

・ 玉野
た ま の

市～岡山
おかやま

空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・ 総社
そ う じ ゃ

市から岡山
おかやま

港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③都市の再生 

・ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・ 高規格道路「岡山環状道路」の一部として位置づけられている。 

⑤個性ある地域の形成 

・ 玉野
た ま の

・渋川
しぶかわ

（海水浴場等）（R5観光入込客数：約254万人/年）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・ 第一次緊急輸送道路である一般国道30号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 

・ CO2排出量の削減が期待される。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ NOX排出量の削減が期待される。 

・ SPM排出量の削減が期待される。 

⑨他プロジェクトとの関係 

・ 一般国道2号岡山
おかやま

倉敷
く ら し き

立体（Ⅰ期）（R4年度事業化）、一般国道180号岡山
おかやま

西
に し

バイパス（西長瀬
に し な が せ

～楢津
な ら づ

）（R2

年度事業化）、総社
そ う じ ゃ

・一宮
いちみや

バイパス（S48年度事業化）と一体的に整備。 



・ 第3次晴れの国おかやま生き活きプラン（R3.3）において「企業誘致・投資促進プログラム」の重点施策「交通

基盤整備」に位置づけ。 

・ 岡山
おかやま

市第6次総合計画後期中期計画（R3.6）において「人と環境にやさしい交通ネットワークの構築」の重点

施策「道路ネットワークの充実・強化」に位置づけ。 

関係する地方公共団体等の意見  

岡山市長の意見：異議ありません。 

一般国道180号 岡山環状南道路は、岡山市の外環状線の一部を構成し、大樋橋西交差点～錦南交差点を

接続することにより、岡山市中心市街地や国道2号の渋滞緩和、物流の効率化による産業振興に大きく寄与す

る重要な道路であるため、早期開通に向けた着実な整備を要望します。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されている
か審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 
・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であ

ると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・ 岡山西バイパス側道部の全線開通および国道180号総社・一宮バイパスの部分開通による交通集中や周辺

開発の増進、人口増加に伴い、渋滞や交通事故が発生している。 

・ 国道180号総社
そ う じ ゃ

・一宮
いちみや

バイパスが部分開通、市道藤田
ふ じ た

浦安南町
うらやすみなみまち

線が開通、国道２号大樋
お お ひ

橋
ば し

西
に し

交差点の立体

化が完了し、岡山環状道路として一体的整備が進められている。 

・ 国道2号岡山倉敷立体(Ⅰ期)が令和4年4月に新規事業化。 

・ コネクトパーキング岡山・早島が令和6年4月に新規事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 87%、用地の進捗率は 100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

暫定供用を目指して工事を推進している。  

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる 

事業概要図  

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 
一般国道１８０号 岡山

おかやま

西バイパス 

（西長瀬
に し な が せ

～楢津
な ら づ

） 

事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：岡山県岡山

おかやま

市北
き た

区西長瀬
に し な が せ

 

 至：岡山県岡山
おかやま

市北
き た

区楢津
な ら づ

 
延長  ３．５ km 

事業概要  

一般国道180号は、岡山県岡山
おかやま

市北区から島根県松江
ま つ え

市に至る延長約180kmの主要幹線道路である。 

岡山
おかやま

西バイパスは（西長瀬
に し な が せ

～楢津
な ら づ

）は、岡山
おかやま

西バイパスのうち、西長瀬
に し な が せ

交差点～楢津
な ら づ

東
ひがし

交差点を立体化する延

長約3.5kmの事業である。 

事業目的は、岡山
おかやま

市中心部の交通混雑の緩和及び交通安全の確保等である。 

Ｒ２年度事業化 
Ｓ５３年度都市計画決定 

（Ｓ５７年度変更） 
－ Ｒ５年度工事着手 

全体事業費 330億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約4 ％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量      26,900 ～ 40,700 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

265/279億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,738/1,738億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 6.2  

 23.2 % 

事 業 費：  248/263億円 

維持管理費：    16/16億円 

更 新 費：      -/-億円 

走行時間短縮便益：1,558/1,558億円 

走行経費減少便益：   152/152億円 

交通事故減少便益：     28/28億円 

 Ｒ６ 年 (

参
考) 

8.9 〔2%〕 

10.9 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 6.6  

  25.8 % 

交通量 B/C= 5.3～7.0（±10％） 交通量 B/C= 5.6～7.4（±10％） 

(

参
考) 

9.4 〔2%〕 事業費 B/C= 5.7～6.8（±10％） 事業費 B/C= 6.0～7.3（±10％） 

11.4 〔1%〕 事業期間 B/C= 6.0～6.5（±20％） 事業期間 B/C= 6.3～6.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・総社市～岡山駅へのアクセス向上が期待される。 

・玉野市～岡山空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・総社市から岡山港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③都市の再生 

・広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「岡山環状道路」の一部として位置づけられている。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 

⑤個性ある地域の形成 

・岡山市・吉備路（R4観光入込客数：約72.3万人/年）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できる暮らしの確保 

・岡山市北区高松地区～岡山大学病院（第三次救急医療施設）へのアクセス向上が期待される。 

⑦災害への備え 

・岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画の第一次緊急輸送道路に指定されている。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が期待される。 

・SPM排出量の削減が期待される。 

⑩他プロジェクトとの関係 



・一般国道180号岡山環状南道路（H21年度事業化）、総社・一宮バイパス（S48年度事業化）、岡山倉敷立体Ⅰ期（

R4年度事業化）と一体的に整備。 

・第3次晴れの国おかやま生き活きプラン（R3.3）において「企業誘致・投資促進プログラム」の重点施策「交通基盤整

備」に位置づけ。 

・岡山市第6次総合計画後期中期計画（R3.6）において「人と環境にやさしい交通ネットワークの構築」の重点施策「

道路ネットワークの充実・強化」に位置づけ。 

関係する地方公共団体等の意見  

岡山市長の意見：異議ありません。 

一般国道１８０号 岡山西バイパスは、岡山市の外環状線の一部を構成し、西長瀬交差点～楢津東交差点を立体

化することにより、岡山市 中心市街地や国道２号の渋滞緩和、物流の効率化による産業振興に大きく寄与する重

要な道路であるため、早期開通に向けた着実な整備を要望します。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審
議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると

意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・国道2号岡山倉敷立体(Ⅰ期)が令和4年4月に新規事業化。 

・岡山環状道路の一部を形成する岡山市道藤田浦安南町線が令和4年4月に開通。 

・国道2号大樋橋西交差点において、令和5年2月に立体化が完成。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和6年3月末時点で、事業全体の進捗率は約4%、用地の進捗率は100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

現在、道路設計、橋梁設計、橋梁下部工事等を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる 

事業概要図  

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

事業名 一般国道２号 西
に し

広島
ひ ろ し ま

バイパス 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：広島

ひ ろ し ま

県広島
ひ ろ し ま

市中
なか

区平野町
ひ ら の ま ち

 

 至：広島
ひ ろ し ま

県廿日市
は つ か い ち

市地
じ

御前
ご ぜ ん

 
延長 １９．４km 

事業概要  

一般国道２号は、大阪
お お さ か

府大阪
お お さ か

市から福岡
ふ く お か

県北九州
きたきゅうしゅう

市までを結ぶ延長約680kmの主要幹線道路である。 

西
に し

広島
ひ ろ し ま

バイパスは、広島
ひ ろ し ま

県広島
ひ ろ し ま

市中
なか

区平野町
ひ ら の ま ち

と広島
ひ ろ し ま

県廿日市
は つ か い ち

市地
じ

御前
ご ぜ ん

を結ぶ延長19.4kmの道路である。 

事業目的は、慢性的な交通混雑の緩和を図り、広域幹線道路ネットワークの整備による圏域経済の活性化に資する

とともに、沿道環境の改善を図るものである。 

S40年度事業化 
S45年度都市計画決定 

（H6・9年度変更） 
S42年度用地着手 S42年度工事着手 

全体事業費 約1,146億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約64％ 供用済延長 17.1km 

計画交通量 15,300台／日～102,800台/日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

347/6,235億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

544/48,266億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 7.7 〔4%〕 

17.3% 

事 業 費：338/5,531億円 

維持管理費：9.4/  704億円 

 

走行時間短縮便益：410/42,168億円 

走行経費減少便益：100/ 4,901億円 

交通事故減少便益： 35/ 1,197億円 

令和6年 (

参
考) 

7.8 〔2%〕 

7.8 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.6 〔4%〕 

7.0% 

交通量 B/C=7.4～8.0（±10％） 交通量 B/C=1.5～1.7（±10％） 

(

参
考) 

2.3 〔2%〕 事業費 B/C=7.7～7.8（±10％） 事業費 B/C=1.4～1.7（±10％） 

2.8 〔1%〕 事業期間 B/C=7.7～7.8（±20％） 事業期間 B/C=1.5～1.6（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。【広島バスセンター～四季が丘団地（101往復/日）ほか8路線】 
・廿日市市から広島駅へのアクセス向上が見込まれる。 

②都市の再生 
・中心市街地（DID区間）内の事業である。 

③国土・地域ネットワークの構築 
・高規格道路「広島西道路」の一部として位置づけられている。 
・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡。 
・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 
・宮島（R5年間観光入込客数465万人/年）、平和記念資料館（R5年間観光入込客数199万人/年）等へのアクセス向
上が見込まれる。 

⑤無電柱化による美しい町並みの形成 
・電線共同溝整備計画区域である。 

⑥安全で安心できる暮らしの確保 
・広島市西区および広島市佐伯区から第三次救急医療機関（広島市民病院、広島大学病院、広島県立病院）へのア
クセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 
・広島県緊急輸送道路ネットワーク計画に第１次緊急輸送道路として位置づけられている。（一般国道２号） 
・第１次緊急輸送道路である一般国道２号（宮島街道）の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が期待される。 

⑨生活環境の改善・保全 
・ＮＯX排出量の削減が期待される。 



・ＳＰＭ排出量の削減が期待される。 
・騒音レベルが要請限度を超過している区間において、要請限度を下回ることが期待される。 

⑩その他プロジェクトとの関係 
・広島南道路と一体整備により機能分担を図れる。 
・「広島市都市計画マスタープラン（平成25年8月）」に位置づけられている。 
・都市再生緊急整備地域「広島都心地域」（令和2年9月）が指定。 

関係する地方公共団体等の意見  

◇広島県知事の意見：対応方針については妥当である。 

一般国道２号西広島バイパスは、広島市西部方面から広島市中心部へ流入する交通を円滑に分散・導入させ、慢性的な交通渋滞の緩和を図り、

広島市の都市機能を強化するとともに、広域的な地域連携強化による周辺都市との一体的な発展に資する路線であると認識しております。 

引き続き、全線供用に向けて計画的に整備を進めていただきたい。 

◇広島市長の意見：一般国道２号西広島バイパスの事業再評価に係る対応方針（原案）について異存ありません。 

一般国道２号西広島バイパスにおける未整備区間の整備は、西部方面から本市の都心部へ向かう交通の渋滞緩和や沿道環境の改善、また、

都市再生緊急整備地域に指定された「広島都心地域」への導入路として、本市の中枢性向上にも資する重要な事業です。広島都心地域では、本

年２月に新たなサッカースタジアムが開業し、令和７年春には広島駅ビルのリニューアルオープンが迫るなど様々な開発事業が進んでおり、これら

と一体となって都心の更なる活性化に資する未整備区間の早期完成に大きな期待が寄せられています。 

さらに、広島市の都心部に集積する三次医療施設への救急搬送時間の短縮や移動の円滑化による広域観光の促進など、本事業がもたらす効

果は多大であり、地元経済界や沿道の地域団体からも高架道路の早期全線開通の要望がなされるなど、未整備区間の整備は緊急かつ不可欠な

ものになっています。 

本市としても、地元総力を挙げて取り組んでまいりますので、国におかれましては、早期完成に向け着実な事業進捗を図られるようよろしくお願

いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次の

とおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

西広島バイパス沿線地域である広島市西区、佐伯区、廿日市市では、西広島バイパスや山陽自動車道の供用、多数
の住宅団地整備などにより急速な発展をとげており、これに伴う交通量の増加が、広島市都心流入部における西広島
バイパスを中心に慢性的な交通混雑を引き起こしている。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 64%、用地の進捗率は 100％である。 

現在までに広島市西区観音本町（観音オフランプを含む）～廿日市市地御前までの 17.1km、廿日市高架橋 L=2.2km を開通（４車

線）している。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

未整備区間の早期完成を目指して事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる｡ 

事業概要図  

 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設

定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           
  

事業名 一般国道２号 富海
と の み

拡幅 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：山口

やまぐち

県周南
しゅうなん

市戸田
へ た

 

 至：山口
やまぐち

県防府
ほ う ふ

市富海
と の み

 
延長 ３．６km 

事業概要  

一般国道2号は、大阪
おおさか

市を起点とし、瀬戸内海沿岸の諸都市を連絡し、北 九 州
きたきゅうしゅう

市に至る延長約680kmの主要幹線道路である。

富海
と の み

拡幅は、山口
やまぐち

県周 南
しゅうなん

市～防府
ほ う ふ

市間における交通混雑の緩和、交通安全の確保などを目的とした延長3.6kmの道路整備事業で

ある。 

H23年度事業化 
S48年度都市計画決定 

（H22年度変更） 
H24年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費 約190億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約89％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 35,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

45/233億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

278/278億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

4.9% 

事 業 費：27/214億円 

維持管理費：19/19億円 

 

走行時間短縮便益：262/262億円 

走行経費減少便益：14/14億円 

交通事故減少便益：2.6/2.6億円 

令和6年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.1 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 6.1  

48.0% 

交通量 B/C=1.01～1.4（±10％） 交通量 B/C=5.2～7.1（±10％） 

(

参
考) 

7.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=5.8～6.5（±10％） 

8.1 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.2（±20％） 事業期間 B/C=6.0～6.3（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が見込める。 

・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する【防長
ぼうちょう

交通】 

・防府市から徳山駅（新幹線駅）まのでアクセス向上が見込まれる【徳山駅(新幹線駅)】 

②物流効率化の支援 

・徳山
と く や ま

下松
くだまつ

港(国際拠点港湾)へのアクセス向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動中心都市である防府市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・道の駅「ソレーネ周南」[周南市](R4:70万人)、防府天満宮［防府市］(R4:119万人)等へのアクセス向上が期待される 

⑤災害への備え 

・山口県の第1次緊急輸送道路に指定(一般国道2号) 

・緊急輸送道路である山陽自動車道(徳山西IC～防府西IC)の通行止め時の代替路線を形成 

⑥地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される 

⑦生活環境の改善・保全 

・NOX排出量削減が期待される 



・SPM排出量削減が期待される 

⑧他のプロジェクトとの関係 

・関連する大規模道路事業(一般国道2号戸田拡幅)と一体的に整備する必要があり 

・第5次防府市総合計画「輝き!ほうふプラン」において「防府・未来へのネットワーク構想」に位置づけ 

・やまぐち維新プランにおける重点施策「強みをのばす産業基盤の整備」において幹線道路網の整備とし位置づけ 

関係する地方公共団体等の意見  

山口県知事の意見： 

一般国道 2 号富海拡幅の「対応方針(原案)」案である「継続」に対して、異存なし。 

引き続き、コスト縮減等を考慮の上、令和７年度の 1 日も早い供用に向け、より一層の事業促進に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次の

とおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

周南市と防府市を結ぶ国道 2 号は、沿道地域の開発に伴う交通量の増加により、著しい渋滞や交通事故が発生、東

西の移動を担う道路として 4 車線化整備を計画的に実施してきている。 

平成25年5月の戸田拡幅の完成により、周南市と防府市を結ぶ幹線道路のうち富海拡幅区間のみが実質の2車線区

間となっている。 

国道2号台道・鋳銭司拡幅が令和6年度に事業化した。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 89％、用地の進捗率は 100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

用地買収が終了し、全線にわたり工事を進めており、令和7年度までに全線供用予定である。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば､当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる｡ 

事業概要図  

 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設

定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           
 

事業名 一般国道１８８号 柳井
や な い

・平生
ひ ら お

バイパス 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国土交通省 

中国地方整備局 

起終点 
 自：山口

やまぐち

県柳井
や な い

市南町
みなみまち

５丁目 

 至：山口
やまぐち

県熊毛
く ま げ

郡平生町
ひ ら お ち ょ う

宇佐
う さ な

木
ぎ

 
延長 ２．２km 

事業概要  

一般国道１８８号は、山口
や ま ぐ ち

県岩国
い わ く に

市から、山口
や ま ぐ ち

県下松
く だ ま つ

市までを結ぶ延長約７２ｋｍの主要幹線道路である。 

柳井
や な い

・平生
ひ ら お

バイパスは、山口
や ま ぐ ち

県柳井
や な い

市南町
みなみまち

５丁目から山口
や ま ぐ ち

県熊毛
く ま げ

郡平生町
ひ ら お ち ょ う

宇佐
う さ な

木
ぎ

に至る延長2.2kmの道路で

ある。 

事業目的は、交通混雑の緩和、交通安全の確保、救急医療機関への速達性向上である。 

R2年度事業化 R元年度都市計画決定 R4年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約70億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約15％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 16,900～21,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

52/70億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

97/97億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4  

6.0% 

事 業 費：41/60億円 

維持管理費：10/10億円 

 

走行時間短縮便益：88/88億円 

走行経費減少便益：6.2/6.2億円 

交通事故減少便益：2.3/2.3億円 

令和6年 (

参
考) 

2.0 〔2%〕 

2.4 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.9  

8.9% 

交通量 B/C=1.2～1.6（±10％） 交通量 B/C=1.6～2.2（±10％） 

(

参
考) 

2.6 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 事業費 B/C=1.7～2.0（±10％） 

3.1 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.4（±20％） 事業期間 B/C=1.8～1.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・現道を利用するバスの定時性向上が期待される。 

・平生町～新岩国駅へのアクセス向上が期待される。 

・平生町～岩国錦帯橋空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・柳井市から徳山下松港（国際拠点港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市間（柳井市～周南市）を最短時間で連絡する路線を構成する。 

・日常活動圏の中心都市（柳井市）へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・アデリーホシパーク（R4観光入込客数：約13万人/年）へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・平生町～岩国医療センター（第三次救急医療施設）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・山口県緊急輸送道路ネットワーク計画の第一次緊急輸送道路に指定されている。 

・第一次緊急輸送道路である国道188号の代替路を形成する。 

⑦地球環境の保全 



・CO2排出量の削減が期待される 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOx排出量の削減が期待される 

・SPM排出量の削減が期待される 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・やまぐち未来維新プラン（R4.12 山口県）において「迅速かつ円滑な物流を支える幹線道路網」を形成する道路として

位置付け 

・第2次柳井市総合計画（H29.3）において「広域交通ネットワークの充実」を図る路線として位置付け 

・第5次平生町総合計画（R3.3）において「有効な土地利用の推進」を図る路線として位置付け 

関係する地方公共団体等の意見  

山口県知事の意見： 

一般国道１８８号柳井・平生バイパスの「対応方針（原案）」案である「継続」に対して、異存なし。 

引き続き、コスト縮減等を考慮の上、早期完成に向け、より一層の事業促進に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次の

とおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

特になし。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和 6 年 3 月末時点で、事業全体の進捗率は約 15％、用地の進捗率は約 1％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

現在は、調査・設計、用地買収を進めており、早期開通を目指し事業を推進していく。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば､当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる｡ 

事業概要図  

 

 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設

定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道192号 徳島
と く し ま

南環状
みなみかんじょう

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：徳島

と く し ま

県徳島
と く し ま

市国府町
こ く ふ ち ょ う

観音寺
か ん お ん じ

 

 至：徳島
と く し ま

県徳島
と く し ま

市八万町
はちまんちょう

大野
お お の

 
延長 9.5km 

事業概要  

一般国道192号は、愛媛県西条市を起点とし、三好市・美馬市・吉野川市等の吉野川沿岸の各市町を経由し

て徳島市に至る総延長約99kmの主要幹線道路であり、沿線地域の産業経済を支える大動脈であるとともに、

通勤や余暇活動などの日常生活に欠かせない生活道路としての役割も併せ持つ重要な路線である。 

徳島南環状道路は、徳島市中心部へ流入する交通を分散し、通過交通が減少することで慢性的に発生して

いる渋滞を緩和し、地域の活性化に大きく寄与する高規格道路である。 

 

S61年度事業化 
S60年度都市計画決定 

（H16年度変更） 
H元年度用地着手 H7年度工事着手 

全体事業費 約1,328億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約54％ 供用済延長 5.9km 

計画交通量 24,300～51,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

455/1,785億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,533/2,181億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

5.1% 

事 業 費：  423/1,723億円 

維持管理費：   33/  62億円 

更 新 費：          億円 

走行時間短縮便益：1,219/1,793億円 

走行経費減少便益： 239/  301億円 

交通事故減少便益：  76/   87億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5 〔2%〕 

1.6 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.4  

16.3% 

交通量 B/C=1.1～1.3（±10％） 交通量 B/C=2.9～4.0（±10％） 

(

参
考) 

4.6 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=3.1～3.7（±10％） 

5.5 〔1%〕 事業期間 B/C=1.1～1.3（±20％） 事業期間 B/C=3.1～3.7（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 

・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 

・JR徳島駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・徳島阿波おどり空港（共用飛行場）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

③都市の再生 

・「徳島県新広域道路交通計画」で位置付けられた環状道路 

④国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 徳島環状道路の一部を構成する 

・日常生活圏中心都市である徳島市へのアクセス向上が見込まれる 

⑤個性ある地域の形成 

・大規模イベントである「阿波おどり」を支援する 

・周辺地域における主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・徳島県立中央病院、徳島大学病院（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑦災害への備え 

・徳島県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置付けられている 

・国道192号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

 



⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

・徳島南環状道路景観検討委員会において景観検討を展開 

⑩他のプロジェクトとの関係 

・主要地方道徳島環状線と一体的に整備することで徳島外環状道路の一部を構成する 

・周辺道路の安全性向上が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・徳島県、徳島市、国道192号吉野川市・徳島市間整備促進期成同盟会などより本事業の整備促進について、

積極的な要望活動が続けられている。 

（令和4年度8月、11月、令和5年度7月、11月、令和6年度5月、7月、8月） 

 

徳島県知事の意見： 

・「徳島南環状道路」の事業を継続するという「対応方針（原案）案」については、異議ありません。 

・「徳島南環状道路」は、徳島市の中心部を通過する交通や市街地に流入する交通を円滑に処理し、市街地及

びその周辺地域における慢性化した交通渋滞の緩和や地域経済の活性化、日常生活における交通の利便性

安全性の向上や、災害時の救援、復旧・復興、ひいては「地方創生」に資する重要な社会基盤であります。 

・既に供用された区間と平行する県道や交差点では、交通量が減少するなどの効果が発現されており、整備に

よる市街地の渋滞緩和や定時性の確保が期待されることから、一日も早い全線供用をお願いします。 

・県といたしましても、地元の徳島市としっかりと連携し、円滑な事業推進に向け、全力で取り組んで参ります。 

・なお、事業の実施に当たっては、物価や労務費の上昇への適切な対応を行いつつも、全体の事業費を極力

抑えられるよう、引き続き、コスト縮減をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年3月 （主）徳島環状線 川内町大松～平石 延長1.3km 開通 

・平成24年4月 （主）徳島環状線 川内町平石～住吉 延長3.7km 開通 

・平成27年3月 徳島自動車道 鳴門JCT～徳島IC 延長10.9km開通 

・平成27年3月 徳島自動車道 松茂SIC 開通 

・平成27年3月 （主）徳島環状線 安宅2丁目～阿波しらさぎ大橋南詰（南向き）延長0.95km 開通 

・平成27年7月 徳島津田IC連結許可 

・平成31年3月 高松自動車道（鳴門JCT～高松市境間）全線4車線化開通 

・平成31年3月 （主）徳島環状線 阿波しらさぎ大橋南詰～安宅2丁目（北向き）延長0.94km 開通 

・令和元年9月 小松島南IC連結許可 

・令和2年10月 徳島津田IC 阿南方面出入口 連結許可 

・令和3年3月 （主）徳島環状線 新浜本町～八万町大野 側道部4車線化 延長2.0km 開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和4年3月 (主)徳島環状線 国府藍住工区 東側側道 延長0.8km 暫定開通 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和61年度に事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約54％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・現在、調査設計、工事を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 192 号 
徳島南環状道路 

凡 例

主要地方道
一般県道

一般国道(指定区間)
一般国道(指定区間外)

高規格道路(開通済)
高規格道路(未開通)

【その他】

関連事業(開通済)
関連事業(未開通)
関連事業(側道開通済)
関連事業(側道未開通)

【関連事業箇所】

再評価箇所(未開通)
再評価箇所(側道開通済)

再評価箇所(開通済)
【再評価箇所】



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 四国
し こ く

横断
お うだ ん

自動車道 阿南
あ な ん

四万十
し ま ん と

線 阿南
あ な ん

～徳島
と く し ま

東
ひがし

 
事業 

区分 

高速自動車

国道 
事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：徳島

と く し ま

県阿南
あ な ん

市下大野町
し も お お の ち ょ う

渡
わた

り上
あが

り 

 至：徳島
と く し ま

県徳島
と く し ま

市東
ひがし

沖洲
おきのす

 
延長 17.3km 

事業概要  

四国横断自動車道は、阿南市を起点に、徳島市、高松市を経て四国中央市において四国縦貫自動車道と

交差し、高知市、四万十市を経て大洲市に至る高規格道路であり、四国の東南地域、西南地域のミッシングリ

ンク（高速ネットワーク空白地帯）を解消し「四国8の字ネットワーク」を形成することで、四国における信頼性の

高い道路ネットワークの確保や地域格差の解消など、広域交流と地域の「安心」と「活力」を支える重要な路線

である。 

阿南～徳島東間は、新直轄方式により整備される区間であり、四国東南地域のミッシングリンク解消のため

に計画されている高規格道路「阿南安芸自動車道及び高知東部自動車道」と相まって、四国東南地域の発展

に重要な役割を果たすことが期待される。 
阿南～小松島 
：H15年度事業化 
小松島～徳島東 
：H10年度事業化 

阿南～小松島：H8年度都市計画決定 
（H12、H18年度変更） 
小松島～徳島東：H6年度都市計画決定 
（H19年度変更） 

阿南～小松島 
：H19年度用地着手 
小松島～徳島東 
：H20年度用地着手 

阿南～小松島 
：H19年度工事着手 
小松島～徳島東 
：H27年度工事着手 

全体事業費 約2,045億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約76％ 供用済延長 2.4km 

計画交通量 27,400～30,100台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（1.6）  
4.3% 

（6.0%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5（2.3） 〔2%〕 

1.8（2.9） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1(9.6）  
10.3% 

（46.7%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9(13.0） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4(15.2） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 

・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 

・徳島阿波おどり空港（共用飛行場）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・徳島県南部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地方拠点都市「徳島東部」～「なんごく・こうち」を連結する四国８の字ネットワークの一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である徳島市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・辰巳工業団地、大潟新浜工業団地、徳島県南部健康運動公園の利活用を支援する 

・徳島県「次世代ＬＥＤバレイ構想」を支援する 

・徳島県南部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・徳島赤十字病院（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 



・徳島県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置付けられている 

・現道である国道11号、国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・徳島小松島港津田地区地域活性化計画と連携 

・マリンピア沖洲整備計画と連携 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

・阿南安芸自動車道等と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・四国8の字ネットワーク整備促進 四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員

連盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業

とあわせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度７月、８月、11月、１月、２月 、令和６年度５月、７月、８月） 

 
徳島県知事の意見 

･「事業継続」という「対応方針（原案）」案については、異議ありません。 

･「徳島南部自動車道」及び「阿南安芸自動車道」は、「四国８の字ネットワーク」を形成し、本県はもとより四国全 

体の経済産業の発展や観光振興を支えるとともに、「南海トラフ巨大地震」をはじめ、災害から県民を守り、「魅 

力度」や「安心度」の向上、ひいては「地方創生」に資する重要な社会基盤であります。 

･今回から導入されたＪＣＴ間の「一体評価」は、道路ネットワーク全体の機能を評価する上で、非常に効果的であ 

ります。道路は、つながってこそ効果を最大限発揮することから、一日も早い全線事業化をお願いします。 

･県といたしましても、地元市町としっかりと連携し、用地取得をはじめ、現場の円滑な事業推進に向けた環境整 

備や、地域活性化インターチェンジの整備等に全力で取り組んで参ります。 

･なお、事業の実施にあたっては、物価や労務費の上昇による影響を極力抑えられるよう、引き続き、コスト縮減 

をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成 23 年 3 月 高知東部自動車道（香南やす IC～芸西西 IC）延長 3.9km 2 車線開通 

・平成 23 年 4 月 一般国道 55 号南国安芸道路（芸西西 IC～安芸西 IC） 延長 8.5km 事業化 

・平成 23 年 4 月 一般国道 55 号桑野道路 延長 6.5km 事業化 

・平成 23 年 7 月 阿南安芸自動車道 日和佐道路 延長 3.1km 2 車線開通 

・平成 24 年 4 月 一般国道 55 号福井道路 延長 9.6km 事業化 

・平成 24 年 4 月 一般国道 55 号安芸道路 延長 5.8km 事業化 

・平成 25 年 2 月 高知東部自動車道（香南かがみ IC～香南やす IC）延長 2.9km 2 車線開通 

・平成 25 年 4 月 一般国道 493 号北川道路 2-2 工区 延長 4.0km 事業化 

・平成 25 年 11 月 阿南道路 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 延長 1.7km 開通 

・平成 26 年 3 月 高知東部自動車道（香南のいち IC～香南かがみ IC）延長 2.2km 2 車線開通 

・平成 27 年 3 月 徳島自動車道 鳴門 JCT～徳島 IC 延長 10.9km 開通 

・平成 27 年 3 月 徳島自動車道 松茂 SIC 開通 

・平成 27 年 3 月 高知東部自動車道（高知南 IC～なんこく南 IC）延長 4.7km 2 車線開通 

・平成 27 年 7 月 徳島津田 IC 連結許可 

・平成 28 年 4 月 高知東部自動車道（なんこく南 IC～高知龍馬空港 IC）延長 4.1km 2 車線開通 

・平成 31 年 4 月 一般国道 55 号海部野根道路 延長 14.3km 事業化 

・令和元年 9 月 小松島南 IC 連結許可 

・令和 2 年 3 月 阿南道路 那賀川町中島～西路見町江川 延長 2.1km 4 車線化完成 



・令和 2 年 4 月 一般国道 493 号野根安倉道路 延長 8.5km 事業化 

・令和 2 年 10 月 徳島津田 IC 阿南方面出入口 連結許可 

・令和 3 年 2 月 高知東部自動車道（高知 JCT～高知南 IC）延長 6.2km 2 車線開通 

・令和 3 年 3 月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田 IC～徳島沖洲 IC 延長 2.4km 2 車線開通 

・令和 3 年 4 月 一般国道 493 号北川道路 1 工区 延長 9.0km 事業化 

・令和 4 年 3 月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲 IC～徳島 JCT 延長 4.7km 2 車線開通 

・令和 4 年 4 月 一般国道 55 号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長 9.1km 事業化 

・令和 6 年 4 月 一般国道 55 号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長 4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成10、15年度に事業化、用地進捗率約98％、事業進捗率約76％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

・阿南IC～小松島南IC間 延長3.2kmは令和7年度開通予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

四国横断自動車道 
阿南四万十線 
阿南～徳島東 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 桑野
く わ の

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：徳島

と く し ま

県阿南
あ な ん

市下
し も

大野町
お お の ち ょ う

渡
わた

り上
あが

り 

 至：徳島
と く し ま

県阿南
あ な ん

市内
う ち

原町
わらちょう

桜木
さ く ら ぎ

 
延長 6.5km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

桑野道路は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四国横断自動車道や阿

南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネットワークを形成し、四国

東南地域の広域交流の促進及び地域活性化に大きく寄与する道路である。 

また、南海トラフ地震などの災害発生時における緊急輸送道路の確保や、三次医療施設までの速達性の向

上、地域産業（農水産業）の活性化支援などを目的として整備を推進している。 

H23年度事業化 H22年度都市計画決定 H27年度用地着手 R2年度工事着手 

全体事業費 約508億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約27％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 15,200～19,500台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（1.9）  
4.3% 

（7.4%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5（2.9） 〔2%〕 

1.8（3.6） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（2.8）  
10.3% 

（11.5%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（4.1） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（5.0） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 

・徳島阿波おどり空港（共用飛行場）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・徳島県南部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である阿南市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「次世代ＬＥＤバレイ構想」「地域資源を生かした新たなにぎわいと活力を創出するまちづくり」を支援する 

・徳島県南部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・徳島赤十字病院（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・徳島県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置付けられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 



⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国8の字ネットワーク整備促進 四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度７月、８月、11月、１月、２月 、令和６年度５月、７月、８月） 

 

徳島県知事の意見 

･「事業継続」という「対応方針（原案）」案については、異議ありません。 

･「徳島南部自動車道」及び「阿南安芸自動車道」は、「四国８の字ネットワーク」を形成し、本県はもとより四国全 

体の経済産業の発展や観光振興を支えるとともに、「南海トラフ巨大地震」をはじめ、災害から県民を守り、「魅 

力度」や「安心度」の向上、ひいては「地方創生」に資する重要な社会基盤であります。 

･今回から導入されたＪＣＴ間の「一体評価」は、道路ネットワーク全体の機能を評価する上で、非常に効果的であ 

ります。道路は、つながってこそ効果を最大限発揮することから、一日も早い全線事業化をお願いします。 

･県といたしましても、地元市町としっかりと連携し、用地取得をはじめ、現場の円滑な事業推進に向けた環境整 

備や、地域活性化インターチェンジの整備等に全力で取り組んで参ります。 

･なお、事業の実施にあたっては、物価や労務費の上昇による影響を極力抑えられるよう、引き続き、コスト縮減 

をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年7月 阿南安芸自動車道 日和佐道路 延長3.1km 2車線開通 

・平成24年4月 一般国道55号福井道路 延長9.6km 事業化 

・平成24年4月 一般国道55号安芸道路 延長5.8km 事業化 

・平成25年2月 高知東部自動車道（香南かがみIC～香南やすIC）延長2.9km 2車線開通 

・平成25年4月 一般国道493号北川道路2-2工区 延長4.0km 事業化 

・平成25年11月 阿南道路 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 延長1.7km 開通 

・平成26年3月 高知東部自動車道（香南のいちIC～香南かがみIC）延長2.2km 2車線開通 

・平成27年3月 高知東部自動車道（高知南IC～なんこく南IC）延長4.7km 2車線開通 

・平成28年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線徳島津田IC事業化 

・平成28年4月 高知東部自動車道（なんこく南IC～高知龍馬空港IC）延長4.1km 2車線開通 

・平成31年4月 一般国道55号海部野根道路 延長14.3km 事業化 

・令和2年3月 阿南道路 阿南市那賀川町中島～西路見町江川 延長2.1km 4車線化完成 

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成23年度に事業化、用地進捗率約85％、事業進捗率約27％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

 



施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
桑野道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 福井
ふ く い

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：徳島

と く し ま

県阿南
あ な ん

市内
う ち

原町
わらちょう

桜木
さ く ら ぎ

 

 至：徳島
と く し ま

県阿南
あ な ん

市福井町
ふ く い ち ょ う

小野
こ の う

 
延長 9.6km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

福井道路は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四国横断自動車道や阿

南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネットワークを形成し、四国

東南地域の広域交流の促進及び地域活性化に大きく寄与する道路である。 

また、南海トラフ地震などの災害発生時における緊急輸送道路の確保や、三次医療施設までの速達性の向

上、地域産業（農水産業）の活性化支援などを目的として整備を推進している。 

H24年度事業化 H22年度都市計画決定 H28年度用地着手 R4年度工事着手 

全体事業費 約456億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約17％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 6,900～12,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（0.7 ）  
4.3% 

（2.1%） 

事 業 費： 3,329/12,953億円 

維持管理費：    347/644億円 

更 新 費：     54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5（1.02） 〔2%〕 

1.8（1.3 ） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（0.9）  
10.3% 

（3.2%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（1.3） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（1.6） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 

・徳島阿波おどり空港（共用飛行場）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・徳島県南部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である阿南市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「次世代ＬＥＤバレイ構想」「地域資源を生かした新たなにぎわいと活力を創出するまちづくり」を支援する 

・徳島県南部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・徳島赤十字病院（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・徳島県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置付けられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

・国道55号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

⑦地球環境の保全 



・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国8の字ネットワーク整備促進 四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度７月、８月、11月、１月、２月 、令和６年度５月、７月、８月） 

 

徳島県知事の意見 

･「事業継続」という「対応方針（原案）」案については、異議ありません。 

･「徳島南部自動車道」及び「阿南安芸自動車道」は、「四国８の字ネットワーク」を形成し、本県はもとより四国全 

体の経済産業の発展や観光振興を支えるとともに、「南海トラフ巨大地震」をはじめ、災害から県民を守り、「魅 

力度」や「安心度」の向上、ひいては「地方創生」に資する重要な社会基盤であります。 

･今回から導入されたＪＣＴ間の「一体評価」は、道路ネットワーク全体の機能を評価する上で、非常に効果的であ 

ります。道路は、つながってこそ効果を最大限発揮することから、一日も早い全線事業化をお願いします。 

･県といたしましても、地元市町としっかりと連携し、用地取得をはじめ、現場の円滑な事業推進に向けた環境整 

備や、地域活性化インターチェンジの整備等に全力で取り組んで参ります。 

･なお、事業の実施にあたっては、物価や労務費の上昇による影響を極力抑えられるよう、引き続き、コスト縮減 

をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成25年2月 高知東部自動車道（香南かがみIC～香南やすIC）延長2.9km 2車線開通 

・平成25年4月 一般国道493号北川道路2-2工区 延長4.0km 事業化 

・平成25年11月 阿南道路 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 延長1.7km 開通 

・平成26年3月 高知東部自動車道（香南のいちIC～香南かがみIC）延長2.2km 2車線開通 

・平成27年3月 高知東部自動車道（高知南IC～なんこく南IC）延長4.7km 2車線開通 

・平成28年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線徳島津田IC事業化 

・平成28年4月 高知東部自動車道（なんこく南IC～高知龍馬空港IC）延長4.1km 2車線開通 

・平成31年4月 一般国道55号海部野根道路 延長14.3km 事業化 

・令和2年3月 阿南道路 阿南市那賀川町中島～西路見町江川 延長2.1km 4車線化完成 

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成24年度に事業化、用地進捗率約85％、事業進捗率約17％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 



対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
福井道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 海部
か い ふ

野根
の ね

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 徳島

と く し ま

県海部
か い ふ

郡海
かい

陽
よ う

町
ちょう

多良
た ら

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

郡東洋町
とうようちょ う

野
の

根
ね

 
延長 14.3km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

海部野根道路は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四国横断自動車道

や阿南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネットワークを形成し、

南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の支援を支える「命の道」として機能するよう津波浸水域を避

けつつ役場や防災拠点、集落を連絡する道路である。また、都市部や空港からのアクセスを改善し、四国東南

地域における観光振興や地域産業の育成・発展の支援、高次救急医療機関へのアクセス向上による緊急搬

送など医療活動の支援を目的として整備を推進している。 

H31年度事業化 H30年度都市計画決定 R3年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約762億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約6％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 3,900～4,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（0.3）  
4.3% 

（-1.2%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5（0.4） 〔2%〕 

1.8（0.6） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（0.3）  
10.3% 

（-1.1%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（0.5） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（0.6） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 

・徳島阿波おどり空港（共用飛行場）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・徳島小松島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・徳島県南部及び高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

④個性ある地域の形成 

・徳島県南部及び高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・徳島赤十字病院（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・道路寸断で孤立化する集落の解消が見込まれる 

・徳島県地域防災計画、高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置付けられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

・国道55号の防災点検箇所を回避したルートを形成する 

 



⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（ 令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

徳島県知事の意見 

･「事業継続」という「対応方針（原案）」案については、異議ありません。 

･「徳島南部自動車道」及び「阿南安芸自動車道」は、「四国８の字ネットワーク」を形成し、本県はもとより四国全 

体の経済産業の発展や観光振興を支えるとともに、「南海トラフ巨大地震」をはじめ、災害から県民を守り、「魅 

力度」や「安心度」の向上、ひいては「地方創生」に資する重要な社会基盤であります。 

･今回から導入されたＪＣＴ間の「一体評価」は、道路ネットワーク全体の機能を評価する上で、非常に効果的であ 

ります。道路は、つながってこそ効果を最大限発揮することから、一日も早い全線事業化をお願いします。 

･県といたしましても、地元市町としっかりと連携し、用地取得をはじめ、現場の円滑な事業推進に向けた環境整 

備や、地域活性化インターチェンジの整備等に全力で取り組んで参ります。 

･なお、事業の実施にあたっては、物価や労務費の上昇による影響を極力抑えられるよう、引き続き、コスト縮減 

をお願いします。 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成31年度に事業化、用地進捗率約33％、事業進捗率約6％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 



施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
海部野根道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 奈半利
な は り

安芸
あ き

道路（奈半利
な は り

～安田
や す だ

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

郡奈半利町
な は り ち ょ う

字
あ ざ

芝崎
し ば さ き

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

郡安田町
や す だ ち ょ う

東島
ひがしじま

 
延長 4.0km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

奈半利安芸道路（奈半利～安田）は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、

四国横断自動車道や阿南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネッ

トワークを形成し、南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の輸送を支える「命の道」として機能する信

頼性の高い道路ネットワークを形成するとともに、物流拠点や空港、高次救急医療機関等へのアクセス向上に

より、産業振興や観光振興、緊急搬送など医療活動を支援するものである。 

R6年度事業化 都市計画決定なし 用地未着手 工事未着手 

全体事業費 約260億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

0％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 4,500～9,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（0.8）  
4.3% 

（2.6%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5（1.1） 〔2%〕 

1.8（1.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（0.8）  
10.3% 

（2.6%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（1.1） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（1.4） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・路線バスの速達性・定時性が向上し利便性向上が見込まれる 

・JR後免駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・現道の大型車のすれ違い困難区間の解消が見込まれる 

・日常生活圏中心都市である安芸市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「観光振興プロジェクト」、「過疎地域自立促進プロジェクト」、「ゆず振興ビジョン」を支援する 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・道路寸断で孤立化する集落の解消が見込まれる 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 



・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

・国道55号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

－ 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和6年度に事業化、用地進捗率0％、事業進捗率0％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
奈半利安芸道路 
（奈半利～安田） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 奈半利
な は り

安芸
あ き

道路（安田
や す だ

～安芸
あ き

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

郡安田町
や す だ ち ょ う

東島
ひがしじま

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

市伊
い

尾木
お き

 
延長 9.1km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

奈半利安芸道路（安田～安芸）は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四

国横断自動車道や阿南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネット

ワークを形成し、南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の輸送を支える「命の道」として機能する信

頼性の高い道路ネットワークを形成するとともに、物流拠点や空港、高次救急医療機関等へのアクセス向上に

より、産業振興や観光振興、緊急搬送など医療活動を支援するものである。 

R4年度事業化 都市計画決定なし 用地未着手 工事未着手 

全体事業費 約511億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約1％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 9,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（0.4）  
4.3% 

（-0.1%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5（0.6） 〔2%〕 

1.8（0.8） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（0.4）  
10.3% 

（-0.03%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（0.6） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（0.8） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・路線バスの速達性・定時性が向上し利便性向上が見込まれる 

・JR後免駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である安芸市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「観光振興プロジェクト」、「過疎地域自立促進プロジェクト」、「ゆず振興ビジョン」を支援する 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・道路寸断で孤立化する集落の解消が見込まれる 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 



・国道55号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和4年度に事業化、用地進捗率0％、事業進捗率約1％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
奈半利安芸道路 
（安田～安芸） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 安芸
あ き

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

市伊
い

尾木
お き

 
 至： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

市馬
う ま

ノ
の

丁
ちょう

 
延長 5.8km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

安芸道路は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四国横断自動車道や阿

南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネットワークを形成し、広域

交流の促進及び地域活性化に大きく寄与する道路である。 

また、南海トラフ地震や津波発生時の緊急輸送道路の確保、三次医療施設への迅速な救急搬送の支援、

安芸市内の慢性的な渋滞の緩和、地域産業の活性化支援などを目的としている。 

H24年度事業化 
H23年度都市計画決定 

（R2年度変更） 
H28年度用地着手 R1年度工事着手 

全体事業費 約336億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約46％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 11,300～12,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（1.2）  
4.3% 

（4.9%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5（1.9） 〔2%〕 

1.8（2.4） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（3.3）  
10.3% 

（13.7%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（4.6） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（5.5） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 

・路線バスの速達性・定時性が向上し利便性向上が見込まれる 

・JR後免駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

④個性ある地域の形成 

・「観光振興プロジェクト」、「過疎地域自立促進プロジェクト」、「ゆず振興ビジョン」を支援する 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・道路寸断で孤立化する集落の解消が見込まれる 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 



・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

・国道55号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・安芸市都市計画マスタープランに位置付けられている 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成25年2月 高知東部自動車道（香南かがみIC～香南やすIC）延長2.9km 2車線開通 

・平成25年4月 一般国道493号北川道路2-2工区 延長4.0km 事業化 

・平成26年3月 高知東部自動車道（香南のいちIC～香南かがみIC）延長2.2km 2車線開通 

・平成27年3月 高知東部自動車道（高知南IC～なんこく南IC）延長4.7km 2車線開通 

・平成28年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC事業化 

・平成28年4月 高知東部自動車道（なんこく南IC～高知龍馬空港IC）延長4.1km 2車線開通 

・平成31年4月 一般国道55号海部野根道路 延長14.3km 事業化 

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成24年度に事業化、用地進捗率約98％、事業進捗率約46％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 



対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
安芸道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 南国
な ん こ く

安芸
あ き

道路（芸西
げいせい

西
に し

～安芸
あ き

西
に し

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

郡芸西
げいせい

村西分
むらに しぶん

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

市馬
う ま

ノ
の

丁
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延長 8.5km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

南国安芸道路(芸西西～安芸西)は、高規格道路網を構成する自動車専用道路として整備される「高知東部

自動車道」の一部であり、高知自動車道、阿南安芸自動車道及び四国横断自動車道と一体で機能することに

より、四国8の字ネットワークを形成し、広域交流の促進及び地域活性化に大きく寄与する道路である。 

また、南海トラフ地震や津波発生時の緊急輸送道路の確保、三次医療施設への迅速な救急搬送の支援、

地域産業の支援などを目的としている。 

H23年度事業化 H11年度都市計画決定 H26年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費 約518億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約52％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 14,700～16,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（1.9）  
4.3% 

（7.0%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5（2.7） 〔2%〕 

1.8（3.3） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（5.0）  
10.3% 

（17.0%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（7.2） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（8.7） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 

・路線バスの速達性・定時性が向上し利便性向上が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路 高知東部自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である安芸市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「観光振興プロジェクト」、「過疎地域自立促進プロジェクト」、「ゆず振興ビジョン」を支援する 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

 



⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・安芸市都市計画マスタープランに位置付けられている 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

・阿南安芸自動車道等と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成23年7月 阿南安芸自動車道 日和佐道路 延長3.1km 2車線開通 

・平成24年4月 一般国道55号安芸道路 延長5.8km 事業化 

・平成24年4月 一般国道55号福井道路 延長9.6km 事業化 

・平成25年2月 高知東部自動車道（香南かがみIC～香南やすIC）延長2.9km 2車線開通 

・平成25年4月 一般国道493号北川道路2-2工区 延長4.0km 事業化 

・平成26年3月 高知東部自動車道（香南のいちIC～香南かがみIC）延長2.2km 2車線開通 

・平成27年3月 高知東部自動車道（高知南IC～なんこく南IC）延長4.7km 2車線開通 

・平成28年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC事業化 

・平成28年4月 高知東部自動車道（なんこく南IC～高知龍馬空港IC）延長4.1km 2車線開通 

・平成31年4月 一般国道55号海部野根道路 延長14.3km 事業化 

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成23年度に事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約52％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 



施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
南国安芸道路 
（芸西西～安芸西） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道55号 南国
な ん こ く

安芸
あ き

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県南国
な ん こ く

市物部
も の べ

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

郡芸西
げいせい

村西分
むらに しぶん

 
延長 12.5km 

事業概要  

一般国道55号は、徳島市を起点に阿南市、海陽町、室戸市、安芸市などを経由し、高知市に至る延長約238

kmの主要幹線道路であり、四国広域交通ネットワークを形成する基幹道路として、地域の生活や経済、観光の

振興に大きな役割を果たしている。 

南国安芸道路は、高規格道路網を構成する自動車専用道路として整備される「高知東部自動車道」の一部

であり、高知自動車道や阿南安芸自動車道及び四国横断自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネ

ットワークを形成し、広域交流の促進及び地域活性化に大きく寄与する道路である。 

また、南海トラフ地震や津波発生時の緊急輸送道路の確保、三次医療施設への迅速な救急搬送の支援、

地域産業の支援などを目的としている。 

H12年度事業化 
H11年度都市計画決定 

（H22年度変更） 
H14年度用地着手 H15年度工事着手 

全体事業費 約708億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約80％ 供用済延長 9.0km 

計画交通量 17,400～26,900台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（2.9）  
4.3% 

（13.0%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5（3.5） 〔2%〕 

1.8（3.9） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（4.1）  
10.3% 

（66.8%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（4.9） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（5.5） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・路線バスの速達性・定時性が向上し利便性向上が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路 高知東部自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・日常生活圏中心都市である高知市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・「観光振興プロジェクト」、「過疎地域自立促進プロジェクト」、「ゆず振興ビジョン」を支援する 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 

・現道である国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

⑦地球環境の保全 



・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のプロジェクトとの関係 

・第2次南国市都市計画マスタープランの中で「交通施設の整備方針」として位置づけられている 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

・阿南安芸自動車道等と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成20年7月 高知自動車道（南国IC～高知JCT）延長7.6km 4車線化 

・平成22年8月 一般国道493号北川奈半利道路 延長5.0km 2車線開通 

・平成23年3月 高知東部自動車道（香南やすIC～芸西西IC）延長3.9km 2車線開通 

・平成23年4月 一般国道55号桑野道路 延長6.5km事業化 

・平成23年4月 一般国道55号南国安芸道路（芸西西IC～安芸西IC） 延長8.5km事業化 

・平成23年7月 阿南安芸自動車道 日和佐道路 延長3.1km 2車線開通 

・平成24年4月 一般国道55号安芸道路 延長5.8km 事業化 

・平成24年4月 一般国道55号福井道路 延長9.6km 事業化 

・平成25年2月 高知東部自動車道（香南かがみIC～香南やすIC）延長2.9km 2車線開通 

・平成25年4月 一般国道493号北川道路2-2工区 延長4.0km 事業化 

・平成26年3月 高知東部自動車道（香南のいちIC～香南かがみIC）延長2.2km 2車線開通 

・平成27年3月 高知東部自動車道（高知南IC～なんこく南IC）延長4.7km 2車線開通 

・平成28年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC事業化 

・平成28年4月 高知東部自動車道（なんこく南IC～高知龍馬空港IC）延長4.1km 2車線開通 

・平成31年4月 一般国道55号海部野根道路 延長14.3km 事業化 

・令和2年4月 四国横断自動車道 阿南四万十線 小松島南IC事業化 

・令和2年4月 一般国道493号野根安倉道路 延長8.5km 事業化 

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 



事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成12年度に事業化、用地進捗率100％、事業進捗率約80％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

・高知龍馬空港IC～香南のいちIC間 延長3.5kmは令和7年春頃開通予定。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 55 号 
南国安芸道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道493号 野
の

根
ね

安倉
あ ぐ ら

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 高知

こ う ち

県安芸
あ き

郡東洋町
とうようちょ う

野
の

根
ね

 

 至： 高知
こ う ち

県安芸
あ き

郡北川村
きたがわむら

安倉
あ ぐ ら

 
延長 8.5km 

事業概要  

一般国道493号は、高知県高知市を起点とし高知県東洋町までを結ぶ全長約104kmの道路であるが、この

大半は一般国道55号との重複区間であり、実質的には奈半利町、北川村、東洋町の3町村を連絡する一般国

道55号のバイパス経路として機能している。 

野根安倉道路は、高規格道路網として整備される「阿南安芸自動車道」の一部であり、四国横断自動車道

や阿南安芸自動車道及び高知東部自動車道と一体で機能することにより、四国8の字ネットワークを形成し、

南海トラフ地震による津波や豪雨等による土砂災害発生時に国道493号及び国道55号の代わりに地域の分断

・孤立を解消し、円滑な救命・救急活動のアクセスを確保するとともに、信頼性の高いネットワークを確保するこ

とで、地域住民の安全性・利便性の向上や産業・観光振興を支援するものである。 

なお、当事業箇所は急峻な地形、脆弱な地質等の様々な技術的な課題があることを踏まえ、直轄権限代行

事業として事業を進めている道路である。 

R2年度事業化 都市計画決定なし R4年度用地着手 工事未着手 

全体事業費 約525億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約4％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 3,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

3,729/13,845億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

7,753/14,661億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1（0.5）  
4.3% 

（0.8%） 

事 業 費：  3,329/12,953億円 

維持管理費：     347/644億円 

更 新 費：      54/247億円 

走行時間短縮便益：  6,723/12,740億円 

走行経費減少便益：    821/1,527億円 

交通事故減少便益：     210/394億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5（0.7） 〔2%〕 

1.8（0.9） 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.1（0.5）  
10.3% 

（0.9%） 

交通量 B/C=0.98～1.1（±10％） 交通量 B/C=1.8～2.4（±10％） 

(

参
考) 

2.9（0.8） 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.9～2.3（±10％） 

3.4（1.0） 〔1%〕 事業期間 B/C=1.02～1.1（±20％） 事業期間 B/C=2.0～2.1（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる 

・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・高知港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

・高知県東部における農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 

・総重量25tの車両の規制またはISO規格背高海上コンテナ輸送車の通行規制の解消が見込まれる 

③国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路 阿南安芸自動車道の一部を構成する 

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連結する路線を構成する 

・現道の大型車のすれ違い困難区間の解消が見込まれる 

・日常生活圏中心都市である安芸市へのアクセス向上が見込まれる 

④個性ある地域の形成 

・高知県東部の主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・高知医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる 

⑥災害への備え 

・道路寸断で孤立化する集落の解消が見込まれる 

・高知県地域防災計画において第1次緊急輸送道路に位置づけられている 



・現道である国道493号及び国道55号が浸水等により通行止めになった場合の代替路を形成する 

・国道493号の防災点検箇所を回避したルートが形成される 

・国道493号の事前通行規制区間を回避したルートが形成される 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑧生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

⑨他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国8の字ネットワークの一部を構成する 

・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性向上や自衛隊救援活動ルートの確保が見込まれる 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等 

・四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会、一般

国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会、徳島南部自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員連

盟、道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会などから、本事業の他、徳島JCT～高知JCT間の他事業とあ

わせ、整備促進に関する積極的な要望活動が続けられている。 

（令和5年度7月、8月、11月、1月、2月 、 令和6年度5月、7月、8月） 

 

高知県知事の意見 

・事業継続に異議はありません。 

・四国８の字ネットワークを構成する阿南安芸自動車道、高知東部自動車道は経済活力が高まる関西圏と県

東部地域の時間距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、東部地域における経済活性化を支援す

る重要な道路です。 

・また、県中央部と東部地域とをつなぐ唯一の幹線道路である国道55号の代替機能を担い、発生の切迫度が

高まる南海トラフ地震をはじめ自然災害への備えを高めるうえでも不可欠な道路です。 

・このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努

めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和3年2月 高知東部自動車道（高知JCT～高知南IC）延長6.2km 2車線開通 

・令和3年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島津田IC～徳島沖洲IC 延長2.4km 2車線開通 

・令和3年4月 一般国道493号北川道路1工区 延長9.0km 事業化 

・令和4年3月 四国横断自動車道 阿南四万十線 徳島沖洲IC～徳島JCT 延長4.7km 2車線開通 

・令和4年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（安田～安芸） 延長9.1km 事業化 

・令和6年4月 一般国道55号奈半利安芸道路（奈半利～安田） 延長4.0km 事業化 

 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・令和2年度に事業化、用地進捗率約12％、事業進捗率約4％（令和6年3月末時点） 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増加等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮

減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 493 号 
野根安倉道路 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道11号 大内
お お ち

白鳥
し ろ と り

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
自：香川県東

ひがし

かがわ市伊座
い ざ

 

至：香川県東
ひがし

かがわ市小砂
こ ざ れ

 
延長 9.2km 

事業概要  

一般国道 11 号は、徳島市を起点に四国北部を瀬戸内海沿いに徳島県、香川県及び愛媛県下の主要都市を
経て松山市に至る延長約 265km の主要幹線道路であり、産業・経済の交流を支える大動脈であるとともに、通
勤・通学等日常生活に欠かせない生活道路としての役割を持つ重要な道路である。 

大内白鳥バイパスは、東かがわ市中心部で発生している慢性的な渋滞の緩和や交通安全の確保を図るとと
もに、高松自動車道白鳥大内インターチェンジへのアクセス強化を図り、地域経済の発展に寄与することを目的
とした事業である。 

H12年度事業化 
H16年度都市計画決定 

（H18年度変更） 
H18年度用地着手 H20年度工事着手 

全体事業費 約393億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約92％ 供用済延長 5.9km 

計画交通量 7,900～21,500 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

88/570億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

123/600億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1  

4.3% 

事 業 費：    55/  514億円 

維持管理費：    34/   56億円 

更 新 費：          億円 

走行時間短縮便益：    110/ 551億円 

走行経費減少便益：    7.7/  43億円 

交通事故減少便益：    5.0/ 6.4億円 
令和6年 (

参
考) 

1.3 〔2%〕 

1.6 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.4  

7.4% 

交通量 B/C=0.9～1.2（±10％） 交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 

(

参
考) 

1.7 〔2%〕 事業費 B/C=1.04～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.3～1.5（±10％） 

1.9 〔1%〕 事業期間 B/C=1.04～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.4～1.4（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間時間損失の削減が見込まれる 
・現道等に当該路線の整備による路線バスの利便性向上が見込まれる 
・高松空港、徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・東讃地域における農林水産品の流通の利便性の向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・日常活動圏の中心都市である高松市へのアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・就業支援事業、移住・定住促進事業等を支援する 
・東かがわ市や徳島県北部地域の主要な観光地へのアクセス向上が期待される 
・令和 6 年 7 月開業の東かがわ市温水プールに直結する 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（香川大学医学部附属病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥安全な生活環境の確保 
・現道等における安全性の向上が期待される 
⑦災害への備え 
・香川県地域防災計画において第１次緊急輸送道路に位置付けられている 
・第 1 次緊急輸送確保路線に指定されている現国道 11 号、高松自動車道が通行止めになった場合の代替路線
を形成する 

⑧地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑨生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 



・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑩他のプロジェクトとの関係 
・さぬき東街道（主要地方道高松長尾大内線）との一体的整備 
・企業立地促進を支援 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 
・香川県、香川県道路協会、東かがわ幹線道路整備促進期成同盟会等より、本事業の整備促進について、積極

的な要望活動が続けられている。 
（令和 4 年度：10 月,11 月,1 月  令和 5 年度：5 月,6 月,8 月,10 月,11 月,1 月  令和 6 年度：5 月,6 月,8 月,10 月） 
香川県知事の意見： 
・事業継続について異議はありません。 

・国道11号は、県内を東西に貫き、徳島・愛媛両県に通じる本県の主要幹線道路であり、大内白鳥バイパスの整

備は、東かがわ市付近における現道の交通渋滞の緩和や交通安全の確保とともに、高松自動車道白鳥大内イ

ンターチェンジへのアクセス向上により、物流の円滑化、地域経済の活性化を図るなど、東讃地域の振興・発展

に寄与する重要な事業であることから、早期の全線開通と４車線化の整備も図られるよう、より一層の事業推進

をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成 13 年 3 月 高松自動車道（板野 IC～津田東 IC）、（三木町・高松市境～高松中央 IC） 開通 
・平成 14 年 7 月 高松自動車道（鳴門 IC～板野 IC） 開通により神戸淡路鳴門自動車道と接続 
・平成 15 年 3 月 高松自動車道（高松中央 IC～高松西 IC） 開通により高松自動車道全線開通 
・平成 31 年 3 月 高松自動車道 全線４車化 
・令和 1 年 5 月  さぬき東街道（主要地方道高松長尾大内線） 全線４車化 
（その他） 
・令和 2 年 4 月 東かがわ市立白鳥小中学校 開校 
・令和 5 年 5 月 人権センター大内交流館 リニューアルオープン 
・令和 5 年 8 月 三本松コミュニティセンター別館 開館 
・令和 5 年 8 月 湊コミュニティセンター 開館 
・令和 5 年 9 月 引田野球場 リニューアル 
・令和 5 年 11 月 防災物資拠点施設 完成 
・令和 6 年 7 月 東かがわ市温水プール 開業 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成 12 年度事業化、用地進捗率 100％、事業進捗率約 92％（令和 6 年 3 月末時点） 
・東かがわ市白鳥～東かがわ市土居間5.9kmは、令和3年12月までに暫定2車線開通済 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・開通に向け調査設計・改良工事を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術・新工法の採用による工事コストの縮減

に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 
 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 

：高規格道路
：一般国道(指定区間)
：一般国道(指定区間外)
：主要地方道
：一般県道
：その他の道路
：再評価箇所（開通済）
：再評価箇所（未開通）

凡 例



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道１１号 川之江
か わ の え

三島
み し ま

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 愛媛県四国

し こ く

中央
ちゅうおう

市
し

川之江町
か わ の え ち ょ う

 

 至： 愛媛県四国
し こ く

中央市
ち ゅ う お う し

中之庄町
なかのしょうちょう

 
延長 10.1km 

事業概要  

一般国道11号は、徳島市を起点に四国の北部を瀬戸内海沿いに徳島県・香川県及び愛媛県下の主要都市

を経て松山市に至る延長約265kmの主要幹線道路であり、産業・経済を支える大動脈であるとともに、通勤・日

常生活を支える生活道路としての役割を持つ重要な道路である。 

川之江三島バイパスは、現国道11号の交通混雑の緩和及び交通安全の確保を図るとともに、松山自動車

道三島川之江インターと接続することで、四国中央市における交通ネットワークの基盤となる道路として地域経

済に大きく寄与することを目的とした事業である。 

S47年度事業化 
S53年度都市計画決定 

（H30、R5年度変更） 
S55年度用地着手 S57年度工事着手 

全体事業費 約722億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約61％ 供用済延長 6.5km 

計画交通量 6,000～30,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

209/1,379億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

251/2,835億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 2.1  

8.1% 

事 業 費：  191/1,289億円 

維持管理費：   18/  89億円 

更 新 費：          億円 

走行時間短縮便益：  243/2,739億円 

走行経費減少便益：   4.1/  80億円 

交通事故減少便益：   4.1/  16億円 
令和6年 (

参
考) 

2.2 〔2%〕 

2.3 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.2  

5.1% 

交通量 B/C=2.0～2.3（±10％） 交通量 B/C=0.9～1.7（±10％） 

(

参
考) 

1.8 〔2%〕 事業費 B/C=2.0～2.1（±10％） 事業費 B/C=1.1～1.3（±10％） 

2.2 〔1%〕 事業期間 B/C=2.1～2.1（±20％） 事業期間 B/C=1.1～1.3（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失の削減が見込まれる 

・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 

・現道等の路線バスの利便性の向上が見込まれる 

・JR伊予三島駅、JR川之江駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・高松、松山、高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・三島川之江港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

③都市の再生 

・区画整理等の沿道まちづくりと連携している 

・四国中央市人口集中地区（DID地区）での事業である 

・DID地区内で行う事業であり、市街地の道路網密度の向上が見込まれる 

④国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクトである「国際物流ターミナル整備事業」「四国ロジサイト整備」を支援している 

・主要観光地へのアクセス向上が期待される 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（東予救命救急センター）へのアクセス向上が見込まれる 

⑦安全な生活環境の確保 

・自動車交通が1,000台/12h以上かつ歩行者交通が100人/日以上の区間での歩道が整備される 

⑧災害への備え 



・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 

・緊急輸送道路が通行止めとなった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路が形成される 

⑨地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑩生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

・夜間要請限度の超過区間の改善が見込まれる 

⑪他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・公共交通手段（高速バス・鉄道）の乗り継ぎ利便性向上 

・川之江三島バイパスへ交通が転換することにより現道区間の交通安全（歩行者・自動車）向上が期待できる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・愛媛県、国道１１号バイパス整備３市合同（四国中央市、新居浜市、西条市）等より、本事業の整備促進につ

いて、 積極的な要望活動が続けられている。 

（R元年度：11月 R2年度：9月 R3年度：6月 R4年度：7月、1月 R5年度：6月、11月、1月 R6年度：5月） 

愛媛県知事の意見： 

・一般国道11号川之江三島バイパスの事業を継続するという「対応方針(原案)」案については異議ありません。 

・国道11号の渋滞緩和や交通安全の確保を図るとともに、交通ネットワークの基盤となる道路として地域経済

に大きく寄与する重要な事業であることから、更なるコスト縮減と事業促進に努めるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・昭和60年3月 松山自動車道（三島川之江IC～土居IC）開通 

・昭和62年12月 松山自動車道（川之江JCT～三島川之江IC）開通 

・平成17年4月 松山自動車道（川之江JCT～新宮IC）4車線化開通 

・平成20年7月 松山自動車道（新宮IC～大豊IC）4車線化開通 

（その他） 

・平成16年2月 東部臨海土地造成地 完成 

・平成22年7月 金子地区臨海土地造成地 完成 

・令和3年4月  西部臨海土地造成地 完成 

・令和元年8月 四国中央市市民文化ホール（しこちゅ～ホール） 完成 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・昭和47年度に事業化、用地進捗率約79％、事業進捗率約61％（令和6年3月末時点） 

・平成20年度まで 四国中央市上分町～四国中央市中之庄町 延長6.5km（2/4、4/4）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減

に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 11 号 
川之江三島バイパス 
 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道１１号 小松
こ ま つ

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 愛媛県西条市

さ い じ ょ う し

小松町
こ ま つ ち ょ う

新屋敷
し ん や し き

 

 至： 愛媛県西条市
さ い じ ょ う し

小松町
こ ま つ ち ょ う

安井
や す い

 
延長 7.5km 

事業概要  

一般国道11号は、徳島市を起点に四国の北部を瀬戸内海沿いに徳島県・香川県及び愛媛県下の主要都市

を経て松山市に至る延長約265kmの主要幹線道路であり、産業・経済を支える大動脈であるとともに、通勤・日

常生活を支える生活道路としての役割を持つ重要な道路である。 

小松バイパスは、一般国道11号西条市バイパス及び主要地方道壬生川新居浜野田線と一体となり、一般国

道11号のバイパスとして機能し、いよ小松北IC・いよ小松ICと西条臨海工業用地や東予港とのアクセスが向上

するなど、地元産業、経済の活性化に寄与する道路である。 

H3年度事業化 H3年度都市計画決定 H4年度用地着手 H10年度工事着手 

全体事業費 約203億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約61％ 供用済延長 2.4km 

計画交通量 12,900～20,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

79/285億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

294/335億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

4.8% 

事 業 費：    57/256億円 

維持管理費：    23/ 30億円 

更 新 費：          億円 

走行時間短縮便益：   276/311億円 

走行経費減少便益：    15/ 19億円 

交通事故減少便益：    3.6/ 4.9億円 
令和6年 (

参
考) 

1.5 〔2%〕 

1.8 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.7  

15.1% 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=3.4～4.3（±10％） 

(

参
考) 

4.9 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=3.5～4.0（±10％） 

5.5 〔1%〕 事業期間 B/C=1.03～1.3（±20％） 事業期間 B/C=3.3～4.0（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失の削減が見込まれる 

・現道等の路線バスの利便性の向上が見込まれる 

・JR伊予西条駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 

・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 

②物流効率化の支援 

・東予港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 

③都市の再生 

・西条地区の愛媛地域高度技術産業集積活性化計画を支援 

④国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 

⑤個性ある地域の形成 

・主要観光地へのアクセス向上が期待される 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（東予救命救急センター）へのアクセス向上が見込まれる 

⑦災害への備え 

・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 

・緊急輸送道路が通行止めとなった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路が形成される 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる 

⑨生活環境の改善・保全 

・NOX排出量の削減が見込まれる 



・SPM排出量の削減が見込まれる 

・夜間要請限度の超過区間の改善が見込まれる 

⑩他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・現道区間の交通安全（歩行者・自動車）向上が期待できる 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・愛媛県、国道１１号バイパス整備３市合同（四国中央市、新居浜市、西条市）、期成同盟会等より、本事業の

整備促進について、 積極的な要望活動が続けられている。 

（R元年度：11月、1月 R2年度：9月、10月 R3年度：6月、11月 R4年度：7月、8月、1月 R5年度：6月、8月、 

 11月、1月 R6年度：5月） 

愛媛県知事の意見： 

・一般国道11号小松バイパスの事業を継続するという「対応方針(原案)」案については異議ありません。 

・国道11号の渋滞緩和や交通安全の確保を図るとともに、交通ネットワークの基盤となる道路として地域経済

に大きく寄与する重要な事業であることから、更なるコスト縮減と事業促進に努めるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成18年5月 (主)壬生川新居浜野田線（東予有料道路）延長3.5km 無料化 

・平成19年2月 (主)壬生川新居浜野田線 開通 

・平成20年3月 (一)丹原小松線 開通 

・平成20年3月 (一)南川壬生川停車場線 開通 

(その他) 

・平成19年4月 大型ショッピングセンター(西条市新田)オープン 

・平成19年11月 観光エリア(鉄道歴史パークinSAIJO) オープン 

・平成30年8月 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業（耐震強化岸壁（水深7.5m））暫定供用開始 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成3年度に事業化、用地進捗率約66％、事業進捗率約61％（令和6年3月末時点） 

・平成20年度まで 西条市小松町北川～西条市小松町妙口 延長2.0km（2/4）部分開通 

・令和5年度 西条市小松町新屋敷 延長0.4km（2/4）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減

に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 徳島県 

香川県 

一般国道 11 号 
小松バイパス 
 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道33号 松山外
まつやまそと

環状
かんじょう

道路インター東
ひがし

線 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 愛媛県松山市

ま つ や ま し

北土居
き た ど い

 

 至： 愛媛県松山
まつやま

市来
し き

住
し

町
ま ち

 
延長 2.0km 

事業概要  
松山外環状道路は、現在の松山環状線のさらに外側に計画された環状道路のことで、松山IC、松山空港、

松山港等の広域交通拠点とのアクセス性向上、市内中心部へ流入する交通を分散することを目的としている。 
松山外環状道路の開通により、郊外からは市街地を通過せずに目的地への移動が可能となるため、通過交

通の市内流入を減らし、市内の渋滞緩和が期待されている。 
国道33号松山外環状道路インター東線は、自動車専用道路部は国土交通省、一般道路部は国土交通省、

松山市が協同で整備を推進している。 

H30年度事業化 
H2年度都市計画決定 

（H15、29年度変更） 
R3年度用地着手 － 

全体事業費 約398億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約6％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 24,700～44,100台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

416/1,614億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,162/2,295億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

   
5.8% 

(5.5%) 

事 業 費：   369/1,503億円 

維持管理費：    26/   50億円 

更 新 費：    20/   61億円 

走行時間短縮便益：   979/1,876億円 

走行経費減少便益：   136/  319億円 

交通事故減少便益：    47/   99億円 
令和4年  1.4(1.4)  

  

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

   
18.3% 

(5.9%) 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=2.2～3.4（±10％） 

 2.8(1.5)  事業費 B/C=1.4～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.6～3.1（±10％） 

  事業期間 B/C=1.4～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.7～2.9（±20％） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失の削減が見込まれる 
・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 
・現道等の路線バスの利便性の向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・松山港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
③都市の再生 
・「愛媛県広域道路整備基本計画」で位置付けられた環状道路 
・松山市人口集中地区（DID地区）での事業がある 
・幹線都市計画道路網密度の向上が見込まれる 
・DID地区内で行う事業であり、市街地の道路網密度の向上が見込まれる 
④国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路 松山外環状道路の一部を構成 
・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 
⑤個性ある地域の形成 
・地域再生計画（道後温泉の賑わい創出 等）に基づく松山市の観光振興施策を支援する 
・主要観光地へのアクセス向上が期待される 
⑥安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（愛媛大学医学部附属病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑦災害への備え 
・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる 
⑨生活環境の改善・保全 
・NOX排出量の削減が見込まれる 



・SPM排出量の削減が見込まれる 
・松山外環状道路景観検討委員会において景観検討を展開 
⑩他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 
・松山広域都市計画区域マスタープラン、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」に位置付けられて
いる 

・FAZへのアクセスを支援する 
・南海トラフ地震発生時における迅速な輸送・救援を支援する 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・愛媛県、松山市、期成同盟会等より、本事業の整備促進について、積極的な要望活動が続けられている。 

 (令和4年度：7月、8月、11月、1月、2月 令和5年度：6月、7月、8月、10月、11月、2月 令和6年度：5月、8月) 

 

愛媛県知事の意見： 

・一般国道33号松山外環状道路インター東線の事業を継続するという「対応方針(原案)」案については異議あ

りません。 

・松山外環状道路は、市内中心部の渋滞緩和や交通安全の確保を図るとともに、交通ネットワークの基盤とな

り地域経済の活性化に大きく寄与する重要な事業であることから、更なるコスト縮減と事業促進に努めるよう

お願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和3年3月 松山外環状道路空港線（側道部） 延長0.8km部分開通 
・令和5年1月 松山外環状道路インター線（側道部） 延長0.5km開通 
・令和6年2月 松山外環状道路空港線（余戸南IC～東垣生IC） 延長2.4km暫定開通 
（その他） 
・松山空港 エプロン新設工事【R5.5完成】 
・松山空港 滑走路端安全区域（RESA）護岸新設【事業中】 
・松山港外港地区新ふ頭 水深13m岸壁の延伸【事業中】 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成30年度に事業化、用地進捗率約17％、事業進捗率約6％（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減

に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※費用対効果分析結果及び感度分析の結果の欄に係る数値は、令和4年度評価時点 

高知県 
愛媛県 

徳島県 
香川県 

一般国道 33 号 
松山外環状道路 
インター東線 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 松山外
まつやまそと

環状
かんじょう

道路空港
く う こ う

線 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自： 愛媛県松山市

ま つ や ま し

余
よ う

戸
ご

南
みなみ

 

 至： 愛媛県松山市
ま つ や ま し

北吉田町
き た よ し だ ま ち

 
延長 3.8km 

事業概要  
松山外環状道路は、現在の松山環状線のさらに外側に計画された環状道路のことで、松山IC、松山空港、

松山港等の広域交通拠点とのアクセス性向上、市内中心部へ流入する交通を分散することを目的としている。 
松山外環状道路の開通により、郊外からは市街地を通過せずに目的地への移動が可能となるため、通過交

通の市内流入を減らし、市内の渋滞緩和が期待されている。 
国道56号松山外環状道路空港線は、自動車専用道路部は国土交通省、一般道路部は国土交通省、愛媛

県、松山市が協同で整備を推進している。 

H20年度事業化 H19年度都市計画決定 H23年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費 約672億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約79％ 供用済延長 2.4km 

計画交通量  17,500～25,500台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

416/1,614億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,162/2,295億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

   
5.8% 

(6.7%) 

事 業 費：    369/1,503億円 

維持管理費：    26/   50億円 

更 新 費：    20/   61億円 

走行時間短縮便益：   979/ 1,876億円 

走行経費減少便益：   136/  319億円 

交通事故減少便益：    47/   99億円 
令和4年  1.4(1.5)  

  

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

   
18.3% 

(18.4%) 

交通量 B/C=1.3～1.6（±10％） 交通量 B/C=2.2～3.4（±10％） 

 2.8(3.3)  事業費 B/C=1.4～1.5（±10％） 事業費 B/C=2.6～3.1（±10％） 

  事業期間 B/C=1.4～1.5（±20％） 事業期間 B/C=2.7～2.9（±20％） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失の削減が見込まれる 
・現道等の混雑時旅行速度の改善が期待される 
・現道等の路線バスの利便性の向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・松山港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
③都市の再生 
・「愛媛県広域道路整備基本計画」で位置付けられた環状道路 
・松山市人口集中地区（DID地区）での事業である 
・幹線都市計画道路網密度の向上が見込まれる 
・DID地区内で行う事業であり、市街地の道路網密度の向上が見込まれる 
④国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路 松山外環状道路の一部を構成 
・日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 
⑤個性ある地域の形成 
・地域再生計画（道後温泉の賑わい創出 等）に基づく松山市の観光振興施策を支援する 
・主要観光地へのアクセス向上が期待される 
⑥安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（愛媛県立中央病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑦災害への備え 
・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる 
⑨生活環境の改善・保全 



・NOX排出量の削減が見込まれる 

・SPM排出量の削減が見込まれる 

・道路景観検討部会等において景観検討を展開 

⑩他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係 

・松山広域都市計画区域マスタープラン、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」に位置付けられて

いる 

・FAZへのアクセスを支援する 

・南海トラフ地震発生時における迅速な輸送・救援を支援する 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・愛媛県、松山市、期成同盟会等より、本事業の整備促進について、積極的な要望活動が続けられている。 

 (令和4年度：7月、8月、11月、1月、2月 令和5年度：6月、7月、8月、10月、11月、2月 令和6年度：5月、8月) 

 

愛媛県知事の意見： 

・一般国道56号松山外環状道路空港線の事業を継続するという「対応方針(原案)」案については異議ありませ

ん。 

・松山外環状道路は、市内中心部の渋滞緩和や交通安全の確保を図るとともに、交通ネットワークの基盤とな

り地域経済の活性化に大きく寄与する重要な事業であることから、更なるコスト縮減と事業促進に努めるよう

お願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・令和3年3月 松山外環状道路空港線（側道部） 延長0.8km部分開通 
・令和5年1月 松山外環状道路インター線（側道部） 延長0.5km開通 
（その他） 
・松山空港 エプロン新設工事【R5.5完成】 
・松山空港 滑走路端安全区域（RESA）護岸新設【事業中】 
・松山港外港地区新ふ頭 水深13m岸壁の延伸【事業中】 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成20年度に事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約79％（令和6年3月末時点） 

・令和6年2月 松山外環状道路空港線（余戸南IC～東垣生IC） 延長2.4km暫定開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・調査設計、用地買収、工事を推進しており、引き続き、早期供用に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減

に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

  



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 
※費用対効果分析結果及び感度分析の結果の欄に係る数値は、令和4年度評価時点 

高知県 
愛媛県 

徳島県 
香川県 

一般国道 56 号 
松山外環状道路 
空港線 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 窪川
くぼかわ

佐賀
さ が

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県高岡

たかおか

郡四万十町
しまんとちょう

平串
ひらぐし

 

 至：高知県幡多
は た

郡黒潮町
くろしおちょう

佐賀
さ が

 
延長 11.2 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

窪川佐賀道路は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地域活性化を支援

する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高い緊急輸送道路

の確保などを目的としている。 

H24年度事業化 H16年度都市計画決定 

（H20年度都市計画変更） 
H26年度用地着手 H27年度工事着手（佐賀工区） 

R元年度工事着手（窪川工区） 

全体事業費 約748億円 事業進捗率 約75％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 5,700～7,900 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.7) 

2.2(1.01)〔2%〕 

2.5(1.3) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(2.9) 

1.2(3.9) 〔2%〕 

1.5(4.5) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(2.2%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(13.4%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 
・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・高知新港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
④個性ある地域の形成 
・黒潮町が推進するスポーツ合宿を支援する 
・幡多地域の観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・幡多地域における唯一の高次医療施設（幡多けんみん病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・須崎市、四万十市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・高知県緊急輸送道路ネットワーク計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 

（令和５年度：１１月、１月令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。 
・四国８の字ネットワークを構成する四国横断自動車道は、経済活力が高まる関西圏と県西部地域の時間

距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、西部地域における経済活性化を支援する重要な道路
です。 

・また、国道 56 号の代替機能を担い、平時に加え、発生の切迫度が高まる南海トラフ地震をはじめとする
大規模災害発生時の円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を可能とするためにも不可欠な道路です。 

・このたびの事業再評価にあたっては、全ての事業中工区において、物価上昇により大幅に事業費が増加
しています。国におかれましては、所要額の満額確保に努めていただき、早期の開通に向けてより一層、
事業進捗を図っていただくようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 24 年 4 月 国道 56 号津島道路 新規事業化 
・平成 24 年 12 月 四国横断自動車道（中土佐 IC～四万十町中央 IC）延長 14.8km 2 車線開通 
・平成 29 年 4 月 国道 56 号佐賀大方道路 新規事業化 
・平成 30 年 11 月 片坂バイパス 延長 6.1km 開通 
・平成 31 年 4 月 国道 56 号大方四万十道路 新規事業化 
・令和 2 年 3 月 松山自動車道 中山スマート IC 開通 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 99％、事業進捗率約 75％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

窪川佐賀道路 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 佐賀
さ が

大方
おおがた

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県幡多

は た

郡黒潮町
くろしおちょう

佐賀
さ が

 

 至：高知県幡多
は た

郡黒潮町
くろしおちょう

入野
い り の

 
延長 14.0 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

佐賀大方道路は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地域活性化を支援

する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高い緊急輸送道路

の確保などを目的としている。 

H29年度事業化 H28年度都市計画決定 R2年度用地着手 R元年度工事着手 

全体事業費 約618億円 事業進捗率 約18％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 8,200～9,200 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(1.2) 

2.2(1.7) 〔2%〕 

2.5(2.1) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(1.5) 

1.2(2.1) 〔2%〕 

1.5(2.6) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(5.0%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(6.7%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 
・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・高知新港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
④個性ある地域の形成 
・黒潮町が推進するスポーツ合宿を支援する 
・幡多地域の観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・幡多地域における唯一の高次医療施設（幡多けんみん病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・須崎市、四万十市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・高知県緊急輸送道路ネットワーク計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 
 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 

（令和５年度：１１月、１月令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。 
・四国８の字ネットワークを構成する四国横断自動車道は、経済活力が高まる関西圏と県西部地域の時間

距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、西部地域における経済活性化を支援する重要な道路
です。 

・また、国道 56 号の代替機能を担い、平時に加え、発生の切迫度が高まる南海トラフ地震をはじめとする
大規模災害発生時の円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を可能とするためにも不可欠な道路です。 

・このたびの事業再評価にあたっては、全ての事業中工区において、物価上昇により大幅に事業費が増加
しています。国におかれましては、所要額の満額確保に努めていただき、早期の開通に向けてより一層、
事業進捗を図っていただくようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 30 年 11 月 片坂バイパス 延長 6.1km 開通 
・平成 31 年 4 月 国道 56 号大方四万十道路 新規事業化 
・令和 2 年 3 月 松山自動車道 中山スマート IC 開通 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 7％、事業進捗率約 18％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

佐賀大方道路 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 大方
おおがた

四万十
し ま ん と

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県幡多

は た

郡黒潮
くろしお

町
ちょう

入野
い り の

 

 至：高知県四万十
し ま ん と

市右山
う や ま

 
延長 7.9 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

大方四万十道路は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地域活性化を支

援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高い緊急輸送道

路の確保などを目的としている。 

H31年度事業化 H28年度都市計画決定 R4年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約406億円 事業進捗率 約8％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 9,300～12,400 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(1.1) 

2.2(1.5) 〔2%〕 

2.5(1.9) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(1.2) 

1.2(1.7) 〔2%〕 

1.5(2.0) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(4.3%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(5.0%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バス及び高速バスの利便性向上が見込まれる 
・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・高知新港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・高知県西南部における水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（高知市～四万十市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（須崎市～四万十市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市へ（黒潮町～四万十市）のアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・高知西南中核工業団地、宿毛湾港工業流通団地へのアクセス向上が見込まれる 
・幡多地域の観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・幡多地域における唯一の高次医療施設（幡多けんみん病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・須崎市、四万十市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・高知県緊急輸送道路ネットワーク計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 

（令和５年度：１１月、１月令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。 
・四国８の字ネットワークを構成する四国横断自動車道は、経済活力が高まる関西圏と県西部地域の時間

距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、西部地域における経済活性化を支援する重要な道路
です。 

・また、国道 56 号の代替機能を担い、平時に加え、発生の切迫度が高まる南海トラフ地震をはじめとする
大規模災害発生時の円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を可能とするためにも不可欠な道路です。 

・このたびの事業再評価にあたっては、全ての事業中工区において、物価上昇により大幅に事業費が増加
しています。国におかれましては、所要額の満額確保に努めていただき、早期の開通に向けてより一層、
事業進捗を図っていただくようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 2 年 3 月 松山自動車道 中山スマート IC 開通 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 1％、事業進捗率約 8％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

大方四万十道路 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 宿毛
す く も

内海
うちうみ

道路（宿毛
す く も

和田
わ だ

～宿毛
す く も

新港
しんこう

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県宿毛

す く も

市和田
わ だ

 

 至：高知県宿毛
す く も

市樺
かば

 
延長 7.1 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港）は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進

及び地域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼

性の高い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

R6年度事業化 R3年度都市計画決定 R-年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約510億円 事業進捗率 0％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 2,500 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.2) 

2.2(0.2) 〔2%〕 

2.5(0.3) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(0.2) 

1.2(0.2) 〔2%〕 

1.5(0.3) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(-3.4%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(-3.4%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 
・高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・宿毛新港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・宿毛湾港工業流通団地における水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（四万十市～宇和島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
④個性ある地域の形成 
・クルーズ船寄港地から観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・幡多地域における唯一の高次医療施設（幡多けんみん病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・四万十市、宇和島市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・高知県緊急輸送道路ネットワーク計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 
 
 
 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等： 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 

（令和５年度：１１月、１月令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 
高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。 
・四国８の字ネットワークを構成する四国横断自動車道は、経済活力が高まる関西圏と県西部地域の時間

距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、西部地域における経済活性化を支援する重要な道路
です。 

・また、国道 56 号の代替機能を担い、平時に加え、発生の切迫度が高まる南海トラフ地震をはじめとする
大規模災害発生時の円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を可能とするためにも不可欠な道路です。 

・このたびの事業再評価にあたっては、全ての事業中工区において、物価上昇により大幅に事業費が増加
しています。国におかれましては、所要額の満額確保に努めていただき、早期の開通に向けてより一層、
事業進捗を図っていただくようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率 0％、事業進捗率 0％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

宿毛内海道路 

（宿毛和田～宿毛新港） 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 宿毛
す く も

内海
うちうみ

道路（宿毛
す く も

新港
しんこう

～一本松
いっぽんまつ

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高知県宿毛

す く も

市樺
かば

 

 至：愛媛県南宇和
み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

中川
なかのかわ

 
延長 4.7 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

宿毛内海道路（宿毛新港～一本松）は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及

び地域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性

の高い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

R4年度事業化 R3年度都市計画決定 R-年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約293億円 事業進捗率 約2％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 3,600 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.5) 

2.2(0.8) 〔2%〕 

2.5(0.9) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(0.6) 

1.2(0.8) 〔2%〕 

1.5(0.95)〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(0.7%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(0.8%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 
・宿毛駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・宿毛新港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・宿毛湾港工業流通団地における水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（四万十市～宇和島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（四万十市～宇和島市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
④個性ある地域の形成 
・クルーズ船寄港地から観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（市立宇和島病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・宿毛市、宇和島市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・高知県緊急輸送道路ネットワーク計画、愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけら
れている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 
 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 
（令和５年度：１１月、１月 令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 

愛媛県知事の意見 
・「対応方針（原案）」案については異議ありません。 
・宿毛内海道路、津島道路は四国８の字ネットワークを形成し、国土強靭化や地域経済の活性化を図る上

で欠かすことのできない重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて更なる整備促進をお願い
します。なお、整備に当たっては、更なるコスト縮減に努めるようお願いします。 

高知県知事の意見 
・事業継続に異議はありません。 
・四国８の字ネットワークを構成する四国横断自動車道は、経済活力が高まる関西圏と県西部地域の時間

距離を短縮し、誘客拡大や農林水産品の出荷など、西部地域における経済活性化を支援する重要な道路
です。 

・また、国道 56 号の代替機能を担い、平時に加え、発生の切迫度が高まる南海トラフ地震をはじめとする
大規模災害発生時の円滑な支援部隊の進出や緊急物資の輸送を可能とするためにも不可欠な道路です。 

・このたびの事業再評価にあたっては、全ての事業中工区において、物価上昇により大幅に事業費が増加
しています。国におかれましては、所要額の満額確保に努めていただき、早期の開通に向けてより一層、
事業進捗を図っていただくようお願い申し上げます。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（御荘～内海）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率 0％、事業進捗率約 2％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

宿毛内海道路 

（宿毛新港～一本松） 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 宿毛
す く も

内海
うちうみ

道路（一本松
いっぽんまつ

～御荘
みしょう

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：愛媛県南宇和

み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

中川
なかのかわ

 

 至：愛媛県南宇和
み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

御荘平城
みしょうひらじょう

 
延長 9.8 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

宿毛内海道路（一本松～御荘）は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地

域活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高

い緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

R6年度事業化 R3年度都市計画決定 R-年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約450億円 事業進捗率 0％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 4,500～6,700 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.4) 

2.2(0.5) 〔2%〕 

2.5(0.7) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(0.4) 

1.2(0.5) 〔2%〕 

1.5(0.7) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(-0.6%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(-0.6%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 
・JR 宇和島駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・宇和島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・四国 1 位の水揚げ量を誇る深浦漁港から水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（四万十市～宇和島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（四万十市～宇和島市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市へ（愛南町～宇和島市）のアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・クルーズ船寄港地から観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（市立宇和島病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・宿毛市、宇和島市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 
 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 
（令和５年度：１１月、１月 令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 

愛媛県知事の意見 
・「対応方針（原案）」案については異議ありません。 
・宿毛内海道路、津島道路は四国８の字ネットワークを形成し、国土強靭化や地域経済の活性化を図る上

で欠かすことのできない重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて更なる整備促進をお願い
します。なお、整備に当たっては、更なるコスト縮減に努めるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率 0％、事業進捗率 0％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

宿毛内海道路 

（一本松～御荘） 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 宿毛
す く も

内海
うちうみ

道路（御荘
みしょう

～内海
うちうみ

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：愛媛県南宇和

み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

御荘平城
みしょうひらじょう

 

 至：愛媛県南宇和
み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

柏
かしわ

 
延長 7.6 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

宿毛内海道路（御荘～内海）は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地域

活性化を支援する道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高い

緊急輸送道路の確保などを目的としている。 

R4年度事業化 R3年度都市計画決定 R-年度用地着手 R-年度工事着手 

全体事業費 約473億円 事業進捗率 約1％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 4,600 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.3) 

2.2(0.4) 〔2%〕 

2.5(0.5) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(0.3) 

1.2(0.4) 〔2%〕 

1.5(0.5) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(-1.7%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(-1.7%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 
・JR 宇和島駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・宇和島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・四国 1 位の水揚げ量を誇る深浦漁港から水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（四万十市～宇和島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（四万十市～宇和島市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市へ（愛南町～宇和島市）のアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・愛南町西海地区の観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（市立宇和島病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・宿毛市、宇和島市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 
（令和５年度：１１月、１月 令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 

愛媛県知事の意見 
・「対応方針（原案）」案については異議ありません。 
・宿毛内海道路、津島道路は四国８の字ネットワークを形成し、国土強靭化や地域経済の活性化を図る上

で欠かすことのできない重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて更なる整備促進をお願い
します。なお、整備に当たっては、更なるコスト縮減に努めるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率 0％、事業進捗率約 1％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定出来ない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

宿毛内海道路 

（御荘～内海） 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道56号 津島
つ し ま

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：愛媛県南宇和

み な み う わ

郡愛南町
あいなんちょう

柏
かしわ

 

 至：愛媛県宇和島
う わ じ ま

市津島町
つしまちょう

岩松
いわまつ

 
延長 10.3 km 

事業概要  

一般国道 56 号は、高知県高知市を起点に四国西南地域の主要都市を経由し、愛媛県松山市に至る 

延長約 351km の主要幹線道路であり、沿線地域の産業・経済・生活を支える大動脈である。 

津島道路は、四国８の字ネットワークを形成し、四国西南地域の交流の促進及び地域活性化を支援する

道路である。また、南海トラフ地震による津波発生時に四国西南地域への信頼性の高い緊急輸送道路の確

保などを目的としている。 

H24年度事業化 H-年度都市計画決定 H27年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費 約491億円 事業進捗率 約48％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 4,500～6,100 台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  総便益 （残事業）/（事業全体） 
基準年 

（事業全体） 

1.9(0.6) 

2.2(0.9) 〔2%〕 

2.5(1.2) 〔1%〕 

（残事業） 

0.9(1.4) 

1.2(2.0) 〔2%〕 

1.5(2.3) 〔1%〕 

（事業全体） 

8.2% 

(1.8%) 

 

（残事業） 

3.2% 

(6.8%) 

2,502/37,092億円 

事 業 費 ： 2,229/31,371億円 

維持管理費 ：   259/5,306億円 

更 新 費 ：     13/416億円 

2,198/70,071億円 

： 1,853/61,061億円 

：    268/7,484億円 

：     76/1,526億円 

令和6年 

感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

交通量 B/C=1.9～1.9 （±10%） 交通量 B/C=0.8～0.98（±10%） 

事業費 B/C=1.9～1.9 （±10%） 事業費 B/C=0.8～0.96（±10%） 

事業期間 B/C=1.9～1.9 （±20%） 事業期間 B/C=0.8～0.9 （±20%） 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の時間損失の削減が見込まれる 
・現道等の路線バスの利便性向上が見込まれる 
・JR 宇和島駅（特急停車駅）へのアクセス向上が見込まれる 
・松山空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる 
②物流効率化の支援 
・宇和島港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる 
・四国 1 位の水揚げ量を誇る深浦漁港から水産品の流通の利便性向上が見込まれる 
③国土・地域ネットワークの構築 
・四国横断自動車道と並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている 
・拠点都市間（四万十市～宇和島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 
・日常活動圏中心都市間（四万十市～宇和島市）を最短時間で連絡する路線を構成する 
・日常活動圏中心都市へ（愛南町～宇和島市）のアクセス向上が見込まれる 
④個性ある地域の形成 
・愛南町西海地区の観光地へのアクセス向上が見込まれる 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（市立宇和島病院）へのアクセス向上が見込まれる 
⑥災害への備え 
・宿毛市、宇和島市へのルートを補完し、津波浸水などによる孤立の解消を支援する 
・愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に位置づけられている 
・国道 56 号が通行止めになった場合の代替路を形成する 
・国道 56 号の防災点検箇所を迂回するルートを形成する 
⑦地球環境の保全 
・CO2 排出量の削減が見込まれる 
⑧生活環境の改善・保全 
・NOX 排出量の削減が見込まれる 
・SPM 排出量の削減が見込まれる 
⑨他のプロジェクトとの関係 
・関連する大規模道路事業と一体となり、四国横断自動車道・四国８の字ネットワークを構成する 
・「南海トラフ地震」における救援ルートの信頼性の向上や自衛隊救援活動ルートの確保が期待される 



関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見等 
・四国 8 の字ネットワーク整備･利用促進を考える会、四国西南地域道路整備促進協議会、道路整備促進期

成同盟会高知県地方協議会、道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会、一般国道５６号バイパス建設促
進期成同盟会、愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会などから、本事業の整備促進について、積
極的な要望活動が続けられている。 
（令和５年度：１１月、１月 令和６年度：７月、８月、１０月、１１月） 

愛媛県知事の意見 
・「対応方針（原案）」案については異議ありません。 
・宿毛内海道路、津島道路は四国８の字ネットワークを形成し、国土強靭化や地域経済の活性化を図る上

で欠かすことのできない重要な道路であることから、一日も早い開通に向けて更なる整備促進をお願い
します。なお、整備に当たっては、更なるコスト縮減に努めるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 24 年 4 月 国道 56 号窪川佐賀 新規事業化 
・平成 27 年 3 月 国道 56 号宇和島道路（津島岩松 IC～津島高田 IC）延長 3.5km 開通 
・平成 29 年 4 月 国道 56 号佐賀大方道路 新規事業化 
・平成 30 年 11 月 片坂バイパス 延長 6.1km 開通 
・平成 31 年 4 月 国道 56 号大方四万十道路 新規事業化 
・令和 2 年 3 月 松山自動車道 中山スマート IC 開通 
・令和 2 年 7 月 国道 56 号中村宿毛道路（平田 IC～宿毛和田 IC）延長 7.6km 開通 
・令和 4 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛新港～一本松、御荘～内海）新規事業化 
・令和 6 年 3 月 松山自動車道 東温スマート IC 開通 
・令和 6 年 4 月 国道 56 号宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港、一本松～御荘）新規事業化 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率約 98％、事業進捗率約 48％（令和 6 年 3 月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け、調査設計、用地買収、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの
縮減に加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努めていくこと
とする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて割引率を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を 

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

高知県 
愛媛県 

徳島県 

香川県 

津島道路 

再評価箇所
事業中

高規格道路
開通済み
事業中

一般道路



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

      

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏     

担 当 課：道路局高速道路課 

担当課長名：松本 健     
 

事業名 一般国道201号 八木山
や き や ま

バイパス 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

西日本高速道路㈱ 

起終点 
自：福岡県粕屋郡

か す や   

篠栗町
ささぐりまち

篠栗
ささぐり

 

至：福岡県
 

飯塚市
いいづか  

弁分
べんぶん

    
延長 13.3km

事業概要  

八木山バイパスは、福岡都市圏と筑豊地域を結ぶ国道201号の2車線区間を4車線化することにより、交通

ボトルネックを解消し、信頼性の高いネットワークを構築するとともに、対面通行区間を解消し、安全・安

心の確保を目的とする事業である。 

H31年度事業化 － － R2年度工事着手 

全体事業費   約465億円
事業進捗率 

（令和6年3月末時点）
約72％供用済延長 5.7km

計画交通量 16,600台／日～17,300台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 
基準年 

(事業全体) (事業全体)   80/ 267億円 112/ 314億円

(

参
考) 

1.2 

1.7 

2.1 

 

[2%] 

[1%] 

 

4.9 

 

% 
事 業 費: 

維持管理費 : 

 

72/ 253 億円 

7.6/  14 億円 

 

走行時間短縮便益:

走行経費減少便益:

交通事故減少便益:

124/  319 億円 

-12/ -4.6 億円 

-0.20/-0.22 億円 

令和6年 

(残事業)  (残事業) 
感
度
分
析 

(事業全体) (残事業) 

(

参
考) 

1.4 

2.0 

2.3 

 

[2%] 

[1%] 

 

6.3 

 

% 

交通量 B/C= 1.1～1.3 (±10%) 交通量 B/C= 1.3～1.5 (±10%) 

事業費 B/C= 1.1～1.3 (±10%) 事業費 B/C= 1.3～1.5 (±10%) 

事業期間 B/C= 1.1～1.2 (±20%) 事業期間 B/C= 1.3～1.5 (±20%) 

事業の効果等  

①基幹産業を支える物流道路 

・八木山バイパスの4車線化により、2車線区間の交通ボトルネックが解消し、定時性・速達性の向上が図

られ、地域産業の支援が期待される。 

②交通安全性の向上 

・八木山バイパスの4車線化により、対面通行が解消されることで、交通事故の減少が見込まれ、道路利

用者の交通安全性の向上が期待される。 

③信頼性の高いネットワークの構築 

・八木山バイパスの4車線化により、事故等による通行止め発生のリスク軽減が図られ、信頼性の高いネ

ットワークの構築が期待される。 

④交通混雑の緩和 

・八木山バイパスの4車線化により、交通混雑が緩和され、走行性の向上が期待される。 

 



 

関係する地方公共団体等の意見  

飯塚市をはじめとする8市20町1村で構成される①筑豊横断道路建設促進期成会（会長：飯塚市長）、国道2

01号及び国道322号沿線の1市6町1村で構成される②田川地域国道整備促進期成会（会長：大任町長）等によ

り早期整備の要望を受けている。（①令和6年7月,11月、②令和6年9月） 

 

県の意見： 

 一般国道201号は、福岡都市圏と京築地域を結ぶ福岡北部の横断軸として、人流や物流を支える重要な幹

線道路である。 

八木山バイパスの4車線化事業は、地域全体の経済的な発展に寄与するとともに、北部九州地域の発展に

大きな弾みをつけることが期待される。 

 従って、「対応方針（原案）」案のとおり事業を継続し、更なるコスト縮減に努めていただくとともに、

早期完成に向け、引き続き事業の推進をお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は減少傾向にあるものの、一世帯あたりの自動車保有台数は福岡県及び九州全体を上回

っており、自動車交通への依存は高い状況にある。 

当該区間の交通量は約3万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

 平成31年度に事業化、用地進捗率100%、事業進捗率約72%（令和6年3月末時点） 

令和6年度：篠栗
ささぐり

IC～筑穂
ち く ほ

IC 延長5.7km（4/4）完成予定 

令和11年度：筑穂
ち く ほ

IC～穂波
ほ な み

東
ひがし

IC 延長7.6km（4/4）完成予定 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 
施設の構造や工法の変更等  

橋梁計画の見直し、トンネル工事における支保工の変更及び補助工法の追加、物価上昇による資機材及

び労務費等の増、建設発生土の搬出計画の見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を   

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課  

                               担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 
 

一般国道201号 仲哀
ちゅうあい

拡幅 

事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：福岡県田川

た が わ

郡香春
か わ ら

町
まち

大字鏡山
かがみやま

    

至：福岡県京都
み や こ

郡みやこ町
まち

勝山
かつやま

松田
ま つ だ

 
延長 

 
2.2km 

事業概要  

仲哀拡幅は、国道201号の交通混雑緩和や交通安全の確保、物流を支える幹線道路の強化による地域産業

の支援等を目的とした事業である。 

R4年度事業化 ― 用地未着手 R6年度工事着手 

全体事業費   約100億円
事業進捗率 

（令和6年3月末時点）
約3％供用済延長 0.0km

計画交通量 24,900台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 
基準年 

(事業全体) (事業全体)   81/ 88億円 97/ 97億円

(

参
考) 

1.1 

1.6 

1.9 

 

[2%] 

[1%] 

 

4.6 

 

% 
事 業 費: 

維持管理費: 

 

74/ 81 億円 

7.2/ 7.2 億円 

 

走行時間短縮便益:

走行経費減少便益:

交通事故減少便益:

89/ 89 億円 

5.6/ 5.6 億円 

2.3/ 2.3 億円 

令和6年 

(残事業)  (残事業) 
感
度
分
析 

(事業全体) (残事業) 

(

参
考) 

1.2 

1.7 

2.1 

 

[2%] 

[1%] 

 

5.1 

 

% 

交通量 B/C= 1.01～1.2 (±10%) 交通量 B/C= 1.1～1.3 (±10%) 

事業費 B/C= 1.01～1.2 (±10%) 事業費 B/C= 1.1～1.3 (±10%) 

事業期間 B/C=  1.1～1.1 (±20%) 事業期間 B/C= 1.1～1.2 (±20%) 

事業の効果等  

①基幹産業を支える物流道路 

・仲哀拡幅の整備により、２車線区間の交通ボトルネックが解消し、定時性・速達性の向上が図られ、地

域産業を支援する。 

②信頼性の高いネットワークの構築 

・仲哀拡幅の整備により、交通事故や故障車等に伴う通行止めによる広域迂回が解消され、信頼性の高い

ネットワークの構築が期待される。 

③交通混雑の緩和・交通安全性の向上 

・仲哀拡幅の整備により、交通混雑が解消されることで、交通事故の減少が見込まれ、交通安全性の向上

が期待される。 

④観光振興(サイクルツーリズム)の支援 

・自転車道を整備することで、隣接市町を連携したサイクリングルートが設定でき、周遊観光の促進が期

待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係する地方公共団体等の意見  

飯塚市をはじめとする関係首長及び議会議長で構成される①筑豊横断道路建設促進期成会（会長：飯塚

市長）、田川市をはじめとする関係首長及び議会議長等で構成される②田川地域国道整備促進期成会（会長

：田川郡町村会会長）、勝山地区区長会会長等で構成される③みやこ町国道201号整備改良促進期成会（会

長：勝山地区区長会会長）等により早期整備の要望を受けている。（①令和6年7月、②令和6年8月、③令和

6年6月） 

 

県の意見： 

 一般国道201号は、福岡都市圏と京築地域を結ぶ福岡北部の横断軸として人流や物流を支える重要な幹線

道路である。仲哀拡幅の整備は、地域全体の経済的な発展に寄与し、更には北部九州地域の発展に大きな

弾みをつけることが期待される。 

 従って、「対応方針（原案）」案のとおり事業を継続すべきと考える。 

 今回、事業費の見直しにより増額となっているが、今後、事業の実施にあたり、コスト縮減に努めてい

ただくとともに、4車線化の早期完成に向け、引き続き事業の推進をお願いしたい。 

 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は減少傾向にあるものの、一世帯あたりの自動車保有台数は増加傾向。 

当該区間の交通量は約2万台/日で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

 令和4年度に事業化、用地進捗率0%、事業進捗率約3%（令和6年3月末時点） 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 
施設の構造や工法の変更等  

改築工法の見直し、物価上昇による資機材及び労務費等の増。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び

2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

道の駅
「香春」
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至 嘉麻市

至

飯
塚
市

至

行
橋
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閉鎖トンネル

L＝1.2㎞

L＝1.4㎞

福岡県 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏

事業名 一般国道210号 浮羽
う き は

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：福岡県久留米市

く る め  

田主丸町
た ぬ し ま る ま ち

上原
かみはる

 

至：福岡県うきは市浮羽町
う き は ま ち

山北
や ま き た

 
延長 14.0km 

事業概要 

浮羽バイパスは、交通混雑の緩和や交通安全の確保ならびに地域産業の支援等を目的とした事業である。 

S48年度事業化 - S52年度用地着手 S54年度工事着手 

全体事業費 約290億円 
事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 
約95％ 供用済延長 12.9km 

計画交通量 8,400～25,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C EIRR 総費用 (残事業)/(事業全体) 

52/ 786億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

420/ 962億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体） 

 1.2 

4.8% 

事 業 費：  18/ 659億円 

維持管理費：  34/ 128億円 

走行時間短縮便益： 382/ 854億円 

走行経費減少便益：  30/ 95億円 

交通事故減少便益： 7.9/ 13億円 

令和6年 (

参
考) 

1.5 〔2%〕 

1.6 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析

（事業全体） （残事業） 

 8.1 

48% 

交通量 B/C=0.9～1.5（±10％） 交通量 B/C=4.7～11.3（±10％） 

(

参
考) 

8.8 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.2（±10％） 事業費 B/C=7.8～ 8.4（±10％） 

9.0 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±20％） 事業期間 B/C=7.4～ 8.9（±20％） 

事業の効果等 

①交通混雑の緩和

・浮羽バイパスの整備により、国道210号現道の交通が転換し、交通混雑の緩和が期待される。

②交通安全性の向上

・浮羽バイパスの整備により、国道210号現道の交通混雑を緩和し、交通安全性の向上が期待される。

③観光振興の支援

・浮羽バイパスの整備により、地域内外のアクセス性が向上され、観光振興の支援、観光周遊の促進が期待さ

れる。

④災害時緊急活動の支援

・浮羽バイパスの整備により、災害拠点とのアクセス性向上等、緊急活動の支援が期待される。

⑤生活環境の改善

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減)

関係する地方公共団体等の意見 

久留米市、うきは市で構成される一般国道210号改良促進期成会（会長：久留米市長）等により早期整備の

要望を受けている。（令和6年11月） 

県の意見： 

一般国道210号は、福岡県久留米市と大分県大分市を結ぶ、筑後地域の人流・物流を支える重要な幹線

道路である。 

浮羽バイパスの整備は、筑後地域の発展に弾みをつけ、交通混雑の緩和や交通安全の確保はもとより、

観光振興の支援や観光周遊の促進、災害拠点とのアクセス性向上による緊急活動の支援等に寄与すること

が期待される。 

従って、「対応方針（原案）」案のとおり事業を継続すべきと考える。 

今後も事業の実施にあたり、更なるコスト縮減に努めていただくとともに、早期完成に向け、引き続き事業

の推進をお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見 

審議の結果、事業継続。 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は、近年減少傾向であるものの、一世帯あたりの自動車保有台数は、福岡県・九州全体を

上回り、自動車交通への依存は高い状況にある。 

国道210号現道及び浮羽バイパスの交通量は増加傾向であり、依然として事業の必要性は高い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和48年度に事業化、用地進捗率約99%、事業進捗率約95%（令和6年3月末時点） 

昭和58年度～平成19年度：板
いた

町
ま ち

北
き た

交差点～田主丸
た ぬ し ま る

中学校
ちゅうがっこう

北
き た

交差点間 延長0.4km（2/4）部分開通 

船越
ふ な ご し

小学校
しょうがっこう

北
き た

交差点～今川通
いまがわどおり

交差点間 延長8.3km（2/4）部分開通 

今川通
いまがわどおり

交差点～百堂坂
ひゃくどうざか

交差点間 延長1.7km（2/2）部分開通 

平成21～25年度：田主丸
た ぬ し ま る

中学校
ちゅうがっこう

北
き た

交差点～船越
ふ な ご し

小学校
しょうがっこう

北
き た

交差点間 延長2.5km（2/4）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

水路計画の見直し、交差点形状の変更、物価上昇による資機材及び労務費等の増、災害土砂活用。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：西川 昌宏     
 

事業名 一般国道3号 鳥栖
と す

拡幅 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：佐賀県鳥栖

と す

市姫方
ひめかた

町
まち

 

至：佐賀県鳥栖市
と す  

酒井西町
さかいにしまち

 
延長 2.4km 

事業概要  

鳥栖拡幅は、交通結節点である鳥栖IC付近の交通渋滞の緩和や交通安全性の向上、周辺の開発計画の支援

等を目的とした事業である。 

H20年度事業化 H18年度都市計画決定 H25年度用地買収着手 H29年度工事着手 

全体事業費 約126億円
事業進捗率 

（令和6年3月末時点）
約88％供用済延長 0.0km

計画交通量 33,900～43,200台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 
基準年 

(事業全体) (事業全体) 24/ 147億円 286/ 286億円

(

参
考) 

1.9 

2.9 

3.7 

 

[2%] 

[1%] 

 

7.3 

 

% 
事 業 費: 

維持管理費: 

 

17/ 139 億円 

 7.8/ 7.8 億円 

 

走行時間短縮便益:

走行経費減少便益:

交通事故減少便益:

268/ 268 億円 

14/  14 億円 

3.7/ 3.7 億円 

令和6年 

(残事業)  (残事業) 
感
度
分
析 

(事業全体) (残事業) 

(

参
考)

11.7 

14.8 

16.7 

 

[2%] 

[1%] 

 

63 

 

% 

交通量 B/C= 1.7～2.2 (±10%) 交通量 B/C= 7.4～15.0 (±10%) 

事業費 B/C= 1.9～2.0 (±10%) 事業費 B/C= 11.0～12.6 (±10%) 

事業期間 B/C= 1.9～2.0 (±20%) 事業期間 B/C= 11.3～12.2 (±20%) 

事業の効果等  

➀交通混雑の緩和 

・事業中区間の整備により、交通混雑の緩和や走行性の向上が期待される。 

➁交通安全性の向上 

・事業中区間の整備により、交通混雑が緩和され、交通安全性の向上が期待される。 

➂物流効率化の支援 

・事業中区間の整備により、交通混雑が緩和され、物流効率化の支援が期待される。 

➃救急医療活動の支援 

・事業中区間の整備により、高次医療施設への搬送時間が短縮し、救命率の向上など救急医療活動の 

支援が期待される。 

➄地域活性化の支援 

・事業中区間の整備により、当該地域の交通円滑化が図られるとともに周辺 IC へのアクセス性が向上 

することで企業誘致の促進や雇用拡大など、更なる地域活性化の支援が期待される。 

➅生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減) 

 

 
  



関係する地方公共団体等の意見  

鳥栖市をはじめとする4市2町で構成される一般国道3号改良促進期成会（会長：久留米市長）等により

早期整備の要望を受けている。（令和6年11月） 
 

県の意見： 

整備を強く望んでいるところであり、継続することについては、異議ありません。 

小さな都市が各地に点在する分散型県土を形成している当県にとって、県内都市間や隣県都市及び主

要な物流拠点等を結ぶ交通ネットワークの強化が必要であるため、有明海沿岸道路をはじめとした広域

幹線、それを補完する国道3号などの幹線道路からなる幹線道路ネットワークの整備が不可欠となって

います。 

国道3号は、県東部地域の主要幹線道路でありますが、交通混雑が恒常化し、交通事故も多く発生して

います。当該整備事業は、交通渋滞の緩和、交通安全性の向上、物流効率化の支援等を目的とされてお

り、人やモノの交流が促進され、生産性の向上や地域振興等にも寄与することから、引き続き整備を進

めていただきたい。 

また、小郡鳥栖南スマートインターチェンジの開通に伴い、周辺の企業誘致などが進んでおり、国道

3号の重要性がさらに高まっていることから、当該事業終点部（商工団地北入口交差点）から鳥栖久留米

道路接続部までの区間についても、事業化に向けた検討を進めていただきたい。 

事業費の増加はやむを得ないものの、今後ともコスト縮減を図りながら、早期整備に努めていただき

たい。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は増加傾向にあり、交通量は約2.4万台/日で推移し、また、一世帯あたりの自動車保

有台数も九州全体を上回っており、自動車交通への依存は高いと考えられる。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成20年度に事業化し、用地進捗率約98%、事業進捗率約88%（令和6年3月末時点） 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 
施設の構造や工法の変更等  

仮設工の追加、構造物撤去の追加、物価上昇による資機材及び労務費等の増、土配の見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を   

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 

Ｎ

Ｎ



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：西川 昌宏     
 

事業名 一般国道497号 伊万里
い ま り

道路 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：佐賀県伊万里

い ま り

市南波多
み な み は た

町
ちょう

府招
ふまねき

 

至：佐賀県伊万里
い ま り

市東山
ひがしやま

代町
しろちょう

長
なが

浜
はま

 
延長 6.6km 

事業概要  

伊万里道路は、西九州自動車道の一部を構成し、地域間の連携を図り、企業進出や観光振興による地域の

活性化に寄与するとともに、物流の効率化を図ることを目的とした事業である。 

H7年度事業化 H18年度都市計画決定 H22年度用地着手 H28年度工事着手 

全体事業費 約429億円
事業進捗率 

（令和6年3月末時点）
約57％供用済延長 0.0km

計画交通量 18,800～21,300台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 
基準年 

(事業全体) (事業全体) 204/ 448億円 499/ 499億円

(

参
考) 

1.1 

1.8 

2.3 

 

[2%] 

[1%] 

 

4.4 

 

% 
事 業 費: 

維持管理費: 

 

174/ 419 億円 

  29/  29 億円 

 

走行時間短縮便益:

走行経費減少便益:

交通事故減少便益:

412/ 412 億円 

63/  63 億円 

24/  24 億円 

令和6年 

(残事業)  (残事業) 
感
度
分
析 

(事業全体) (残事業) 

(

参
考) 

2.4 

3.6 

4.3 

 

[2%] 

[1%] 

 

10 

 

% 

交通量 B/C= 0.9～1.3 (±10%) 交通量 B/C= 2.0～2.9 (±10%) 

事業費 B/C= 1.1～1.2 (±10%) 事業費 B/C= 2.3～2.7 (±10%) 

事業期間 B/C= 0.97～1.2 (±20%) 事業期間 B/C= 2.1～2.7 (±20%) 

事業の効果等  

➀広域交通ネットワークの形成 

・九州北西部の地域経済活性化への貢献が期待され、九州横断自動車道とダブルネットワークを形成す

ることにより、災害時の貢献が期待される。 

➁物流の効率化 

・伊万里道路の整備により、博多港までの輸送時間短縮や事故のリスク低減など、物資輸送の安定性や安

全性の向上が期待される。 

➂地域経済の活性化 

・伊万里道路の整備により、更なる企業進出と雇用創出による地域経済の活性化が期待される。 

➃観光振興の支援 

・伊万里道路の整備により、市外と伊万里市との連絡や伊万里市内の交通利便性が向上することで、更

なる観光振興・観光産業の活性化に寄与することが期待される。 

➄生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減) 
 

 



 

関係する地方公共団体等の意見  

唐津市・伊万里市をはじめとする8市4町で構成される①西九州自動車道建設促進期成会(会長：伊万里

市長)、西九州自動車道の沿線3県や福岡市及び関係道路管理団体(各県道路公社・西日本高速道路(株))

で構成される②西九州自動車道建設推進協議会(会長：長崎県知事)等により、早期整備の要望を受けて

いる。（①令和6年11月、②令和6年11月） 

県の意見： 

整備を強く望んでいるところであり、継続することについては、異議ありません。 

小さな都市が各地に点在する分散型県土を形成している当県にとって、県内都市間や隣県都市及び主

要な物流拠点・観光地等を結ぶ交通ネットワークの強化が必要であるため、有明海沿岸道路、佐賀唐津

道路、西九州自動車道等の幹線道路ネットワークの整備が不可欠となっています。 

また、西九州自動車道の沿線では供用区間の延伸に伴い、立地企業の増加や時間短縮による物流の効

率化など、さまざまなストック効果が現れています。立地企業の中には半導体関連企業もあり、県内企

業の生産性向上はもとより、「新生シリコンアイランド九州」を実現するためには西九州自動車道の整備

が不可欠です。 

伊万里道路が整備されることにより、人・モノの交流が更に促進されると期待しており、早期に整備

を進めていただきたい。 

事業費の増加はやむを得ないものの、今後ともコスト縮減を図りながら、早期整備に努めていただき

たい。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は減少傾向であるものの、一世帯あたりの自動車保有台数は九州全体や佐賀県を上回

り、自動車交通への依存は高い状況にある。 

並行現道(一般道)の交通量は事業化時に比べて増加しており、依然として事業の必要性は高い。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成7年度に事業化し、用地進捗率約99%、事業進捗率約57%（令和6年3月末時点） 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 
施設の構造や工法の変更等  

地盤改良工の追加、掘削土砂のうち中硬岩が増えたことによる工法の変更、物価上昇による資機材及

び労務費等の増、仮設工法見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 
対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を   

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 

伊万里
市役所

松浦
市役所

唐津
市役所



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏     
 

事業名 一般国道34号 大村
おおむら

拡幅 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国道交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：長崎県大村

お お む ら

市杭出津
く い で つ

一丁目 

 至：長崎県大村
お お む ら

市久原
く ば ら

二丁目 
延長 3.7km 

事業概要  

大村拡幅は、交通混雑の緩和や交通安全性の向上等を目的とした事業である。 

H3年度事業化 H2年度都市計画決定 H9年度用地着手 H11年度工事着手 

全体事業費 147億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約99％ 供用済延長 3.2km 

計画交通量 33,100～48,700台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

1.4/ 294億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

23/ 508億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

(

参
考) 

1.7  

7.3% 

事 業 費：0.07/270億円 

維持管理費： 1.3/ 24億円 

 

走行時間短縮便益： 15/ 430億円

走行経費減少便益：5.8/  73億円 

交通事故減少便益：1.8/ 5.4億円 

令和6年 2.0 〔2%〕 

2.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

(

参
考) 

16.3  

1,430% 

交通量 B/C=1.6～1.9(±10%) 交通量 B/C=15.1～17.5(±10%) 

16.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.6～1.9(±10%) 事業費 B/C=16.2～16.4(±10%） 

16.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.7～1.7(±20%） 事業期間 B/C=16.1～17.4(±20%) 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・大村拡幅の整備により、円滑な流動が確保され、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全性の向上 

・大村拡幅の整備により、円滑な流動が確保され、交通安全性の向上が期待される。 

③救急医療活動の支援 

・大村拡幅の整備により、混雑緩和が想定され、救急医療活動や災害時などの緊急車両の移動円滑化

が期待される。 

④生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂、NO₂、SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

大村市をはじめとする議会、商工会等で構成される「国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会（

会 長：大村市長）」により早期整備の要望を受けている。（令和6年7月） 

 

県の意見： 

一般国道34号は、東彼杵町から大村市を経由して長崎市に至る本県の大動脈であり、県内の経済・文

 化活動および市民生活を支える上で重要な路線となっております。 

このうち、当該事業の開通区間においては、渋滞緩和など効果が現れておりますが、事業中である空

港南口交差点から水主町交差点間においては、交通集中に伴う混雑が発生しており、これに起因する事

故の危険性も高くなっております。 

このような状況であることから、「対応方針(原案)」のとおり事業を継続し、一日も早い完成に向け

て取り組んでいただきますようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

 

 

 



 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は増加傾向にあり、一世帯当たりの自動車保有台数も長崎県や九州全体に比べ多く、自

動車交通への依存度は高い。 

国道34号（4車線区間）の交通量は約4.3万台/日で推移しており、依然として事業の必要性は高い。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成3年に事業化、用地進捗率100%、事業進捗率約99%（令和6年3月末時点） 

平成14年度：市役所前交差点～大村高
お お む ら こ う

前交差点 延長0.5km（4/4）開通 

平成20年度：大村高
お お む ら こ う

前交差点～玖島中
く し ま ち ゅ う

入口交差点 延長0.5km（4/4）開通 

平成20年度：水主町
か こ ま ち

交差点～市役所前交差点 延長1.0km（4/4）開通 

平成21年度：玖島中
くしまちゅう

入口交差点～国立医療センター入口交差点 延長0.3km（4/4）開通 

平成22年度：国立医療センター入口交差点～久原
く ば ら

２丁目交差点 延長0.2km（4/4）開通  

平成23年度：久原
く ば ら

２丁目交差点～与崎
よ ざ き

交差点 延長0.7km（4/4）開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

施設の構造や施工等に変更はないが、新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実

なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を   

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 
                               担 当 課：道路局国道・技術課 

                               担当課長名：西川 昌宏          
 

事業名 一般国道57号 森山
もりやま

拡幅 
事業 
区分 

一般国道 
事業 
主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：長崎県雲仙

うんぜん

市愛野町
あ い の ま ち

乙
おつ

字
あざ

境
さかい

ノ
の

尾
お

下
した

 

至：長崎県諌早
いさはや

市長野町
な が の ま ち

 
延長 7.6km 

事業概要  

森山拡幅は、高規格道路「島原道路」の一部を構成し、広域ネットワークの形成、国道57号の交通混雑の

緩和等を目的とする事業である。 

S63年度事業化 
H元年度都市計画決定 

（H19年度変更） 
H8年度用地着手 H11年度工事着手 

全体事業費 約649億円
事業進捗率 

（令和6年3月末時点）
約96％供用済延長 4.9km

計画交通量 13,100～32,400台／日 

費
用
対
効
果
分
析 

B/C  EIRR  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体) 
基準年 

(事業全体) (事業全体) 62/ 934億円 285/1,257億円

(

参
考) 

1.3 

1.7 

2.0 

 

[2%] 

[1%] 

 

5.6 

 

% 
事 業 費: 

維持管理費: 

 

58/ 907 億円 

 4.8/  27 億円 
走行時間短縮便益 :

走行経費減少便益 :

交通事故減少便益 :

260/1,151 億円 

22/   95 億円 

2.4/   10 億円 

令和6年 

(残事業)  (残事業) 
感
度
分
析 

(事業全体) (残事業) 

(

参
考) 

4.6 

6.8 

8.5 

 

[2%] 

[1%] 

 

16 

 

% 

交通量 B/C= 1.2～1.5 (±10%) 交通量 B/C= 4.3～4.9 (±10%) 

事業費 B/C= 1.3～1.4 (±10%) 事業費 B/C= 4.1～5.0 (±10%) 

事業期間 B/C= 1.3～1.4 (±20%) 事業期間 B/C= 4.4～4.7 (±20%) 

事業の効果等  

①広域交通ネットワークの形成 

・島原道路の整備により、沿線都市と広域交通拠点との所要時間の短縮や高速定時性の確保が図られ、

島原地域の観光交流促進や農産物等の物流効率化への貢献が期待される。 

②地域産業の支援 

・島原道路の整備により、広域ネットワークの形成によって効率的な輸送が可能となることで、地域産

業の更なる発展が期待される。 

③交通混雑の緩和 

・森山拡幅の自専道整備により、交通の分担が図られ、交通混雑の緩和が期待される。 

④交通安全性の向上 

・森山拡幅の自専道整備による交通混雑の緩和により、交通事故が減少し、交通安全性の向上が期待さ

れる。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減) 

 



 
関係する地方公共団体等の意見  

諌早市をはじめとする4市で構成される①「一般国道57号等県南地域幹線道路整備促進期成会（会長：

諫早市長）」や②「島原半島振興対策協議会（会長：島原市長）」等により早期整備の要望を受けている。

（①令和6年10月、②令和6年11月） 
 

県の意見： 

一般国道57号は、県央地区と島原半島を繋ぐ路線であり、物流の効率化や交流人口の拡大、観光振興

などに貢献する重要な幹線道路となっております。 

このうち、事業中区間は、九州横断自動車道などと一体となって広域ネットワークを形成する島原道

路の一部を構成するものであり、本県としては当該事業の完成に大きな期待を寄せているところです。 

現在、橋梁工事など目に見えて進捗が図られていることから、地元としても一日も早い完成を待ち望

んでおります。 

このような状況であることから、「対応方針（原案）」のとおり事業を継続し、早期完成に向けて取り

組んでいただきますようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は近年減少傾向であるが、交通量は約2.6万台/日で推移し、自動車保有台数も長崎県

や九州全体を上回るなど、自動車交通への依存は高いと考えられる。 

事業化時と比較して社会的情勢の大きな変化は認められない。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和63年度に事業化、用地進捗率約99%、事業進捗率約96%（令和6年3月末時点） 

平成21年度：尾崎
お ざ き

交差点～長野町
な が の ま ち

交差点 延長1.6km（4/4）開通 

令和5年度：森山東
もりやまひがし

IC～森山西
も り や ま に し

IC 延長3.3km（2/2）開通 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 
施設の構造や工法の変更等  

地盤改良の工法見直し、構造物撤去工の変更、物価上昇による資機材及び労務費等の増、側道計画縮小。

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  
 
 
 
 
 
 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を   

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏         
 

事業名 一般国道3号 植木
う え き

バイパス 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：熊本県熊本

く ま も と

市北
き た

区植
う え

木
き

町
ま ち

鞍掛
く ら か け

 

 至：熊本県熊本
く ま も と

市北
き た

区四方寄
よ も ぎ

町
ま ち

 
延長 5.6km 

事業概要  

植木バイパスは、熊本都市圏の放射道路網の一部となり、熊本市の交通混雑の緩和及び交通安全性の向

上等を目的とした事業である。 

H11年度事業化 
H11年度都市計画決定 

（H24年度変更） 
H13年度用地着手 H19年度工事着手 

全体事業費 約389億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約81％ 供用済延長 3.2km 

計画交通量 27,300～40,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

101/476億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

295/602億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3  

5.2% 

事 業 費： 90/450億円 

維持管理費： 11/ 27億円 

走行時間短縮便益：271/567億円 

走行経費減少便益： 18/ 25億円 

交通事故減少便益： 6.3/ 10億円 

令和6年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.0 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 2.9  

10% 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=2.6～3.2（±10％） 

(

参
考) 

4.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.3（±10％） 事業費 B/C=2.7～3.2（±10％） 

5.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.4（±20％） 事業期間 B/C=2.4～3.3（±20％） 

事業の効果等  

①都市圏ネットワークの形成 

・熊本都市圏の放射道路網が形成され、熊本市及び沿線地域の交通混雑の緩和、地域間の交流・連携機能

の確保等に貢献することが期待される。 

②交通混雑の緩和 

・植木バイパスの整備により、並行現道の交通がバイパスへ転換することで、現道の交通混雑が緩和され、走

行速度の向上など円滑な交通の確保が期待される。 

③交通安全性の向上 

・植木バイパスの整備により、現道の交通がバイパスに転換することで交通混雑が緩和され、交通安全性の向

上が期待される。 

④救急医療活動の支援 

・植木バイパスの整備により、第三次救急医療施設等への搬送時間短縮が図られ、救命率の向上など救急医

療活動の支援が期待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO₂,NO₂,SPM削減） 

 

  



関係する地方公共団体等の意見  

熊本市をはじめとする3市3町で構成される国道3号植木バイパス建設促進期成会（会長：熊本市長）により

早期整備の要望を受けている。（令和6年8月） 

熊本市の意見： 

事業中区間に並行する国道3号では、慢性的な交通渋滞が深刻な状況であり、渋滞の緩和や円滑な交通の

確保を目的とした本バイパスの整備に地域からも期待が寄せられています。 

本バイパスは、熊本都市圏の放射道路網の一部となることで、熊本市内の交通混雑の緩和や安全性の向

上、地域間交流・連携機能確保等が図られ、更には、災害時のダブルネットワーク機能強化等の観点からも効

果が期待されるものであります。 

市長が会長を務める期成会においても、事業中区間の早期整備促進を要望しており、民間期成会からも同

様の要望がされています。 

つきましては、地域住民の生活道路としての機能のみならず、都市圏ネットワークとして有効的に機能するも

のであるため、本バイパスの一日も早い整備に向け、今後ともなお一層の事業推進とともに、更なるコスト縮減

に努めていただきますようお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は増加傾向であるが、自動車保有台数は横ばい傾向。交通量は約3万台/日前後で推移。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成11年度に事業化、用地進捗率約99%、事業進捗率約81%（令和6年3月末時点） 

平成23年度：熊本市北区植木町鞍掛
く ら か け

～鐙田
あぶみた

間 延長2.3㎞（2/4） 部分開通 

令和4年度：熊本市北区下硯川
しもすずりかわ

町
ま ち

～四方寄
よ も ぎ

町
ま ち

間 延長0.9km（2/4） 部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

盛土材土質改良の追加、軟弱地盤改良の追加、パイプライン移設補償の追加、物価上昇による資機材及び

労務費等の増、他事業からの流用土活用。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

至 玉名市 

至 宇土市 

至 山鹿市 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道10号 高江
た か え

拡幅 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：大分県大分

おおいた

市鴛
お し

野
の

 

 至：大分県大分
おおいた

市中判
なかはん

田
だ

 
延長 2.8km 

事業概要  

高江拡幅は、交通混雑の緩和や交通安全性の向上、救急医療活動の支援、安全な歩行空間の確保等を目

的とする事業である。 

H26年度事業化 
S47年度都市計画決定 

（H17年度変更） 
H28年度用地着手 R1年度工事着手 

全体事業費 約125億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約56％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 38,100～39,800台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

49/123億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   187/187億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.5  

5.9% 

事 業 費：  42/116億円 

維持管理費：  7.3/7.3億円 

走行時間短縮便益： 178/178億円 

走行経費減少便益：  4.6/4.6億円 

交通事故減少便益：  4.4/4.4億円 

令和6年 (

参
考) 

2.5 〔2%〕 

3.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.8  

14% 

交通量 B/C=1.4～1.7（±10％） 交通量 B/C=3.4～4.3（±10％） 

(

参
考) 

5.4 〔2%〕 事業費 B/C=1.5～1.6（±10％） 事業費 B/C=3.5～4.1（±10％） 

6.5 〔1%〕 事業期間 B/C=1.4～1.6（±20％） 事業期間 B/C=3.5～4.0（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・高江拡幅の整備により、２車線区間の交通ボトルネックが解消し、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全性の向上 

・高江拡幅の整備により、事故要因の一つと想定される交通混雑が緩和し、交通安全性の向上が期待される。 

③救急医療活動の支援 

・高江拡幅の整備により、大南出張所から第３次救急医療施設である大分市医師会立アルメイダ病院までの

所要時間が短縮され、救急医療活動の支援が期待される。 

④安全な歩行空間の確保 

・高江拡幅の整備により、自転車と歩行者が分離され、歩行者の安全性向上が期待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO2，NO2，SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

大分市長により、早期整備の要望を受けている。（令和6年10月） 

 

県の意見： 

早期整備を強く望んでいるところであり、事業の継続をお願いします。 

高江拡幅の整備は、物流の効率化や渋滞緩和等、その整備効果は多大なものと期待されます。加えて、交

通安全性の確保や救急医療活動の支援に寄与し、「対応方針(原案)」案のとおり事業を継続すべきと考えます。 

今後とも更なるコスト削減に努めていただきながら、4車線化の早期完成に向け、引き続き事業の推進をお願

いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口及び一世帯あたりの自動車保有台数は横ばい傾向。 

交通量は、約2.9万台／日で推移。 

事業化時と比較して、社会情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成26年度に事業化、用地進捗率約62％、事業進捗率約56％（令和6年度3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

地質調査結果に伴う橋梁基礎変更及びボックス基礎部の液状化対策による増、物価上昇による資機材及

び労務費等の増。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道210号 横瀬
よ こ せ

拡幅 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
 自：大分県大分

おおいた

市大字横瀬
よ こ せ

 

 至：大分県大分
おおいた

市大字横瀬
よ こ せ

 
延長 1.5km 

事業概要  

横瀬拡幅は、交通混雑の緩和や交通安全の向上等を目的とした事業である。 

H28年度事業化 H15年度都市計画決定 H30年度用地着手 R3年度工事着手 

全体事業費 約81億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 
約52％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量 26,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

45/74億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

   80/80億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.1  

4.4% 

事 業 費：   40/69億円 

維持管理費：  4.3/4.3億円 

走行時間短縮便益：   73/73億円 

走行経費減少便益：  4.8/4.8億円 

交通事故減少便益：  2.5/2.5億円 

令和6年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.2 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.8  

7.7% 

交通量 B/C=0.96～1.2（±10％） 交通量 B/C=1.6～2.0（±10％） 

(

参
考) 

2.6 〔2%〕 事業費 B/C=1.03～1.1（±10％） 事業費 B/C=1.6～2.0（±10％） 

3.2 〔1%〕 事業期間 B/C=0.99～1.1（±20％） 事業期間 B/C=1.6～1.9（±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・横瀬拡幅の整備により、車両の円滑な走行が確保され、交通混雑の緩和が期待される。 

②交通安全性の向上 

・横瀬拡幅の整備により、交通混雑が緩和され、交通安全性の向上が期待される。 

③救急医療活動の支援 

・横瀬拡幅の整備により、由布市消防本部から大分市への時間短縮や患者搬送時の走行性が確保され、救

急医療活動の支援が期待される。 

④安全な歩行空間の確保 

・横瀬拡幅の整備により、自転車と歩行者が分離され、歩行者の安全性向上が期待される。 

⑤生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減（CO2，NO2，SPM削減） 

関係する地方公共団体等の意見  

大分市・由布市の2市の首長・議会議長等で構成される国道210号改修促進協議会（会長：大分市長）等に

より、早期整備の要望を受けている。（令和6年8月） 

 

県の意見： 

早期整備を強く望んでいるところであり、事業の継続をお願いします。 

横瀬拡幅の整備は、物流の効率化や渋滞緩和等、その整備効果は多大なものと期待されます。加えて、交通

安全性の確保や救急医療活動の支援に寄与し、「対応方針(原案)」案のとおり事業を継続すべきと考えます。 

今後とも更なるコスト削減に努めていただきながら、4車線化の早期完成に向け、引き続き事業の推進をお願

いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 

  



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口及び一世帯あたりの自動車保有台数は横ばい傾向。 

交通量は、約1.6万台／日で推移。 

事業化時と比較して、社会情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成28年度に事業化、用地進捗率約80％、事業進捗率約52％（令和6年度3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

電線共同溝の追加、物価上昇による資機材及び労務費等の増、函渠工の計画方針見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道3号  阿久根
あ く ね

川内
せんだい

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

九州地方整備局 

起終点 
自：鹿児島県阿久根

あ く ね

市鶴
つる

川内
が わ う ち

 

至：鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市水引
みずひき

町
ちょう

 
延長   22.4km 

事業概要  

阿久根川内道路は、南九州西回り自動車道の一部を構成し、災害時にも機能する信頼性の高い高速交通ネ

ットワークの形成、医療アクセス負担を軽減し地域の安心・安全の確保、地域産業の活性化や地域経済の成長

に寄与することを目的とした事業である。 

H27年度事業化 H26年度都市計画決定 H29年度用地着手 H30年度工事着手 

全体事業費    約1,185億円 
事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 
約18％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量  17,800～18,900 台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

761 / 981億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

1,134 /1,134億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.2  

4.7% 

事 業 費： 684 / 904億円 

維持管理費：  77 /  77億円 

走行時間短縮便益： 982 / 982億円 

走行経費減少便益： 112 / 112億円 

交通事故減少便益：  40 /  40億円 

令和6年 (

参
考) 

1.7 〔2%〕 

2.1 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.5  

6.5% 

交通量 B/C=1.04～1.3（±10％） 交通量 B/C=1.4～1.7（±10％） 

(

参
考) 

2.1 〔2%〕 事業費 B/C=1.1 ～1.2（±10％） 事業費 B/C=1.4～1.6（±10％） 

2.6 〔1%〕 事業期間 B/C=0.91～1.5（±20％） 事業期間 B/C=1.2～1.9（±20％） 

事業の効果等  

➀広域交通ネットワークの形成 

・八代市から鹿児島市に至る沿岸部の広域交通ネットワークが形成され、地域間の連携強化が期待される。 

➁防災機能の強化 

・阿久根川内道路の整備により、豪雨災害による交通途絶の回避が期待される。 

➂地域経済の支援 

・阿久根川内道路の整備により、地域におけるさらなる雇用の促進、経済活動の支援が期待される。 

➃地域医療の支援 

・阿久根川内道路の整備により、救急搬送時の時間短縮や走行環境改善等、地域医療の支援が期待される。 

➄生活環境の改善 

・自動車の走行性向上による環境への影響低減(CO₂,NO₂,SPM削減) 

関係する地方公共団体等の意見  

阿久根市をはじめとする9市4町で構成される南九州西回り自動車道建設促進期成会(会長：出水市長)より整

備促進の要望を受けている。（令和6年7月） 

 

県の意見： 

「対応方針（原案）」案の「継続」については、異存ありません。 

当該道路は、九州縦貫自動車道などとともに広域的な高速交通ネットワークを形成し、九州の一体的な浮揚・

発展に寄与するだけでなく、地域間の交流連携の強化、物流や観光等の産業振興のほか、原子力災害を含む

大規模災害発生時における住民の広域避難や物資の緊急輸送などに大きな役割を担う極めて重要な道路であ

ると認識しています。 

今後とも、事業が着実に実施され、早期完成が図られるよう、所要の予算の確保をお願いします。 

なお、事業の実施にあたっては、さらなるコスト縮減に努めていただくようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

審議の結果、事業継続。 



 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

沿線地域の人口は減少傾向にあるが、交通量は約1.4万台／日で推移し、また、一世帯あたりの自動車保有

台数は鹿児島県、九州全体を上回っており、自動車交通への依存は高いと考えられる。 

事業化時と比較して、社会的情勢の大きな変化は認められない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成27年度に事業化、用地進捗率約40%、事業進捗率約18%（令和6年3月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 地元や関係機関との協力体制のもと、今後も引き続き残工事等の事業進捗を図っていく。 

施設の構造や工法の変更等  

盛土材流用に伴う小割の追加、埋蔵文化財調査費用の増、トンネル工事におけるガイドライン改定による追

加、物価上昇よる資機材及び労務費等の増、交差道路計画の見直し。 

新技術・新工法の積極的な活用及び建設副産物対策により、着実なコスト縮減に努める。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道506号 豊見城東
と み ぐ す く ひ が し

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

内閣府 

沖縄総合事務局 

起終点 
 自：沖縄

おきなわ

県豊見城
と み ぐ す く

市名嘉地
な か ち

 

 至：沖縄
おきなわ

県南風原町
は え ば る ち ょ う

山川
やまかわ

 
延長    6.2km 

事業概要  

「豊見城東道路」は豊見城市名嘉地から南風原町山川に至る延長約6.2kmの高規格幹線道路である。 

那覇空港自動車道の一部を構成し、那覇空港と沖縄自動車道を結び、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性

・速達性を確保するとともに、沖縄本島中南部・北部の観光産業や地域振興プロジェクトに寄与する道路である。 

那覇都市圏の2環状7放射道路にも位置づけられ、那覇市内及び南部地域の交通渋滞の緩和を図るとともに

、県内物流拠点を結び、物流の効率化を支援する道路である。 

H3年度事業化 H2年度都市計画決定 H5年度用地着手 H9年度工事着手 

全体事業費    約1,240億円 事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 

 約98％ 供用済延長 6.2km 

計画交通量       32,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

362/4,450億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)

 1,264/5,916億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3(1.5)  

5.5%(6.0%) 

事 業 費：333/4,213億円 

維持管理費： 29/104億円 

更 新 費：   /132億円 

走行時間短縮便益：1,023/4,973億円 

走行経費減少便益： 183/721億円 

交通事故減少便益：  57/222億円 
令和6年 (

参
考) 

1.7(1.6) 〔2%〕 

2.1(1.8) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.5(17.1)  

13.0%(37.6%) 

交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 交通量 B/C=3.1～3.9（±10％） 

(

参
考) 

5.2(24.5) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.3（±10％） 事業費 B/C=3.2～3.9（±10％） 

6.4(29.8) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.3（±20％） 事業期間 B/C=3.3～3.5（±20％） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・那覇空港（第二種空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②個性ある地域の形成 

・那覇空港（第二種空港）から国営沖縄記念公園（美ら海水族館）へのアクセス向上が見込まれる。 

③安全で安心できるくらしの確保 

・沖縄県南部医療センター（第3次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる。 

④災害への備え 

・沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画における第一次緊急輸送道路に位置付けられている。 

⑤地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑥生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 

・一般国道506号豊見城東道路は、沖縄ブロック新広域道路交通計画において、定住自立圏や重要な拠点、空

港・港湾を連絡する「高規格道路」として位置づけられているとともに、2環状7放射道路の一部を形成すること

から極めて重要な道路と認識しております。 

・本道路は、沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性、高速性を確保し、観光産業

や物流の効率化を支援するとともに、那覇都市圏の交通渋滞の緩和を図ることを目的とする道路であることから

、その整備は急務となっております。 

・以上より、対応方針(原案)のとおり事業継続に同意する。 



事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・那覇空港自動車道に接続する那覇西道路が平成23年8月に全線4車線、豊見城・糸満道路が平成29年3月に

全線4車線で開通。また豊見城東道路に接続する小禄道路が平成23年度に事業化された。 

・周辺地域において、国際物流拠点産業集積地域に指定されたとともに、大型商業施設の立地や国内外の観光

客の増加等により、交通量の増加が見込まれる。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成3年度に事業化、平成26年度に全線4車線供用。 

・用地進捗率約99％、事業進捗率約98％ (令和6年3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・全線完成に向け事業を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

 ・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

凡例 
高速道路 
一般国道 



再評価結果（令和７年度継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課 

担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 一般国道506号 小禄
お ろ く

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

内閣府 

沖縄総合事務局 

起終点 
 自：沖縄

おきなわ

県那覇
な は

市鏡
かが

水
みず

 

 至：沖縄
おきなわ

県豊見城
と み ぐ す く

市名嘉地
な か ち

 
延長    5.7km 

事業概要  

「小禄道路」は那覇市鏡水から豊見城市名嘉地に至る延長約5.7kmの高規格幹線道路である。 

那覇空港自動車道の一部を構成し、沖縄本島のハシゴ道路計画（ネットワーク）において、沖縄自動車道、国

道58号、329号とともに南北を走る『3本の柱』として位置付けられており、沖縄本島北部及び中南部と那覇空港

間の定時性・速達性を確保するとともに物流・観光の効率化を支援する道路である。 

また、那覇都市圏の2環状7放射道路の一部を形成し、交通経路の分散化による慢性的な混雑緩和を図る道

路である。 

H23年度事業化 H21年度都市計画決定 H25年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費    約1,510億円 事業進捗率 

(令和6年3月末時点) 

 約81％ 供用済延長 0.0km 

計画交通量       44,200台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

   362/4,450億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)

1,264/5,916億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3(0.8)  

5.5%(3.2%) 

事 業 費： 333/4,213億円 

維持管理費：  29/104億円 

更 新 費：    /132億円 

走行時間短縮便益：1,023/4,973億円 

走行経費減少便益： 183/721億円 

交通事故減少便益：  57/222億円 
令和6年 (

参
考) 

1.7(1.3) 〔2%〕 

2.1(1.8) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 3.5(3.6)  

 13.0%(13.3%) 

交通量 B/C=1.2～1.4（±10％） 交通量 B/C=3.1～3.9（±10％） 

(

参
考) 

5.2(5.4) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.3（±10％） 事業費 B/C=3.2～3.9（±10％） 

6.4(6.6) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.3（±20％） 事業期間 B/C=3.3～3.5（±20％） 

事業の効果等  

① 円滑なモビリティの確保  

・那覇空港から北部地域までの所要時間が短縮し、速達性・定時性が向上する。  

・並行する国道331号の渋滞損失時間の削減による混雑緩和が見込まれる。  

② 観光産業の支援  

・那覇空港・那覇港から沖縄自動車道へのアクセスが向上し、北部・中部方面や沖縄県全体の観光周遊活性 

化が期待される。  

・那覇空港から沖縄本島北部や中部の観光地へのアクセス性が向上され、さらなる観光産業への支援が期待   

 される。  

③ 物流効率化の支援  

・北部地域から那覇空港までのアクセス性が向上し、空港貨物の運搬を効率化できることで県内の物流産業 

の活性化が期待される。  

④  地域環境の保全  

・CO2排出量の削減が見込まれる。  

⑤  生活環境の改善・保全  

・NO2排出量の削減が見込まれる。  

・SPM排出量の削減が見込まれる。 

  



関係する地方公共団体等の意見  

【沖縄県知事】 

・一般国道506号小禄道路は、沖縄ブロック新広域道路交通計画において、定住自立圏や重要な拠点、空港・港

湾を連絡する「高規格道路」として位置づけられているとともに、2環状7放射道路の一部を形成することから極

めて重要な道路と認識しております。 

・本道路は、沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性、高速性を確保し、観光産業

や物流の効率化を支援するとともに、那覇都市圏の交通渋滞の緩和を図ることを目的とする道路であることから

、その整備は急務となっております。 

・以上より、対応方針(原案)のとおり事業継続に同意する。 

事業評価監視委員会の意見  

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業継続」で了承された。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・小禄道路に接続する那覇西道路が平成23年8月に全線4車線、豊見城東道路が平成27年3月に全線4車線、豊

見城・糸満道路が平成29年3月に全線4車線で開通。 

・周辺地域において、人口や観光客の増加等により、交通量の増加が見込まれる。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成23年度に事業化、用地進捗率約99％、事業進捗率約81％ (令和6年3月末時点)。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・早期供用に向け事業を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・アンカーフレームの変更によるコスト縮減。 

 ・今後、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進する。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 
 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 
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再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課： 道路局高速道路課  

                  担当課長名： 松本 健      
 

事業名 
第二東海自動車道 横浜名古屋線 

新秦野
しんはだの

～御殿場
ご て ん ば

ＪＣＴ 

事業 

区分 
高速自動車国道 

事業 

主体 
中日本高速道路㈱ 

起終点 
自）神奈川県

か な が わ け ん

秦野市
は だ の し

柳川
やながわ

 

至）静岡県
しずおかけん

御殿場市
ご て ん ば し

駒門
こまかど

 
延長 32km 

事業概要  

第二東海自動車道は近畿自動車道名古屋神戸線と一体となって、三大都市圏を相互に結び、人の交流と

物流を支える大動脈として、日本経済を牽引するとともに、東名・名神高速道路の代替機能を果たす上で不可

欠な路線である。 

H17年度事業化 H8年度都市計画決定 H24年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費    約8,108億円 事業進捗率   約63％ 供用済延長 7.1km 

計画交通量 約51,900台／日～約53,400台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

  4,184/18,811億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)  

25,664/25,664億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.4(1.7)  

5.8% 

事 業 費：3,198/17,728億円 

維持管理費：  516/ 613億円 

更 新 費：  471/ 471億円 

走行時間短縮便益：25,006/25,006億円 

走行経費減少便益： 507/  507億円 

交通事故減少便益： 150/  150億円 

令和6年 (

参
考) 

2.0(2.5) 〔2%〕 

2.5(3.1) 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 6.1(4.4)  

28.5% 

交通量 B/C=1.2～1.5（±10％） 交通量 B/C=5.5～6.7（±10％） 

(

参
考) 

7.9(5.7) 〔2%〕 事業費 B/C=1.3～1.4（±10％） 事業費 B/C=5.7～6.6（±10％） 

8.9(6.6) 〔1%〕 事業期間 B/C=1.3～1.4（±1年） 事業期間 B/C=5.9～6.1（±1年） 

事業の効果等  

・物流効率化への支援（特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる） 

・個性ある地域の形成（IC等からのアクセスが向上する主要な観光地へのアクセス向上が期待される） 

・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる） 

                                               他１４項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

＜神奈川県＞ 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続に異存ありません。 

新東名高速道路は、我が国の新たな大動脈として、東名高速道路等と一体となって、交通の混雑を緩和し、

高速性・定時性の確保や物流の効率化に大きく貢献するほか地域の活性化や救急医療体制の強化、災害発

生時における緊急輸送など、様々な役割を果たす極めて重要な道路である。 

開通区間の周辺では、産業立地に向けたまちづくりが促進されるなど、多様な効果が現れ始めており、より

一層の生産性の向上や観光振興などを図り、安全で活力と魅力ある神奈川を実現するためには、早期の全線

開通が不可欠である。 

県民や企業の期待も非常に大きく、引き続き事業に協力していくので、工事の安全などにも十分配慮しなが

ら、2027 年度までの全線開通を確実なものとし、一日も早い開通を目指して事業を強力に推進していただきた

い。 

＜静岡県＞ 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続に異存ありません。 

新東名高速道路は、東名高速道路とともにダブルネットワークを形成し、我が国の社会経済活動の根幹を担

う大動脈であり、高速性・定時性を確保するとともに、南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時には、緊急

輸送路としての役割を果たす極めて重要な道路であります。 

2012年に新東名高速道路の静岡県区間（御殿場JCT〜浜松いなさJCT間）が開通し、更に2020年には６車

線化がされたことで、安全で快適な高速移動や、企業立地の増加による地域経済の活性化、観光交流人口の

拡大など、大きな効果をもたらしています。 

これらの効果がさらに発揮されるよう、引き続き安全を最優先にした上で、2027年度に開通が予定されてい

る新秦野ICから新御殿場ICの一日も早い開通をお願いします。 



事業評価監視委員会の意見  

・事業費の増額は、トンネル工事の進捗で新たに判明した対策費用および労務費高騰や現場の安全確保 

などの社会的要請に応じた費用であり妥当。 

・渋滞回数が減れば交通の効率化だけでなくＣＯ２削減にもつながり、環境への影響も緩和されることから、

今後の評価項目としても検討されることが望ましい。 

・新東名と東名のダブルネットワークは「くしの歯作戦」の軸となり、西から東からつなぐ広域支援ルートとし

て災害に対する強靭性を高める重要な道路である。 

・定量的に計算可能な便益以外にも多くの効果が見込まれる事業であり、コスト縮減への取り組み以上に、

道路の効果や価値を高めるための取組みも期待される。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成24年4月の新東名（静岡県区間）開通、及び平成30年1月以降の新東名（神奈川～静岡県区間）部分

開通により、平行する現東名の交通量は減少しているが、評価対象区間に平行する現東名（海老名ＪＣＴ～

御殿場ＪＣＴ）は依然として渋滞・事故が多く発生している。 

・圏央道が順次開通し平成29年2月の境古河ＩＣ～つくば中央ＩＣの開通により、茅ヶ崎ＪＣＴ～大栄ＪＣＴまで

接続。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・海老名南ＪＣＴ～新秦野ＩＣ、新御殿ＩＣ～御殿場ＪＣＴは開通済 

・新秦野ＩＣ～新御殿場ＩＣは、用地取得が概成し工事を全面展開中 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・新秦野IC～新御殿場ICはトンネル内空断面の変形や湧水発生による工事難航により工程を精査、2027年

度（令和9年度）の開通予定に見直し 

施設の構造や工法の変更等  

・橋梁区間の一部を盛土構造へ変更 

 

対応方針 ・当事業は、事業継続が妥当である。 

・事業実施にあたっては、社会的要請に応じた取組みを進めるとともに、これまでに得

られた知見を活かし、引き続きコスト縮減に取り組む。 

対応方針決定の理由  

・渋滞の解消や物流の効率化など、地域や日本全体にもたらす社会便益なども含め事業の必要性に疑いは 

ないことから、事業継続は妥当。 

事業概要図  

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局 高速道路課 

担当課長名：松本 健      
 

事業名 
近畿
き ん き

自動
じ ど う

車道
し ゃ ど う

名古屋
な ご や

神戸
こ う べ

線
せん

 

亀山
かめやま

西
に し

JCT～大津
お お つ

JCT 

事業 

区分 
高速自動車国道  

事業 

主体 

中日本高速道路㈱ 

西日本高速道路㈱ 

起終点 
自）三重県亀山

かめやま

市安坂山
あ さ か や ま

町 

至）滋賀県大津
お お つ

市上
かみ

田
た な

上
かみ

牧
ま き

町 
延長 ４１km 

事業概要  

「近畿自動車道 名古屋神戸線」は愛知県名古屋市を起点として、三重県、滋賀県、京都府、大阪府を経由
し、兵庫県神戸市へ至る総延長１７４ｋｍの国土開発幹線自動車道である。 

本事業は、このうち亀山西ＪＣＴから大津ＪＣＴ間４１ｋｍについて暫定４車線を完成６車線に整備する事業であ

る。 

平成５年度事業化 都市計画決定  ― 平成８年度用地着手 平成８年度工事着手 

全体事業費 約6,368億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点）  

約74％ 供用済延長 41km 

計画交通量   約51,700 ～ 約60,600台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

 1,485/13,533億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)  

2,725/49,803億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 3.7  

   13.5% 

事 業 費：1,131/11,323億円 

維持管理費： 354/ 2,210億円 

更 新 費：   0/    0億円 

走行時間短縮便益：2,508/40,941億円  

走行経費減少便益： 156/ 7,764億円  

交通事故減少便益：  62/ 1,098億円  

 

令 和 6 年 

(

参
考) 

4.2 〔2%〕 

4.5 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 1.8  

   9.6% 

交通量 B/C=3.3～4.0（±10％） 交通量 B/C=1.7～2.0（±10％） 

(

参
考) 

2.4 〔2%〕 事業費 B/C=3.4～4.0（±10％） 事業費 B/C=1.7～2.0（±10％） 

2.8 〔1%〕 事業期間 B/C=3.7～3.7（±1年） 事業期間 B/C=1.8～1.9（±1年） 

事業の効果等    

・国土・地域ネットワークの構築(当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する) 

・災害への備え(緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する) 

・災害への備え(並行する高速ネットワークの代替路線として機能する)           他14項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

［三重県の意見］ 

近畿自動車道名古屋神戸線（亀山西ＪＣＴ～大津ＪＣＴ）は、速達性や定時性の確保により、企業の生産性を

向上させるとともに、地域活性化の推進に大きく寄与する重要な道路です。 

三重県内では新名神高速道路や東海環状自動車道等の開通により、新たな企業立地や地域間交流が活

発化しており、更なる生産性向上、地域活性化を実現するため、また、南海トラフ地震や広域的な雪害などの

大規模災害時に県民生活の安全・安心を確保するためにも、亀山西ＪＣＴから大津ＪＣＴ間の６車線化が必要不

可欠であることから、残る工事の早期整備をお願いします。 

 

［滋賀県の意見］ 

近畿自動車道名古屋神戸線（亀山西JCT～大津JCT）については、「対応方針(原案)」のとおり【事業継続】

に異論はありません。 

当該区間の６車線化は、物流の効率化による生産性向上や安定的な交通の確保に寄与するものであり、モ

ノづくり県である当県としても大きな期待を寄せています。 

引き続き沿線市と連携しながら最大限の協力を行うので、安全に十分配慮しながら一日も早い完成をお願い

します。 

 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承。 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・当該区間は、平成２０年２月に暫定４車線として開通。 

・同路線の城陽～八幡間が平成２９年４月に暫定４車線として、高槻第一JCT～神戸JCT間が平成３０年３月に

暫定４車線として開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・６車線の用地取得が完了し、暫定４車線にて供用中。残る２車線について本線工事を進める。 

・片側３車線が完成した区間より、順次供用している。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・暫定４車線にて供用中であり、残る２車線について本線工事の進捗を図る 

施設の構造や工法の変更等  

・事業の進捗に合わせ、施工計画等の精度を上げていくとともに、現地の状況変化を確認しながら、コスト削減を

図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業進捗率は、R6再評価後の事業費に対する進捗率。（令和6年3月末進捗状況から算出） 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

亀山西 JCT～大津 JCT 

・延長：41 ㎞ 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局 高速道路課 

担当課長名：松本 健      
 

事業名 
近畿
き ん き

自動
じ ど う

車道
し ゃ ど う

名古屋
な ご や

神戸
こ う べ

線
せん

 

大津
お お つ

JCT～城陽
じょうよう

 

事業 

区分 
高速自動車国道 

事業 

主体 
西日本高速道路㈱ 

起終点 
自）滋賀県大津

お お つ

市
し

上
かみ

田
たな

上
かみ

牧
ま き

町 

至）京都府城陽市
じ ょ う よ う し

寺田
て ら だ

金尾
か な お

 
延長 ２５km 

事業概要  

「近畿自動車道 名古屋神戸線」は愛知県名古屋市を起点として、三重県、滋賀県、京都府、大阪府を経由
し、兵庫県神戸市へ至る総延長１７４ km の国土開発幹線自動車道である。 

本事業は、このうち大津ＪＣＴから城陽間２５kmについて暫定４車線で整備し、その後完成６車線に整備する事

業である。 

平成５年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 平成２７年度工事着手 

全体事業費 約8,377億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 

約46％ 供用済延長 ―km 

計画交通量   約62,800～約63,300台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体) 

2,350/8,717 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体) 

11,126/11,126億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 1.3  

5.2 % 

事業費：1,635/8,001億円 

維持管理費： 716/716億円 

更 新 費 ：    0/  0億 円 

走行時間短縮便益：10,035/10,035億円 

走行経費減少便益：995/995億円 

交通事故減少便益： 96/96億円 

 

令和６年 

(

参
考) 

2.0 〔2%〕 

2.5 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 4.7  

21.9 % 

交通量 B/C=1.1～1.4（±10％） 交通量 B/C=4.3～5.2（±10％） 

(

参
考) 

6.3 〔2%〕 事業費 B/C=1.2～1.4（±10％） 事業費 B/C=4.3～5.0（±10％） 

7.4 〔1%〕 事業期間 B/C=1.2～1.3（±１年） 事業期間 B/C=4.6～4.9（±１年） 

事業の効果等    

・物流効率化の支援(農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる) 

・国土・地域ネットワークの構築(当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する) 

・災害への備え(緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する)  

他19項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

［滋賀県の意見］ 

近畿自動車道名古屋神戸線（大津JCT～城陽）については、「対応方針(原案)」のとおり【事業継続】に異論

はありません。 

本道路は、日本経済・社会の大動脈として、名神高速道路とのダブルネットワークを形成する重要な道路で

あり、地域活性化や産業振興にも大きく寄与するものと期待しています。 

当県としても、大津市と連携し、スマートICや関連道路の整備を進めていくので、安全に十分配慮しながら一

日も早い開通をお願いします。 

また、開通までにさらに４年以上の期間を要する見込みを示されましたが、本線の先行開通など整備効果の

早期発現に向けた検討も併せてお願いします。 

［京都府の意見］ 

事業継続という対応方針（原案）に異論ありません。 

新名神高速道路は、新東名高速道路とともに三大都市圏を結ぶ日本の大動脈であり、名神・東名高速道路

の代替機能を担う重要な道路です。 

京都府としても、地域の発展に対し、大きく期待するとともに、関連道路整備や企業誘致等に積極的に取り

組んできたところです。 

ネクスコ西日本におかれましては、安全に十分配慮したうえで、一日も早い全線の供用開始が図られるよう

工程短縮に努めていただきたい。 

 



事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・同路線の亀山ＪＣＴ～草津田上ＩＣ間が平成２０年２月に供用を開始した。 

・同路線の城陽～八幡間が平成２９年４月に暫定４車線として、高槻第一JCT～神戸JCT間が平成３０年３月に

暫定４車線として開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・全面的に本線工事に着手しており、引き続き事業を進めていく。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・コンクリート殻等の混入状況が不明であること、地中の混入物により、地盤改良の進捗に大きな差が生

じたり、機械が故障するなどの事象も発生している状況 
・今後の工事の進捗の確認が必要 

施設の構造や工法の変更等  

・事業の進捗に合わせ、施工計画等の精度を上げていくとともに、現地の状況変化を確認しながら、コスト削減を

図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業進捗率は、R6再評価後の事業費に対する進捗率。（令和6年3月末進捗状況から算出） 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 

大津 JCT～城陽 

・延長：25 ㎞ 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

担 当 課：道路局 高速道路課 

担当課長名：松本 健      
 

事業名 一般国道10号 隼人
は や と

道路
ど う ろ

（隼人
は や と

東
ひがし

～加治木
か じ き

） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 
西日本高速道路㈱ 

起終点 
自）鹿児島県霧島市

き り し ま し

隼人町
は や と ち ょ う

住吉
すみよし

 

至）鹿児島県姶良市
あ い ら し

加治木町
か じ き ま ち

反土
た ん ど

 
延長 7.3km 

事業概要  

一般国道１０号隼人道路は、東九州自動車道と一体となって、九州縦貫自動車道等の高速ネットワークを形

成し、九州地方の一体的な産業、経済、文化の交流発展に資する道路である。 

S60年度事業化 

（日本道路公団施工区間） 

S63年度事業化 

（建設省施工区間） 

S58年度都市計画決定 

（H2年度変更） 

S54年度都市計画決定 

（S58年度変更） 

S63年度用地着手 

 

S53年度用地着手 

S63年度工事着手 

 

S62年度工事着手 

全体事業費 549億円 事業進捗率 

（令和6年3月末時点）  

約74％ 供用済延長 7.3km 

計画交通量   約12,600～約13,000台／日 

費

用

対

効

果

分

析 

B/C  EIRR  総費用 (残事業)/(事業全体)  

54/1,443 億円 

総便益 (残事業)/(事業全体)  

421/4,583億円 
基準年 

（事業全体） （事業全体）   

 3.2  

11.4 % 

事 業 費：  50/1,263億円 

維持管理費：  3.7/ 180億円 

更新費：     0/  0億 円 

走行時間短縮便益：416/3,870億円  

走行経費減少便益：4.3/617億円  

交通事故減少便益：   0.75/96億円 

 

令和６年 

(

参
考) 

3.3 〔2%〕 

3.4 〔1%〕 

（残事業） （残事業） 
感
度
分
析 

（事業全体） （残事業） 

 7.8  

41.5 % 

交通量 B/C=2.9～3.5（±10％） 交通量 B/C=7.0～8.6（±10％） 

(

参
考) 

10.8 〔2%〕 事業費 B/C=2.9～3.5（±10％） 事業費 B/C=7.1～8.6（±10％） 

12.9 〔1%〕 事業期間 B/C=3.2～3.2（±１年） 事業期間 B/C=7.5    （＋１年） 

事業の効果等 事業の効果等 

・円滑なモビリティの確保 (鹿児島空港へのアクセス向上が見込まれる) 

・物流効率化の支援(鹿児島港へのアクセス向上が見込まれる) 

・安全で安心できるくらしの確保 (三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる)   他14項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  

［鹿児島県の意見］ 

「対応方針（原案）」（案）の事業継続については、異存ありません。 

隼人道路は、九州縦貫自動車道鹿児島線及び東九州自動車道と接続する高規格幹線道路であり、鹿児島

県内の主要都市間の連携強化・一体化を促し、地域経済の発展、活性化に寄与する道路です。隼人道路の4

車線化については、定時性・信頼性・安全性の向上が図られ、地域の活性化や安全・安心の確保に大きく寄与

するものと期待しています。 

今後とも、事業が着実に実施され、早期完成が図られるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・当該区間は、平成4年に暫定2車線として開通。 

・当該区間開通後、東九州道の順次延伸により、広域ネットワークを形成。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・4車線の用地取得が完了し、暫定2車線にて供用中。残る2車線について本線工事を進める。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・暫定2車線にて供用中であり、残る2車線について本線工事の進捗を図る。 



施設の構造や工法の変更等  

・事業の進捗に合わせ、施工計画等の精度を上げていくとともに、現地の状況変化も確認しながら、コスト削減を

図っていく。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。 

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を

設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔  〕内は社会的割引率の値） 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

 
                                担 当 課：道路局国道・技術課 
                                担当課長名：西川 昌宏      
 

事業名 一般国道 113 号 鷹
たか

ノ
の

巣
す

道路 事業 

区分 

一般国道 事業 

主体 

国土交通省 

北陸地方整備局 

起終点 自：新潟県岩船
いわふね

郡関川
せきかわ

村大字下
おおあざしも

川口
かわぐち

 

至：新潟県岩船
いわふね

郡関川
せきかわ

村大字
おおあざ

片貝
かたかい

 

延長  
5.0km 

事業概要  

一般国道 113 号鷹ノ巣道路は高規格道路新潟山形南部連絡道路の一部を形成し、災害に強い幹線道路ネ

ットワークの形成、急カーブ・急勾配区間及び冬期交通障害等の回避、物流や観光、地域経済活動の活

性化などを主な目的とした延長 5.0km の道路事業である。 

H9 年度事業化  都市計画決定：－  H13 年度用地着手  H13 年度工事着手 
全体事業費 
 

284 億円 
 
事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約 57％ 
 
供用済延長 
 

－km 
 

地域の防災面の課題  

・関川村内の一般国道 113 号は、山間部を通過する代替路の無い県際道路であり、冠水や災害等による通 

行止め時には大幅な迂回を強いられる。  

・昭和 59 年度には融雪を起因とする地すべり災害で約 106 時間にわたり全面通行止めとなり、近年では平 

成 23 年度に集中豪雨に伴う冠水による通行止めが発生。 

・当該区間の防災面の課題は、沿線住民の日常生活や経済活動、そして救命救急活動を営む上で重大な障 

害や不安要素となっており、関川村をはじめとする関係市町村からも改善要望がだされているなど地域 

の喫緊の課題となっている。 

課題を踏まえた対策・事業内容  

・現道は一級河川荒川とＪＲ米坂線に挟まれていることや、現道対策は大規模な法面対策が必要となる等、 

課題が多いため、5.0km の別線を整備することにより課題箇所を回避。 

事業の効果等  費 用 （残事業）/（事業全体） 

① 走行時間の短縮、休日交通の影響、災害等による通行止

めの影響、冬季交通の影響を含む等 

131億円（残事業131億円） 

② 災害に強いネットワークの形成 

・冬期登坂不能車や災害による通行規制の発生及び災害

監視が必要な箇所を回避することで、災害に強い道路

ネットワークの確保が期待される。 

③ 安全で快適な道路ネットワークの確保 

・線形不良区間の解消等により安全で円滑な走行空間確

保が図られることで、信頼性の高い道路ネットワーク

の確保が期待される。 

④ 物流活動・地域産業の支援 

・代替路の確保や走行環境が改善により、信頼性の高い

道路ネットワークが確保されることで安定した物流経

路の確保が期待される。 

⑤ 自然を活かした観光産業を支える道路 

・ダブルネットワークが確保されることで、安定した観

光ルートを構築し地域観光の振興支援に寄与すること

が期待される。 

⑥ 救急医療へのアクセス向上 

・救急医療施設への搬送時間の短縮や搬送時の安全性が

確保されるなど、迅速な救命救急活動の支援が期待さ

れる。 

                     95/339 億円 

 

      事  業  費：  77/321 億円 

      維持管理費：  18/ 18 億円 



 

関係する地方公共団体等の意見  
地域から頂いた主な意見： 

・新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会等から整備促進の要望を受けている。 
 
新潟県知事の意見： 
・県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。本事業は、災
害に強い幹線道路ネットワークの形成や安全で快適な道路ネットワークの確保につながるとともに、
物流や観光を支える機能が強化されるなど、当県にとって重要な事業と認識しております。今後もコ
スト縮減に努め、着実に整備を進めるとともに、早期に事業の効果を発現できるよう部分的な供用の
検討をお願いします。併せて、本県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担適正化計画に定めたルー
ルに基づき、毎年度における投資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事業の実施に当
たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担金の平準化などお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・審議の結果、再評価および対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・前回再評価以降、大きな社会情勢などの変化はない。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業の進捗状況：用地進捗率約 81％、事業進捗率約 57％（令和 6 年 3月末時点） 

・残事業の内容：道路設計、改良工事、トンネル工事、橋梁工事等 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・道路設計、改良工事、トンネル工事を推進し、関川村大字下川口～同村大字大内渕間の早期完成 2 車線

供用を目指して整備を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

・建設発生土の有効利用や新技術の活用等によりコスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、 

引き続き事業を継続することが妥当であると考える。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。  

新潟山形南部連絡道路

延長約80km

荒川道路
（Ｈ21.3供用）

延長3.6km

鷹ノ巣道路
（事業中）

延長5.0km

梨郷道路
（R6.3供用）

延長7.2km

赤湯バイパス
（Ｈ21.3供用）

延長7.2km
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(終)

日当たり交通量：R3全国道路・街路交通情勢調査



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 

 

                               担 当 課：道路局 国道・技術課 
                               担当課長名：西川 昌宏       
 

事業名 

 

 

 一般国道 9 号 
かさ

笠
なみ

波
とうげ

峠 除
じょせつ

雪
かく

拡
ふく

幅 

事業 

区分 

   

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

近畿地方整備局 

起終点 

 

自：兵庫県美方
み か た

郡香美
か み

町
ちょう

村岡
むらおか

区八
や

井谷
い だ に

 

至：兵庫県美方
み か た

郡香美
か み

町
ちょう

村岡
むらおか

区日影
ひ か げ

 

延長 

 

 

4.6km 

事業概要  

一般国道 9 号は、京都府京都市を起点とし、山陰地方の主要都市を経由し、山口県下関市に至る延長約

780kmの主要幹線道路である。 

笠波峠除雪拡幅は、兵庫県の最高峰氷ノ山（1,510m）に続くハチ北高原の麓に位置する積雪が多い一般

国道 9 号の笠波峠付近において、除雪した雪を積んでおく堆雪帯を設けることで、冬期の安全で円滑な交

通を確保するとともに、トンネルにより地すべり区間の回避を目的とした事業である。 

S62年度事業化 H-年度都市計画決定 

（H-年度変更） 

S63年度用地着手 H5年度工事着手 

全体事業費 254億円 事業進捗率 

（令和 6年 3月末時点） 

約 85％ 供用済延長 3.9km 

地域の防災面の課題  

・但馬北部地域は国内でも有数の豪雪地帯で、笠波峠付近の福岡では累計積雪深さが 2m に迫る。 

また、国道 9 号の周辺道路は冬期通行不能箇所が多く、主要交通は国道 9 号が担っている。 
・一般国道 9 号の笠波峠付近には大規模地滑りブロックがあり、その一部は「地滑り地域」に指定されて

いる。また、地滑り末端部に位置し、これまでに地表面の変位や小規模な崩壊が確認されている。 

課題を踏まえた対策・事業内容  

・積雪や地滑りによる通行止めを回避し、災害時の交通確保、線形不良の解消、通行止めによる影響の軽

減をするための対策として、現道の拡幅が可能な区間は現道拡幅を計画し、大規模地滑りブロック区間

ではトンネルで地滑りブロックの下部を通過するバイパスを整備としている。これにより、急勾配及び

線形不良の解消並びに堆雪帯幅が確保され、安心・安全な通行が可能となる。 

事業の効果等  費用            (残事業)/(事業全体) 

                31 / 402億円 
 

 
    事 業 費      28 / 386億円 

    維持管理費     3.2 /  15億円 

 

 

①走行時間の短縮等 405億円 

（残事業  62億円) 

②交通状況の変化３ 
・笠波トンネルを含むバイパス区間が開通し、開通区間では

走行速度が 40km/h 以下の車が大幅に減少 
・今後、残る区間の整備により、急線形などの解消による、

さらなる効果が期待 

②走行安定性の向上 
・笠波トンネルを含むバイパス区間の開通により、横揺れ・

急制動の発生頻度が約 2/3に低減、そのうち横揺れは約 1/10

に低減 

・今後、残る区間の整備により、さらなる走行安定性の向上

の効果が期待 

③冬期の安全で円滑な交通の確保 

・当該路線の整備により、線形不良の解消並びに堆雪帯幅が

確保され、安心・安全な通行が可能 
④地すべり区間の回避 

・当該路線の整備により、地すべりに対する安全性を確保 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見 
・令和 6年 7 月に但馬自治会から笠波峠除雪拡幅の整備促進の要望を受けている。 

・令和 6 年 8月に北近畿豊岡自動車道建設促進期成同盟会から笠波峠除雪拡幅の整備促進の要望を受けて 
いる。 



兵庫県知事の意見： 
一般国道９号は、日常生活はもとより、産業や観光など地域の活性化を支える上でも、重要な幹線道路

である。 

但馬地域の香美町村岡区は、国内でも有数の豪雪地帯であることから、国道９号の周辺道路の多くが冬
季通行不能となり、地域の交通は国道９号に依存している状況である。 

しかしながら、笠波峠付近の現道は急線形・急勾配が連続し、降雪時には車両の立ち往生が発生するな

ど、特に冬期間における安全で円滑な交通の確保が課題となっている。また、近年短期間の集中的な降雪

が増加しており、このような豪雪時の対策の重要性がますます高まっている。 

令和５年１０月に地元の長年の悲願であった笠波トンネルを含むバイパス区間が開通し峠部における急
勾配及び線形不良区間が解消された。また、堆雪帯幅も確保され、積雪時においても安全で円滑な交通に

効果を発揮している。引き続き、残る線形不良区間の整備を進め、早期の全線供用に向けて取り組んでい

ただきたい。 

なお、事業の実施にあたっては、資材価格が高騰している状況ではあるものの、より一層のコスト縮減

に努めていただきたい。 
 

事業評価監視委員会の意見  

 審議の結果、「一般国道 9 号笠波峠除雪拡幅」の再評価は当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、概ね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり「事業継続」でよいと判断される。 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

国道 9 号笠波峠除雪拡幅の事業区間は、積雪時に大型車等が立ち往生しやすい場所として、優先除雪が

必要な予防的通行規制区間に指定。 
 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

昭和 62 年度事業化、用地進捗率約 97％、事業進捗率約 85％(令和 6年 3月末時点) 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  

技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

 

対応方針決定の理由  

 事業の必要性は変化なく、防災面の効果が見込まれるため。 

事業概要図  

 【位置図】                       【概要図】 
 

                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 ※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和 7 年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課  

担当課長名：西川 昌宏           

 

事業名 一般国道１８３号 鍵掛峠道路
かっかけとうげどうろ

 事業 
区分 

一般国道 事業 
主体 

国土交通省 
中国地方整備局 

起終点  自：広島
ひろしま

県 庄原
しょうばら

市 西 城 町
さいじょうちょう

 高尾
こ う お

 

至：鳥取
とっとり

県 日野
ひ の

郡 日南町
にちなんちょう

 新屋
に い や

 

延長 
１２．０km 

事業概要 

 一般国道１８３号は、広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市から鳥取
とっとり

県米子
よ な ご

市までを結ぶ延長約１４５kmの主要幹線道路である。 

 鍵掛峠道路
かっかけとうげどうろ

は、鳥取
とっとり

県と広島
ひろしま

県の県境部に位置し、高規格道路江府三次道路の一部を構成する広島
ひろしま

県庄原
しょうばら

市

西 城 町
さいじょうちょう

高尾
こ う お

と鳥取
とっとり

県日野
ひ の

郡日南町
にちなんちょう

新屋
に い や

を結ぶ延長１２.０㎞の道路である。 
事業目的は、線形不良の解消のほか、国土強靭化に伴う災害時の代替ルートの確保、救急医療活動の支援、安定的な物流ネッ

トワークの構築等を図るものである。 

Ｈ１７年度事業化 － Ｈ２１年度用地着手 Ｈ２７年度工事着手 

全体事業費 約523億円 
事業進捗率 

（令和6年3月末時点） 約53％ 供用済延長 ０．０ｋｍ 

地域の防災面の課題 

・平成 17 年 1 月には、法面崩落により国道183 号で約 106 時間にわたり通行止めが発生し、大幅な迂回を強いられてい

る。 

・さらに、災害時の通行止めによる孤立や迂回について、「土砂崩れにより三坂
み さか

地区が封鎖されたこともありアクセス

改善が重要」（介護事業者）等の地域の声があり、沿線住民の不安要素となっている。 

・加えて、冬期には積雪によるスリップ事故や大型車の立ち往生が発生し、路線バス及びスクールバス運行への阻害や
地域の日常生活・交通安全に課題がある。 

 
課題を踏まえた対策・事業内容 

・並行する一般国道183号は急峻な地形を通過しており、事前通行規制区間（1.7㎞）、要防災対策箇所（24箇所）、急
カーブ（R<150m：74箇所）、急勾配（i>5%：Ｌ=5.0㎞）の区間が連続しており、これらの課題を解消するためにはバ
イパスによる整備が必要となる。 

 
事業の効果等  費用 （残事業）/（事業全体） 

○災害等に対する不安感の解消 
・線形不良箇所の走行に伴う精神的疲労の軽減効果 
・通行止め時の医療サービスが享受できなくなる不安解消効果 
・災害時の迂回ルートの確保による不安解消効果 

 
206／475億円 

 
事 業 費：197/466億円 
維持管理費：9.3/9.3億円 

関係する地方公共団体等の意見  

鳥取県知事の意見：「継続」という対応方針（原案）について異存ありません。 

事業費の増加は、事業計画段階では予見不可能な内容で、工事の安全性確保と周辺地域への影響を考慮するとやむを得

ないものと考えますが、コスト縮減と安全確保を図りつつ、鳥取県側区間の部分開通が大幅に遅延することがないよう工

程精査をお願いします。 

 

広島県知事の意見：事業継続とする対応方針については妥当である。  

一般国道183号鍵掛峠道路は、広島県備北地域と鳥取県西部地域を連結する高規格道路「江府三次道路」の一部を構成

し、地域間交流の促進や観光産業の活性化、物流機能の向上に資する幹線道路であるとともに、線形不良区間や異常気象

時通行規制区間の解消など、防災上の観点からも特に重要な道路である。 

引き続き、地元住民の皆様への丁寧な対応やコスト縮減に努めながら、安全な道路の早期完成に向けて着実に整備を進

めていただきたい。 

 



 事業評価監視委員会の意見   
 ・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を
行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 
・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見
集約した。 

 

 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等   

平成17年度に生 山
しょうやま

道路、平成20年度に高
たか

道路が供用したことで、備
び

北
ほく

地域と鳥取西部地域のアクセス性が向上しており、 

今後さらに江府
こうふ

三次
みよし

道路の最大の難所解消のため鍵
かっ

掛 峠
かけとうげ

道路
どうろ

の早期整備が期待されている。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

令和6年3月末時点で、事業全体の進捗率は約53％、用地の進捗率は約100％である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
現在は、調査・設計及び改良工事を行っており、早期開通を目指し、事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 
対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由  

事業の必要性に変化はなく、防災面の効果が見込まれるため。 
事業概要図  

 
※１ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。 
 
 



再評価結果（令和７年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局国道・技術課

担当課長名：西川 昌宏          

事業名 一般国道33号 越知
お ち

道路（２工区） 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

四国地方整備局 

起終点 
 自：高

こ う

知
ち

県高
たか

岡
おか

郡越
お

知
ち

町
ちょう

越
お

知
ち

丙
へい

 

 至：高
こ う

知
ち

県高
たか

岡
おか

郡越
お

知
ち

町
ちょう

越
お

知
ち

丁
てい

 
延長 3.0km 

事業概要  

一般国道 33 号は高知市と松山市を結ぶ延長約 124 ㎞の主要幹線道路で、代替路線を有しないことから中山

間地域にとって日常生活に欠くことのできない重要な路線である。一方、降雨による事前通行規制区間が全区

間の 35%を占めているなど、様々な課題を抱えている。 

一般国道33号越知道路（2工区）は地すべり地を通過する現道を回避し、一般国道33号の中でも落石など危険

な斜面が多い箇所の防災対策と急カーブなど線形不良箇所を解消することで、主要幹線道路としての防災機能

の強化や安全性・走行性の向上を図り、災害により孤立化する集落の解消や円滑な交通の確保を図る延長3.0

㎞の高規格道路である。 

H20年度事業化 －年度都市計画決定 H24年度用地着手 H23年度工事着手 

全体事業費 約196億円 事業進捗率 
（令和6年3月末時点） 

約96％ 供用済延長 1.8km 

地域の防災面の課題（※１）  

・現道沿いに防災点検における防災ランクⅠが 6 箇所、防災ランクⅡが 13 箇所存在。 

→防災ランクⅠ（岩盤崩壊：4 箇所、落石崩壊：2 箇所） 

→防災ランクⅡ（落石崩壊：12 箇所、地すべり：1 箇所） 

・平成 22 年 8 月 16 日 18 時 20 分頃に岩盤崩壊が発生し、約 4 日間の全面通行止めが発生。 

・降雨による事前通行規制区間（L=20.3km）が存在し、平成 21 年度～令和 5 年度に延べ 27 回(約 448 時間)の 

通行止めにより大幅な迂回が発生。 

・現道は線形不良箇所(R≦150m)が10箇所存在する。 

課題を踏まえた対策・事業内容  

・楠神地すべりは必要な抑止力が非常に大きいことから対策は困難であり、防災ランク箇所も多数あることか 

ら、将来的な安全性や経済性も考慮の上、別線トンネルを整備することにより課題箇所を解消。 

・事前通行規制区間短縮のため、現道 1.2km 区間については法面対策を施すことにより課題箇所を解消。 

・別線及び線形改良により線形不良区間を解消。 

事業の効果等（※２） 費用（※２） （残事業）/（事業全体） 

・災害危険箇所の減少及び地すべり地の回避 

・走行時間の短縮等（災害による通行止めでの迂回の解消を含む）  

113 億円（残事業 113 億円） 

・異常気象時における事前通行規制区間の短縮 
 （令和 6 年 4 月 1 日：L=20.3km→L=18.7km へ短縮） 
・線形不良箇所の減少による走行性・安全性の向上 

・災害時の通行止めによる孤立地域の経済（営業）損失の解消 

（0.50億円） 

 

17/213億円 

 

事 業 費：6.9/203 億円 

維持管理費： 10/ 10 億円 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等： 

・一般国道 33 号の整備促進に対して、沿線地方公共団体などから積極的に要望活動が続けられている。 

令和元年度：７月、８月、１１月  令和２年度：７月、１０月、１１月     令和３年度：８月、１０月、１１月、１月 

令和４年度：８月、１０月、１月  令和５年度：８月、１０月、１１月、１月  令和６年度：７月、８月 

 

高知県知事の意見： 

事業継続に異議はありません。 

 一般国道33号は、高知県と愛媛県の県都を結ぶ主要幹線道路であり、沿線地域における産業や観光振興 

の取り組みを支え、日々の安全・安心な暮らしを守るとともに、近年、激甚化している豪雨や発生の切迫度が 



高まる南海トラフ地震などの自然災害時の緊急輸送を担う「命の道」として大変重要な路線です。 

 しかしながら、越知道路（２工区）を含む現道は、越知町横倉から県境までの事前通行規制区間において、 

豪雨による長時間の通行止めがたびたび発生するなど、日常生活にも影響を与えていることから、幹線道路 

として、安全性・走行性の向上や防災機能の強化が望まれています。 

 このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に 

努めていただき、より一層の事業進捗をお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  

・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成19年 3月 国道494号 佐川・吾桑バイパス（須崎②工区）延長1.02km開通 

・平成19年 6月 国道 33号 越知道路（3工区）        延長1.0km開通 

・平成23年 4月 国道494号 佐川・吾桑バイパス（佐川工区） 延長1.53km開通 

・平成24年12月 国道 33号 高知西バイパス天神IC～鎌田IC  延長1.1km開通 

・平成28年 3月 国道 33号 高知西バイパス枝川IC～天神IC  延長2.9km開通 

・令和 3年 3月 国道494号 佐川・吾桑バイパス（須崎③工区）延長1.83km開通 

・令和 3年12月 国道 33号 高知西バイパス鎌田IC～波川   延長1.5km開通 

・令和 5年 6月 国道 33号 越知道路（2工区）バイパス区間 延長1.8km開通 

（その他） 

・佐川町 まきのさんの道の駅・佐川【R5.6開駅】 

・佐川町 牧野富太郎ふるさと館【R5.2リニューアルオープン】 

・越知町 体験型観光施設【R1.6開業】 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・用地進捗率100％、事業進捗率約96％（令和6年3月末時点) 

・残事業の内容（現道拡幅工事等） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・引き続き、早期供用に向けて調査設計、工事を推進中。 

施設の構造や工法の変更等  

・想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に

加え、施設の長寿命化や維持管理費を考慮した構造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 課題欄に係る数値及び事前通行規制区間の延長は、令和 6 年度 3 月 31 日時点のものであり、越知町移管済み区間 

    （旧国道 33 号）に係る数値が含まれている。 

※２ 事業の効果および費用の欄に係る数値は令和５年度評価時点。 

高知県 愛媛県 
徳島県 

香川県 

一般国道 33 号 
越知道路（2 工区） 
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